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はじめに 

今世紀の始め、OECD 加盟国の多くは、歴史上前例のない人口動態が推移しつつあることに気付い

た。急速に高齢化が進展しているのみならず、多くの国で縮小し始めているのだ。このような推移

は日本において、他のどの国より顕著ではあるものの、決して日本に特有のものではなく、OECD 加

盟国の多くが、今世紀が進むにつれ、経済的動向や居住パターンへの重要な影響を伴いつつ同じ道

をたどるであろう。   

この変化の社会・経済的重要性はいくら強調してもし過ぎることはない。人類の歴史の大部分に

おいて、人口増加は長期的傾向として当然の事と考えられ、たとえ、それが、飢饉、戦争、疫病の

蔓延などによる死亡率の急激な危機的上昇により一時的に中断されることがあっても、そのように

捉えられてきた。さらに、人間共同体において、その規模のいかんを問わず、年齢構成は、若年層

を最大の底辺とし、高年齢層ほどその数が最小となるピラミッド型を有する傾向にあった。平均寿

命が延びるにつれてピラミッドは高くなったが、その形は残った。その後、20 世紀後半、多くの国

で出生率が急激に低下し、ピラミッドの底辺が縮小し始め、多くの国で人口配分における膨張部分

が上へと移動し始めてやっと、我々は上下逆さに近いピラミッドが出現しつつあることに気付き始

めた。それは、かつて見たことのない形の、高齢者を最大の層とする年齢構造体である。 

それでもなお、人口動態の変化が示唆する社会の発展、繁栄に係る結末は規定事項ではない。こ

れは、大いに、我々が選択する政策にかかっている。それゆえ、OECD の地域開発政策委員会は、

人口動態の変化が都市・地域へもたらす結末について、より一層、研究を進め始めた。この OECD 

の「国土・地域政策レビュー」は、都市における高齢化の最新研究を追い、地方レベルでの政策対

応を考察する。 

日本は、高齢化と人口の減少に対処する、統合的、長期的アプローチの設計に取り組んでおり、

生産性向上を強化し、持続可能な長期的居住パターンを確保するため、空間、部門別政策を整備し

ている。日本は、人口動態の変化がもたらすチャンスをとらえ、変化が創り出す諸問題に取り組む

ことを目指している。2015 年に採択された新たな国土形成計画はこのような取り組みの中核を成し

ている。  

この戦略の長期的な成果を判断するのは、時期尚早であるものの、その見通しについて楽観的に

考え得る根拠がある。経済分析によれば、大都市圏における自治体間の水平的連携による寄与が大

きいとは言え、日本の都市は十分に機能し、集積の便益を生み出している。実際に、日本の農山漁

村地域は、困難な状況にも関わらず、他の OECD 諸国の同様の地域に比べて、優れた業績を上げて

おり、さらに多くの場合、地域の資源、潜在力を活かした再活性化戦略の先駆者となっている。国

から地方自治体、公共及び民間部門に至るまで、あらゆるレベルの統治機構が革新的で、かつ多く

の場合、地域の実情に根ざした解決策を考案している。その多くは、同様の課題に直面している

OECD 加盟国の多くにとって大きな関心と尊敬の的となりそうである。 
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日本語版の刊行にあたり 

我が国は、今まさに重要な岐路に差し掛かっています。数十年にわたって続く人口減少過程でも

誰もが「豊かさ」を実感できるよう、適応策としての国土形成の取組みが必要です。急激な人口減

少・高齢化の進展という前例のない人口動態の推移に加え、巨大災害の切迫等、国土に係る状況の

大きな変化に適切に対応していかなければなりません。 

2016 年４月 11 日、経済協力開発機構（OECD）は、「OECD 国土・地域政策レビュー: 日本 2016」

（以下、「レビュー」）をとりまとめ、公表しました。レビューは、人口動態の推移がもたらす諸

課題をチャンスに変えるため、地域政策は極めて重要であり、効果的な政策の実施には、国土形成

計画のような総合的かつ地域に根ざしたアプローチが必要との主要メッセージを打ち出しています。

同日、東京にて、国土交通省とＯＥＣＤにより、本レビューの公表を記念したシンポジウムが開催

されました。本シンポジウムでは、アンヘル・グリア OECD 事務総長より OECD がとりまとめたレ

ビューを紹介するとともに、奥野信宏国土審議会会長司会の下、内外の有識者がパネリスト として

参加し、我が国の人口減少・高齢化の危機をチャンスに変える戦略である国土形成計画の実現方策

について議論し、人口減少・高齢化先進国、日本が世界に発するメッセージとしてとりまとめまし

た。また、石井国土交通大臣及びグリア事務総長において、国土交通省と OECD が密接に連携し、

先進国の共通課題である急激な人口減少、高齢化の中での地域活性化及び経済成長をリードしてい

くことが確認されています。 

前述のとおり、重要な岐路にある我々にとって、次の 10 年間は、言わば「日本の命運を決する 10

年」です。2050 年の長期を見通しつつ、様々な資源、技術、知恵を総動員しながらこれからの 10 年

間における国土形成の取組みを計画的、効率的に実施していく必要があります。こうした時期にあ

たり、OECD が本レビューを取りまとめたことは、誠に時宜にかなったものと思われます。 

前掲謝辞にもあるとおり、このレポートは、国土交通省より国土政策局のプロジェクトで OECD

へ出向中の荒木愛美子エコノミスト・政策アナリストはじめ、ウィリアム・トンプソン、ホセ・エ

ンリケ・ガルシラーゾ、松本忠による OECD 職員チームにて作成され、原文は英語であるところ、

本書はこれを国土交通省国土政策局総務課企画室にて、日本語訳を作成したものです。 

本書が、国土形成の取組みの実施にあたる関係者のみならず、人口動態の変化がもたらす諸課題

をチャンスに変えるべく、広く地域の活性化に様々な形で携る多くの方々にお読み頂き、ご参考に

して頂ければ幸いです。   

 

 

平成 29 年 6 月 

 

 

 

国土交通省 国土政策局長 

藤井 健 
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表紙について 

人口動態変化の重要な局面で、コンパクト・ネットワーク型の新たなコミュニティ形成に向けて地

図を描き直していくなか、日本は行政サービスの提供を再考していかなければならない。これは、新

しい地平線、線で結ばれた繋がり、関係性として、自由な解釈を引き起こした。これらの深遠な変化

は、日本の文化、価値観に基づいて生じるべきものであり、伝統的な桜のモチーフを、日本の歩みを

前へ導いていく革新的で新しい国土政策と並置させ、表現している。 
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エグゼクティブ・サマリー 

主要研究結果 

日本は前例のない人口動態の推移を経験している。 

人口の減少と高齢化が急速に進んでいる。最新の推計では、人口は 2010 年から 2050 年の間に約

23％減少すると予測され、高齢者（65 歳以上）が人口に占める割合は、OECD 地域における最高

値である今日の約 26％からさらに上昇し、今世紀半ばには 40％近くに達すると見られる。 

OECD 加盟国の多くで人口の高齢化は急速に進んでおり、人口が縮小している国もある。 

OECD 加盟国の内、６か国では、今世紀半ばまでに、ピーク時の少なくとも 10％以上の人口が減

少すると予測され、10 ヶ国では、人口の 30％を超える高齢者を抱えることとなろう。だからこそ、

日本の経験は多くの OECD 加盟国に大いに参照されていくだろう。 

日本の繁栄は、かつてないほど生産性に懸かっている。 

生産年齢人口は年に約 1％ずつ縮小しており、この割合は今後数十年にわたり、1.7％へと加速し

ていくであろう。年率約 2％の GDP 成長を 2050 年まで維持するため日本に必要なのは、他の条件

が同じだとすれば、労働者一人当たり、平均年率 3％以上の GDP 成長を達成することである。実

際には、労働供給はもちろん、生産性も向上させる必要がある。極めて厳格な移民政策を考える

と、このためには、女性や高年齢労働者の動員が従来にも増して重要になるだろう。 

人口動態の変化は国土空間に重大な影響をもたらす。 

政府は、日本全土を網目上に区切った場合の居住エリアについて、このうち 60％以上は、2050 年

までに人口の半分以上を失い、うち約 5 分の 1 は無居住エリアになると予測され、うちわずか 2%

で人口増加が予測されている。 

日本では人口と経済活動の集中度が共に高く、高まり続けている。 

首都圏、大阪、名古屋は、国土の 5.2％を占めるにすぎないが、総人口の約 46％が居住し、GDP

のおよそ半分を生み出す。集中度はさらに、確実に高まりつつあるが、多くの農山漁村地域や小

さな町は急速な人口減少による過疎化の不利益を被っている。  

空間的格差は極めて小さく、拡大しているように見えない。 

活動と人口の集中が高まる中にあっても、2010 年の日本の一人当たり GDP に対する地域間ジニ係

数は OECD 諸国の中で 2 番目に低い値を記録し、都市と農村地域間を比較しても OECD の中で最

も低い値を示した。これは、特に、明確に定義されたレベルのインフラとサービスを国中に提供

する、長年にわたるコミットメントを反映している。  

日本の都市は、分断されたガバナンスによる不利益を被っている。 

マイクロデータ分析が示唆するところでは、日本の大都市は、集積の経済を生み出す生産能力の

恩恵を大いに受けている。しかしながら、分析では、特に 50 万から 270 万人の人口を有する大都

市圏において、ガバナンスの分断がパフォーマンスを損なっていることも示唆している。こうし

た大都市圏内の自治体が緊密に連携すれば、相当な実をもたらす可能性がある。 

 

日本の農山漁村地域は、OECD 基準によれば比較的豊かである。 
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直面する課題にもかかわらず、日本の農山漁村地域の一人当たり GDP 平均レベルは約 14％で、こ

れは OECD 諸国全体のこうした地域の平均値を上回る。近年労働市場についても、他の OECD 諸

国の同様の地域と比べ、はるかに高い。 

主要メッセージ及び政策の提言 

人口動態の変化は課題だけでなくチャンスをも、もたらす。 

人口の減少と高齢化の経済的影響は、部門別の政策と空間政策に大いに懸かっている。縮小する

国内市場、財政負担やサービス提供などの課題が大きく立ちはだかることは明白である。しかし

同時に、土地集約的活動の拡大、土地利用の柔軟性の増大、過密の減少、住宅費や環境負荷の低

減などにチャンスがある。 

空間計画及び空間政策は、この政策対応の形成を図るうえで極めて重要である。 

居住パターンに人口動態の変化が与える劇的影響を考えると、日本の空間政策の重要性は今、非

常に大きい。現在、日本の人口動態及び経済的課題を、成長とより良い暮らしに変えることを目

的として、長期的且つ政府全体レベルで、人口動態の変化に対処するアプローチが整備されつつ

ある。  

当局の、日本の将来における「コンパクト＋ネットワーク」の指向は、概ね正しい。 

新たな「国土形成計画」は、国土の様々な場所での居住を保ちつつも、集積の経済の実現を促し

ていくような居住パターンの維持を目標とする。「国土形成計画」が構想するのは、多機能型

「小さな拠点」に向けた計画など、農山漁村地域におけるサービス提供や近接する都市間の連携

を支援し、集積の経済を推進する一連の方策である。 

多様性は国土形成計画の根幹をなす重要なもう一方の優先事項である。 

人口減少に伴い、人口や資源の獲得をめぐって、地域と都市間の競争は激化するだろう。人口及

び投資を惹きつけ、この特性と戦略の多様性により、互いに不足する部分で補完しあえる余地を

見出し、これを活用する戦略を構築していく可能性が高まる。 

イノベーション、起業、労働市場制度を考慮した政策を採用する必要がある。 

生産性の向上は、イノベーション、起業を促進する効果的な政策に大きく懸かっている。高い労

働参加率の達成、特に女性の参加に加え、職業人生をより長く続けるよう奨励するためには、健

康な老化の促進と、仕事と子育ての両立を容易にする方法を見出すことが不可欠である。より良

い保育の提供と、「長時間労働」文化からの脱却は特に重要である。 

三大都市の国際競争力の強化は日本の繁栄にとって極めて重要である。 

新たなリニア中央新幹線は、東京、大阪、名古屋を結び、一つの大都市圏とする。リニア新幹線

が持つ経済的可能性を実現するために、ハードインフラへの投資は、適切な「ソフト」面を見据

えた政策とともに進められるべきであり、とりわけ、起業、イノベーション、ベンチャー投資を

促進するものでなければならない。 

大都市圏以外の都市は連携・協力する必要がある。 

データによれば、「国土形成計画」の構想にあるように、「三大都市圏」以外の都市における持

続的な集積の便益と都市サービスの持続を可能にするのは、近接都市を結び付ける連携の強化で

ある。このため必要なのは、より良いガバナンスの調整とインフラの連結である。 

  

地域活性化の取組みは地域資源に基づかなければならない。 
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農山漁村は他の地域よりも厳しい人口減少という課題に直面しているものの、多くの地域コミュ

ニティは、構造的な変化に応えるべく、地域資源に基づく再活性化戦略を進めている。単に外部

の支援に頼るのでなく、こうしたコミュニティは、現状を刷新し、投資を惹きつけ、新たな市場

に参入し、地域の豊かさや暮らしやすさを持続すべく、技術や農山漁村と都市との連携を活用す

る新たなチャンスを利用している。こうした戦略の多くは他の国々に教訓を示すであろう。  
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評価及び提言 

日本の将来の繁栄は、本質的で相互に関係する二つの課題の解決に懸かっている。その二つは日

本の将来の空間と経済発展の形に大きく関わる。一つ目は、前例のない人口動態の変化の進行であ

る。日本の人口は高齢化が進み、急速に縮小している、二つ目は、生産性に関するものである。労

働力人口が総人口に占める割合が縮小する中、一人当たり所得を増加させるためには、労働者一人

当たりの生産高を、それ以上のペースで増加させなければならない。「超高齢化」の中にある日本

は、強力で持続的な生産性の向上がなければ、生活水準の向上を維持することはできない。このた

めには、イノベーション及び起業を刺激し、日本経済と世界経済との結びつきを強化する取組みが

必要となる。中でも、サービスの生産性は極めて重要な関心事項である。なぜなら、人口動態の変

化は、サービス提供の面で課題を生み出すからである。特に、加齢に関係するサービスの需要の増

加と、人口が減少している地域でのサービス提供単価の上昇という課題である。  

こうした課題は決して日本特有ではない。OECD 加盟国も同様に、急速な人口の高齢化と人口減少

に直面している。日本の人口動態の推移は他の諸国の先を行くもので、いくつかの点で課題は深刻

であるものの、近年、人口減少と高齢化を解決するため、対策への範囲と意欲という点で非常に優

れた総合的な対策をまとめてきた。対策が目指すのは、日本の険しい経済状況と人口動態に関する

課題を、成長、イノベーション、より良い暮らしへと変えることである。だからこそ、この取組み

の成果は、OECD 域内のみならずその他多くの国々の政策立案者にとって第一の関心事項だろう。 

人口動態の変化は、日本の経済情勢を変える 

日本の人口は 2010 年に 1 億 2800 万人余りでピークを迎えた。それ以降、継続的な減少が始まり、

予想では徐々に加速して 2050 年までに 1 億人以下にまで減少するとされる。同時に、高齢者（65 歳

以上）が人口に占める割合は、現在の約 26％（OECD 諸国の最高値）からさらに上昇し、今世紀半

ばには 40％近くに達すると見られる。この劇的な変化は出生率と長寿化の産物であり、移民が日本

の人口動態において果たす役割は極めて小さい。合計特殊出生率は、1974 年以来、人口置換水準 

(2.1) 未満レベルであり、1993 年以降は、1.5 未満レベルとなっている。仮に出生率が急速に人口置換

水準まで戻った場合でも、総人口は、安定するまで、50 年以上に亘って減少する。同時に、日本は、

2013 年、出生時の平均寿命が OECD 加盟国で最高となる 83.5 歳に到達し、並外れた長寿化を達成し

た。 

このような国全体での人口動態が与える影響は、地域差が大いにあり、はっきりした重要な傾向

がいくつかある。第一に、人口集中は進展し続ける。東京、大阪、名古屋の三大都市圏は、国土の

たった 5.2％を占めるに過ぎないが、総人口の約 46％を要している。人口及び経済活動の大都市圏へ

の集中は、ここ数十年に亘って加速しており、中小都市及び農山漁村存続の可能性が危ぶまれてい

る。農山漁村の高齢化の進展は、都市より急速であり、このうち都市から遠く離れた農山漁村では、

より都市に近い農山漁村よりも、高齢者人口の比率が高い。他方で、出生率の場合は逆転し、大都

市ほど、より低い出生率になる傾向がある。2014 年の東京の合計特殊出生率は、わずか 1.15 であり、

全国平均の 1.42 を大幅に下回り、全国最低値であった。他の大都市においても同様に、出生率は極

めて低く、引き続き若者が大都市へ流入していくことが懸念されている。  

生産性の向上は労働力の低下を埋め合わせるほど十分でない     

日本の一人当たり所得は 1990 年代初頭に OECD 加盟国中、上位半数の国の平均値に匹敵したが、

2009 年には同平均値の 83％に減少した。この結果をもたらした要因は多くあるが、ここ数年重大性

が高まってきた一つの要因は「まさに」人口動態の影響、つまり、総人口に占める生産年齢人口の

減少である。現在、生産年齢人口は年に 1％ずつ減少しており、最終的にこの減少率は年 1.7％に近

づくであろう。総人口に占める 15 歳から 64 歳の人口の割合は、1990 年代初頭に約 70％とピークに

達したが、今や約 61％となり、今世紀半ばには約 51％にまで低下すると推計されている。仮に 2％

以上の生産性向上を達成した場合でも、急速に縮小する労働力人口と、急速に上昇する高齢者人口
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比率により、総生産の伸び及び一人当たり所得の伸びは、極めて低い水準にとどまることを示唆し

ている。加速する労働力減少は、生産性という観点で見れば、単に他の経済諸国内で日本の現在の

地位を維持するためにだけでも、日本は益々速く走らなければならないことを意味する。残念なが

ら日本の生産性は 1990 年代初頭以来、相対的に低い。過去 10 年に亘って、他の OECD 加盟国より

相対的に向上しているものの、人口動態の変化に伴う影響を相殺する程、十分ではない。 

経済活動の空間的集中は益々高まっているが、空間的格差は拡大していない 

日本における経済活動の集中は高まり続けており、これは人口動態の傾向と合致する。OECD の推

計によると、東京、大阪、名古屋の三大都市圏は、2010 年に GDP の 49.9％を生み出した。しかしな

がら、こうした経済活動の集中にもかかわらず、2010 年、空間的格差が極めて低かったことは日本

の特徴である。同年の日本の一人当たり GDP に対する地域間ジニ係数は OECD 諸国の中で 2 番目に

低く、実に地域間格差は 1995 年よりも若干低かった。都市と農村地域間の格差は OECD 諸国の中で

最も低かった。こうしたパターンは労働市場指数、中でも、失業率に反映され、他の多くの OECD

加盟国よりも地域間のばらつきが少ない。  

このように、日本は人口と経済の集中度は高いものの、地域間格差は小さく、この傾向は北欧諸

国にも見られる。こうした国々同様、日本は伝統的に地域結束へのこだわりが強い、集中型国家だ

った。こうした背景が日本の労働市場に作用し、空間的賃金格差の抑制となっているとも思われる。

雇用の拡大については、特に東京における雇用拡大は重要で、数十年間の経済停滞が地域的な高い

失業率又は地域間の急激な不均衡の拡大によるポケット地区につながらなかったことは確かだと考

えられる。2000-11 年の間に新たに生まれた雇用のうち、首都圏が約 85％を占めた。これは、首都圏

への労働者流入の抑制を打ち出す際、心に留めるべきである。これは、特に現在、経済活動に作用

している大都市への求心力を緩和するために最も重要な政策は、地方における事業参入や雇用創出

を促進する政策であることを示唆している。 

潜在的に、主要な都市の中心部に人口と経済活動が過度に集中することは、当局にとって依然主

要な懸案事項である。農山漁村地域や小規模の町や都市が過疎、高齢化、貧困の中に取り残される

ことへの不安が広がっている。厳しい人口減少と高齢化地域の中にある企業は、縮小し回復の難し

い労働市場に加え、効率的なサプライヤーの獲得や他のビジネスとの連携の創出という課題に向き

合うであろう。低人口地域では、必要最小限の公的・私的商品の効率的な入手に苦労するだろう。

なぜなら、顧客又は消費者の数が小さいほど、固定費用が発生するからである。国の現在の再活性

化戦略は、このような影響を防ぐことを目的としている。  

人口動態の変化は課題をもたらすが、チャンスをも提供する 

人口動態の変化の経済への影響は、多岐に亘り複雑だが、全て負の影響であるわけではない。た

しかに、国内市場は縮小するし、幾つかの分野では規模の経済が損なわれるとともに、高齢化に伴

う支出の増大、高齢者人口の割合増加により、財政が圧迫されるであろう。しかしながら、日本は、

OECD 加盟国で最も人口密度が高い大国であり、そこでの人口減少を、土地集約的活動の拡大、土地

利用における柔軟性の増大、過密の減少、住宅費や環境負荷の低減などのチャンスを創出すること

も可能である。  

人口動態の変化が経済に与える影響は、既定事項ではない。目にしている負の経済的状況の多く

は、高齢化の進行そのものというよりはむしろ、往々にして起こる、高齢化と既存の曲解の間に生

じる偏見的相互作用による。特定の問題を個別に取り扱う手法よりも、相互に連携し、補完的な改

革、とりわけ、より健康的な高齢化、より長い職業人生、そして、より効率的な保健医療の供給の

支援を推進する方策の方が、高齢化による負の影響を相殺しそうである。現在、政府は、新首相の

下、新しく創設された、「まち・ひと・しごと創生本部」によって作成された国土形成計画や再活

性化戦略等を通じ、政策分野間、中央政府・地方政府間の調整を進め、このような横断的な方策に

取り組んでいる。 
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労働力の供給、出生率、起業、イノベーションに取り組むには構造改革が必要で
ある 

このレビューは、日本が直面する人口動態の変化及び生産性という二重の課題を、空間的・地域

的側面から焦点を当てるものであるが、空間的側面だけでなく、経済全体についての諸政策も、極

めて重要な役割を持つ。中でも、女性と高齢労働者の労働力供給及び出生率を押し上げるには、改

革が必要である。非常に低い出生率は、仕事と子育てを両立させることを困難にする労働市場制度

や労働慣行と関係していることが、研究により示唆されている。OECD の基準によると、日本では既

に男性と女性の労働参加率に大きな差があり、活動率も男性と女性の差が著しく大きいことも示し

ている。もし、この差がなくなれば、すなわち、仮に、2030 年までに、女性の労働参加率が男性の

それに近づけば、労働力の減少は、男性の労働参加率に変化がない場合、3 分の 2 に軽減されるだろ

う。  

労働条件の改善を目指す全ての政策、とりわけ過剰な労働時間の短縮、子育て制度の拡充及びワ

ークライフバランスの改善を目指す政策は、経済成長及びジェンダーバランス、双方の目標達成に

貢献する。さらに、これらの政策は、高齢者の労働参加を増やすことにも役立つ。OECD 加盟国の多

くは、このような政策が、出生率の向上と女性の労働参加率の向上の双方を支援できることを示し

てきた。当局は、子育て及びアフタースクールに関する政策について大幅な拡充を計画しているが、

家庭の第二の稼ぎ手の決心を促すような公平な税所得制度を開発する方策も必要である。現在は、

家庭の第二の稼ぎ手の収入抑制に大きな影響を与えるインセンティブがある。加えて、父親がより

柔軟に対応できるように、男女共に育児休業やそれに関連する手当の支給を可能にするなどの政策

を進めることが望ましい。同様に、過剰労働時間の短縮やワークライフバランス改善が必要である。 

日本は、特に大都市以外でのイノベーションと起業を刺激すべく、より多くの取組みが可能であ

る。しかし、近年こうした分野における取組みは不十分であった。日本の知識創造への投資は大き

いが、生産性向上の全要素という観点での見返りは何年もの間、それほど大きくない。開業率、廃

業率においても、起業への取組みにおいてもポイントが低く、研究データが指摘する主要な弱みは、

比較的良好なインフラや制度よりもむしろ、意識や能力にある。こうした弱みは、多くのイノベー

ション、中でも、破壊的イノベーションに関連しており、既存の大企業からくるものではない。既

存企業は破壊的アイディアを市場に取り込む必要がある。  

日本政府はこうした課題を十分把握しており、対応するために、開業の際の新たな支援、零細企

業向けのイノベーション及び経営に関する支援プログラム等、数多くの取組みを始めようとしてい

る。しかし、技術不足への対策や起業教育に取り組み、企業と大学との連携の強化、おそらく最も

重要なことであるが、一般的に、起業という道を、望ましいキャリアとは考えない意識の改革など、

まだ為すべきことは多くある。高齢者の起業支援は、特に、破産した企業の経営者保護の拡大によ

る促進が可能であり、政府が現在取り組んでいる重要な方策である。 これまで、多くの場合、起業

家は経営破綻すると、家や生命保険契約など、殆どすべての個人資産を失うリスクを負ってきた。

これは、職業人生の終盤にこのようなリスクを冒すことはできない高齢労働者にとって大きな妨げ

となっている。 

政策立案者は人口減少がもたらす空間的影響への取組みにおける二つの重要事項
のバランスをとる必要がある 

政府は、将来日本の人々がどこに住むかを前もって判断することはできない。人口の高齢化と減

少の進行に伴い、人々や企業は「自分が望む公共サービスなどが提供されている地域に引っ越す」

であろうし、それを抑制しようと過度に規制すれば、極めて大きな経済的コストをもたらすだろう。

しかしながら、国レベルから地方レベルまで、様々な規模での空間的計画が担う役割は、家庭や企

業が向き合う選択の形成や、経済、社会又は環境における望ましくない結末を回避する上で、極め

て重要である。中でも、インフラへの投資は、どこの重要インフラを維持し、新設又は改善するか、

また、縮小、廃止するかについて難しい選択を伴う。 

人口の減少化に伴い、さらなる人口と活動の集中化に対応するためには、生産性向上による集積

の便益の実現、インフラとサービスの供給における規模の経済の達成、特に東京・大阪・名古屋な
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ど、日本の主要な都市の国際的競争力の維持を目的とする生産性の向上という命題がその必要性を

増すと思われる。日本の都市は、これらの点について問題を抱えていないわけではないが、2013 年

の日本の都市圏のマイクロデータ分析によれば、日本の大都市圏は、集積の経済について比較的良

好な成績を上げていることが判明している。このことは、主要な都市の中心部の成長によって、さ

らに生産性が向上する可能性を示唆している。日本には、さらなる集積によって成長する潜在力が

ある。 

しかし、生産性に焦点を当てた集中の論理は、持続可能な居住パターンとの間でバランスをとる

必要がある。政府は、居住を放棄した地域における環境の悪化のみならず、人口減少によりコミュ

ニティの経済・社会構造が損なわれる場所に暮らしている、相当な割合の人々を放置することにつ

いては、公平性の観点からも、懸念 している。また、特に、東京が地震に対して脆弱であることを

考慮すれば、過度の集中は、大災害による衝撃と経済的衝撃の双方を、さらに増大させるという懸

念がある。何はともあれ、国家は、全住民への義務を負う自治領土であり、自国の領土で広範に起

きている人口減少や貧困化に無関心でいられる政府はない。それ故、政府は、国土の幅広い居住パ

ターンを維持するとしている。地域の規模や特徴における多様性は、物やサービスの多様性に劣ら

ず有益である。企業や家庭は、それぞれのニーズに合わせて様々な規模の都市や地域を選ぶが、こ

の原理が人口減少によって変わる明白な理由はない。 

従って、都市圏の競争力と地域活性化は共に、日本の地域開発政策の中心的なテーマである。人

口減少及び財政制約の下、二兎を追うことは困難を伴うであろうが、政府が、双方を優先事項とし

ていることは正しい。主要な都市の国際競争力は、日本の繁栄の基礎であるが、政府は、大都市圏

以外での潜在的可能性を無視することはできないし、するべきではない。  

このバランスを両立させるには長期ビジョンと多面的アプローチが必要である 

2015 年 8 月、日本政府は、新たな 10 年計画である「国土形成計画」を採択した。この戦略は 2050

年までの国土形成の見通しを示しており、日本は、包括的かつ長期的なアプローチを実施すること

とし、地方及び都市における人口減少・高齢化をめぐる諸問題について、危機感を醸成することと

されている。すでに日本の地方政府の大多数は人口動態の変化の状況に取り組んでおり、そのうち

の多くは、おそらく殆どは、この課題に真正面から立ち向かうことには消極的である。計画やプロ

グラムは非現実的な予見に基づくことが多く、このことは、国の人口減少にもかかわらず、ともか

くも成長が続くであろうとの個々の地域の希望を反映してのことである。従って、国土形成計画が

重要視する点の一つは、地域と都市は、現実的な方法で将来に備えるべきであるということである。 

また、この国土形成計画は、人口動態の変化や構造改革のように、分野横断的な課題に取り組む

時にありがちな狭義的な部門別、いわゆる「サイロ型」政策に作用する、官僚構造上の、また、制

度的な偏向を克服するとの熱意を反映している。これはまた、首相の管轄下にある、人口減少の克

服及び地域経済の活性化のための「まち・ひと・しごと創生本部」の創設にも反映されている。政

府全体の取組みによってのみ実現可能な、それぞれの公共政策の間には不足する部分で互いに補完

しあえる余地があり、それこそ、政府が実現するために取り組んできたことである。実際、多数の

利害関係者が関与する国土形成計画の作成と承認の経緯は、すでに調整のための方策として役割を

果たし、共通の目的をめぐる合意の形成及び課題への公衆の関心を高めることに寄与した。また、

首尾一貫した全体的枠組みの中で、地域、地方の取組みの実行を支援した。 

政府は日本の将来は、コンパクトで、ネットワーク化され、多様性があると予想
する  

国土形成計画に定められた中心的な国レベルでのコンセプトは、「コンパクト＋ネットワーク」

である。国土の様々な場所での居住を保ちつつも、集積の経済の実現を促していくような居住パタ

ーンの維持を目標とすべきである。 

行政サービスの効果的な提供及び集積の経済を実現すべく、日本の居住のあり方は、よりコンパ

クトとなる必要がある。この原則は、国レベルから地域レベルに至るまで、異なる尺度で適用さ

れる。政府は、地域によっては効果的な人口減少が実現されることを認めつつも、限られた地域

に多数の人口を集中させていくよりは、全国に亘って幅広い居住パターンを維持していくことを
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目指している。より小さい尺度では、縮小している都市と農山漁村の居住は、空間的一貫性とサ

ービス提供の効率性を維持しつつ管理する必要がある。 

町や都市が縮小している日本は、ネットワーク化される必要がある。コネクティビティの向上を

図ること、とりわけ近隣都市間の連携を改善することは、集積の経済による潜在的な便益を最大

化するために極めて重要である。都市内・都市間のコネクティビティの向上により、人口減少に

よって損なわれる集積の経済を、ある程度相殺することができる。人々・企業のネットワーク化

を一層図ることにより、アイディア、物、サービスの交流・流通とともに、イノベーションが促

進されるべきである。 

多様性及び協働は、計画のもう一つの主要テーマである。人口減少に伴い、人口や資源の獲得を

めぐって、地域や都市間の競争は激化するだろう。これは、主として、似たような特性、ニーズ、

将来展望を持ち合わせているためである。しかしながら、多様性こそが、将来への頼みの綱なので

ある。人口及び投資を成功裏に惹きつけるため、地域や都市は、地域固有の自然、文化、経済及び

社会的資産と可能性を見出していく必要がある。まさに、この特性及び戦略の多様性により、協働

への可能性が生まれる。これは、互いに不足する部分で補完しあえる余地を見出し、これを活用す

る戦略を構築していく可能性が高まるためである。したがって、多様性の促進は、異なるコミュニ

ティ間で、地域発のイノベーション及び協働の双方を促進する。  

「コンパクト＋ネットワーク」の指向は、概ね正しいが、地域の状況に適応させ
る必要がある。 

政府の「コンパクト＋ネットワーク」の指向は、概ね正しい。しかし、それは、地域がまったく

異なれば、まったく異なる方法で遂行される必要がある。例えば、日本のインフラ「縮小」には慎

重な計画立案が欠かせないことは明白であるが、必ずしも全ての都市に強力な高密度化政策が必要

なわけではないと示すことも必要である。都市の人口密度の低下は、費用の低減のみならず、環境

面、社会面、経済面で様々な便益をもたらし得る。人口減少に対応する様々な戦略には、費用と便

益があり、これらは実情に即して、評価・管理される必要があるだろう。意味深いことに、日本だ

けでなく他の国においても、人口密度の低さは出生率の高さに付随するという傾向があり、その理

由となる一つの要因は住居費で、多くの場合、これによって家庭の少子化が助長される。また、人

口密度の低下は、日本の大都市に不足している緑地の拡大を可能にする。実際、名古屋、福岡、東

京における一人当たりの緑地は、世界保健機構が推奨する最低レベルの 9 平方メートル以下である

と推定される。 

計画に基づく都市人口密度がもたらす経済的、環境的便益は、一つには規模によるところが大き

いことから、人口が減少する中で、大都市が、ある程度人口が密集する中心部の確保に努めること

には大いに説得力があるだろう。しかしながら、小さい町や都市では、生産性と環境の観点から見

ると、人口密度の低さが低コストでの福祉の向上を可能にする。さらに、場所が異なれば異なる居

住パターン、異なるライフスタイルが可能となり、これは国中のコミュニティの持続性に極めて重

要である。といっても、集中緩和の管理は必要である。人口密度が低下しても、コンパクトな都市

開発の中核的原則の多くを注視しなければならない。その中には、混合用途、公共交通指向型開発、

慎重な緑地計画、リープフロッグ開発の回避などが含まれる。重要なことは、全ての場所が高密度

になる必要はなく、地域のアイデンティティを保ちながら一貫性を保ってコンパクト化を行い、効

率的な行政サービスの提供を促進し、「穴の開いた都市」、つまり、居住地域と無居住地域がパッ

チワークのように連なることを、避けなければならない。地域での十分な実験的適用が必要であろ

う。  

ネットワーク化は注意深くかつ多面的な方法で推進されるべきである。当然、国・地域の参加主

体は、交通やコミュニケーション・インフラのみでなく、行政界を超えた行政協力、企業間の協力、

公共交通等の行政サービス提供（特に公共交通）における協力等、コミュニティのネットワークの

ソフト面に十分注意を払うことが重要である。また、既存のインフラを最大限有効に活用し、維持

する方法を見出すことである。とりわけ、日本が直面する財政圧力を考えると、インフラ活用とサ

ービス提供の最適化において、ビッグデータの果たす役割も重要であろう。都市、町、その他のコ
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ミュニティ間の接続を目的とする新たな物的インフラに関する課題は、最も効率的な接続（例えば、

既存ネットワーク間の障壁又は格差の解消）を見出すことである。財政的制約を考慮すると、民間

資金や専門知識の効果的な活用とともに、提案を評価する際、ビッグデータのような資源を最大限

活用することも重要である。政府の上級レベル、特に国レベルの取組みも、地方レベルでの協働の

確保、また、重複した取組み又は非生産的な管轄間競争の回避に重要な役割を果たす。  

三大都市圏以外の都市は、連携・協力する必要がある 

近年、農山漁村の小規模な集落の再活性化が注目されているが、地域の再活性化に関しては、第 2

次・第 3 次都市が、最も困難である可能性がある。都市と農山漁村地域は、提供する消費チャンス

やアメニティのみならず、生産プロファイルという点でも、広く補完し合う関係であり、上下関係

にはない。さらに、農山漁村での暮らしを好む人々もおり、その環境においては、比較的規模の小

さな成功が大きな違いを生み出す可能性がある。そのため、多くの農産魚村コミュニティは、以前

より規模が小さくても、豊かで持続可能な将来への道筋を見出すことができ、また見出すであろう

と考えられる。対照的に、都市に関しては、都市と都市が互いに競争し合い、より大きな都市ほど、

多くの都市機能に関する競争においては重要な優位性を持つ。このことが示唆するのは、地方都市

だけでなく、大都市圏郊外の後背地域も特定の課題に直面する可能性があるということである。  

OECD により行われた都市パフォーマンスのマイクロデータの分析によれば、こうした都市の多く

では、すでに集積の便益は比較的弱く、この脆弱性は、行政界を超えた行政協力を阻害する、分断

されたガバナンスの手法に関係すると考えられる。現在の政策的枠組みは、こうした問題への対処

に役立ついくつかの取組みを提供する。国土形成計画が重視するのは、幅広い都市のアメニティと

サービスの提供能力がある都市中心部の維持と集積的な活動の強化を目的とし、人口が減少してい

る近隣都市間の連携強化の必要性である。最近の OECD の都市の成長に関する研究によれば、ある

都市圏が、それを構成する自治体の連携・協力を強化することで、集積的な活動から恩恵を得るこ

とが可能であり、それによって、各自治体の規模の小ささによる不利益を幾分相殺できるというこ

とが確認されている。また、ある都市圏の集積的な活動が成功すれば、その後背地域にも成長を生

み出す傾向があることがわかっている。それは、東京、大阪、名古屋の大都市圏以外の都市の成長

は、国の多くの地域のパフォーマンスの向上に貢献する可能性を意味する。  

この可能性を決定づけるのは、インフラ接続の強化のみによる部分があり、少なくとも重要なこ

とは、自治体と県の壁を超えた、水平的調整の促進であろう。OECD 加盟国における都市のガバナン

スに関する研究では、土地利用、交通、経済開発政策について、特に「都市圏レベル」で調整を行

うことが、重要であると強調されている。これは、ある都市圏を構成する自治体が、行政界を超え

て効果的に連携・協力することを意味している。さらに公的機関間の協力に加えて、 知識の創造や

起業、イノベーションの推進のためには、一方では企業間のつながりや地場企業間の協力、他方で

は近隣の大学、研究機関との協力が重要である。市町村界を超えた公営企業の調整、さらには統合

を進める取組みも、行政サービス供給を持続させるために役立つであろう。このため、水平的な協

力を促進する取組みを強化し、国・都道府県レベルでのインフラ政策との調整が図られるべきであ

る。  

中央政府は自治体間の連携・協力を促進するために多くのことができる 

歴史的にみて、日本の都道府県や市町村間の壁は極めて厚く、都市と地方が現在必要とする水平

的連携を、さらに難しくしている。これを変えることが政策立案者にとって益々重要になっている。

地域空間計画のシステムは、複数の県にわたる地域ごとにまとめられ、より広大な地域にわたる計

画策定には特別な手続きがあり、管轄ラインを超えた連携及び環境問題に取り組む。まち・ひと・

しごと創生本部、国土交通省及び総務省は、「連携中枢都市圏」 （要すれば、地方自治体間の政策

調整を促進する自治体間の協力契約であり、多くの場合、周辺地域にサービスを提供できる中核都

市に、主要な都市施設や機能を集積するもの）を形成すべく取り組んでいる。これは歓迎すべき取

組みであり、強化されるべきである。この種類の広域的協力の促進には、ともすれば互いをライバ

ル視しがちな各県や自治体間の協力を促すインセンティブを作り出す、特定の用途に向けた交付金
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も重要な役割を果たすだろう。こうしたインセンティブは、多くの OECD 加盟国では、供給された

サービスや投資が地域の壁を越えてプラスの波及効果をもたらす場合に活用されている。  

日本では、国からの交付金として、多目的交付金という形をとるのが主流であり、これは地方分

権化の狙いと合致するものである。これを変えるべきではない。なぜなら、活性化の取組みの重要

な課題の一つは、ボトムアップ・イニシアティブとアカウンタビリティーの促進だからである。地

域、都市、小さな地方のコミュニティは、中心部に目を向けて将来の方向性を判断するべきではな

い。特定の交付金は、枯渇するか、さもなければ不足するかもしれない重要な取組みを推進するた

め、慎重に活用すべきである。交付金は政府全体レベルの視点で定義し、執行すべきである。異な

る部門ごとの交付金プログラムが重複し、地域・地方政府が、矛盾して複雑な、あるいは正当性に

さえ欠けるインセンティブに陥るような状況を避けなければならない。こうした政府レベルの視点

が欠けている所では、しばしば暫定的な交付金計画が急増する。その結果、地方自治の浸食、主要

優先事項についての混乱、過度な財政支出計画などが生じ、これらの監視と査定は困難である。重

要なのは、トップダウンのリーダーシップとボトムアップ・イニシアティブの適切な連携である。  

大都市圏、特に東京の国際競争力は、重要な優先事項である  

農山漁村及び地域の活性化は政府の関心事項であるが、それが日本の大都市の開発への関心の欠

如を示唆するわけではない。特に、東京は 2001-10 年の間、日本の成長のエンジンであり続け、首都

圏は、日本の経済成長の約 45％に貢献し、GDP 全体の約 3 分の 1 を占めた。国際競争力を有する大

都市として、東京の地位を維持するには、国内外とのコネクティビティをより改善する取組みが必

須である。重要な優先事項に含まれるのは、2 つの空港から中心部への連絡網の改善とともに、両空

港の許容能力の拡大、レインボーブリッジ以外の臨海港の新設、都中心部の渋滞緩和のための新た

な環状線などである。これらはすべて重要な懸案事項であり、国際都市の出入り口としての役割に

必要とされるのは、国外との強固なコネクティビティである。しかし、政策立案者は、インフラの

連結や都市の構造的側面のみに集中する余裕がない。  

東京の強み、弱みを、他の成功するグローバル都市と比較すると、他にも、東京だけでなく、東

京から大阪に及ぶ大都市圏に関する多くの優先課題が見えてくる。 

例えば、物流、金融、知識創造などの分野において、グローバルなプレイヤーを引きつけ、つな

ぎ止めるべく、国レベルでの法的、行政的、財政的制度を整えるべきである。「世界で最もビジ

ネスに優しい環境」を創ることを目指す、東京の新たな国家戦略特区は、歓迎できる取組みであ

る。しかし、それは、2011 年に開始されたアジアヘッドクォーター特区のような過去の取組みよ

りも効果的であることが必要である。採用された初期の行政対策は有望であるが、重要なのは、

ビジネス界のニーズに対応し、規制緩和プログラムを常に更新していくことであろう。 

暮らしやすさは重要である。したがって、国内のコネクティビティとともに、環境の質、都市文

化、娯楽施設などを確保する取組みも極めて重要である。東京を、家族・子育てに、より優しい

都市にとすべく、特に混合用途開発の促進、容積率の緩和など、その他同様のインセンティブに

より、子育て施設の都心への誘致の促進、駅など交通拠点への子育て施設の設置など、様々な取

組みが可能である。緑の建築方式や都市の緑化計画を促進するために、容積率の緩和など、その

他インセンティブをさらに幅広く活用する余地がある。都市部における移動障壁削減の取組みは、

高齢者と子供を持つ家庭の双方に恩恵をもたらす。 

東京の国際色も重要である。東京は、高度に熟練した技術を持つ海外の専門家にとって魅力的な

都市でなければならない。旅行者にとってだけでなく、外国人居住者にとっても住みやすい都市

への変革が重要である。すでに東京は、技術を持つ外国人労働者が、その技術を必要とする企業

を見つける手助けを開始し、新たに入国した労働者とその家族をコミュニティレベルで支援して

いる。他の大都市も、入国者のために、教育、保健医療制度、その他の地域サービス情報の多言

語提供の拡充など、東京での先例に続く余地がある。 
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リニア中央新幹線の便益を最大化すべく、多く取組みが可能である… 

数十年後には、東京、名古屋、大阪は、時速 500km 以上のスピードで走るリニアモーターカー、

「リニア中央新幹線」によって接続される。これにより、本州の太平洋岸に沿って、6000 万人以上

の大都市圏の形成が促される。東京の国際的な機能が、名古屋の製造業の卓越性、そして、大阪の

文化、歴史、商業機能と、より密接につながることになると期待されている。しかし、この統合の

及ぶスピードと範囲を当然のように捉えてはならない。こうしたプロジェクトについての各国の経

験に関する研究が強調するのは、この投資を支援するための補完的諸政策の制定を確保することの

重要性である。  

東京、大阪、名古屋の大都市圏の政策立案者にとって第一の関心事項は、イノベーション、起業、

ベンチャー投資のための環境強化であろう。この新たな路線が、物品の交通コストを削減する、あ

るいは統合された大きな労働市場の創出に十分な乗客を輸送する可能性は低い。企業にとって一番

の魅力は、コンサルタント、研究者、管理職など、時間に対する高い機会コストに見合う高度な技

術を持つ社員を獲得するための、あるいはそのような社員自身のための交通手段であると考えられ

る。しかし、企業間連携の新たなチャンス、中でも、イノベーションや投資の流れに比べると、大

規模な統合労働市場の可能性は少ない（たとえ、高度な技術を持つ労働者の長距離通勤の可能性が

あるにしても）。リニア中央新幹線の便益は、特にベンチャー投資とイノベーションに関わる補完

的政策の適切な実施の確保に大きく左右される。 

…そして２０２０年東京オリンピック 

同じようなことがオリンピックに関しても言える。前もってオリンピックの経済面の便益の持続

性を評価することは難しいが、日本が最大限の便益の獲得を確保するためにできる明確な取組みが

いくつかある。他のオリンピック開催国の経験とともに、1964 年（東京）と 1998 年（長野）の日本

自身の経験が教訓を提起する。その教訓に含まれるのは、既存のインフラや設備の最大限の活用、

新築ではなく最大限の改修での対応、オリンピック会場の将来の使用についての早期計画、民間資

金の効果的な動員などである。加えて、東京市内及び周辺の交通、物やサービスの利用しやすさな

ど、オリンピック投資には長期的な便益を再生する可能性もある。他にも、環境にやさしいオリン

ピック（グリーンゲーム）計画を設計し、持続可能な建設（グリーン・コンストラクション）にお

ける最良の慣行（ベスト・プラクティス）基準の促進（及び紹介）にオリンピック投資を活用する

など、持続可能な環境や文化面のメリットを実現できる重要なチャンスもある。  

日本は、超高齢化社会としてオリンピックを開催する初めての国となる。オリンピック用の新規

インフラ建設の抑制は望むところであるが、それでも相当な新設が必要である。新規インフラのバ

リアフリー化と、万人のための交通アクセスの確保は重要であり、これらは明確なオリンピック遺

産となるだろう。すでに日本の技術能力は、移動や視覚に障害のある人たち、その他特殊なニーズ

の支援に強みを持っている。 

農山漁村は衰退と同義ではない 

日本の農山漁村は、高齢化、人口減少、継続する都市化の中で、厳しい課題に直面している。そ

れでもなお、その相当な強みを見逃してはならない。日本の農山漁村は、日本の他の地方と同様、

成長は緩慢な傾向にあるものの、他の OECD 諸国と比較すると、ある種の強みを示している。2012

年の日本の農山漁村地域における一人当たり GDP は、他の OECD 加盟国の農山漁村地域の平均を約

13.6％上回っており、さらに、2011 年の同様の比較で、労働生産性は、約 10％上回っていた。一人

当たり GDP において 2000 年以来、OECD の平均より高い成長を示しており、近年の労働市場の状況

も、OECD 平均よりはるかに良い。日本の全ての農山漁村地域で、OECD 平均より低い失業率と高い

労働参加率を記録している。 日本の農山漁村地域はまた、生活の質に関しても、多くの利点を持っ

ている。 
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近年、農山漁村政策は大幅に変わった 

長年、農山漁村地域の開発政策は、農業政策とほぼ同義だったが、いわゆる「六次産業化」の取

組みの浮上に伴い、最近、変化し始めている。「六次産業化」の取組みは、農林漁業における生産

者と第二次及び第三次産業における専門知識を持つパートナーとを結び付け、生産、加工、流通及

び販売の各段階に亘って、付加価値の連鎖を生み出す。この名称には、（一次）農産物の生産者が、

加工（二次）活動や流通、マーケティング（三次）事業に携わることを反映している。また、農山

漁村と都市との連携を促進する多くの施策が見られる。例えば、グリーンツーリズム、地方の生活

と農家の豊かさを体験する学校の旅行、医療、福祉及び食品産業との協力促進、地産地消、バイオ

マスや再生可能エネルギーの開発支援、農業及び流通における ITC の更なる利用等である。これら

は極めて重要な優先事項である。なぜなら、農業生産性の向上はもう一つの重要な優先事項である

が、同時に非農産地域経済における雇用を創出しなければ、多くの場所で人口減少に至るからであ

る。  

六次産業化に向けた方策の実施は、中央政府の支援はあるものの、まだ地方のビジョンとイニシ

アティブに大きく依存している。場合によっては、際立った特徴を持つ高品質又は有機栽培の農業

生産物を開発するなどにより、伝統的な部門に付加価値を加えている。他にも、地域の活動を観光

に結び付けようとする取組みもある。これは、大規模なリゾート指向型観光よりも有望なアプロー

チである。暖かい海岸リゾートのような可能性の高い地域はともかく、多くの成功した観光部門は、

フランスのワイン観光や世界中のアグリツーリズムのように、その地域における他の活動と結びつ

いている。このため、地域のブランディング及びマーケティング戦略の一部に、観光やフェスティ

バルを実験的に組み込んでいくことが奨励されるが、観光施設への大規模投資は、原則として民間

部門に委ね、慎重に進めるべきである。最後に、六次産業化の取組みの中には、明らかに従来と異

なり、技術的なイノベーションや知識集約型のサービスに関連しているものもある。多くの OECD

加盟国において、魅力的な景観やアメニティを持つ農山漁村は、 都市など外部との連絡が良好な場

合は、知識集約型のサービス活動を起業する魅力的な場所となる。 

農山漁村の活性化の鍵は、地域主導と地域資源の活用、そして地域の繁栄に焦点
を当てることである 

これまでの再活性化の取組みを見ると、多くの事例において成功要因ははっきりしている。その

多くは、地域資源に基づく地域主導の開発（ABCD アプローチ）である。  

成功した取組みは、地域主導で進められ、地域の外へと目が向けている傾向がある。外部からの

支援は決定的要因ではない。このことは、積極的に外部の市場やアイディアを求め、助成金を勧

誘するより、むしろ外部の参加者を歓迎する。これは、新しいマーケティング手法や新しいサー

ビス提供戦略など非技術的なイノベーションが、地域の再活性化に大きな役割を果たすことを示

す。 

そのような手法は、そこにしかない資源の存在をベースにしている。日本の人口動態や財政状況

を考慮すると、このような取組みは、さらに進めるべきである。地域は、外部の人が再活性化し

てくれるかもしれないという期待を持たず、自らの資質と可能性に焦点を当てる必要がある。地

方の政策立案者にとって、これは、地方は何もないという認識から、地方には有形、無形の資産

と地域独自の能力があるという認識への転換を意味する。  

ソーシャルキャピタルは重要である。コミュニティが、自ら将来のあり方を決めることができる

能力は、最も重要な無形資産の一つである。特に、関係者の協力によってサービスを提供するよ

うな活動では、行政機関と市民との間の協力関係を構築することが益々重要となってきている

（コミュニティバスなど）。 

これまで最も成功した戦略は、人口の維持や増加よりも、むしろ地域の豊かさに焦点を当てるも

のである。多くの地域は元の人口に戻ることを目指しているのではない。むしろ人口はさらに減

少するかもしれない。しかし、若い人を引きつけ、つなぎ留め、人口の多少にかかわらず、健全

で持続可能な人口構成を達成するため、将来の豊かな地域の基礎を確立しようと取り組んでいる。 
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政府は、国土の大部分が無人になることを避ける明確な政策を持っているが、地域の豊かさ、

人々の幸福、そして地域の人々が成長の機会を手に入れることが、主要な関心事項である。農山漁

村に暮らす人々の豊かさと可能性は、そこに暮らす人の数よりもはるかに重要である。もちろん、

大抵の場合、居住には、生存を確保するためにある程度のレベルの人口が必要である。しかし、あ

る場所に人々を引きつけることは、それ自体が目標ではなく、目標のための手段であり、その目標

とは、人々に良い暮らしと高い生活の質を提供することである。これは肝に銘じなければならない。

なぜなら、例えば、構造的な変化によって、地域の労働集約的な主要産業が減退するときや、労働

集約的な産業が特定の専門的な産業へ変革するとき、多くの地域は、より少ない人口であっても、

豊かで持続可能な将来を手にすることができる可能性があるためである。カナダとオーストラリア

のような農山漁村コミュニティの経験では、決して容易ではなく、しばしば苦しみを伴う過程であ

ったが、人口減少を豊かさに転回したケースが実証されている。 

人口減少している地域に向けた政策 

たとえ、地域活性化政策が大成功を収めるとしても、日本の人口が今数十年間で大幅な減少に向

かうという現実は残る。多くの（おそらく大半の）都市、町及び集落が、規模において縮小するだ

ろう。活性化に焦点を当てることが、縮小する地域に必要な政策の軽視につながってはならない。

むしろ、地域が小さくなっても豊かさを維持することができる「スマートシュリンク」には、効果

的な地域政策が必要であるインフラネットワークの縮小は、特に複雑で費用がかかる可能性があり、

多くの場所で、都市部の空き地管理と密接につながっている。こうした政策にはサービス提供への

戦略を加えるべきである。  

人口密度が低い地域の公共交通システムの設計など、この課題に対する、各国での経験に関する

調査によると、デマンド型交通システム等の分野においては、日本は対策の最前線にあり、革新的

な取組みを継続している。他の分野では、人口が減少する欧州及び米国の都市の経験が、中央政府

及び、特に地方政府の政策立案者に対し、重要な教訓を提起している。 

人口減少している地域の、特に道路や橋などのインフラ管理には、「トリアージ」方式のアプロ

ーチが必要である。交通は節約しやすい分野かもしれない。なぜならネットワークに意図的な重

複が往々にしてあるからである。ここでの資源管理は極めて重要である。適正で精細なデータは、

都市や町が持つ資源の評価、投資、維持管理についての的確な決断と効率的なシステムの稼働に

役立つ。   

政策立案者は、冗長なインフラ能力に他の用途があるかを問うことができる。これは、こうした

インフラとサービスの合理化は、市町村ごとではなく、地域規模の利点であることを示している。

資材の中には、リサイクルを通して廃棄コストを相殺できるものもあろう。 

欧州及び米国の都市は、空き地の増大による景観・環境の劣化、安全上の問題を解決するための

幅広い管理手法を先駆けて開発してきた。例えば、都市におけるグリーン・インフラのプログラ

ム、起業家等にそのような空き地を一時的に使用することを許可するための画期的な手法、コミ

ュニティ再開発プログラム等である。効果的な空間計画によって、このような取組みを都市空間

の一貫性の維持や魅力の増大につなげることができる。日本の農山漁村地域の中には、すでにこ

のような戦略を採用し、耕作放棄に対処しているところもある。 

他の国々がまもなく直面すべき政策課題に、日本は先駆的に対応している 

日本の経済面及び人口動態における問題は劇的であり、空間政策と地域政策に関し浮上する課題

は困難であるが、対処不可能ではなく、特有でもない。他の国々も高齢化と人口減少という道をた

どっている。日本がリードするところに、他の国々も後に続くだろう。だからこそ、課題に対処す

る適切な政策を、日本が見極め、実施していくことが、極めて重要となる。この新たな国土形成計

画、「まち・ひと・しごと創生本部」の創設、そして、広範囲にわたる地域活性化策により、政府

は、大掛かりなスタートを切ったが、高齢化と人口縮小、しかし同時に豊かな日本というビジョン

の実現には時間を要するし、その過程では、予期せぬ出来事が発生し、政策の見直しが必要となる

に違いない。この点で、戦後、奇跡的に遂げられた日本の高度経済成長が、慢性的な労働力不足と
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いう状況でもたらされたこと、つまり、独自の雇用形態及び能力開発を実践し、より労働力の豊富

な経済体とは異なり技術革新によって展開されたことに留意することが重要である。これらは、数

十年にわたり、日本によい結果をもたらした。今日、日本が直面する課題は異なるものであり、新

たなアプローチが必要とされるものの、日本が持つこのような歴史は、複雑な問題に対し、革新的

な解決策を考案し、労働力供給の制約に対し、素早く生産性を上昇させるこの国の能力を思い起こ

させてくれる。これは、日本が今、回復しなくてはならない正の遺産である。 
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第 1章 日本の人口動態及び生産性の課題 

この章では、日本が直面する地域的な動向と課題について概説する。まず、人口統計学的状況
およびマクロ経済的状況について、特にその人口高齢化の影響と経済政策の低下、特に生産性向
上のための取組みの現状から検討していく。次に、地域の成長動向、地域間格差、その他の社会
経済的成果の分析について取り上げる。これに続き、国内から地方への異なる地域的規模での人
口動態変化に対する経済政策の対応と、日本の再編課題の空間的影響について検討する。ここで
は主に、人口動態の変化、生産性動向、居住パターンの変遷がどのような相互作用をもたらした
かに焦点を当て、検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イスラエルの統計データは、イスラエル関係当局の責任のもと、提供される。OECD によるかかる

データの使用は、国際法の規定の下にあるヨルダン川西岸のゴラン高原、東エルサレム、イスラエ

ル人入植地の状況を損なうものではない。 
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概観 

日本の将来の繁栄は、経済地理学の発展に多大な影響を及ぼす 2 つの巨大な、なおかつ相互に関

連しあう課題にいかに対処できるかにかかっている。第一に、高齢化する人口、異常なペースの人

口減少は、その速度と規模において、人類史上、例がない人口変化のプロセスにある。第二に、生

産性の課題がある。20 年以上に及ぶ経済低迷後、日本はいまだに、金融、財政、構造政策の変更を

伴う復活を野心的に目指す途上にある。これら 2 つの課題に関連性があることは明らかである。急

伸する高齢者人口の生産年齢人口に対する比率に鑑み、人口動態の変化は生産性をより重要なもの

としている。現在、労働年齢人口は年間約 1％低下しており、最終的には縮小率が年間 1.7％に迫る

であろう。よって、生産性の成長率が 2％以上であっても、1 人当たりの成長率は非常に低くなる。

こ数十年の実績をはるかに上回る生産性向上率を達成できなければ、「超高齢化」の日本において、

高い生活水準と質の高い公共サービスを維持することは単純に不可能である。人口動態の変化がも

たらす公共サービスの提供における課題を考えると、特にサービスの生産性は中心的な懸念となっ

ている。 

人口高齢化と人口減少の二つの問題に直面しているのは、日本だけではない。OECD の人口予測に

よれば、OECD 諸国のうち少なくとも 6 か国は、今世紀半ばまでにピーク人口の減少幅が 10％以上

となり、12 か国の高齢者人口の生産年齢人口に対する比率は 50％を超えることが示唆されている1。

日本ではこうしたプロセスがさらに進み、他の地域よりもその進み具合が速いため、日本の人口動

態の変化に対する対応は他の多くの OECD 加盟諸国にとって大きな意味を持つ。 

本レビューでは主に、これら二つの課題に関する空間的な考察を行う。出生率、高齢化、人口減

少の動態は、農村部と都市部において、また、規模の異なる都市間においても大きく異なる。大部

分の地域は人口減少に直面しており、一部は過疎化の脅威にさらされている。また、急激な人口減

少が生じている地域では、高齢化の進行ペースが最も高くなっている。同様に、生産性の課題もさ

まざまである。一部の地域では、成長と革新の推進力として日本の大都市のダイナミズムを再構築

するために、経済の集約化がそのカギを握るであろう。しかし、集約化は唯一の成長基盤ではまっ

たくなく、日本の小さな町や田園部の多くは、今後数十年間に自らの繁栄と生き残りを確実にする

ための戦略が不可欠となるであろう。特に、高齢化や人口密度の傾向に応じて、サービスを提供す

る際の課題も異なってくるであろう。 

この章では、日本の人口統計と生産性動向の概要を、各国の状況をはじめとして、問題の空間的

側面、すなわち居住パターンや地域の経済動向の変化に焦点を当てて考察する。次に、これらの 2

つの課題に対する政策対応について、大まかな概況を検討する。次の章では、この分析に鑑み、そ

こから生じる具体的な政策課題について掘り下げる。第 2 章では、国土形成計画と地域的ガバナン

スについて検討する。特に、いわゆる「国土形成計画構想 2050 (Grand Design for National Spatial 

Development 2050」と新しい国土形成計画の枠組みの中で、これらの問題に取り組むための政府の新

たな戦略について検討する。第 3 章では大都市圏に焦点を当て、第 4 章では小規模な町や都市、農村

部の地ホウ再生について述べる。    

人口動態の状況 

日本の人口は、急速に減少するとともに、高齢化している。 

日本の総人口は 20 世紀の大部分で急増し、1900 年から 2000 年の間に人口は約 3 倍の 1 億 2690 万

人に達した。しかし、20 世紀末には人口増加は急激に減速し、2010 年の 1 億 2,800 万人をピークに、

持続的な急落のペースが増大すると予測されている。同時に、残りの人口は急速に高齢化しており、

65 歳以上の人口の割合は、1950 年の 5％以下(OECD 平均が約 7.7％)から 2014 年の約 26％へと上昇し、

世界一となっている。2さらに人口に占める 80 代以上の高齢者の割合の増加が加速化し、1950 年に

はわずか 0.44％であったが、2013 年は 7.3％に上昇した。これは、2011 年の OECD 地域の 4.1％を大

幅に上回っている。2013 年には、日本の中央年齢は 45.9 歳に達したが、同年における世界平均は 29

歳（内閣官房、2015 年）、OECD 中央値は 38.7 歳と推定される。 
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このように、人口の高齢化と人口減少という 2 つのプロセスが日本全体に広がりつつある。しか

し、変化率と影響力は地域によって大きく異なっており、労働市場、居住パターンともに大きな変

化をもたらしている。現在の予測では、2010 年から 2050 年にかけて日本の人口は約 23~24％減少し、

人口に占める高齢者（65 歳以上）割合は、調査期間の終わりには約 40％を占めると予測されている。

国土交通省（MLIT）は、全国居住状況に関するメッシュ分布図の 60％以上が 2050 年までに人口の

半分以上を失い、19％が無人になると推定している。対照的に、人口増加が予想される地域は 2％に

過ぎない（国土交通省、2014 年）。出生率が上昇しない場合、2060 年には 8,600 万人、22 世紀の初

期には 4,300 万人になると予想される。3
 

図 1.1 日本の人口と年齢構成(1950-2050 年) 

 

出典: OECD (2015a), "Historical Population Data and Projections (1950-2050)", 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=POP_PROJ (2015 年 10 月 16 日アクセス). 

StatLink：http://dx.doi.org/10.1787/888933324391 

 

日本の人口減少と人口高齢化は、出生率と寿命という 2 つの要因の相互作用を反映している 

（図 1.2）。 

人口減少が急速に進む主な要因は、低出生率である。日本の合計特殊出生率（TFR）は、戦後の

ベビーブーム時代に約 4.5 のピークを打った後、1950 年代初めに急激に減少した。1950 年代半ば

から約 1974 年にかけて、TFR はほぼ人口補充出生率（2.00-2.16）近くで変動したが、それ以降は

持続的に低下を始め、2005 年には 1.26 に下がったが、2014 年には 1.42 に回復した。Kono（2011）

は、出生率が直ちに人口補充出生水準に戻ったとしても、人口減少はさらに 50～60 年間続き、最

終的には約 1 億 1000 万人程度に落ち着くとみている。 

出生率の崩壊は、平均余命の驚異的な伸びと同時であった。出生時の平均余命は、1947 年の 51.68

歳から 2013 年には 83.48 歳に伸び、現在の OECD 諸国において男女ともに最も高い。こうした平

均余命の急伸は、日本の出生率が急落した後も、全体的な人口増加を持続させた。このような平

均余命は、福祉面での驚異的な成果であるとはいえ、出生率の低下に伴い、高齢者人口の生産年

齢人口に対する比率の急伸を意味する。 
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図 1.2 日本の平均余命と出生率 

出生時の平均余命と合計特殊出生率 

 

出典: OECD (2015b), "Population", http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POP_FIVE_HIST, (2015 年 10 月 16 日

アクセス);厚生労働省（MHLW）による直接提供情報。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324406 

 

原則として、移住は国の人口動態の第 3 の要因となる。しかし、日本ではその影響はごくわずか

である。日本への移住、日本からの移住は、1945 年以降、きわめて低い水準である。4外国生まれの

日本人の人口は、大半の OECD 諸国の水準をはるかに下回り、2010 年には 1.7％にとどまった（図

1.3）。20 世紀後半の高度成長期の数十年間は労働力不足も生じたが、日本は外国人労働者に頼らな

い道を選んだ。代わりに、特定の形態の下請けや狭い専門分野ではなくマルチスキルやチームワー

クを重視した雇用制度に支えられた自動生産を推進した（Fujimoto、2013a、2013b）。 
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図 1.3 2010 年における外国人居住者が総人口に占める割合 

 

出典: OECD (2015b), "Population", http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POP_FIVE_HIST, (16 October 2015 ア

クセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324411 

 

過去数十年間、すべての OECD 諸国で高齢者人口の生産年齢人口に対する比率が上昇しており、

急速な高齢化は OECD（OECD、2015c）全体で共通している。しかし、日本は超低出生率が長きに

わたっており、平均余命が飛びぬけて高く、移民受入が他国よりも限定的であることなど、他国よ

りも高齢化が進んでいる（図 1.4）。日本が現在、首位となっている問題は、他の多くの国も抱える

ことになるであろう（図 1. 5）。多くの国々でも、出生率低下や全体的な人口減少がみられる。日本

の出生率低下は西側諸国よりはるかに顕著であったが、中華人民共和国、韓国、台湾などの東アジ

アでは特に珍しくなく、これらの国の出生率は超高水準から超低水準へと、短期間のうちに急落し

た（Kono、2011）。5晩婚化、乳幼児死亡率の低下、人口増加抑制主義者の政策等がすべて要因とな

っている国もあり、女性の就労と育児を支援するための必要な制度、政策、社会慣習がないため、

女性の労働力率が上昇している。政策対応の遅れは、一部に、人口増加抑制主義的な政策は伝統的

に東アジアではほとんどみとめられず、長く「土地が限られ、天然資源に乏しい、過密地域」とみ

られていたためである（Kono、2011：42）。 
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図 1.4 1995 年と 2012 年の OECD 諸国の総人口に占める高齢者人口％ 

 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324429 
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図 1.5 人口推計と年齢層別予測、1950-2100 年 

 

出典: OECD  (2015c), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264231160-en; OECD 

calculations based on United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2010), World 

Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations, New York, http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm 

(accessed 30 September 2014).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324431 
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日本の人口は 2013 年に 1 億 2730 万人に達し、OECD で 2 番目に人口が多い国である。また、表面
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あたり住民は 341 人であり、OECD 平均の 2 倍以上となっている。しかし、日本人の大半は、平均を

はるかに上回る高密度地域に居住している。日本人の約 58％は、人口密度が 1 平方キロメートルあ

たり 500 人を超える都道府県に居住し、約 45％が密度が 1 平方キロメートルあたり 1,000 人を超える

都道府県に居住している。これは、シアトル、ロッテルダム、ブリストルなどの都市部の人口密度

に匹敵する。OECD の中で最も高密度の都市圏(FUA) 20 都市のうち、5 都市が日本に存在する。全体

で、人口の半分以上が FUA に居住し、（郊外の内陸部を含めても）これは国土の約 6％を占める。 

はたして、日本は人口密度指数で高位にランクし、 2010 年の OECD の人口密度指数（OECD、

2014 年）の 8 倍となった。6実際、これらの地域が国のどこにあるかを参照せずに、TL3 領域レベル

で指数が算定されるため、これは控えめな数字である。オーストラリアやカナダのように高密度の

OECD 諸国では、人口密集地が点在し、国土全体に広がる傾向にある。これと対照的に、日本では、

本州本島の中心部が人口の最大密集地となっている。より大きな OECD 諸国の中では、おそらく韓

国と英国のみが匹敵するであろう。東京、大阪、名古屋を中心とする大都市圏は、日本の人口のほ

ぼ半分を占めるが、これは国土面積のわずか 5.2％にすぎず、本州の太平洋側の約 500km にすぎない。 

そして人口集中化の過程は継続する 

1970～2010 年のデータは、本州の太平洋側でどのような人口集中化が生じているかを示している

（図 1.6）。人口の伸びは東京を中心に、大阪、名古屋、京都を中心に最も加速化している。多くの

都道府県では 1970 年より減少している。その結果、全体の人口集中化につながった。大都市は出生

率が低い傾向にあるので、これは自然増加というよりも、移住の結果である。1990 年から 2012 年ま

での国内移住と人口密度に関する都道府県レベルのデータによると、この期間に人は低密度から高

密度へと移動しており、この傾向は 2000 年以前よりも、2000 年以降に顕著にみられた（図 1.7）。7

他の OECD 諸国の多くの地域よりもはるかに高い割合の日本の地域で純流出が生じており、純流入

はほんの一握り（わずか 20％強）にすぎない。しかし、総流出は劇的に生じているわけではない。

いずれの年度においても、日本人の約 1.8～2.0％のみが都道府県間を移動しており、TL3 地域間移動

の OECD 平均に近い。しかし、人口減少に照らし、特に移転する可能性が最も高い若年層であるこ

とを考慮すると、このような移動は流出する側の地域に立つと実感する。  



 

 34 

図 1.6 都道府県別人口推移(1970〜2010 年) 

 

 

注: 本地図は説明のためのものであり、掲載される地域の地位や主権を害するものではない。 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (accessed 10 September 2015). 
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図 1.7 初期の人口密度と人口の変化(1990-2012 年) 

日本の TL3 地域（都道府県） 

 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en, (2015 年 10 月 16 日アクセ

ス) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324449 

 

…しかし、農山漁村の人口は異常なまでに遠隔に居住している 
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数の農山漁村部では住民誘致戦略の策定により、再成長がみられるものの（第 4 章を参照）、全国

的には圧倒的に、農村漁村部から都市に移動している現状である。 
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囲み記事 1.1 OECDの地域分類 

OECD は TL3 地域を都市部、農村部農村部、そして中間部に分類している。この分

類は、農山漁村や都市部に居住する地域人口の割合に基づき、多くの国の定義ほど詳

細ではないが、同一タイプとレベルの地域間で有意味な比較が可能である。国により

定義が異なるため、各国の数字に基づく比較は誤解を招く可能性がある。 地域の分類

は 3 つの基準に基づいている。 

まず、人口密度に応じた農山漁村部を識別する。人口密度が 1 平方キロメートルあ

たり 150 人未満(日本の場合、全国人口が 1 平方キロメートルあたり 300 人を超過する

ことから、500 人となる）の場合は、農山漁村と定義される。 

第 2 基準では、農山漁村の居住者の割合に応じて地域を分類する。人口の 50％以上

が農山漁村部に居住している場合、TL3 地域は農村部農村部に分類される。また、人

口の 15％未満が農山漁村部に居住している場合は、都市部となる。農山漁村部の人口

割合が 15％から 50％の間であれば、中間地域として分類される。 

第 3 基準は、都市中心部の規模に基づく。したがって、農山漁村に分類される地域

は、地域住民の 25％以上を占める、200,000 人（日本では 500,000 人）以上が居住する

都市中心部があれば、一般的なルールに基づいて中間地域に分類される。一般ルール

に基づいて分類される中間地域は、地域住民の 25％以上を占める、50 万人以上の都市

中心部（日本の場合は 100 万人）が存在する場合、都市部に分類される。 

農村部農村部はさらに、ある地域の人口の少なくとも半数が、人口 50,000 人以上の

人口密集地域に到達する必要な運転時間に基づき、遠隔の農山漁村地域と、都市に近

い農山漁村地域とにさらに細分化される。 

出典: OECD (2013a), Regions at a Glance 2013, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/reg_glance-2013-en. 

 

農山漁村地域でも高齢化が加速している 

農山漁村地域でも高齢化が進んでいる。OECD による地域分類、すなわち、都市部（PU）、中間
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最も低く、中間地域および都市部に近接する農村部農村部で高く（昇順）、遠隔の農山漁村地域で

最も高くなった（図 1.8）。都市部の出生率が低く、農山漁村部が高いことにより、差が広がったこ

とを除けば、同一のパターンが、高齢者および労働年齢人口の比率に関しても当てはまる。人口の

労働年齢構成比は、都市部で最も高く、遠隔の農山漁村地域で最も低くなる傾向がある。これは実

際、OECD 諸国の代表的なパターンであるが、日本の格差はきわめて大きい。農村部農村部と都市部

の間で依存率に大きな開きがあるものは、OECD 加盟国でわずか 3 か国しかない（図 1.9）。また、

農山漁村と都市との間の依存率は、より顕著になっているようである。1990 年と 2012 年の間の高齢

者人口の生産年齢人口に対する比率の上昇は、PU 地域で最も低く、中間地域ではやや高く、農山漁

村地域で最も高かった。 
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図 1.8 日本の都道府県の高齢化指数 

農村部 

 

注:老年人口従属指数は、高齢者と労働年齢の比率によって定義される。PU=都市部、IN=中間地域、PRC＝都市

部に近接する農村部、PRR=遠隔の農村部。各シリーズ上のカラー線は、各カテゴリの平均値を示す 

出典: OECD (2015e), "Metropolitan areas", OECD Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en, 

(2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324450 
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図 1.9 2012 年高齢者人口の生産年齢人口に対する比率 

国別平均、および各国の都市/農山漁村地域の平均 

 

注:高齢者人口の生産年齢人口に対する比率は、高齢者と労働年齢者の比率として定義される。オーストラリアお

よび米国の最新版、2011 年。 

出典: OECD (2013b), How’s Life? 2013: Measuring Well‐being, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324469 
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囲み記事 1.2 本レビューの都市データソース 

都市化の定義と都市化率は各国で統一されていないが、OECD 諸国は統計的な目的

上、様々な方法で都市を定義している。大半の OECD 諸国では、都市という行政単位

により正式な統計を実施している。しかし、これは、行政上の境界で定義された都市

と都市建設、居住パターン、労働市場のフローで定義された都市との関係が根本的に

異なる可能性があるため、全国（国内）の比較において問題となる可能性がある。こ

の二つは多かれ少なかれ一致する場合もあるが、大都市圏（市は事実上、行政的では

なく社会経済的なものとして定義される）が、別々に構成された数百の市町村を含む

場合もある(OECD, 2015f)。この理由から、居住パターンと経済活動（通常、通勤）の

フローに基づき、統計的な首都圏を定義する国もある。各国の国内外の比較可能性を

高め、国内および各国間の都市開発の監視を向上させる目的で、OECD は EC および

Eurostat との協力のもとに、都市部を分類する新規アプローチを開発した。採用された

方法は、本レビューで言及されている都市圏（都市圏）（FUA）の定義に使用してい

る。これは、第 3 章（囲み記事 3.1）で詳細に説明する。OECD の首都圏データベース

は、50 万人を超える OECD 地域（本書では 275 収束）の FUA を盛り込んでいる。これ

らの FUA データは、本レビューの第 2 章および第 3 章の分析の多くの基礎となってい

る。しかし、OECD 定義による FUA は、OECD 諸国の既存の統計単位に対応していな

いため、データベース内の変数および期間の範囲は限定的である。したがって、FUA

データを他のソースで補う必要がある。 

本レビューでは、都市開発を以下の 3 つの方法により検討する。 

1. 全体的な傾向や課題を提示するにあたっては、主に都道府県レベルのデータに

依存している。その理由は、全国を網羅していることと、時間と指標レンジで

提供できる範囲が大きいためである。上記の囲み記事 1.2 で提示された類型に

基づき、農山漁村と都市部の開発を、特に国別比較により随時検討する。 

2. 東京、大阪、京都を中心とした 3 大都市圏をみていく中で、Statistics Japan で定

義した大都市圏を随時検討する。これらは機能的な労働市場に基づく OECD 定

義の FUA に対応していない。都道府県単位で構築されているため、都道府県レ

ベルの豊富なデータを用いてこうした大都市圏を分析することができる。 

3. FUA という用語を参照する場合、OECD 首都圏データベースが採用される。方

法論的観点から見ると、これは日本の都市において利用可能な最良の定義であ

るが、上述したようにデータの対象範囲は限られている。第 2 章で提示される

ミクロデータ分析では、個々のレベルのデータと関連した FUA の境界が使用さ

れる。 

上記の定義は他の定義と異なるものであるが、本書に提示された知見は互いに補完

しあう傾向にある。このことから、都市の全体的傾向の把握は、次から次へと定義を

選択することではないという確信を与えてくれる。 

 

人口動態の変化の結果 

日本における人口動態の変化は、新たな経済的、社会的、サービス提供に関する
課題を生み出している 

人口変動がもたらす経済的影響は、無限かつ複雑である（表 1.1）。予想される影響には、国内市

場の縮小、一部の活動における規模の経済の喪失、年齢別支出の増大と依存率の上昇による財政的

影響などが含まれる。肯定的な側面としては、OECD の最大人口密度の国における人口減少は、国土
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集約的活動、柔軟的な土地利用、渋滞の緩和、住宅コストの低下、また、ある意味では、環境への

負担軽減等の機会を創出すると予想する向きもある。日本に現在、進行していることは、現在の急

速な高齢化は言わずもがな、疫病の大流行や長引く戦争などがなく人口が縮小している例は他にな

く、有史以来未曾有の出来事であるため、多くの影響は不確実である。 

しかし、１つ明らかであると考えられることは、高齢化の経済的な影響が提示されておらず、政

策的な選択によって決定されることである。高齢化の明らかな負の経済的影響は、高齢化プロセス

そのものよりも、高齢化と既存の歪みとの、ときに捻じ曲がった相互作用から生じ、その最たる例

は、労働力の早期撤退を促す労働市場と年金制度であると Oliveira Martins et al.（2005）が結論して

いる。したがって、高齢化の経済的影響は、平均余命の伸びをいかに管理するかによって大きく左

右される。健康的に年を重ね、キャリアを伸ばし、効率的な医療の提供を支援するなど、明確で補

完的な改革を打ち出すことは、特定の問題に別々に対応する断片的なアプローチよりも、高齢化の

影響を相殺し、平均余命を管理できる可能性が高くなる。 

表 1.1 人口動態の変化により生じるとみられる影響 

 潜在的な利益と機会 潜在的な費用と課題 

人口高齢化 

高い平均余命。 

商品とサービスの需要と新しい市場機

会（「シルバー経済」） 

 

 

年金や高齢関連の負担増。 

人口に対する労働力の縮小。 

起業家精神およびイノベーションの低

下。 

「シルバー以外の」商品やサービスに

対する需要の減少。 

 

人口減少 

 

渋滞解消 

国土高度化活動の機会 

環境負荷の低減。 

土地利用の柔軟性。 

住宅費用の低下。 

 

課税ベースの損失。 

労働力の縮小。 

国内市場の縮小。 

. 効率的なサービス提供の課題。 

出典:著者のまとめ 

しかし、一部の経済的影響は明白であり、既に認識されている。最も明白かつ緊急であるのは、

労働力の縮小と高齢者人口の生産年齢人口に対する比率の上昇である。総人口は 2010 年まで増加し

たが、労働年齢人口は 20 年間絶対的に縮小し、人口に占める割合はいくらか長くなった。さらに、

労働年齢層に占める高齢者の割合は着実に増加しており、高齢者人口の生産年齢人口に対する比率

のさらなる増加が予想される。2013 年までの 65 歳以上のすべての人が労働人口に占める割合は 2.5

人未満であり、1950 年代の 11 人以上から減少している。2050 年には、この比率は 1.33 を下回ると

予測されている。幸い、日本の雇用率はきわめて高く、2013 年の労働年齢人口の 71.7％、対して

OECD の平均は 65.3％である。それでも、2013 年の 65 歳以上の雇用されているすべての人が労働人

口は全体の 1.77 人に過ぎない。これは、2011 年の OECD 平均がわずか 3 人以下であるのに匹敵する。
9また、これは高齢者人口の生産年齢人口に対する比率のみを考慮したものであり、人口に占める児

童（縮小しているが依然として有意）の割合ではない。これらの数字は、現役の高齢者による貢献

を排除しているが（実際、そうした高齢者は多く存在する）、非現役人口の急速な成長につれ、国

が一人当たりの生活水準の伸びを維持しようとした場合、日本人労働者が増大する負担を強いられ

ているという事実が依然としてある。 

人口密度の低下は、特に農山漁村地域（ただし、これに限定されない）において、効率的なサー

ビス提供の課題を生じさせるであろう。OECD の農山漁村地域、特に遠隔地の農山漁村では、一部の

サービスを利用できないか、あるいは都市部より相当に高いコストかつ低い品質でしか利用できな

いことも既に事実となっている（OECD、 2010a）。一部にこれは単に、多種多様なサービスと、特

定のサービスを提供する多数の団体を支援する、より大規模な地域の明らかな可能性を示すにすぎ

ない。主要都市の中心部からの距離は、あらゆる形態の交通の値段を吊り上げる。また、地理的に

離れ、人口密度の低い農山漁村地域も同様の負担を強いられる。これは、特に日本の農山漁村地域、
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特に山岳部や島嶼部に当てはまる。また、都市の密度はコネクティビティも促進するが、農山漁村

地域の住民の分散はその達成が難しい。一部の技術（ICT）は農山漁村地域が直面する、距離に関連

する課題を軽減させたが、農山漁村の住人が商品、サービス、アイディアを交換する方法の多くが、

距離によるハンディを負っている。 

輸送コストを除いても、多くの地域で人口は過疎化（減少化）しており、多くの財やサービスの

生産において、規模の経済を達成することがより難しくなっている。過疎化する市町村は、特に需

要の減少が都市インフラの維持や効率的な運営を困難にしている場合、さらに重要な課題に直面す

るであろう。例えば、上下水道のインフラが整備されていない場合、環境や健康に有害な影響を及

ぼす可能性がある。グリッドインフラは、グリッドを全体のシステムとして機能させるためには、

全体としての完全性が維持され、一定レベルの使用が確保されなければならないため、人口減少に

対応して簡単に縮小できない場合が多い(Hoornbeek and Schwarz, 2009)。 

人口変化は、起業家精神やイノベーションにも影響を与えるだろう 

イノベーションと起業家精神については、人口の高齢化と労働力の高齢化が日本経済のダイナミ

ズムを低下させるか、どの程度、低下させるのかは一つの重要な課題である。特に、業績不審の日

本にある地域にあっては、後者である(OECD, 2015g)。この問題は、人口の急激な高齢化が進んでい

る国々で議論されている。需要面では、人口の高齢化は、少し例を挙げれば、医学、建設、輸送、

金融等の分野のイノベーターや起業家に対し、多大な機会を提供する。問題は、人口動態の変化が

起業家精神とイノベーションにどのように影響するかということである。多くの国のエビデンスに

よると、高齢者は自営業以外の起業家になる可能性が低く、プロセスや製品のイノベーションに基

づく仕事に就く可能性は低いことが示されている(Wadhwa, Freeman and Rissing, 2008; Wadhwa et al., 

2009; Botham and Graves, 2009; Colovic and Lamotte, 2012; Stangler and Spulba, 2013; Kautonen, 2013)。肯

定的な側面としては、一部の研究では、経験が長く、経済的に余裕があり、多くの場合、ネットワ

ークが広い、年齢層の高い起業家の方が、成功率が高い場合が多いことが示されている。高成長企

業を率いる第 3 世代起業家は、若年層の高成長起業家とイノベーションでは引けを取らないが、高

齢者がそうした高成長ベンチャーを設立する可能性は低い(Accenture, 2012; Wadhwa Freeman and 

Rissing, 2008; Kautonen, 2013; Botham and Graves, 2009)。Haga（2014 年）は特に日本の農山漁村の環

境を取り上げ、第 3 世代の起業家精神の可能性に焦点を当てている。 

これらの知見は、全く驚くに値しない。時間の機会費用は年齢とともに増加し、これにより、高

齢者の将来報酬が増加し、関連リスクが増大する活動への関与が低下することが予想される。これ

は、給与雇用のような即時的かつリスクのない報酬を生み出す活動とは対照的である(Lévesque and 

Minniti, 2006)。OECD に関する最近の調査では、Kautonen（2013）は、起業家を動機づけする「プッ

シュ」要因と「プル」要因の区別を強調している。雇用、昇進、研修における年齢差別的な行為、

または余剰人員により予想される労働市場の不振等の要因により、伝統的な労働市場から締め出さ

れる可能性がある。その一方で、従来の雇用または仕事と生活の調和のより柔軟な代替手段である

（金銭的か否かに関わらず）より大きな潜在的報酬を提供するため、起業家精神に引き込まれる可

能性がある。労働力の縮小と高齢化に伴い、プッシュ要因は時間の経過とともに低下する可能性が

ある。Kautonen は、個人事業の起業と成長の傾向は、40 歳頃まで年齢とともに上昇し、その後、約

50 歳後には急激に低下すると結論づけている。対照的に、自営業を選択する、あるいはそうせざる

を得ないという個人の傾向は、年齢とともに増加している。 

Kautonen の日本に関する最も重要な知見は、2 点に関することである。Kautonen の日本に関する最

も重要な知見は、2 点に関するものである。第 1 に、アイスランド、米国などの国に特に多い、第三

世代起業家精神の国に大きな変化が生じている。第 2 に、これらの相違は少なくとも一部には公共

政策の産物である。言い換えれば、中央政府と地方自治体は、高齢化と起業家精神の関係に影響を

及ぼす施策を行うことができる。特に、第 4 章では、日本の政府当局があらゆる年齢層、特に大都

市の外で、起業家精神とイノベーションを促進している方法について検討する。 
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財政への影響が懸念される 

人口変化は公共支出に大きな影響を与える。実際、それは日本の財政問題の根底にある主な要因

の 1 つである。主に高齢者に焦点を当てた年金、医療、長期介護は、現在、社会的支出の約 90％を

占めており、これは翻って、国の予算においても最も急速に増えている支出項目である。1990 年以

降、社会保障関連の支出10はほぼ 3 倍になり、他のすべての主要な支出が増加した。2015 年の社会保

障費は総支出の 32.7％、一般支出の 55％11を占め、1990 年にはそれぞれ 17.5％、32.8％となった。こ

れらの数字は主に現在の支出に関係しており、人口高齢化が税収に及ぼす影響とともに考慮しなけ

ればならない。財務省はこれを既に多大な予算コストと認識している。 

人口動態の変化はまた、いくつかの理由から、インフラへの多額の支出を伴うことになる。第一

に、以下に示すように、政府当局は新規インフラへの多額な投資と既存のインフラの整備により、

はるかに少ない人口で国の居住パターンが調整されることを期待している。第 2 に、公共インフラ

の多くの側面を、高齢化する人口のニーズに適合させることである。第 3 に、需要が落ちると考え

られるネットワークですら、一定の費用を伴うであろう。ネットワークインフラのダウンサイジン

グはきわめてコストが高く、効率的に縮小できない場合は問題が発生し、長期的なコストがかさむ

可能性がある。例えば、水道施設の使用不足は、配管の腐食や汚染を生じさせる可能性がある

（Hoornbeek and Schwarz、2009）。多くの分野では、不足しているこうしたインフラ関連のコストや、

住宅や空室の確保のためのコストも必要となる。より一般的には、人口減少が規模の経済を蝕むよ

うな場所においては、サービス提供のコスト上昇という問題が生じよう（すなわち、サービス配信

の固定コストが上昇しやすく、一方で共有されるクライアント数は低下する）。最後に、過疎化の

環境コストに対処するために、一部の地域で費用負担が発生する可能性がある。すなわち、地方共

同体が森林や河川管理などの責任を負っている農山漁村では、廃村にによる著しい環境破壊の可能

性がある（Odagiri、2012、2015）。 

経済的な状況 

経済成長および生産性パフォーマンスは長期的に低迷し続けている 

経済成長は、約四半世紀にわたり低迷している。2014 年までの一人当たりの収入は、1990 年代初

めの OECD 加盟国の上位半数の平均値から、その平均値を 14％下回る水準にまで落ち込んだ（図

1.10）。1990 年代初頭、資産価格バブルが崩壊し、その後、企業のリストラと銀行危機が長期間続

いた。このプロセスは、1990 年代半ばから後半が最悪な状態であり、日本の経済動向は 21 世紀に変

わるまで低迷が続いた。1995～2013 年の実質 GDP 成長率は平均 0.8％をわずかに上回り、OECD の 3

番目に低い成長率であり、2014 年には経済は 2008 年以来 4 回目の景気後退局面に入った（OECD、

2015h）。景気は再び反発したものの、2015 年半ばの OECD では、実質 GDP 成長率はわずか 0.7％と

予測された。 
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図 1.10  1 人当たり国内総生産 

USD、現在の価格および現在の PPP 

 
出典: OECD (2015i), OECD Compendium of Productivity Indicators 2015, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2015-en. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324472 

 

 

ここでの明るい材料は、日本の生産性パフォーマンスは、傑出したものではないにせよ、成長パ

フォーマンスを若干、上回っていることである。1995～2013 年の間に、日本の 1 人当たり GDP の伸

びは OECD 諸国の最下位から 3 位にランクアップした。この期間の労働生産性の伸び率では 16 位に

ランクされている（図 1.11）。特に良好とはいえないが、OECD 平均に比較的近い数字となっている。

直近の期間（2007～13 年）では、生産性の伸びは OECD 平均を少し上回っていた。しかし、2007～

2013 年は前期よりもはるかに低かった。こうした日本の相対的地位の変化は、日本の生産性向上が

加速化したためではなく、危機によって他地域が悪化したためであった。ここで、日本が生産性向

上を促す要因の多くに、特に人的資本および研究開発に対して多額の投資をしている限り、パラド

ックスが存在する。そして、四半世紀にわたり、生産性パフォーマンスは比較的低迷している。全

体として、2013 年の日本の生産性は OECD 平均よりも 4.7％低かった。労働市場が縮小する中、特に

懸念されることは、労働時間当たりの GDP の差が 14.9％と、かなり大きいことである。これは、そ

れよりも多くの労働時間によって部分的に相殺された（OECD、2015i）。 
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図 1.11 労働生産性の成長率、1995-2013 年 

労働時間当たり GDP、経済全体、年率での変化率 

 
出典: OECD (2015i), OECD Compendium of Productivity Indicators 2015, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2015-en. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324480 

 

人口動態の変化によりこれまで以上に生産性の向上が重要になる   

生産性を再び向上させることは、日本経済の最優先課題であると考えられる。高齢化経済が継続

的な繁栄を維持することであるならば、労働者一人当たりの生産量は、より健康的な人口統計的状

況において必要とされるよりも速く上昇しなければならない。経済成長における生産性の重要性は

高まっており、併せて人口変動の増大するドラッグ効果は、図 1.12 に示される通り、OECD 諸国の

実質 GDP 成長率が 1999～2011 年にやや変化したことを示している。12労働者 1 人当たりの労働供給

量への貢献度を単純に対比する代わりに、労働供給量の構成要素を 2 つに分割する。すなわち、1 つ

は、個人の活動の決定および労働市場の状態（雇用および労働力の参加）に依存するもの、もう 1

つは、高齢化と移住（労働力人口の変化）の複合的な影響を反映するものである。おわかりのよう

に、日本は人口統計学的にマイナスの影響を及ぼしている OECD 唯一の加盟国であり、GDP 成長率

の 0.5％をわずかに上回る程度である。上述の通り、こうした労働年齢人口の縮小率は今後数十年に

亘って加速すると予測されるため、このマイナスもまた増加することになる。2015 年から 2050 年の

間に、労働年齢人口は平均で年間平均 1.2％減少し、一部の期間では最大 1.7％減少すると予想され

ている。 
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図 1.12 一定の OECD 諸国における実質 GDP 成長率の内訳（1999-2011 年） 

 

注: 「労働参加率」は、参加率の変化と雇用率の変化を合わせた影響のみを反映している。 労働年齢人口の拡大

または縮小は、「人口統計的変化」変数に含まれている。 

出典: OECD (2015j), OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (database), http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/data/oecd-economic-outlook-statistics-and-projections_eo-data-en (2015 年 10 月 16 日アクセス） 

StatLink:  http://dx.doi.org/10.1787/888933324496  

 

 

生産性の面では、日本は他の経済との関係においてその地位をひたすら維持するために、より迅

速に実行することが求められよう。2050 年まで GDP 成長率、例えば、年率 2％（政府の現在の 2020

年目標）を維持し、一定の雇用率を確保するためには、日本は、労働者 1 人当たり GDP にして約

3.3％の平均年間成長率を達成する必要がある。もちろん、この例のように他の要因が等しいと推定

することはまったく非現実的であるが、純粋に人口統計学的な影響の程度に焦点を当てる役割は果

たしている。実際、労働参加や長期的なキャリアの増加や、労働参加の向上と労働市場改革、特に、

女性のフルタイム雇用等が、こうした対策の一部に盛り込まれなければならない。現在、男性の就

業率は女性の就業率を約 21％上回っている。OECD（2015h）は、女性就業率が今後 20 年間に男性就

業率に収斂するならば、労働供給の減少幅は、予想される減少幅の 17%に対して、5％に抑えられる

とみている（図 1.13）。日本の若い女性は若い男性よりも学歴が高い傾向にあると考えると、現在

の男女格差による機会費用はいっそう大きくなる。13
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図 1.13 女性の雇用が労働供給にもたらす潜在的影響 

 

注: 1. 男性の労働力率は 2011 年から 2030 年まで一定であると仮定している。 

出典: OECD (2014), Japan: Advancing the Third Arrow for a Resilient Economy and Inclusive Growth, Better Policies, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264215955-en. 

Statlink:  http://dx.doi.org/10.1787/888933324503 

 

失業率は低く推移しているものの、不均衡は増加している 

日本の経済成長は 20 年以上にわたりが低迷しているが、比較的高い労働参加率と、低い失業率を

維持している。2013 年、OECD は調整失業率14の予測はわずか 4.0％であり、OECD 加盟国 2 カ国を

除くすべての国に比べて低い。一方、労働参加率と雇用率は、OECD のすべての年齢層の男女の平均

値をはるかに上回っていた。高齢者（55-64）は OECD 基準で特に高い雇用率を示していた。全体に、

日本の就業人口に対する雇用者人口比率は 71.7％で、OECD 平均よりも 6.4％ポイント高い。これは

良い材料であり、こうした長期的な景気停滞期に起因する社会的ストレスをかなりの水準にまで低

下させることができる。しかし、驚くべきことに、日本人女性は依然として OECD 平均を大幅に上

回っているにもかかわらず、男女格差は 18.3%ポイントあり、OECD 全体の男女格差（16 ポイント）

よりも高くなった。 

継続的な高い就業率と低い失業率は、不平等と貧困の増加を防ぐには不十分である。個人間の収

入係数（税金、移転額）であるジニ係数は 2009 年に 33.6 に達し、OECD 地域では 10 番目に高く、

OECD 平均より若干上回っているが、一方で 2012 年の15相対貧困率は OECD 地域で 6 番目に高い。

しかし、日本の地域間における個人間格差のレベルには、比較的小さな変化がある。すべての日本

の TL2 地域の個人間ジニ係数は全国平均の約 3 ポイント以内であり、個人間所得のジニ係数におけ

る地域間の変動では、OECD-28 の 17 位にランクされている。さらに、税引後および移転後のジニ係

数の地域間格差は、税金前および移転前の半分以下であり、これは、個人間格差の軽減には効果は

薄いとしても、財政システムが地域間格差を軽減する上で重要な役割を果たしていることを示して

いる（OECD、2015h）。 

日本の長期的な低成長軌道の更に先には、労働市場の二極化がある（CJF、2014）。日本の労働市

場は、正規労働者と非正規労働者に分かれる。非正規労働者とは、主に固定期間のパートタイム労

働者および派遣労働者（すなわち、民間雇用機関から派遣された労働者）である。非正規労働者の

割合は、1985 年の 16.4％から、2012 年には 38.2％に上昇したが、2014 年には 37％にやや下がった。
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男性と女性の労働力参加率は2011年の水準にとどまっている。 

2030年までに女性の参加率が増加し、男性の参加率に収束する¹ 
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非正規労働契約は企業に柔軟性をもたらし、コストを抑えることができるが、多くの面倒な影響も

生じさせる。OECD（2015h）は、非正規労働者は賃金が低く、雇用の安全性が低いだけでなく、通

常は企業研修も受けられず、社会的セーフティネットによって保護されていない（失業のリスクが

高いにもかかわらず、多くは雇用保険にも加入していない）ことを指摘する。こうしたエビデンス

は、非正規労働者が、正規雇用に移行する機会がほとんどないことを示唆している。すなわち、第 2

層の労働市場は、多くの場合、トラップ（OECD、2013c）となっている。 

労働市場の二極化はまた、生活満足度の主観的尺度にも反映されている。日本は、平均余命や教

育などの分野では、多くの OECD 加盟国よりも高いスコアを示しているが、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）、労働市場システムや実務に直結する福利厚生、その他、医療の現状や

生活満足度の報告などの点では、OECD の最下位に近いスコアとなっている（OECD、2013b）。さ

らに、非正規労働者が報告した幸福度は、正規労働者および自営業者の幸福度と比較して、はるか

に低い（OECD、2015h）。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の問題も生産性に影響

を与える。このエビデンスは、きわめて長時間に及ぶ労働時間が実際の労働生産性に有害であるこ

とを示唆している。すなわち、労働生産性は一定のレベル（おそらく 48～50 時間/週）までは、時間

に比例して増加するとみられるが、その閾値を上回ると、時間の経過と共に生産性が急速に低下す

る（Pencavel、2014）。多くの国で、長時間労働の文化は生産性の利点がなく、事故や傷害（Dembe

ら、2005; Rho、2010; Ricci ら、2007）や、生活満足度の点で、高い代償を強いられる。 

労働市場システムと慣行は、人口減少に寄与しているとみられる 

労働市場部門と仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）は、日本の人口動態にどのよう

な影響を与えているかも示している。非正規労働者の約 70％は女性であり、一方で男性は正規労働

者のほぼ同じ割合を占めている。女性雇用率は 63％であり、OECD 平均を 5 ポイント上回っている

にもかかわらず、日本は大学教育を受けた OECD 女性の雇用率が驚くべきことに最も低い。OECD

（2015h）は、職種および学歴で調整後、フルタイムとパートタイム労働者の賃金格差が男性で 31％、

女性で約 48％であるという分析を引用している。45-49 歳の正規労働者の世帯所得は、非正規労働者

の世帯所得の 4 倍以上であった。非正規労働者の所得低下は、結婚の断念、ひいては出生率の低下

にもつながる。特に、子どもを抱える女性は、日本の長時間労働の文化により、正規雇用が困難で

あると認識している。よって、週に 50 時間以上働く労働者の割合において、日本はトルコとメキシ

コに続き 3 位にランクインしている。さらに、通勤時間が非常に長いことが多く、雇用慣行は正規

労働者にとって雇用慣行の柔軟性は比較的低い。また、利用可能な育児サービスが不足している。16

近年、政府当局は両親と雇用とを結びつける際のバリアを軽減させるための措置を講じてきたが、

労働市場制度は依然としてキャリアと育児の選択を強制する傾向がある。超低出生率は、その選択

肢の難しさをある程度反映している（CJF、2014）。 

都道府県データを見ると、この状況に関する 2 つの重要な事実が確認される。第 1 に、図 1.14 か

らわかるように、日本の都道府県における時間労働の点で、出生率と女性の労働供給との間に明確

な、一貫した正の関係が存在する。出生率と女性の労働参加との間にも、一貫して正の関係が存在

する。低出生率と高雇用率の政策ではなく、高出生率と低雇用率の政策を選ぶ、という問題ではな

い。高出生率と高雇用率、どちらも達成することが可能なのである。実際、1980 年代の OECD 諸国

における女性の雇用率と出生率との間には広範に負の相関が存在したが、2000 年代半ばまでには正

の相関となった。これは、家庭と仕事の両立を支援する構造が整うと、子どもが増加する可能性が

高いことを示している（OECD、2007）。第 2 の点は、主に農村部の出生率と女性就業率が、ともに

都市部よりも一貫して高くなっていることである。2008 年の女性就業率は、都市部よりも PR 都道府

県で平均 13 ポイント高く、出生率はほぼ 12％高かった。中間地域は、この両者の中間ポイントであ

った。各種の要因については第 3 章で検証することとするが、日本の都市は、キャリアと育児との

両立に特に不向きである。しかし、経済的圧力により、より多くの若者、特に若い女性が都市部に

集中しており、東京やその他の大規模な都市圏に不均衡が生じている。これにより、最低の出生率

に至る傾向が続いている（内閣官房、2015）。 
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図 1.14  2011 年の日本の都道府県における出生率と女性就業率 

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics, (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (accessed 10 September 

2015); 情報は統計局から直接提供（日本政府） 

StatLink:  http://dx.doi.org/10.1787/888933324516 

 

労働生産性の低い世代は公的財政に負担を強いている 

日本の公的資金の課題は、人口高齢化や財政刺激策の頻発により、1990 年以降に政府支出が急増

したことなどから、非常に長い期間にわたって積み上げられてきたものである。その一方、所得は

支出に足並みを揃えることができていない。公的債務残高は 2014 年までに GDP の 226％に達し、純

債務は GDP の 129％に達した。 これら 2 つは OECD の中で最も高い数字である。2008〜13 年の主な

財政赤字は GDP の約 8％を占めたが、2014 年には約 7％に減少すると見込まれている。経済成長の

鈍化と社会的支出の増加は、総収入が大幅に停滞し、総支出が着実に増加したことを意味する。デ

フレの持続は名目 GDP を引き下げ、債務比率を増加させた。2011 年に発生した、戦後最悪の災害と

なった東日本大震災の結果、財政はさらに大きな圧力に晒された。 

こうした多額の債務による利払いの影響は、これまで例外的な低金利によって緩和されてきた。

実際、2015 年初めの政府債務への実質的な利子率は、OECD で 0.9％と最も低かった。日本の債務水

準はきわめて高いが、純利払いは GDP のわずか 1.2％に過ぎず、OECD 平均の 1.6％を大きく下回っ

ている（OECD、2015h）。政府債務の約 90％は国内で調達したものであり、2014 年中頃では、対外

債務を 1 兆米ドル未満に制限しており、米国（6 兆 6000 億米ドル）およびユーロ圏（4 兆 2,000 億米

ドル）を大きく下回っている。しかし、こうした比較的、良好な状態は無限に続くことはなく、た

とえ人口動態の変化が財政を逼迫することになっても、日本は将来、上昇する金利の影響を被るこ

とになる。財政の持続可能性への信頼喪失は、金融セクター、財政の持続可能性および成長にも負

の影響を及ぼし、長期金利の上昇をもたらす可能性がある。 

こうしたリスクは、政府が財政刺激策を採用し、景気低迷を防ごうとする時の、大きな障害の一

つとなる。また、これは人口高齢化への対応を決定づける、重要要因ともなる。なぜなら、人口高

齢化に対応するために、一定期間、必要な社会的費用およびインフラ支出の圧力下に置かれること

が確実になるためである。新たな人口均衡に移行するために資金を投入することは、きわめて困難

になるであろう。 
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政府は、成長を呼び戻すために 3 つの戦略を実行している。 

2013 年初頭に、日本政府は、成長回復を目指して、安倍晋三首相の就任後、いわゆる「アベノミ

クス」として知られる 3 つの戦略を打ち出した。アベノミクスの「3 本の矢」とは、以下の通りであ

る。 

「質的・量的緩和」などの非伝統的な措置を講じるなどデフレ脱却を目指し、2％のインフレ目標

を設定するなどの、大胆な金融政策 

短期的な成長を支援する柔軟な財政政策と、中長期的な財政の持続可能性に向けた信頼できる道

筋の確立 

2022 年までに実質 GDP 成長率を年 2％に引き上げることを目指し、成長を阻む供給サイドの制約

を緩和し、2013 年 6 月に発表され、1 年後に改訂された日本地域再生を実現するための、構造改

革パッケージ 

最初の 2 つの矢は、当初は良好な結果をもたらした。2013 年から 2014 年は、インフレ率が上昇し、

円安が輸出を押し上げたことから、名目 GDP は 20 年以上ぶりに、6 四半期連続で増加した。しかし、

2014 年 4 月の消費税引き上げに伴い、景気は後退に転じた。これにより、2015 年のさらなる消費税

引き上げの計画が延期され、少なくとも 2017 年までは主要な財政赤字に変化がないことが確定した。

OECD（2015h）の試算では、赤字削減のための追加措置が講じられない場合、年間平均名目 GDP 成

長率が 3％と楽観的に仮定しても、 政府の負債比率は、2040 年までに GDP の 400％を超えることに

なる。したがって、人口高齢化と人口減少という状況において、政府は今後の成長と財政の持続可

能性の目標のバランスを取ることが非常に難しい局面に直面している。 

アベノミクス第 3 の矢は、他の 2 つに比べて現在まで進展は遅いが、地域の存在が顕著になるもの

である。2015 年 6 月末、政府は、農山漁村地域だけでなく、小規模な市町村での雇用創出のための

新規基本戦略を含む多くの主要政策文書を承認した。いわゆる「ローカルアベノミクス」であり、

地方経済を維持するための雇用創出、特に若者の誘致に焦点を当てている。この戦略に盛り込まれ

る重要政策事項としては、地域におけるサービス部門の効率性の強化、地域の革新の促進、地域の

「ブランディング」関連の取り組み支援などが挙げられる。この戦略は、複数の政策分野や都道府

県・市町村の境界にまたがる問題を克服し、地域間の協力や官民協力を強化し、地域の可能性を打

ち出すことを目的としている。これらの取り組みの中心になるのは、官民パートナーシップ（PPP）

とプライベート・ファイナンス・イニシアティブ（PFI）である。17
 

地域間格差と生活水準 

日本の地域間の経済格差は依然として小さい... 

上述したように、日本の所得格差は OECD 基準では例外的に低い。2010 年の日本の 1 人当たり

GDP は、地域間格差が 2 番目に小さい（図 1.15）。また、地域間格差は OECD 諸国の大半で増加し

ているが、日本の場合は時間の経過とともに低下している（図 1.16）。場合によっては、3 つの主要

な大都市圏における人口と活動の集中を考えると、これは非常に驚くべきことに映るかもしれない。

この点で、日本はおそらく、人口と経済活動が高濃度であり、地域間格差が小さいノルディック諸

国の一部に類似しているといえるであろう。これらの国は日本と同様、伝統的には領土の結束に強

くコミットした中央集権国家である。都市化率が極端に高くなると、農山漁村と都市の不平等さが

軽減される可能性がある。OECD 地域の格差がきわめて高いのは、都市化レベルが低い国の傾向であ

る。それはおそらく、農山漁村人口の相対的なウェートが大きいほど、都市外のサービス提供の改

善や、農山漁村住民の生活水準の向上を目的とした政策コストが上昇するためである（図 1.16）。

このデータからわかるように、日本には全国の賃金格差を制限する労働市場均衡が存在することが

示唆される。こうした国土の低格差を説明する上で、より重要な要素となる可能性が高い。 
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図 1.15 1995 年と 2010 年の TL3 地域の 1 人当たり GDP ジニ係数 

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324520 

 

図 1.16 都市部、農村部と全国平均との比較による 1 人当たり GDP  

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324537 
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日本の主要な（TL2）地域の貧困率データには、1 人当たり GDP の限定的な国土格差が反映されて

いる。上述のように、日本の貧困率は比較的高いが、地域間の貧困率の変動は OECD の平均より小

さく、ドイツ、イタリア、トルコ、米国などの大規模 OECD 諸国の地域間の変数を大きく下回って

いる。 

…しかし、幸福度に関する金銭面以外の状況はさらに複雑である 

表 1.2 に見られるように、日本の、金銭面以外の幸福度に関するパフォーマンスは、さらに複雑で

ある。医療、安全、雇用などの指標については、日本は OECD 諸国の中でも非常に高い水準であり、

地域間格差も非常に小さい。これとは対照的に、サービス利用度、教育、環境の質に関するパフォ

ーマンスはあまり良好ではなく、より大きな空間格差が示されている。 

表 1.2  日本の幸福度指標のパフォーマンスと分散度 

幸福の尺度 
この尺度における OECD諸国でのランク 

この尺度の格差に関する OECD諸国のラ

ンク(上位=格差大) 

サービス利用 18/34 28/33 

教育 16/34 21/33 

医療 1/34 4/32 

安全 4/34 5/33 

雇用 3/34 8/33 

環境 18/34 28/33 

Source: OECD (2015g), "Regional well-being", OECD Regional Statistics (database). 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-en (2015 年 9 月 10 日アクセス); for detail on the indicators, see OECD (n.d.), 

Regional Well-being website, http://oecdregionalwellbeing.org/ (2015 年 9 月 1 日アクセス) 

 

CO2排出量に関しては、日本の都道府県のパフォーマンスは比較的良好である（図 1.17、最上段）。

これは、一人当たりの二酸化炭素排出量が OECD の平均を下回っていることを反映しているが、

2012 年まではこれに収斂していた。日本の 1 人当たり排出量は 2009 年の低水準から 13.1％増加し、

OECD 平均はやや低下した。ここでもやはり、人口統計的要素が一因となっており、総排出量は 1 人

当たりの数字よりも若干少なくなっている。同様に、経済動向の影響もある。成長率の鈍化は排出

量の制限に役立ったが、経済排出量（一定価格における CO2 排出量/ GDP 単位）は、安定していた

2008 年から 2010 年にかけて着実に上昇した。2011～2012 年には 6％以上減少したが、2000 年と比較

して 2012 年には 4.6％増加している。以降、この傾向が維持されているかどうかは不明である。 

NO2 排出量に関しては、日本の地域全体が他の OECD 地域と比べて全体的に低水準であり（一部

は流通のトップに非常に近い）、業績の格差がはるかに大きい（図 1.17、下パネル）。CO2 と NO2

の排出量は地球規模の環境破壊の要因となっているが、後者の局所的な影響も相当に深刻であり、

地域や都市にとって重要な課題となっている。30 分～24 時間の、短期間の NO2曝露は、健常者の気

道炎症および喘息患者の呼吸器症状の増加等の、有害な呼吸作用と関連している。また、短期間の

高 NO2濃度の曝露と、緊急治療室の外来数、呼吸器疾患(特に喘息)入院患者数の増加との関連性も示

されている。NO2の曝露濃度は、喘息患者、小児、高齢者などの感受性グループにとっては特に懸念

される。また、NO2 を生成させる排出物は、一般に、他の有害な窒素酸化物の形成にもつながる。. 

NO2の削減につながる排出抑制措置は、一般に、すべての気体の窒素酸化物に対する人体の曝露を減

少させることが期待できる。また、ともに重大な公衆衛生上の脅威となるオゾンや微粒子物質の生

成も減少させる。 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-en
http://oecdregionalwellbeing.org/
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図 1.17  OECD TL3 地域における CO2 と NO2 の排出量 

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324544 
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日本の地域は、大気質に起因する公衆衛生への最も直接的な脅威である粒子状物質（PM）に関し

ても、あまり対応が進んでいない。粒子状物質への曝露は、肺と心臓に影響を及ぼす。微粒子は一

般に、微小な固体または液滴を含み、肺に深く入り込んで、心臓発作、不整脈、喘息、肺機能の低

下、気道への刺激、咳嗽または呼吸困難などの呼吸器症状等、健康上の重大な問題を引き起こす可

能性がある。こうした微粒子は多くの場所で視認性低下（靄）の主な原因となり、地中や水中に沈

み、湖と川を酸性にする。また、沿岸水域と大河川流域の栄養バランスを変化させ、土壌の栄養素

を枯渇させる。また、森林や農作物を損傷させ、生物多様性を低下させる。OECD の小規模（TL3）

地域には、PM 関係のデータはない。しかし、大規模（TL2）地域データから、微粒子状物質 PM2.5

が日本のほとんどの地域の中流から上流に分布することが示される（図 1.18）。実際、分布の下位

半分に入るのは、東北と北海道だけである。最も影響が大きい地域（関東南部）で、56 位にとどま

っており、OECD 地域の最悪の場所からは程遠いものの、日本の人口は、北陸を除き、PM2.5 のレベ

ルが最も高い地域に集中していることは事実である。全体として、日本の人口の 95％以上が WHO

基準（平均年 10μg/ m3）を上回る平均 PM2.5レベルの地域に居住している。 

図 1.18 OECD TL2 地域における PM2.5 への曝露 

 
出典: OECD (2015g), "Regional well-being", OECD Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-en 

(2015 年 9 月 10 日アクセス) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324559 

地域経済の動向 

上記からわかるように、1990 年代の初頭以降、日本の 1 人当たり成長率と総成長率は相対的に低

い水準にあった。本章では、このこうした国の実績の基礎となる地域のパターンについて、一人当

たりの実績および全体の実績から検討する。 

1 人当たり GDP の伸びは弱いが、国全体でほぼ一定している 

1990 年代半ば以降、1 人当たり GDP の相違は漸減している。図 1.19 に見られるように、東京は

2010 年から 2010 年にかけて、わずかではあるが、1 人当たり GDP が減少した。国民経済計算のシス

テムの変更により、2000 年以前のデータと直接的には比較することはできないが、1995 年から 2009

年にかけて行われていた旧シリーズを使った分析は、ほぼ同一の状況を示している。人口と活動の

集中は、これまでのところ、地域間格差の拡大につながっていない。それは、上昇している地域と、

低下している地域が、驚くほど同程度の規模で、だいたい同数であるためである。また、すべての

タイプ（都市部、中間地域、農山漁村）の領域が全てのスペクトルで観察される。実際、1 人当たり

南関東 

北陸 北関東・九州 
東海 

関西 四国 
中国 東北 

北海道 

0

5

10

15

20

25

30

20
13
年
の

P
M

2.
5
レ
ベ
ル
（

1m
3当

た
り
マ
イ
ク
ロ
グ
ラ

ム
）

 

排出量別 OECD TL2地域ランキング 

OECD TL2地域 日本のTL2地域 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933324559


 

 54 

GDP の伸び率は、農村部では都市部または中間地域よりも高くなった。しかし、全地域での伸び率

は比較的弱く、全 OECD 地域において平均的な成長水準を達成した日本の都道府県はなかった。 

図 1.19. 2001-10 年の県別相対 GDP 動向 

1 人当たり GDP 比（全国平均=1）  

 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324565 
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図 1.20  2000～2010 年の都道府県別 GDP 成長率の内訳 

 

注:「労働参加率の変化」は、参加率の変化と雇用率の変化を合計した影響のみを反映している。労働年齢人口の

増減は、「人口動態の変化」変数に含まれている。 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324572 
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データが示しているのは、大規模な成長減退ではなく、「Statistics Japan」に定義されている 3 つの

主要な MA 間における成長の再調整である。図 1.22 は、これらの MA における成長寄与度の合計が

時間とともに上昇したことを示している。これらの MA は、危機が高まった時には全体の約 75％を

占め、その後、縮小局面では 80%を占めた。これは、当初の総 GDP（約 62.5％）のシェアをはるか

に上回る。関東の寄与度は若干低下したが、関東の寄与度は著しく上昇した。第 3 章の都市圏の分

析により、類似の状況について幅広く取り上げる。 

図 1.21 1995～2010 年の成長への県別貢献度 

 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StstLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324587 

 

図 1.22 主要首都圏の成長への寄与度 

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324598 

 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

全
国
成
長
率
に
対
す
る
寄
与
度

 

1995-1999 1999-2003 2003-2007 2007-10

東京 

愛知 

東京 

愛

知 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1995-99 1999-2003 2003-07 2007-10

関東MA 京阪神MA 中京MA 

http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933324587
http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933324598


 

 57 

生産性パフォーマンスは都道府県間で大きく異なる 

図 1.23 は、2010 年までの 10 年間の生産性と GDP の相対成長率の変動を示している。日本の 47 都

道府県のうち、GDP 平均（合計）成長率 2%をかろうじて超えるものは 3 都道府県にすぎない。一方、

全体にほとんどまたは全く成長を記録していない都道府県もあるが、労働生産性の伸び率 2%超過は

15 都道府県にも及び、3%以上は 3 都道府県であった。これは、大都市における生産性の成長ペース

が加速化したというよりも、人口変化（移動と高齢化の差）により経済活動がどの程度集中化され

たか、その程度に焦点を当てている。経済活動に大都市が占める割合は、人口が集中化していると

いうだけの原因で、増加しているようにみえる。 

図 1.23  2001～201 年の都道府県別 GDP と労働生産性 

 
出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324603 

 

表 1.3 は、地域別の成長と生産性パフォーマンスの概要を示している。いくつかの所見を提示する。

第 1 に、1 人当たり GDP 成長率は、危機発生後の地域でも同様であったが、農山漁村地域は景気後

退局面の影響をあまり受けなかった。第 2 に、農山漁村地域は一定して、労働者一人当たりの生産

量が最高レベルの増加を記録している。第 3 に、中間地域では生産面が都市部よりも優れているが、

多くの地域で地域の発展を維持するには不十分である。高齢化と移住の影響は、生産性の上昇にも

かかわらず、1 人当たり GDP が低下したことによる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

北
海
道

 
  青

森
 

  岩
手

 
  宮

城
 

  秋
田

 
  山

形
 

  福
島

 
  茨

城
 

  栃
木

 
群
馬

 
  山

梨
 

  長
野

 
  埼

玉
 

  千
葉

 
  東

京
 

  神
奈
川

 
  新

潟
 

  富
山

 
  石

川
 

  福
井

 
  岐

阜
 

  静
岡

 
  愛

知
 

  三
重

 
  滋

賀
 

  京
都

 
  大

阪
 

  兵
庫

 
  奈

良
 

  和
歌
山

 
  鳥

取
 

  島
根

 
  岡

山
 

  広
島

 
  山

口
 

  徳
島

 
  香

川
 

  愛
媛

 
  高

知
 

  福
岡

 
  佐

賀
 

  長
崎

 
  熊

本
 

  大
分

 
  宮

崎
 

  鹿
児
島

 

年平均GDP増加率 年平均労働生産性増加率 

http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933324603


 

 58 

表 1.3 地域別 GDP 成長率：日本と OECD  

平均年間実質成長率（％） 

A. 1人当たり GDP 

  2001-2007 2007-2010 2001-2010 

 日本 OECD 日本 OECD 日本 OECD 

都市部 1.56 2.01 -1.19 -0.83 0.63 0.88 

中間地域 1.61 2.04 -0.40 -0.64 0.93 0.97 

農村部 1.60 2.31 -0.06 -0.42 1.04 1.22 

B. 1人当たり GDP 

  2001-2007 2007-2010 2001-2010 

 日本 OECD 日本 OECD 日本 OECD 

都市部 1.55 1.65 -0.65 -0.60 0.81 0.72 

中間地域 1.89 1.62 0.29 -0.26 1.35 0.77 

農村部 1.85 1.76 0.40 -0.35 1.53 0.91 

注:日本およびすべての OECD TL3 地域の平均値は加重なし。 

出典: OECD (2015d), Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en (2015 年 9 月 10 日アクセス). 

人口動態の変化に対する経済政策の対応 

本レビューでは、生産性と人口変化という 2 層の課題に対し、空間/地域面の政策からどのように

対応するかに焦点を当てている。しかし、日本がこの課題に対応するためには、経済全体の政策が

重要な役割を果たすであろう。また、地域や地方の取り組みが成功するか、その見通しについてあ

る程度調整されるであろう。したがって、この章では、財政回復、生産性の向上、人口変化に経済

を適応させるための、経済全体にわたる財政・構造政策の優先事項の概要を提示する。 

高齢化により公共支出の影響に対処するための課題は山積したままである。 

高齢化による影響を大きく受ける支出項目（年金、医療、長期介護等）の改革だけでなく、地域

サービス提供の有効性と効率性を高めることにより、財政の持続可能性を実現することは、重要な

優先事項である（効率改善のための医療機関の統合、村のいわゆる小さな駅(small stations)を利用し

たサービス拠点活動、地域における健康生活の推進、過疎地域への公共投資の削減、大規模インフ

ラの需要の再検討など）。年金支給の長期的持続可能性を確保するために、過去 10 年間、年金改革

が進められてきたが、まだまだ課題は多い。OECD（2015h）は、高齢者の労働参加を高めながら財

政負担を軽減するために、年金受給資格年齢を引き上げると主張している（Sutherland、Hoeller and 

Merola、2012）。年金受給資格年齢は、男女とも、日本の平均余命 83.48 歳を比較してまだ低い。20
  

年金とは対照的に、医療、長期介護の支出は引き続き増加すると見込まれている。2000 年から

2012 年の間、医療支出は GDP の 7.6％から 10.1％に増加し、歳出は年率 2％以上増加し、名目 GDP

は低下した。支出の増加は、主に医薬品への支出と長期入院によるものである。日本の平均入院日

数は OECD で最長で、平均の約 4 倍である。これは長期介護に関連している。2012 年の治療ケアの

平均滞在期間は、平均入院期間の半分をわずかに上回っている（OECD では依然として最長である）。

これは、医療を必要としていたのは、病院患者の約半数のみであったためである（OECD、2015h）。

実際には、介護ニーズに対応するための病院への依存はコストが高くつき、在宅介護および/または

専門の長期介護施設の不足を反映している。日本は高齢者のための長期介護（LTC）を数年間推進し

てきたが、人口高齢化のペースに対応することは大きな課題となっている（OECD / European 

Commission、2013; Matsuyama、2015; Asai、2015）。 

高齢者への LTC 提供による負担は、人口の高齢化とともに増加するが、その空間的影響を予測す

ることは困難である。その一方、農山漁村地域の高齢化のペースは速い。さらに、高齢者ケアの規

模の経済があり、農山漁村であるため、高齢者が広く分散していない場合、家庭での介護が容易で

http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en
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ある。しかし、都市部、特に大規模な都市部では、労働、空間ともにコストが高くなる傾向があり、

東京や他の主要都市のプロバイダーは、LTC に対する公的支援システムが、場所間のコスト差を適

切に反映していないと主張する（Matsuyama、2015）。一部の農山漁村は高齢者（シルバーエリアや

福祉村など）に適した福祉サービスを専門化し、人口を維持しようと試みている。日本政策理事会

（JPC）は、最近、今後 10 年間に東京圏の LTC では約 13 万床が不足するとの見通しから、東京の高

齢者を介護のため農山漁村に移転させるべきであると主張した。実際、労働供給は、都市の多くの

場所において重大な制約となっているとみられる。それは、LTC サービスに従事する若年労働者を

確保することが困難な場合が多いため、他の活動や農山漁村地域ではより高い給与が支払われるた

めである。JPC の提案は、提案された「対象地域」の一部で批判を受けている。同理事会は、追加の

保健医療と介護を提供する余裕があることを示唆しているが、その一部は慢性的な介護サービス業

者の不足に直面しており、理事会の提案は、こうした業者への資金的負担を軽減しようとする試み

と見られる（Asai, 2015）。 

医療と長期ケアはもちろん、問題の 1 つの側面にすぎない。より健康な長寿を促進するために、

できることは多い。確かにすでに多くのことが行われており、これは 2012 年に WHO が推定した 75

年間の平均余命において、日本の驚異的な水準に示されている。日本の近年の経験からも分かるよ

うに、富山や横浜（OECD、2015c）など、都市や地域は健康な高齢化のために取り組めることは多

い。しかし、超高齢化は独自の問題をもたらす。60 代と 70 代の高齢者はこれまで以上に健康になっ

ているが、80 代以上の急速な成長は、2050 年までに人口の 16％以上を占めると予測されており、こ

うした高齢者は、特にアルツハイマー病や認知症のような病気に対応する費用を伴う。 

構造改革は特に労働供給と出生率に対応する必要がある... 

OECD（2015h）は、イノベーションと競争を促進し、生産性の向上を図る一方、労働供給の不足

の問題を緩和するための、一連の構造改革を構想している。ここで最も重要な懸念は、特に女性や

高齢労働者による労働参加の増加である（こうした労働者への研修提供の強化、非効率な時間外労

働の削減など）。移民は、スキルのギャップや特定のボトルネックに対応できるかもしれないが、

人口動態の状況を実質的に変化させるのに十分な規模の海外移民の可能性はきわめて低く、おそら

く実行可能ではない。これによって、出生率を上げる政策がさらに重要になる。 

とりわけ、日本の家庭において親が子育てを両立できるような措置を講じる必要がある。そうし

なければ、現在の戦略の要である出生率の回復は実現できないであろう。これは、第 1 に労働力に

おける女性の地位に関する問題であり、男女平等や、経済効率に影響を及ぼす問題である。女性が

育児と労働市場への完全参加のいずれかを選択しなければならない場合に失われる潜在的な生産性

の利益は、女性自身に対しても大きな代償を伴う。こうした費用は、出産時の賃金をはるかに上回

る。このエビデンスは、労働時間外の長期間または非正規の雇用は、残りの労働生活に比べて賃金

が低いことを示唆している。こうしたブランク中に人的資源が損なわれ、昇進の機会が失われる。21

生涯賃金の低下の見込みは、人的資源への投資リターンを押し下げる傾向があり、本来よりも、女

性のスキルへの投資を妨げるであろう。22
  

これらの課題に取り組むために複数の措置が講じられており、近年いくつかの改善が見られてい

るが（図 1.24）、課題は残る。合計特殊出生率（TFR）は依然として極めて低水準にあり、2005 年

以来の進展がコホート（統計上同一の意味を持つ群団）効果を反映しているか、どの程度まで進展

が見られたかはまだ明らかではない。 

労働年齢の高い女性は、他の条件が同じとすると、労働年齢の低い女性よりも雇用される可能性

が低い。したがって、時間が経過するにつれ、より低い労働力参加率を有するコホートは労働年

齢人口から抜け、一方で、それらの集団の背後にいる若年者コホートが雇用される可能性が高い。 

多くの国の人口推移は、コホート効果を反映した J カーブを描いている。出生率は高率から低率

へと、大きく変化したが、若年コホートの出生率が後にずれこむ傾向もみられた。図 1.24 に示す

ように、この変化は最初に、カーブを深く沈みこんだ後、一部、回復している。 

こうした観点から、日本の出生率の回復はどれだけ継続するのか、ましてや、どこまで回復でき

るかを論じるのは時期尚早である。 
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図 1.24 女性の労働参加と出生率 

 
出典: OECD (2015h), OECD Economic Surveys: Japan 2015, OECD パブリシング（パリ）、 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2015-en 総務省と厚生労働省が直接提供したデータに基づく。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324617 

 

政府当局は、今後、児童保育施設や放課後の児童施設の大幅な拡大を計画しているが、世帯の二

番目の稼ぎ手の勤務意思に関し、中立的な税制、給付金制度を構築する措置も必要である。現在の

ところ、二番目の稼ぎ手の収入を制限するために、重要なインセンティブ（例えば、高税率閾値）

がある（OECD、2015h）。CJF（2014 年）は、第 3 子以降の支援を手厚くする、フランスの制度と

類似した出産、看護、教育への加重支援制度を主張している。しかし、出産率向上/家族支援政策は、

女性の労働条件のみに関係するものではないことを認識することも重要である。また、父親休暇の

提案や関連する利益など、父親に対しても、フレックスな対応を推進することも推奨される。より

一般的に、男女ともに過度の労働時間を短縮し、仕事と生活のバランスを改善するために、企業や

公共部門の雇用慣行に取り組む必要があることを内閣官房が認めている（2015 年）。 

都市形態や育児施設の利用可能性などの観点から、特に家族にやさしい都市をつくため、地方レ

ベルが講じられる措置には相当の範囲がある。これらについては、第 3 章で考察する。 

…イノベーションと起業家精神についても、同様である 

日本が上述の生産性の課題を達成するためには、革新と起業家精神が重要な役割を担っている。

しかし、最近、こうした分野の実績は不足している。 

日本は、イノベーション、特に研究開発（R＆D）と教育へのインプットに大きく依存しているが、

総生産性（TFP）の成長に関する投資額は控えめである（OECD、2015a）。2012 年の研究開発費

（GERD）の総支出は GDP の 3.4％と、OECD で 5 番目に高く、このうち 4 分の 3 以上が事業部門

から資金提供され、TFP に最も大きな影響を与えている傾向にある。しかし、1995〜2010 年の

TFP の伸びは平均 0.5％未満であり、韓国（平均 TFP 成長率 1％以上）、フィンランド（1.5％超）、

スウェーデン（約 2％）など、同様に高レベルの GERD を有する国の水準をはるかに下回ってい

る。日本企業は、ロボティクス、自動車、電子部品など、いくつかの重要なハイテク分野で世界

をリードしているが、これによって全体の生産性の成長を維持するには不十分である。 

日本は起業家精神の分野で一貫してスコアが低い。2004〜09 年の廃業率は平均で約 4.5％であり、

英国と米国（OECD、2015h）の半分以下であった。政府の再生戦略（Revitalization Strategy）では、

今後数年間でその数値を 10％に引き上げることを目指している。2015 年のグローバル・アントレ

プレナーシップ・インデックス（GEDI）では、技術吸収力やプロセスイノベーションなど、起業
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家精神のいくつかの側面では例外的に強い項目もあるが、日本は 130 カ国のうち 33 位、OECD 諸

国のうち 26 位にランクされている。各指数において日本が主に弱点とするものは、インフラや制

度よりも、態度や技能に関するものであることが重要である。 

もちろん、こうした弱点は、多くのイノベーション、特に破壊的なイノベーションが既存の大企

業によるものでない限り、密接に関連している。 

OECD（2015h）は、日本のイノベーションと起業家精神をともに強化するのに役立つ、経済全体

に及ぶ改革を模索している。これには、イノベーションの枠組み条件の改革、製品市場競争の強化

策、 国の科学技術システムの変化、イノベーションと起業家精神ともにベンチャーキャピタル支援

企業の役割の強化策、中小企業（SME）セクターのダイナミズムを刺激するための改革等が含まれ

る。現政権はこの分野に積極的に取組み、イノベーション政策を担当する中央機関の再編措置を講

じ、各種の新規プログラムと対策を導入している。23しかし、科学・工学のスキル不足への対応、起

業家教育の強化、大学の整備、国内企業と国際パートナーとの連携の強化、留学生の日本への魅力

を高める、留学生の日本留学の促進等、課題は山積している。小企業や新興企業に現在よりも多く

の利益をもたらすため、R＆D の公的支援が再編される可能性がある。現在の税額控除への依存は、

法人税率の引き下げを条件とし、中小企業や新興企業（相殺するべき利益税がない場合が多い）よ

りも、大企業に利益をもたらす傾向がある。1 つの重要な課題は、起業家精神への態度を変えること

であるが、理想的なキャリアパスとしての認識が普及していない。それは、年金ベースの賃金と高

い雇用保障が提供される大企業や公共機関での生涯雇用を好むという、文化的な背景が認められる

ためである（Makinen、2015）。 

これらは経済全体に及ぶ課題であるが、第 3 章と第 4 章で見ていくように、都市や地域がそのパフ

ォーマンスを向上させるべきである。これは起業家精神の教育に特に当てはまる。（De Backer、K. 

and S. Miroudot（2013）は、学校が「イニシアチブ感覚と起業家精神の醸成に貢献した」と確信して

いる日本人は、わずか 18%しかいないと報告している。これは、いずれの OECD 諸国の報告におい

ても最も低い割合であり、OECD 全体の平均 52％をはるかに下回っている。また、学校が事業を運

営するスキルとノウハウを提供してくれたと考える割合は、わずか 20%しかなかった。当局はこの

課題を認識しており、最近、文部科学省は起業家教育の推進を強化した。このプログラムは、主に

大学生や卒業生を対象としたものである。こうした起業家スキルは、創造性、起業家のノウハウ、

責任、リスク解決、問題解決、チームワークに重点を置き、初等中等教育においても促進されるべ

きであることを示すエビデンスが増加している（European Commission、2013）。 

OECD（2015h）は、企業間教育の促進、公共機関および民間部門の支援のほか、省庁間協力の必

要性を強調している。この分野は、特に、カリキュラムの設計と提供に関して、地域や現地の行動、

実験等、網羅される範囲は広い。この問題については次章以降で検討する。イノベーションプロセ

ス、特に大学や企業における重要な機関間の連携を強化するには、プレースベースのアプローチが

有効であることは、多くの OECD 諸国の経験が証明している（OECD、2011）。 

経済回復を追求する、縮小する日本は、内向きになる余裕がない 

日本の高度成長期は輸出のダイナミズムに基づいていた。日本は、戦後の世界経済にうまく統合

することに成功した。今日の繁栄は、少なからず、複数の重要なグローバルバリューチェーン

（GVC）、特に自動車とエレクトロニクスを中心に発展したものである。2009 年の推定 GVC 参画度

指数は、ドイツに近似し、カナダ、フランス、イタリア、英国、米国など、他の経済大国を上回っ

ている（De Backer and Miroudot、2013）。24日本は世界の産業で使用される高付加価値部品の生産者

として、GVC において中心的な役割を果たしている。2011 年の東日本大震災において、経済的影響

が世界に波及したが、その際に体感された速さがこれを物語っている。日本企業は、海外の関係会

社で生産の減速を報告した。また、日本からのインプットに大きく依存する自動車やエレクトロニ

クスのような一部の外国産業でも、減速が発生した。地震と津波は直接供給者と間接供給者ともに

活動を混乱させ、国際サプライチェーンの完全な混乱をもたらすケースもあった（De Backer and 

Miroudot、2013）。 

しかし、重要な側面において、日本は過去数十年にわたりグローバリゼーションに足並みを合わ

せることができなかった（内閣府、2011）輸入浸透度は、特に商品市場規制という形で大きな非関
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税障壁があり、OECD 平均を大幅に下回っている。25産業内貿易の水準も他の大国と比較して格段に

低く、海外投資は活発であった一方、2012 年の GDP 内外直接投資（FDI）のストックは OECD 諸国

の中で最も低くなった。また、データが入手可能な労働力のシェアでは、OECD 加盟国のうち外国人

労働者数が最低となっている（OECD、2012b）。これは単に資金の問題ではない。外国人投資家や

労働者はアイディアも経済力もあり、FDI がもたらすスピルオーバー効果は、技術移転とイノベーシ

ョンを刺激する上で重要な役割を果たす（Ewe-Ghee、2001、Savvides and Zachariadis、2005 ）。日本

の農業・サービス部門は、その強力な製造業と比較して GVC への統合度が相当に低く（De Backer 

and Miroudot、2013）、日本経済および国際貿易のサービス拡大とともに、サービスの役割が高まる

につれて懸念材料となることは必須である。日本の世界輸出におけるシェアは 1992 年の約 10％から

2012 年にはわずか 4％に低下し、一方、OECD 諸国からのハイテク輸出のシェアは約半分（OECD、

2015h）低下した。 

日本の将来の発展のためには、国際化の推進が不可欠である。輸入投入財へのアクセス、FDI イン

フロー、専門性は、技術のスピルオーバーを通じてコストを削減し、生産性の向上につながる。非

関税措置の引き下げにより、日本企業はグローバルなサプライチェーンを展開し、潜在的な効率性

を向上させ、イノベーションの機会を得ることが可能になるであろう。Jones and Yoon（2006）は、

さまざまな政策の修正を含む包括的アプローチの必要性を強調し、4 つの優先事項を明確にしている。

すなわち、i）多国間貿易交渉および地域貿易協定による FDI および輸入に対する障壁の削減、ii）特

にサービス部門において製品市場の規制を緩和すること、iii）外国企業への企業統制（合併・買収）

において、市場を完全に開放すること、iv）非技術職を含む外国人労働者の流入に関する規制を緩和

すること。 

政府はこれらの問題に対処する必要性を認識し、今後の日本への対内直接投資の流れを倍増させ

ることを狙いとして、日本の世界経済への統合を強めることに強くコミットしている（内閣官房、

2015 年）。政府の国際化優先事項には、少なくとも 2 つの分野において、重要な地域的、現地的な

方向性が含まれている。1 つは、日本の多くの地域経済の中核である中小企業の国際化であり、もう

1 つは教育の国際化である。 

日本の企業の 99％以上、雇用の 74％、付加価値の 50％以上を占める中小企業は、ほとんどが国内

需要のみに依存している。そのうち輸出業者はわずか約 0.2％であり、輸出は中小製造企業では 7％

に過ぎない。一方、大企業では 28％である（EIU、2010）。国内需要への依存は、中小企業が国内経

済および人口統計的状況に極端に左右されることを意味する。すなわち、結局のところ、国内市場

は縮小しているのである。したがって、中小企業部門をより国際化される必要がある。中小企業は

長い間、政策によって、寛大な国家支援を必要とする恵まれない集団として扱われてきた。中小企

業政策は多くの点で社会政策であったが、1999 年以来、成長の源泉と定義されている。再生戦略は、

中小企業セクターの構造改革の加速を促すものであり、中小企業の海外への輸出拡大を支援する措

置がその取組みの中心となる（SMEA、2014）。こうした取組みを補うために、中小企業の国際化を

促し、支援するための地域的および地域的な取組みが必要である。第 3 章と第 4 章では、都市と地域

の活動の可能性について検討する。 

教育は、日本がグローバリゼーションのメリットを享受する余地がある分野である。国際教育研

究所は、日本の大学における留学生のシェアを 2013 年にはわずか 3.8％と推定している。これは、

OECD 平均 8％の半分以下であり、日本の海外大学のブランチキャンパス数は、1990 年代の 40 か所

前後から現在の 4 か所に減少した（OECD、2015h）。海外の日本人学生のフローは、同様に、近年

限定されているが、傾向は変化している。IIE（2014）によると、海外の高等教育機関における日本

人学生の数は、2004 年の 82,000 人から 2010 年には約 4 万人に減少した（全体の 1％をわずかに上回

っている）。しかし、2013 年までに 50％以上増加し、69,000 人以上に達した（文部科学省、2015）。

これは、まだ全体の 2％に満たない。しかし、特に学生総数が 6.8％しているのに対し、3 年間で劇

的に増加している。これらの控えめな数値は、留学生のモビリティが 2000〜10 年に 78％上昇したと

いうユネスコの見積もり（2012 年）に対比すると、特に際立っている。教育の国際化は、日本のパ

フォーマンス向上と世界的に競争力ある人材の育成に役立つ。 

留学生数の回復は日本の未来にとって奨励されているが、来日する外国人留学生数はさらに衝撃

的である。かつては海外留学を希望する学生の「受入」国と見なされていた日本は、近年、日本の
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高等教育の国際化を推進するしようとする、政府のより大きな取組みの一環として、留学先として

の立場を変えようとしている。「グローバル 30」プログラムの目標は、2020 年までに 30 万人の留学

生の招聘であり、同年までに海外留学する日本人学生の目標を 120,000 人と設定している。この分野

には、いくつかの明るい材料がある。東日本大震災後の混乱後、日本の 6 大学が QS 世界大学ランキ

ング（2014 年/ 15 年）のトップ 100 に入り、2009 年の 4 倍から増加した。留学生の誘致方法に関す

る 2012 年の円卓会議では、日本の専門家がいくつかの問題点を指摘した。 

他のアジア諸国の学生が日本で勉強し、働く道が用意されていない 

公的な「留学生支援システム」の欠如 

人材育成後の学生の雇用につき、政府、産業界、民間部門の協力が不十分であること。 

国のプロモーションの段になると、自信のなさが受け取れること。 

こうした弱点を克服すべく、政府による「技能職業者の移住」等、多くの対策が講じられている。

これにより、日本への留学生の就職を促進し、日本の大学における英語教室の拡充、アジア、特に

中国を中心とした積極的な採用努力が展開されている。また、政府は留学プログラムを提供する大

学に対し、資金援助を約束している。26また、日本の大学を卒業する前に、短期留学プログラムに参

加する奨学金を提供する計画もある。地域や都市にとっても、特に学業の場としてのプロモーショ

ンを行う上で、こうした機会の利用に大きな可能性が存在する。外国人留学生の多くは疑いもなく

東京に居住しようとするであろうが、生活費、環境の質、歴史的・文化的施設、確固たる学術的な

専門性の要素など、地域や都市も効果的にプロモーションすべきである。 

この分野における活動の可能性については、以下の章で検討する。 

国際化は、日本のイノベーションシステムにとって特に重要である 

国際的なビジネスの連携強化や教育の国際化は、日本のイノベーションシステムのグローバル統

合化を促進するためにきわめて重要である。近年、企業が国内外の外部パートナーと協力する「グ

ローバル・ネットワークにおけるオープン・イノベーション(open innovation in global networks)」

（OECD、2008）への傾向が高まっている。しかし、日本はこの高まりの蚊帳の外である。日本企業

は、競争相手への技術喪失の懸念により、外国と同程度にオープンイノベーションを採用していな

い（Motohashi、2013）。OECD（2015h）が示すように、結果的に、国境を越えたイノベーション、

知の創造活動については、日本は他の OECD 諸国の一定の指標を下回っている。これは、日本の地

域と外国パートナーとの間のイノベーション連携が比較的弱いことにも表れている。日本の最も革

新的な地域は、グローバルイノベーションネットワークに十分に統合されておらず、1995 年と 2010

年の間は、国際協力は低下する方向に向かった（図 1.25）。OECD（2011）は、日本の一部の主要地

域が国際的なグリーン特許ネットワークと連携しているが、全体的な統合度は低いと考えている。

2008 年から 2010 年にかけて、日本のすべての地域は、外国の共同発明者と提携した共同特許の割合

において、OECD の中央値を下回った。実際、日本の特許のうち、複数の県における共同発明家に関

連する特許はわずか 28.1％であり、外国の共同発明者に関連する特許はわずか 2.7%であった。すべ

ての OECD TL3 地域では、それぞれ 34.4％、17.8％であった。日本には強力な地域イノベーションシ

ステムがあるが、依然として日本を中心に置いているようであり、驚くほど、互いにつながりがな

い。こうしたシステムが世界中の国々に提供できるものは多く、また、そこから得られるものは多

い。また、日本の革新的な地域をグローバルネットワークに統合する取組みは、今後数年間で不可

欠なものとなるであろう。 
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図 1.25  共同特許の地域パターン 

2008～2010 年における最も高い特許出願を有する上位 40 の地域における共同特許の割合（X 軸）および外国共

同研究の割合（Y軸）と、1995～1997 年の値との比較 

 

注: 2008 年から 2010 年までの共同特許出願の平均件数。 外国共同発明者数は、国境を越えた TL地域に居住/共働

する共同発明者数と定義される。 データソース：OECD、REGPATデータベース、http：// dotstat / wbos / 

出典: OECD (2011), Regions and Innovation Policy, OECD Reviews of Regional Innovation, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264097803-en.  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324623 

 

日本の再編課題における空間の重要性 

人口変動の空間的影響を予測することは困難である 

日本で現在、進行していることは、他のどの国も経験がなく、日本の人口動態変化の空間的影響

を予測することは困難である。特に、主要都市部では人口が過度に集中し、農山漁村や小規模な市

町村は、人口密度の低下、高齢化、貧困に陥る恐れがある。確かに、特に大都市圏の人口増加を抑

制することを明示した政策が既に策定されている（下記参照）。東京における経済活動や人口集中

は、日本規模の国では稀であり、近年増加している指標が複数認められる。現在、国土交通省は、

現在から 2020 年までの間に、大都市圏が人口増加の唯一の主要地域となり、東京圏がさらに拡大す

るが、その後、人口は再び減少すると予測している。首都圏では現在、年間約 100,000 人の内陸移動

の純フローがあり、15～29 歳が大多数の新規流入者を構成している。 

これは当局の懸念の一部であり、日本の出生率は明らかに、過去最低となっている（2013 年は

1.13、全国的には 1.43）。東京は最も極端なケースである。より一般的には、若年者は都市部に移動
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高い生活費、手頃な住宅の不足、仕事の負担に関連しているとみられるが、男女比率のミスマッチ

にも関連する可能性がある。Ishikawa（2011）は、周辺から大都市圏への移住のフローが若年男性で

あるのに対し、若年女性は都道府県内の大都市に移住する傾向があることを示している。都道府県

間の女性の移動はほとんどない。その結果、出発地と目的地において空間的な男女の不均衡が生じ、

複雑なパターンとなる。特に若年層の中では、男女比は東日本では非常に高いが、西部地域ではそ

れほど高くはない。しかし都道府県内では、山岳地帯や農耕地で高く、都道府県の首都を含む都市

部で低くなる傾向がある。これらの不均衡は、実際に結婚率の低下に関連していることがデータか

ら示される。 

政策立案者は理想的な集中度に関してジレンマに直面する 

これに関連して、過疎化が進行するにつれ、政府は居住パターンの形成を試みるべきか、その場

合、いかに試みるべきかが問題となる。生産性の要求は、集約化による生産性の利点を実現し、イ

ンフラとサービス提供の規模の経済を達成し、日本の大都市、特に東京・名古屋・大阪の都市メガ

地域の国際競争力を維持する取組みにおいて、さらなる集中化の必要性を示しているかにみえるで

あろう。多くの人口が喪失される地域、特に人口減少が高齢化に重なる地域では、労働市場が小さ

く、弾力性が低いほか、効率的なサプライヤーを見つけて他のビジネスとリンクさせる際に問題に

直面する。人口が少ない地域では、基本的な官民の財産を効率的に提供する際、少数の顧客と消費

者が固定費を負担しなければならないため、十分な臨界量の確保に苦戦する（Saez、Ayuda and 

Pinilla、2011）。 

しかし、生産性を重視した集中化のロジックでは、持続可能な居住パターンの必要性とバランス

を取ることが必要である。当局はまさに、過疎地で起こりうる環境悪化を懸念している。また、過

疎化により、地域社会の経済・社会構造が破壊される可能性のある場所に、人口のかなりの部分が

残ることになり、それによる資本の影響を懸念している。過度の集中により、国が経済的ショック、

自然災害に対し、さらに脆弱になる恐れもある。これは、地震に対する東京の脆弱性を考慮すると、

特に重要な問題である。 多くのオブザーバーは、首都が今後数十年のうちに大地震を経験すると確

信している。こうした懸念は、増田寛也（岩手県元知事、元総務大臣）が策定した人口変化の空間

的・経済的影響を分析した、いわゆる「増田報告」などの分析に裏付けられている。日本創生会議

において作成されたこの報告書は、2040 年までに約 896（全体の約半数）の地方自治体が「絶滅」

の危機にあるという警告を受けている（2014 年の英文要約を参照）。 

こうした理由から、政策立案者は最近、農山漁村地域と中小都市や都市を含む「非首都圏」の活

性化に重点を置いている。これらの地域は、出生率がきわめて低水準に落ち込んだ後も、人口集中

化が過疎化をもたらすにつれ、数十年間にわたり対応に苦慮してきた。総人口が減少する環境下で

は、競争はさらに激化し、さらに脆弱な立場に晒される。他地域の人材流出が地元の機会を減少さ

せるのを見て、有望な人材が離れる場合、小規模な地域の人材流出はたちまち強化されるかもしれ

ない。これは資産価格のノックオン効果をもたらし、資産価格が下がり過ぎる前に退出したい資産

所有者によって、負の投資が促進される可能性がある。この再分配メカニズムは、地方財政の歳入

に明らかな影響を及ぼす。また、地方自治体の投資能力にも明らかな影響を及ぼし、持続的な下振

れリスクを増大させる。さらに、一部の国の経験によれば、遠隔地のコミュニティを「巻き返し」、

住民を施設や経済活動の側に移転させることは高くつく可能性がある（OECD、2010b）。いずれに

しても、国家は領土主体であり、多かれ少なかれ、治安やその他の理由により、国土の占有、利用

に関与する。その領土の大部分が過疎化していくのを傍観する政府はほとんどないだろう。 

集中の論理と持続可能な居住パターンの必要性との間の緊張は、決定的な解決はできないものの、

管理はされなければならない。当局が主要都市のグローバルな競争力を懸念するのは当然である。

しかし、非首都圏の可能性を無視することは、あまり賢明ではない。人口が減少し、財政が逼迫す

る中、こうした目標を達成するにはトレードオフが必要であるが、いずれか一方を放棄することは

想定しがたい。本レビューの第 2 章と第 4 章では、不要な矛盾や財源への過度の要求をせずに、こう

した目標を支援する政策について詳しく検討する。 
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しかし、高集中のリスクは表面上ほど重大ではない場合がある 

日本の居住パターンは、現実には、成長する社会ではなく、縮小する社会の中で高度な集中化が

進むであろうと確信させる先験的な理由がない限り、上記の政策ジレンマは幾分、誇張とうつるか

もしれない。大規模な人口減少によって、地域社会は減少し、平均的に、縮小することは避けられ

ない結果である。しかし、人口の集中が急増すると考えられる理由は、まったく明らかではない。

確かに、時間の経過とともに都市システムの構造において、非常に強力なショックにもかかわらず、

都市システムには持続性が認められ、それは顕著な特徴の 1 つである。時間の経過とともに、空間

的な差異（集中度）は徐々に増加してくる。その一方、都市が成長するにつれ、都市規模の分布に

おける都市の相対的な位置は、地方のファンダメンタルと経路依存の組み合わせにより著しく安定

する。経済革命（農業、工業、情報）、戦争などの政治的混乱を経ているが、経済の空間構造は驚

くほど頑強であり、日本も例外ではない（Davis and Weinstein、2002）。人口動態の変化がなぜ、過

去と比較して急進的な崩壊に至るのかは明確ではない。 

各国の人口集中の程度にはバラつきがあるが、都市システムは通常、大小さまざまな規模の都市

を網羅している。多様性は、商品やサービスの利用可能性にとどまらず、その土地の規模、特徴に

とって有益である。企業や家庭は、ニーズや資源に応じてさまざまな規模の都市を選択する。過疎

化がこれを変える明確な理由はない。 

機能面では、都市と農山漁村の活動は代用的ではなく、補完的な傾向がある。これは、提供され

る消費と設備の機会、生産プロファイルに当てはまる。都市には農山漁村が必要であり、農山漁

村には都市が必要である。また、農山漁村の環境では比較的小規模な成功でも現地では大きな効

果を生み出すため、農山漁村の多くのコミュニティでは、たとえ縮小しても、豊かで持続可能な

未来への道を見出すことが可能である。この問題については、第 3 章で詳述する。 

これとは対照的に、都市は互いに競争し、大都市は多くの都市機能で競争するときに大きな利益

を享受する。これは、農山漁村地域ではなく、中小都市が最も困難な課題に直面する可能性があ

ることを示唆している。また、大都市自体が縮小する可能性があるため、大都市の郊外の内陸部

は同様に特定の問題に直面する場合がある。 

都市規模の分布では、少なくともある程度以上の都市（きわめて小縮尺になる傾向がある）は、

ジップ法（Box 1.3）として知られるランク関係に適合する傾向がある。日本の都市システムは実際、

ジップ法の予測よりもはるかに集中度が高く、東京、大阪、名古屋では、予測以上の集中度を示し

ている（図 1.26）。27しかし、その差は劇的ではなく、2000 年と 2010 年の国勢調査では、人口がピ

ークに達した後、減少し始めたため、都市集中度には変化はほとんどなかった。ジップ法は実証的

な観察に過ぎず、明らかな規範的な意味を有さないため、いかなる政策勧告（提言）の基礎ともな

らない。しかし、人口減少がジップ法から大きく逸脱している（例えば、高齢者が真に大都市に集

中することを好むと示されている場合など）と思われる十分な理由がない限り、日本がさらに劇的

な人口集中の増加を迎えると想定する理由はほとんどない。課題は、大都市への大規模な流入を阻

止することではなく、成長と幸福を維持するために、農山漁村のみならず、あらゆる規模の都市の

パフォーマンスと可能性を向上させる政策を策定することであろう。 
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図 1.26 日本の都市規模の分布 

 

注:都市の規模は、政治・行政面に基づくのではなく、OECD 大都市圏データベースで定義された都市圏に基づい

ている。Veneri（2013）は、OECD 大都市各国調査において、機能都市は（行政都市よりも）ジップ法に厳密に

準拠したことを提示している。 

出典: OECD (2015e), "Metropolitan areas", OECD Regional Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en 

(2015 年 9 月 10 日アクセス).  

StatLink:  http://dx.doi.org/10.1787/888933324636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

都
市
規
模
の
対
数

 

規模の分布における都市ランキング対数 

2000年 2012年 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en
http://dx.doi.org/10.1787/888933324636


 

 68 

囲み記事 1.3  ジップ法と都市の階層 

都市研究では、ジップ法という用語は、1 世紀以上にわたって検証され議論されてき

た都市規模分布に関する経験的規則性を指している（Auerbach、1913; Zipf、1949）。

各国の都市の人口ランクは、特定のタイプのべき乗則に従うため、パレート確率分布

の仮説の下で log（ランク）-log（規模）の関係は線形であり、係数は-1 に等しいか、

または-1 に近い。簡単に言えば、最大都市が都市の階層に沿って 2 番目に大きい都市

の 2 倍、3 番目の都市の 3 倍であるという意味である。この関係はスケールが極小な場

合に崩壊する傾向があるが、多くの国の非常に広範な都市規模に驚くほど適合する

（Gabaix and Ioannides 2004）。ジップ法は、都市規模の分布に関連すると、二層構造

となっている。 第一に、空間人口と活動分布を理解する取組みに関連している。クル

ーグマン（Krugman、1996：40）は、安定した規則性が「不気味」であるとし、理論的

な説明が必要であると主張している。また、ジップ法が都市成長のパターンに一部制

約を課すか、すなわち各都市の成長軌道は全体的な都市規模の分布を変更することが

できないかという問題もある（Duranton、2007）。他にも、都市システムのさまざまな

形態（都市数と規模）により経済効率水準は異なるか、という疑問が提起されている

（Storper、2013）。 

出典: P. Veneri (2013), “On City Size Distribution: Evidence from OECD Functional urban areas”, OECD 

Regional Development Working Papers, 2013/27, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5k3tt100wf7j-en; F. Auerbach (1913), “Das Gesetz der 

Bevölkerungskonzentration”, Petermanns Geographische Mitteilungen 59, pp. 74-76. Gabaix, X. and Y.M. 

Ioannides (2004), "The evolution of city distributions", in J. V. Henderson and J. F. Thisse (eds.) Handbook 

of Regional and Urban Economics, Ch.53, North Holland, Amsterdam, pp.2 341-2 378; G. Duranton 

(2007) “Urban evolutions: the fast, the slow, and the still”, American Economic Review, Vol. 97/1, pp. 

197-221; Krugman, P. (1996), The Self-Organizing Economy, Blackwell, Cambridge, MA; Storper, M. 

(2013), Keys to the City. How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development, 

Princeton University Press, Oxford; Zipf, G. (1949), Human Behavior and the Principle of Least Effort, 

Addison-Wesley, Cambridge, MA. 

 

高齢化は、都市規模分布の伝統的なパターンからの急激な逸脱につながる 1 つの要因となるであ

ろう。人口変化の構造は、本来予想される水準を超えて、大都市圏におけるさらなる人口集中化を

促すであろう。実際、この仮説は多くの最近のイニシアチブの根底にあり、高齢者がよりコンパク

トな都市生活（OECD、2015c）を好む傾向がある（または、場合によってはそうすべきである）と

いう期待に基づいている。しかし、人口高齢化は数十年にわたって多くの OECD 諸国で進行中であ

るが、高齢者の都市への大規模な移転を引き起こしていない。農山漁村や郊外で、より早く高齢化

を迎えているケースは多い。また、日本の他の地域では、都市部から出る高齢者がかなり多く存在

する。一部の国で見られる典型的なライフサイクルは、若いシングルが仕事や都市のアメニティを

求めて過密する都市部に移動し、子どもが生まれると郊外に移動し、老後はさらに都市部から遠ざ

かるという移行パターンである（Detang-Dessendre、Goffette-Nagot and Piguet、2004; Johnson、

Winkler and Rogers、2013）。日本のパターンはこうした典型例ではないが、石川（2011）は、後期

中年世代および早期退職世代（特にベビーブーマー）が、逆の（中心部から郊外への）移住者にお

いて特に顕著であるとしている。同氏は、60～64 歳群の郊外への純移動を 2010 年は 50,000 人前後と

推定しているが、少なくとも他の OECD 諸国と比べると、関連するコホートの割合は比較的小さい。

対照的に、後期高齢者（75 歳以上）は大都市圏に戻る可能性が高い。 

目の前にある政策課題は膨大であり、多次元的な対応が必要となる 

以上のことから、日本が本州中心部にある大都市メガ地域に向かって「内側に」収縮するとは考

えにくく、一部の極端なシナリオは、可能性がきわめて低いと考えられる。しかし、日本の人口動

態の変化による空間的な影響は、依然として多くの場面で痛みを伴うであろう。日本は将来、地域

社会が減少するであろう。一部は縮小し、一部は消滅するかもしれない。基本的な前提（逆のこと

が予想される強い理由がない場合）は、居住パターンはむしろ多様であるべきであるということだ。

http://dx.doi.org/10.1787/5k3tt100wf7j-en
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また、一部の地域では、縮小化は障壁ではなく、発展のカギであることも心に銘記しておくべきで

ある。多くの OECD 諸国では、農山漁村地域は労働集約的でない活動の中で新たな成長の源を見出

しているためである（OECD、2010b）。そこに豊かな未来の可能性がないわけではなく、居住者の

減少に根ざす未来もあるのだ。このような構造改革と縮小化は痛みも伴うが、長期的なゴールは住

民の発展を約束することであり、必ずしも地域の人口を増加させることではない。 

人口動態の変化は、インフラ整備、サービス提供の変更や、場合によっては、一部の人口移転の

奨励、または推進など、重要な政策対応と多大な費用を伴う。このような状況で継続的な発展を確

保するには、インフラとサービスの提供、規制改革、イノベーションと起業家精神の推進方針など、

国家から地域に至るまで、さまざまな規模の国土計画を含む調整的な取り組みが必要である。   

次から章では、これらをさまざまな次元で検討する。まず、国土計画と地域的ガバナンス（第 2 章）

の役割に焦点を当て、国家の状況について検討する。次に、日本の大都市のダイナミズムとグロー

バルな競争力を確保するという課題について取り上げる（第 3 章）。また、地域活性化に関連する

課題に取り組む前に、多くの小都市や農山漁村地域の発展と維持のために必要な政策について検討

する（第 4 章）。 

注記 

 
1.高齢者と労働年齢人口の比率として定義される。 
2.これは、2013 年のデータが入手可能な OECD 諸国の、15.5％という数字とは対照的である。

2011 年では、昨年は全 OECD 諸国のデータが入手でき、日本は 23.3％、OECD 全体のシェア

は 14.9％であった。 
3.内閣官房（2015）は、TFR が 2030 年に 1.8、2040 年に 2.07 に上昇したとしても、2050 年の人口

は 1 億人を超えることはなく、世紀末には約 9000 万人に減少すると予測している。 
4.日本では、明治後期から第二次世界大戦にかけて、外国人労働者が大幅に増加した。その内訳

は主に、主要な港湾都市で実質的なコミュニティを形成した中国人、そして 1910 年から 1945

年にかけて、戦時中、強制労働に従事した韓国人から構成されていた。1945 年以降は、50 万

人以上の韓国人、それよりはるかに少ない数の台湾人、中国人が日本に残った。これらの人々

とその子孫は、1980 年代まで、日本に居住する大多数の外国人を構成していた。 
5.1970 年、韓国は TFR4.54、中華台北は 4.00、中華人民共和国（以下、中国）は 5.44 を記録した。

2007 年頃までには韓国は 1.26、中国台北は 1.10、中国は一人っ子政策によって 1.6 となった。 

6.母集団の地理的集中度指数は次のように定義される。 ここで、piとは地

域 i の人口シェア、aiは地域 i の面積のパーセンテージ、N は地域数、││は絶対値を表す。す

べての国の指数は、0（集中なし）と 1（最大集中）の間にある。 
7. TL3 レベルの集中度指数で測定される人口集中度の増加は、OECD の他の地域の傾向と一致し

ておらず、OECD 平均をわずかに上回るだけであった。しかし、やはり、これは指数を構成す

る一部にすぎず、東京・名古屋・大阪の大都市圏の人口集中を反映していない。 
8.カナダ、ギリシャ、ノルウェー、ポルトガル、スイス。これのうち 2 か国には、リソースの抽

出において、極端に遠隔の北部地域が存在することは注目すべきである。一方、ギリシャには

小島が多く、スイスは山岳地帯であるため、極値になる傾向がある。 
9.一部の OECD 諸国の、2012 年および 2013 年データは入手できない。 
10.公共事業への支出は 1990 年代に大幅に増加したが、以降、1990 年の水準を下回った。公共事

業への支出は 1990 年代に大幅に増加したが、以降、1990 年の水準を下回った。 
11.無利子政府支出（すなわち、総支出から国債費、地方交付税交付金などを差し引いたもの）。 
12.対象期間は図 1.11 と同じではないため、2 つは厳密には比較できないことに注意すること。 
13.2011 年には、25～34 歳の女性の 63％が大学学位を取得した。一方、同年齢層の男性では 55％

であった。 

100*2
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14.

OECD 加盟国 34 か国に関する OECD 調整失業率がまとめられている。これは、第 13 回国際労働事

務所労働統計家会議のガイドライン（ILO ガイドラインと呼ぶ）に準拠している。データは、時間

の経過とともに比較可能性が確保されるよう、可能な限り調整されている。データは、時間の経過

とともに比較可能性が確保されるよう、可能な限り調整されている。すべてのシリーズは、労働力

調査に基づく見積りを基準としている。また、欧州連合の加盟国、ノルウェー、トルコの失業率は、

欧州連合統計局（Eurostat）によって作成されている。残りの OECD 諸国については、OECD はデ

ータの収集と失業率の計算を行っている。  
15税引き後/移転後、閾値 50%. 
16.OECD の社会支出データベースによれば、OECD の平均 2.3％、フランスおよびスウェーデン

の 3.2%、3.8％の水準と比較して、GDP に対する家族関連の社会支出の日本の比率は 0.96％で

あった。 2011 年の日本の推定値はやや高く、1.35％となっている（CJF、2014 年）。 
17

.http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/20150630siryou1.pdf; 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/20150630siryou2.pdf.   
18.大阪、兵庫、宮城、奈良。 
19.第 2 章では、主に OECD の大都市データベースを利用して、都市のパフォーマンスを FUA の

観点から分析する。ただし、データベースに含まれるすべての指標を構築する必要性から、デ

ータベースの網羅する範囲はまだ限定的である。都道府県レベルのデータははるかに豊富であ

り、適宜、「Statistics Japan」の MA を分析単位として使用する。 
20.年金受給資格年齢は、現在、国民年金で男性 65 歳（女性 63 歳）、厚生年金保険で男性 61 歳

（女性 60 歳）である。 
21.特に、Joshi (1990); Joshi and Davies (1992); Gray and Chapman (2001); Joshi and Davies (2002); 

Davies and Pierre (2005)参照。 
22.教育費は、男女同一であることに注意すること。所得が低いほど、女性は学費の回収が難しく

なる。 
23.概要については、OECD（2015h）を参照。 特に科学技術政策審議会が再編され、科学技術革

新評議会と改称された。 
24.小規模の、オープン経済は、必要があれば、日本や米国などの大国よりも GVC など海外から

のインプットを増やす必要があり、バリューチェーンの多くは国内となる可能性が高い。した

がって、日本との適切な比較対象は、他の G7 諸国である。 
25.日本は比較的低い関税率を維持しているが、非関税障壁は顕著であり、世界銀行の全貿易制限

度指数の最近の報告では 105 カ国のうち 49 位にランクされている。 
26.海外留学する日本人学生数の増加を約束している 40 大学には、毎年 1 億 2,000 万〜2 億 6,000

万円の補助金が提供されている。 
27.この理由とその意味については、第 3 章で解説する。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/20150630siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/20150630siryou2.pdf
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第 2章 日本における長期ビジョン、計画及びガバナンス 

この章では、日本において、現在非常に急激な人口動態の変化に直面している中、国家の繁栄及び
持続可能な居住パターンを確立するために整備している制度及び政策の枠組みについて考慮する。最
初に、2015 年に採択した国土形成計画の分析及び政府の「まち・ひと・しごと創生本部」の働きに関
して考察する。その後、日本の公共ガバナンスにおける、地域の再活性化とさらなる分権化を目指し
た政策の関係性に関して論議する。さらに、二つのセクションでは、政府間の歳入配分及び助成金の
配分、また、政府間の移譲手順を改革するための可能性ある進路に注目する。章の最後のセクション
では、国家のインフラ政策及び地域の公営企業の将来性、特にインフラ産業に従事する企業に関して
考察する。 
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第 1 章にあるように、大規模な、また継続した人口減少の可能性は、国の居住パターンがどのように

変化するか、また変化されなければならないか、という点で多くの論議を引き起こすこととなった。こ

の傾向は新しいものではなく、既に 1995 年に「高齢化社会対策基本法」が採択されている。しかし、そ

の傾向が徐々に明らかになっているため、緊急感を抱くには多少の時間が必要であった。今はその考え

が変わってきており、現在の政府は日本の人口動態の移行を、国内政策協議事項の重要事項としている。

そのためこの章では、日本の経済及び人口動態の変化がもたらす課題に対応する国家の広い枠組みに関

して検討する。最初に、「国土のグランドデザイン 2050」及び「国土形成計画」で具体的に取り上げら

れている国家レベルの国土形成ビジョンについて考慮する。次に、政府の新しい「まち・ひと・しごと

創生本部」の活動及び議題の概要を取り上げる。日本の経済及び人口動態の変化に適合する国土形成は、

地方政府に多く依存するため、論題は多層の行政問題、特に地方自治体の財政の構造、政府間の移譲及

びインフラの整備及び再生にまで及ぶ。 

2013 年初頭より政府が開発してきた地域活性化事業は、日本の厳しい人口動態及び経済的課題を、成

長やイノベーション及び福祉の向上へ変える機会を与える首尾一貫した、長期的な政策をもたらすこと

を目的としていた。これが 2014 年 7 月に国土交通省（国土交通省）が発表した「グランドデザイン」で

具体的に取り上げられていた。1「グランドデザイン」の非常に長期的な観点は、2015 年 8 月に採択され

た新しい 10 年間の国土形成計画及び政府により作成された 5 年間の包括的な開発戦略である「まち・ひ

と・しごと創生本部」などの主要な政府戦略にも組み込まれている。これらの取組みは、制度的体制に

よる遅滞及び自己中心的で部門的な狭い政策内で運営する官僚機構の傾向から抜け出すため、危機感を

築くことを前提に策定された。公共政策の異なる部分の重要で潜在的な補完性は、政府が一丸となって

取り組まなければ達成できないものがあり、実際に政府はそれを達成するために取り組んできた。同時

に、日本の経済、地域及び社会的多様性を反映する人口動態の変化に対応した政策を策定するため、ボ

トムアップと共に政府中心から強いリーダーシップを組み合わせる必要があることが明らかに強調され

てきている（囲み記事 2.1）。 

囲み記事 2.1. 政策へ部門を超えた取組み 

2014 年 9 月に開かれた政府のまち・ひと・しごと創生本部の最初の会議において、安

倍晋三総理大臣は、「各府省の縦割りやバラマキ型の対応を断固排除しなければなりま

せん。地域の個性を尊重し、全国、同じ枠にはめるような手法をとらないことを徹底し

てまいります。」と述べた。二ヶ月後、11 月の議会で再度要点を強調して次のように述

べた。  

「創生本部で取り組む施策は、縦割りを排し、ここは一番大切なところでもありま

す。そして、ワンストップの対応を徹底する。縦割りを排す、ワンストップの対応をす

るということは、もう昔から言われてきたことでありますが、なかなかできなかったこ

とを、まさに我々が使命として、この会議でしっかりと進めていきたいとこのように思

います。地域にとって真に使い勝手の良いものにしていきたいと思います。 

このため、先月末には、石破大臣から関係府省に対し、縦割りや重複を排除しつつ、

真に政策効果の高い施策に集中する観点から、類似施策の整理・統合、新たな課題への

積極的な取組の検討を指示したところであります」。 

出典：首相官邸（2014a）、「まち・ひと・しごと創生本部」、首相官邸ウェブサイト、9 月 12

日、http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201409/12sousei.html（2015 年 7 月 15 日にアクセス）；

首相官邸（2014b）、「まち・ひと・しごと創生本部」、首相官邸ウェブサイト、11 月 6 日、

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201411/06mati_hito_sigoto_kaigi.html（2015 年 7 月 15 日にア

クセス）。. 

 

部門的な政策から統合的な政策への移行、及びトップダウンでの取組みからトップダウンとボトムア

ップによる主導の組合せ、この二つの重点事項は、政府の部門やレベルを超えた政策を調整する、政府

の長期的な国土ビジョン及び新しい制度や戦略を策定する際の中心的な事項である。次のセクションで

は、これら二つの中心的なイノベーションについて考察する。そしてそのビジョンの実現に関連した行

政の様々なレベルにある課題について考慮する。 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201409/12sousei.html
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201411/06mati_hito_sigoto_kaigi.html
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国土形成計画 

政府は日本の将来を、コンパクト、ネットワークが整備され、、及び多様性あるも
のと見ている 

2015 年 8 月に採択された国土形成計画は、人口及び地域再活性化、災害強靭性及び環境持続可能性へ

の課題に正面から取り扱っている。この新しい計画は、さらに競争力及びイノベーションに特に重きを

置いている。これが採択されたということは、2014 年の「グランドデザイン」を超えた重要なステップ

であることを二つの重要な観点から示している。第一に、それは一つの省庁だけではなく、政府全体で

採択された、真の水平的な取組みであることである。採択後に、国土審議会の指導のもと、政府の枠組

みをも超えた複数の省庁の連携及び協議が集中的に行われた。これにより、国会議員、学識専門家、民

間部門の代表者、都市、地方やその他から選ばれた当局者を一同に集めることとなる。この過程は、国

土形成計画の正当性の重要な基盤を示すものとなる2。第二に、少なくとも 20 の国内法令は国土形成計画

を何らかの形で参照し、その条項は国土形成計画に沿って実施されなければならないことを規定してい

る3。これらにより、国土形成計画は「グランドデザイン」より影響力のある規約となっている。さらに、

府省やその他の機関により策定されている計画は、国土形成計画に沿ったものでなければならない。 

囲み記事 2.2. 国土形成計画（全国計画）の主要な政策指針 

1. 地域再活性化と国際競争力の両方に対応する 

国土形成計画は本レビューの第 1 章で示した二つの主要な目的を追求する責務を明

記している。その二つの目的とは、地域、農山漁村経済の再活性化及び主要都市圏、

特に、東京、大阪、名古屋の都市部の国際競争力の強化である。人口高齢化及び減少

化の課題に対し、国土形成計画は連携した中核都市部、コンパクトシティ方針及び小

さな拠点などの方策に重きを置いている。国土形成計画は日本の国際的な立場、また

居住パターンの変化という国外と国内の状況を考慮している。国土形成計画は特に競

争力及び主要都市部、特に東京の将来の発達を強調している。そのため、国土形成計

画は 2020 オリンピック及び東京から名古屋及び大阪をリニアモーターカーで結ぶ中央

新幹線に関するセクションが含められている。同時に、日本の都市部のイノベーショ

ンパフォーマンスの向上、ショックに対する強靭性の向上、高齢者及びや子供持ちの

家族の必要にさらに応じることのできる都市にするためのステップが明記されている
4。国土形成計画のその他の優先事項として、他国からの投資を引き付けること、日本

海側及び太平洋側を用いて国外とのコネクティビティを強め、東アジアやユーラシア

大陸のダイナミズムにつなげることがある。  

2. 国土とインフラの安全性及び管理  

国土形成計画の二番目の懸念事項として、日本の場所、地形、地質を考えると特に

課題となる、国家の自然災害からの回復力がある。日本は、他では見られないほどの

多くの地震、火山噴火、台風、洪水及び豪雪があり、回復力は国土政策の主要な懸念

事項である。国土形成計画はさらに持続可能な開発における優先事項に関しても記述

されており、適切な天然資源の管理、及びインフラをさらに効果的に維持し更新しつ

つ、さらに効果的に使用することも記述されている。  

3. 参加及び協力 

最後に強調する点として、人的側面がある。これは、地域を支持すための人的資源

の開発の事だけではなく、地域内外の協力を強め、上記にある統合して分野横断的な

問題に対応するのを確実にする機構を支持するために必要である。 

出典： 国土交通省（2015a）、「国土形成計画」、国土交通省、8 月、入手先（日本語）：
http://www.mlit.go.jp/common/001100233.pdf. 

 

http://www.mlit.go.jp/common/001100233.pdf
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国土形成計画に定められた中心的なコンセプトは、「コンパクト＋ネットワーク」である。 

・行政サービスの効果的な提供を実現すべく、日本の居住のあり方は、よりコンパクトとなる必要が

ある。国家レベルでは、国土形成計画地域によっては効果的な人口減少が実現されることを認めつ

つも、全国に亘って広範囲な居住パターンを維持していくことを目指している。小さなスケールで

は、結びつき及びサービスの効果的な提供を維持するため、都市及び農山漁村集落の再編に関して

扱っている。 

・町や都市が縮小している日本は、ネットワーク化される必要がある。コネクティビティの向上を図る

ことは、集積の経済による潜在的な便益を最大化するため、極めて重要である。都市内・都市間のコ

ネクティビティの向上により、人口減少によって（さらには労働力の減少によって）損なわれる集積

の経済を、ある程度相殺することができる。これは、交通とコミュニケーション両方のコネクティビ

ティに当てはまる。人々・企業のネットワーク化を一層図ることにより、アイディア、物、サービス

の交流・流通とともに、イノベーションが促進されるべきである。 

これらのコンセプト、「コンパクト＋ネットワーク」は異なる尺度及び異なる状況に応じて適用され

る（表 2.1）。例えば、コンパクトさの概念は、サービスの提供を合理化（本質的に防護的な対応）する

ため、減少している地域の物理構造を調整することを目的にしているではなく、包括的な成長及び生産

性の向上（積極的な戦略）を得るために地域及び都市がさらに革新的な取組みを採択するよう促すもの

である。また、非常に大規模な都市では、地域の成長において効果的な原動力となるよう（例えば協力

的中核都市エリア）、そのコンセプトは高度な都市機能に集中するという決意に反映される。一つの大

きな懸念は、経済的、環境的にも望ましくない、車に依存した都市が不規則に発生することである。都

市における着目する点とは、空間のさらなる拡大を防ぐため、都市の中心部または住宅地の中核区域の

主要な都市機能（特に医療、高齢者介護、福祉機能及び商業）を公共交通ネットワークで結ぶことであ

る。例えば、大規模な病院をできるだけ中心に位置する場所に設置し、小規模な診療所及び高齢者介護

や子育て施設を中枢住宅区域に設置することがある。より小規模な町、村や農山漁村区域では対照的に、

基本的サービスを配達する結節点を設置することに焦点を当て、小型の複機能を持つ中核地（「小さな

拠点」と呼ばれている）の周りに農山漁村のコミュニティを設け、維持することを援助する。このネッ

トワークは、小村落及び近隣のサービス結節点（小さな拠点）と隣接した中規模の都市との連帯を向上

など、様々な異なる尺度で機能し、国の中央部に東京、名古屋、大阪を取り囲む大都市圏が形成される

（詳細は第 3 章を参照）。 

表 2.1. 「コンパクト＋ネットワーク」の取組み 

取組みの名称 概念 目標 実施者 
取組みが含まれている

計画 

連携中枢都市圏 地方政府に連携する

よう促す 

目標無し 

*60の区域が候

補区域として

特定されてい

る（総務

省）。  

地方政府。地

方交付税及び

総務省からの

助成金が用い

られる。 

総合戦略（首相官

邸、2014a）、国土形

成計画（国土交通

省、2015） 

居住自立圏 人口が少ない小規模

な都市や市町村が持

続できるように援助

する 

2014年の 79区

域から 2020年

までに 140区

域（総合戦

略、国土形成

計画）. 

地方自治体。

地方交付税が

用いられる。  

 

総合戦略（首相官

邸、2014a）、国土形

成計画（国土交通

省、2015） 

小さな拠点 小規模な都市や市町

村の持続を確立する

学区（1000から

20000人）が規模の

一例、 

目標無し まち・ひと・

しごと創生本

部からの助成

金 

総合戦略（首相官

邸、2014a）、「グラ

ンドデザイン」2050

（国土交通省、

2014）、国土形成計

画（国土交通省、

2015） 

出典：「グランドデザイン」及び国土形成計画に基づき OECD により作成 
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地域開発に関し、国土形成計画では多様性及び協働が強調されている。ここの論理は単刀直入である。

人口減少に伴い、人口や資源の獲得をめぐって、地域や都市間の競争は激化し、それはマイナスの（単

にゼロではない）結果となる。これは、主に、似たような特性、ニーズ、将来展望を持ち合わせている

ためである。しかし、ほとんどの場所はその競争の敗者となるため、そこでの多様性こそが、将来への

頼みの綱なのである。第一に、人口及び投資を成功裏に惹きつけるため、地域や都市は、地域固有の資

産や潜在性を明確にしなけなければならない。第二に、この特性及び戦略の多様性により、協働への可

能性が生まれる。これは、互いに不足する部分で補完しあえる余地を見出し、これを活用する戦略を構

築していく可能性が高まるためである。したがって、多様性の促進は、異なるコミュニティ間で、地域

発のイノベーション及び協働の双方を促進する。  

国土形成計画において都市間のコネクティビティは重要なテーマである。人口が減少している隣接す

る都市をつなぐことにより、それらの都市が反映する一助となる。例えば、国土交通省は松江市（島根

県）及び米子市（鳥取県）を挙げている。2010 年のそれぞれの人口は 220,000 人及び 326,000 であり、両

市とも減少している。2050 年の予想人口はそれぞれ 156,000 人及び 209,000 人であり、約 1/3 の減少とな

る（松江市では約 30%、米子市では約 36%）。高速道路で都市間をつなぐことでわずかながら人口減少

を低下させることができる。国土交通省は高速道路がない状態の 2050 年の予想 365,000 人に比べ、高速

道路を設けることにより 2050 年には 373,000 人になると予想している。しかし、主な効果は 300,000 人で

単一 FUR を維持することであると考えられる。この閾値は偶発的なものではなく、政府は人口 300,000

人以上の市では都市圏の全てのアメニティやサービスを提供できるとしている。 

国土形成計画における将来の国土空間のその他のテーマは、農山漁村における小さな拠点の形成であ

る。これら小さな拠点は、交通ネットワークによって農山漁村の周辺地域へのアクセスをできる限り可

能としつつ、行政や健康福祉、買い物などの基本的なサービスを集約するものである。ここでも提供さ

れるサービスは、地域の規模によって変わり得る。基本的で生活に不可欠な機能に限定される地域もあ

れば、人口規模や資源が十分あるところでは、地域のイノベーションの中心として機能する地域もある

かもしれない。それにより、農山漁村地区の第一、第二、第三産業活動をつなげる取組みを支持し

（「六次産業化構想」と呼ばれている―詳細は第 4 章を参照）、再生可能エネルギーの生成を促す役割

を果たす。これら類似する取組は、経済や居住パターンを分散し、農山漁村地域や非都市圏地域を活性

化するため、ある程度の脱都市化を促すために設けられている。農山漁村地域への流入を促すことは国

土形成計画の明白な目標であり、政府の新しいまち・ひと・しごと創生本部の中心的な優先事項である

（第 4 章を参照）。  

関連する資金は多くの場合中央政府から調達されるものの、小さな拠点の形成及び維持は県や地域の

当局者が担うことになる（下記参照）。ここで各県は中心的な役割を果たすことになる。東京の府省で

は小さな拠点の場所を計画するのに必要な知識及び情報が不足しているものの、地方自治体だけに任せ

ると、地域の人口減少を止めるために、公共資金を小さな拠点に多く投資しすぎる傾向を引き起こすリ

スクがある。ただし県当局も資金を供給しすぎる可能性もある。例えば、四国の南海岸に位置する高知

県は、今後 10 年間で 130 の小さな拠点を形成する計画がある。計算では各小さな拠点管の轄区域は約

54km
2 であり、小さな拠点同士の距離は 4 から 5km 未満となる。これを全国規模にあてはめると、7,000

もの小さな拠点を形成することになる。 

小さな拠点の取組みは、フランスの「公共サービスの家」（Maisons de service au public）など、他のい

くつかの OECD 加盟国が取り入れているサービスの提供に類似している（囲み 2.3）。似たような取り組

みは、二つ挙げると、オーストラリア（Rural Transaction Centres）やフィンランド（Citizen Service Offices）

でも見られる。これらの取組みや他のワンストップサービスは、サービス提供者の費用削減を可能とし、

農山漁村の居住者が必要なサービスを利用できるようにしている。OECD 加盟国において、ワンストッ

プサービスにより提供されるサービスの範囲は、教育、子育て、政府情報、公共機関への照会及び助言、

健康管理・老人介護、社会的支援サービス（リハビリ、住宅支援）から文化やレクリエーション活動に

至るまで、様々なものを含む。政府が効率的にサービスを提供できることから、コミュニティのニーズ

や要求によって、これらの「多目的」サービスセンターは、地方部で増え続けると予想される（OECD、

2010）。日本の小さな拠点の取組みは、他の多くの OECD 加盟国に見られるワンストップサービスと比

べ、より一段と野心的であるようである。小さな拠点は、公共サービスのみならず民間サービスをも集
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約し、時間をかけて居住パターンに影響を与える可能性があるほか、イノベーションの拠点としても機

能すると想定されているためである。 

 

囲み記事 2.3 フランスの「公共サービスの家」 

初期試用期間ののち、フランス政府は 2013 年 7 月に国民に、「公共サービスの家」

（Maisons de service au public）と呼ばれるワンストップサービスを設け、郵便局、公共

交通機関発券所、エネルギー施設、雇用保険及び福祉サービス（年金、児童手当、健

康保険等）などの公共サービスを提供することを決定した。「公共サービスの家」の

取組みの目的は、費用や雇用者を可能な限り共有し、低密度または孤立した地域に公

共サービスの提供を保証することである。技術的また及び法律上の問題により、雇用

者の共有は、費用や施設の共有より複雑であった。 

「公共サービスの家」は通常、地域当局（50%）、民間の運営者（25%）及び国政府

（25%）により費用が負担される。助成と共に、フランス政府はこの政策を促進する面

で重要な役割を果たしており、提供されているサービスを整理し共通のラベルを備え

ている。さらにフランス郵便サービス「La Poste」とパートナシップを組み、収益を改

善し特別な建物のための出費を避けるため、幾つかの活動が低い郵便局（主に農山漁

村や山岳地区）を「公共サービスの家」に変えている。 

2015 年 3 月の政府の農山漁村開発関係省庁会議で、2017 年までに「公共サービスの

家」を 3 倍の 1,000 件に増加する目標が立てられた。それは、2015 年の夏に採択された

フランス共和国の新しい区域組織の法令に正式に記されている公共サービスの利用の

部門計画に即したものである。 

出典：Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.から直接得られた情報。 

 

国土形成計画には回復力の懸念事項も記している。国家レベルでは、地震やその他の災害に対する回

復力を向上するため、国の環太平洋地域と日本海側をつなぐ多様な交通ルートを設けることにも焦点を

当てている5。これは、ある程度、2011 年の東日本大震災の時に、救済活動が交通障害により滞ってしま

ったことの経験を反映している。 

国土形成計画は政策の枠組みとなる一貫性のある長期ビジョンを提供する 

この新しい国土形成計画は、日本の人口動態の変化への対応の進展において、画期的な計画である。

それは必然的に非常に幅広いビジョンであり、実際その基本的な計画（囲み記事 2.2）がどのように実践

されるかはまだ時を待つ必要がある。しかし、日本が高齢化に対応する統合的で横断的な政策を必要と

しているときに、特定した具体的な取組を評価し、そこから水平転嫁することが可能な一貫性のある枠

組みを提供している。また、国土のグランドデザイン 2050 と共に、国及び地方政府が参照することので

きる、データや分析の重要な源となっている。全体的に、この計画の「コンパクト＋ネットワーク」の

取組みは概ね正しい。国土の様々な場所での居住を保ちつつも、集積の経済の実現を促していくような

居住パターンの維持を、目標とすべきである。 

コネクティビティによる経済効果の証拠には注目に値する。証拠を見てみると、他の点では同じもの

の、都市が大きくなるにつれ集積の便益が向上し、密接につがなっている小規模の都市ではそれほど不

利な状況とはならない。彼らは他の隣接する都市から集積的な活動を「借りる」ことが可能である。

OECD（2015a）は、半径 300km の都市の周りの居住人口が 2 倍になると、その中心都市の生産性は 1.0

から 1.5%向上すると述べている6。そのような増加傾向は都市部に限られたことではない。通常、都市は

その周辺地域の繁栄に貢献する。200 万人規模の都市では、その成長は 200 から 300kmほど外部へ広がる。

そのため、ネットワークを強調するのは理にかなっている。ネットワークと集積効果のつながりを強調

していることは、当局が集中と集積の効果の違いを理解していることを示している。集中と集積は密接

につながっており、多くの場合同義語として扱われているものの、それらは同一のものではない。集積

は単に集中や密度の事ではなく、大勢の中でそれぞれがどれほど容易にお互い作用し、取引を行えるか
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を表すものである。集中していることにより企業や住人の密度が上昇し、それにより混雑や内部コネク

ティビティの停滞を引き起こすことになれば、それは低い集積効果しか得られないことになる。逆に、

コネクティビティが向上し、取引費用が低下するのであれば、企業や住居の移動が無くても、集積効果

は上昇する。現行のビジョンの結果は、人口の集中や経済活動の向上がなくても、集積の便益を向上さ

せる方法を探索することにかかっている。 

政策担当者は国土形成計画の中核コンセプトを大きく異なる状況に適用する必要が
ある 

国土形成計画は総合的なビジョンであることを念頭に置いておくことは重要である。それは日本の将

来について考察し、総合的な政策の一貫性を維持することを確証するための枠組みを提供するものであ

り、高度に規範的な施策や指針を備えるものではない。このビジョン自体も、国土交通省により検討さ

れた幾つもの可能性あるシナリオに基づくものであり、日本での進展がその基本シナリオから大きく異

なり始めた場合、調整される必要が出てくる可能性もある。総合的なビジョンの実施は多くの場合、そ

の他の府省や政府の各部門次第となる。その幅広いパラメタ―を具体的な政策に適用する場合、その中

核コンセプトは異なる場所では異なる方法で適用されなければならないことを理解する必要がある。  

例えば、「コンパクト化」を強調することは、必ずしも強力な高密度化政策を都市全体で実施するこ

とを意味するのではない。第 3 章で検討するように、コンパクトなまちづくりは単に密度を上昇させる

ことだけではない。適切に計画された都市密度の経済や環境効果は、大きくその規模に依存するため、

人口減少と共に大都市の中核部に適度な密度を維持しようと強く努めるであろう。また、「穴の開いた」

都市の出現、つまり、居住地域と無居住地域がパッチワークのように連なることを避けることも重要で

ある。ある点では、密度よりも、主要都市の一貫性及び連帯を確実に維持することは、経済や環境面か

ら見ても優先する事項である。小規模な町や都市は、生産性や環境面から考えると低密度の方が福祉の

水準が向上する可能性もある。 

さらに、異なる場所で異なる居住パターンや生活様式が可能であることは、国全体でコミュニティを

維持するには必要不可欠であり、また過度の集中を抑制することにもなる。これが国土形成計画で多様

性が非常に重要であることが強調されている理由であり、他の幅広いコンセプトを具体的な政策に移行

する際に覚えておく点である。日本の過去の幾つかの都市政策（地区制の制定や都市計画など）にあっ

た問題の一つは、過度に標準化することであり、多くの場合、東京で理にかなっているものの、他地域

の環境では関連が低い政策を全国に広げて適用したりしていた。これは、再度述べるように、多様性及

び協働の論理に反するものである。複数の地域が似てくるほど、より小規模な地域にとって、特に競争

することが難しくなり、相補的な特性に基づく協力体制が生じにくくなる。そのため、国土形成計画に

あるビジョンを保つように設計された政策は、持続可能な低密度の生活を含む、地域での試用や順応を

行う十分な余地がある。  

ビジョンのネットワーク面も慎重に取組む必要がある。ネットワーク化を強調することは、改善され

たコネクティビティが求められるが、それは必ずしも広範囲な新しい連結インフラが必要であることを

意味するものではない。いくらかの新しい連結は確かに必要となるものの、重大な国家財政の課題があ

る場合やすでに多くある物理的インフラを維持するのが難しくなってきている場合、強調されるのはま

ず、既存のネットワーク使用の最適化や、障害を除き、効率化を向上するために投資を追加することで

ある。国内の地域により、人口減少はいくらかのインフラを削減する必要を示すこともある。しかし多

くの地域当局者は、社会及び連結インフラを追加することが長期的な存続可能性を得るための主要な手

段であると見ている。インフラの課題は下記や第 3 章と第 4 章で具体的に論考されているが、まずここで

強調されるのは、資源の制約や人口の減少はインフラ投資に関する決断の重要性と困難性を高めること

になることである。  

国土形成計画が強調する都市から農山漁村への移住は重要な問題が提起される。当局は、当然のこと

ながら、若者が大都市へ移動することは、多くの小規模な市町村及び農山漁村地域の経済的活力や存続

可能性にも脅威となるとみなしている。政府はまた、出生率は大都市では低く、農山漁村地域では高い

ことを述べており、逆移住は出生率を上げることになることを示唆している。さらに、調査結果による

と、都市部に住む多くの日本人は農山漁村の環境に住む機会を喜んで受け入れることを示している。第 1

章にあるように、ここでの主な課題は雇用創出であり、特に近年、日本における主要な雇用創出は東京
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のみで行われている。経済の平衡を取り戻す全ての取組みは、より良い雇用の創出を都市圏以外の地域

で行うようにすべきである。これが最も歓迎できる進展であり、後述するように、それを促進するため

に当局が実践できるいくつかの段階がある。しかし、警告すべき点が二点ある。第一に、この任務の規

模と国家財政状況を考慮すると、そのような雇用創出は税控除、助成金や公共投資という形の国からの

持続した支援の投入に頼ることがないようにした場合にのみ、継続して実践することができる。第二に、

どんなに成功する政策があったとしても、劇的な結果は得られない。大規模な都市から農山漁村への移

住は、飢餓、病気の流行、自然災害以外で平時に起きたことは過去にほとんど例がない7。とにかく、日

本の生産性の課題を考えると、東京であろうが他の地域であろうが、高生産性の雇用を創出することに

焦点を置くべきである。  

国土形成計画は将来の居住パターンに大きな影響をもたらす  

政策担当者は前もって人々が将来どこに住むかは判断することができない。人や企業は人口動態や経

済、その他の変化に対し、「足による投票」で対応する。しかし、家庭や企業が下さなければならない

選択や、社会や経済、環境における好ましくない結果を避けるために、国家の政策重要な役割を果たす。

空間計画、インフラ規定及び公共サービスの組織に関する中心的な政策は、明らかに家庭や企業の位置

決定に影響を及ぼす。時には、インフラ投資の決定事項は、コミュニティ間でも、他とは対照的に一つ

のコミュニティの長期存続可能性にのみ決定的な影響を及ぼすこともある。これは、当然のことながら

多くの他の国々にも当てはまることではあるが、特に急速な人口動態の減少に直面している日本におい

ては非常に重要な課題である。この選択によるトレードオフは、人口が増加し、経済的にも急成長して

いた時は大きな影響とはならなかった。しかし、それらの行為者の場所を決定している間、政策は彼ら

に対応しなければならない。人口の傾向、経済成長または流入パターンが予想通りではなくなってきた

とき、インフラ計画はそれに応じて調整する必要がある。特に、インフラ投資の面で、どこを更新し、

どこへ供給を拡大するか、あるいは縮小するかという、非常に困難で政治的にも議論を引き起こす決定

が求められる。  

国土形成計画は主要な計画文書の中で最重要な計画である。国土形成計画過程の一部として、8 つの地

域計画が作成された。全国計画に基づき、中央政府及び関係する県庁は協働し、法規で定義されている 8

つの広範囲な地域のための地域計画を策定する8。最北に位置する日本の一番大きい島である北海道、及

び南に位置する海に広範囲に散らばっている連なった島である沖縄では、異なる法令のもとで地域開発

計画がそれぞれ作成されており、国土形成計画に沿うように必要な調整が施されている。加えて、一貫

してコネクティビティ課題に対応するため、地域計画の境界を越えて合同委員会や分科委員会が作業す

る 3 つの領域がある。 

北陸と中部地域は日本海と太平洋を結ぶ地域交通システムを本州の中央部に設ける必要性に対応し、

中部の山岳地域を統合的に管理するために協働する。 

中国と四国地域は日本海と太平洋をつなぐ共同プロジェクトに取組み、瀬戸内海の自然環境を管理す

る。 

北関東の 3 件と東北地域の福島県及び新潟県の開発に取組むために分科委員会を組織された。 

これらの計画は国家計画に沿って作成されているが、その完成までの時間尺度にはばらつきがあり、

地域計画が国土形成計画の承認後に比較的早く準備することができる。 

過去の計画の経歴は国土政策の可能性と限界を明らかにする 

日本は 1950 年に国土総合開発法が採択されてから、国家レベルの空間計画を半世紀以上に渡り実践し

てきた。最初の国土開発計画は 1962 年に採択され、1970 年までの見通しを策定した。その計画は、後続

の 1969 年に採択された新全国総合開発計画と同様、日本の国土形成を当時、急成長していた経済に適し

たものにすることであった。この時は急激な人口成長、都市化及び工業化の時代であり、それぞれ空間

面に重要な影響を残した。さらに 1977 年及び 1987 年に二つの国土開発計画が採択され、それぞれ約 10

年以上の期間における計画が立てられた。しかし、経済及び人口の成長が低下し、日本の居住パターン

及び経済情勢が安定すると、空間計画への緊急性が低くなった。20 世紀の終わりに入るとこの情勢が再

び変わり、1998 年の「21 世紀のグランドデザイン」の採択につながった。ここでは、その題名と異なり、
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2010 年から 2015 年を目標として、特にグローバリゼーション、人口動態変化及び情報技術（IT）革命の

影響に焦点をあてている。2005 年に、1962 の法規が根本的に改訂され「国土形成計画法」と名付けられ

た。この新しい法律は、既存土地や資源の有効利用、それらの保護に関して特に注意が向けられ、成長

及び開発目標に基づく計画体制から人口動態の減少や国家区域の持続可能な使用を考慮した体制へと重

要な転換を反映している9。2008 年の国土形成計画の優先事項はこの変更点を反映している。 

日本の空間計画の歴史はその限界と潜在性を明示している。一方で、国の経済及び人文地理を形作る

能力は抑制されている。家庭や企業が選択する分散した位置は平衡がとれた居住パターンを勧める政策

を常に圧倒してきた。すでに 1962 年から、最大都市で人口過剰とみられていた課題を正すために、国土

開発計画は産業構造を分権化することをはっきりと目標にしていた。類似した狙いは 1969 年及び 1977 年

計画、そして 1998 年の「21 世紀のグランドデザイン」、2008 年の国土形成計画にも示されていた10。こ

れらの計画は、製造やその他の産業活動を東京、名古屋、大阪の都市圏から移動することを促すために、

インフラ投資及びその他の取組みを制定したものの、主要な傾向は、人と経済活動のさらなる集中化で

あった。しかし、拠点開発方式、本州太平洋海岸の産業開発、1964 年の新産業都市開発法、高速道路や

高速鉄道（新幹線）の国のネットワークなど、有意義な政策の移行や投資の枠組みを備えた計画の結果

を無視することは誤りである。  

人口動態の変化の取組みにおける国土形成計画の役割を分析する際、その取組みの限界及び潜在性両

方とも念頭に置く必要がある。国家レベルの計画システムは「何がどこへ行くか」という問題の決定的

な解決策を提供することは無い。ここで提供されるのは、不確実な人口動態の変化状況において重要で

ある、政府の優先事項及び目的の一貫した長期ビジョンである。それは空間的影響を与える様々な部門

の政策の、一貫性を確実にする枠組みであり、特に、さらに詳細な土地利用、交通及びインフラ計画過

程を調整するものである。そのような調整は、日本の人口密度及び居住パターンにおいては特に重要で

ある。特筆することとして、OECD（2001）により特定されている 4 か国（ベルギー、日本、韓国、オラ

ンダ）は全て人口密度が高く、重要な土地利用の制約に直面しており、空間計画における中央政府の役

割を比較的重視している。不確実性が高い状況において、その計画は、将来の選択肢を提案し評価する

ための、まとまった分析や証拠を提供し、計画の可逆性原理に沿ったものとなっている。 

実際のところ、そのような国家の計画及び戦略は、第一に、数多くの公共及び民間機関が関係した、

調整を行うための道具であり、共通した目標の合意を得ることに寄与するものである（OECD、2001

年）。確かに、結果として生み出される特定の計画より、その計画過程の方が間違いなく重要である。

真の意味で動的で参加型の計画過程は、公共及び民間部門の利害関係者間のコミュニケーションを密に

し、情報が明らかになり、経済の自己発見を促すものとなる。その過程の間に作成される計画は、規約

文書または常に変化するもののスナップショットのようなものと理解されるが、それは不確実な環境で

運営するために必要な将来シナリオのデータ、分析、予測を提供する重要な手段である。そのような調

整手段は、人口動態の変化の課題に対応する統合的な、政府全体の取組みに適応した政策への、部門的

な従来の取組みを克服するよう、政府が膨大なエネルギーを費やしているときにおいて、不可欠な手段

となっている。 
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図 2.1. 国土形成計画の策定 

 

出典：国土交通省（2014a）、「国土のグランドデザイン 2050」、国土交通省、東京、7 月、入手先：
http://www.mlit.go.jp/common/001069201.pdf. 

新しいまち・ひと・しごと創生本部 

2014 年 9 月から、地域の再活性化の調整は新たに地方創生担当大臣の責務となった。当大臣は 2014 年

に策定されたまち・ひと・しごと創生本部を監督する。その任務はアベノミクスの「3 本の矢」の中央に

位置する。特筆すべきことに、地方創生担当大臣は他の新しい政府の取組みである、国家戦略特区（詳

細は第 4 章を参照）も担当している。それは、これら二本鎖のような政策が密接に足並みを合わせる必

要があることを明示している。内閣官房長官の下で組織されている本部は、2 つのレベルで運営されてい

る。政治的レベルには総理大臣が議長を務める、「まち・ひと・しごと創生会議」があり、人口動態の

変化及び地域再活性化に関係する大臣を集めて審議する。実践レベルでは、公務員スタッフが日々大臣

をサポートしている。本部は、以前の地域活性化取組みを合わせ、一貫性を確立する任務がある。これ

は、中央政府機関全体に膨大な数の取組みが広がっているため、非常に困難な任務である。 

本部は迅速なスタートを切った 

まち・ひと・しごと創生本部は、地域経済の活性化を支援する 2015 年度から始まる日本の人口及び 5

年の包括的戦略のために、最初の数ヶ月のうちに長期ビジョンを作成した。 

この長期ビジョンで、若者に適切な環境が提供されれば、合計出産率が 2013 年の 1.43 から約 1.8 に上

昇することを予想している。もし 2040 年までに出産率が約 2.07 の人口置換水準まで回復すれば、日本

の人口は 2060 年までに約 1 億人になり、2090 年までには安定する。中心的な問題として、首都は子供

を育てるには魅力的な場所ではないため、東京の過度の人口集中（特に若者）が挙げられている。東

京の出産率は日本で一番低く、その他の大都市でも出産率は非常に低い。 

5 年計画は、主に既存する施策をもとに立てられており、まち・ひと・しごと創生本部が創設されて

から半年で策定されたことを考慮すると、それ以上を期待することはできない。その計画のほとんど

は、人口減少を止め、経済の再活性化を促すための政策のために、県や市町村の自由裁量で用いるこ



   

 

 86 

とができる、新しい種類の国からの援助及び助成金に関して記述されている。その計画は、地域にお

いて企業の活動の拡大を促すために企業所得税の減免措置が設けられている。過去の政策における主

な弱点は、セクター別の取組みの普及、全国に標準化された解決策を実施する傾向、適切なモニタリ

ング、効果や効率を評価しないで助成金制度を用いることなどがあった11。 

この計画の明確な狙いの一つは、国土形成計画の幅広いビジョンと一貫性のある、地域から東京への

人口の純流出を 2020 年までになくすことである。現在、一年で約 100,000 人が移動している。これは、

首都への流入を削減し、東京から地域へ戻る流れを増加させることにより行われる。しかし、2020 年の

オリンピックの準備及び中央新幹線事業を考慮すると、この目標は到達することはないと予想される。

いずれにしても、この目標はあまり良く考慮されずに作成されたと思われる。前章でも見てきた通り、

東京は、多くの地域でさらに大きな地域間の格差が発生することや、失業率が非常に高い地域がスポッ

ト的に発生するのを防いできた。主要な課題とは、人々が東京へ行かないようにすることではなく、彼

らを他の場所へ誘い出すことである。それは、持続性のある、生産的な仕事をその地域で創生する必要

があることを意味する。 

2015 年度において、政府は、地方政府に、国の計画を参考に自分たちの地域活性化計画を作成するこ

とを求めた。全ての県及び地方自治体は、2015 年度を始めとする、地域の人口の長期ビジョンを策定し、

5 年の包括的地域活性化戦略を作成することとなった。その計画には明確な目的及び主要なパフォーマン

ス指数を設定し、それらを実践する際には PDCA サイクルに従うように求められた12。その計画は、専門

家、個人企業、市民グループや選任された政治家の活発な参加により作成することが期待された。多く

の場合、主に計画や戦略に焦点が当てられるものの、人口ビジョンは重要なステップであり、もし県や

地方自治体がこの政策に対し厳格な取組みを設けた場合、多くの人たちは、今まで長きにわたり退けて

きた、さらなる人口動態の減少があることを認識することになる。日本において以前から、当局者の間

では、地方自治体の人口統計の合計は国の実際の人口数の 2 から 3 倍である、という冗談が交わされてき

た。その冗談は深刻な問題を提起する。地域の当局者は人口が減少していることを知っているものの、

誰もそれが縮小することや消滅してしまうことを認めたがらない。その問題はもちろん、日本のみにあ

る問題ではないが、日本の人口動態の状況をみると、日本では特に緊急な事態であることが理解できる。

日本の地域及び地方自治体が、自分たちの将来における人口動態を現実的に直視することは、重要な前

進であると言える。  

内閣府に設置されている「まち・ひと・しごと創生本部事務局」13は、地域や県当局がこれらの政策を

実践できるよう、情報や財務面また必要な場合、人的資源を援助する。政府は、県及び地域の分析を援

助するための膨大な量のデータ（民間セクターのビッグデータも含む）と共に、「地域経済分析システ

ム」をオンライン上に設置し、必要な時に、ビジョンや戦略面で援助するために、小規模の地方自治体

に公務員を派遣することもある。地方自治体の要請により、政府は、その地域や地方自治体と関連のあ

る中央職員を「コンシエルジェ」として、コンサルタントやアドバイザー的な役割を担当するよう割り

当てることもある。 

一貫した、政府全体による取組みを維持するのは困難だろう 

まち・ひと・しごと創生本部は 2 つの重要な政策文書を数ヶ月で作成するという、素晴らしく非常に

際立ったスタートを切った。地域の多様性を重視して、地域活性化のための統合的で、横断的な取組み

を組み合わせたことは、賞賛に値する。人口動態や地域活性化の議題のための横断的な性質や、関係す

る府省の数を考慮すると、そのような調整機関は確かに必要である。それには、内閣府に加え14、少なく

とも下記の 7 つの府省が含まれる。  

国土交通省（国土交通省）は空間計画、土地利用、都市及び農山漁村の開発、インフラ政策、交通及

び観光を担当する。  

経済産業省は地域経済開発、特に中小企業やイノベーション政策のいくつかの要素を担当する。 

総務省は地方政府の主要責任機関であり、地域の財務、分権化、地方自治体の合併、地方自治体間の

連携を担当する。  

財務省は、地方政府の公共財政に重大な影響を及ぼす、中央政府の予算や債務管理を担当する。 
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農林水産省は、農業政策を担当し、農山漁村の開発に活発に参加する。 

文部科学省は、教育やイノベーション政策のいくつかの要素を担当する。  

厚生労働省は、労働市場、職務訓練など、また健康に関する政策を担当する。 

より一般的に、まち・ひと・しごと創生本部は、この問題に関する緊急感が生まれるよう政府を助け

た。それは、地域活性化の問題に対する報道機関の議論増加や県及び地方政府の活発な行動に見られる。

全国知事会、市長グループから信用組合、農民銀行、その他の金融機関に至るまで、全て地域活性化の

方針に沿って異なる側面から活動するようになった。 

歴史的にも日本の府省の独立した特質を考慮すると、まち・ひと・しごと創生本部にとってこの勢い

を維持していくことは一つの課題である。過去の「本部」が陥った結果は、そのような横断的取組みが

いかに難しいか思い出させるものとなる。2003 年に、政府は地域再活性化のためにまち・ひと・しごと

創生本部を創設した。それは、三大都市圏外で経済成長や雇用創出を促すために新設された地域力再生

機構準備室により支援された。これも大臣レベルの取組みであり、総理大臣が議長を務め中央政府が運

営した。ここでも地方政府に地域活性化計画を作成するよう求め、2005 年に地域再生法が施行された。

政策方策の概要は現在議論されているものと大まかに同じであり、多くの項目はまだ地域力再生機構準

備室により管理されている。しかし、その成果は限られたものであった。2000 年代初頭の以下の経験の

みがここで関連するものとして挙げられる。少なくとも 1980 年代から地域活性化政策が鳴り物入りで施

行されたことや、1980 年代後期には「ふるさと創生」への補助金、1990 年後期には「地域振興券」、

2000 年後期に「ふるさと納税」システムが策定されたことである。ここでの重要な課題は、この新しい

地域活性化の方針により生み出されている勢いを使い果たさずにどう活用していくかということである。 

解決策の一部として、信頼できる集中した資金提供が挙げられる。現在、最近の地域活性化取組みの

多くに資金が提供されているか、または、過去の支出を合わせて、または将来特定の助成金を削減して

得られた利益、あるいは地域サービスの効率化の向上、またその他の措置（詳細は下記を参照）から得

られたものにより将来資金が提供されることになっている。これらの資金源の多くは保証されているも

のではなく、さらに確固とした財政基盤が必要であることが明らかである。これは一般の助成金の役割

を拡大することと共に実施し、地域の意思決定範囲を拡大することができるかもしれない。この課題は

下記に詳細を記載するが、まち・ひと・しごと創生本部に関する主要な点は、国から資源に頼った地域

文化によるものではなく、真の取組みを促すよう、地域活性化プログラムが適切で安定した資金元につ

ながり、適切に管理されている必要がある点である。この課題は、下記に政府内の財政関係に関連した

詳細事項で論じられている。 

地域活性化を重視することにより、東京に関連したいくつかの政策に問題が提起さ
れる  

政府は、国土形成計画及びまち・ひと・しごと創生本部から提示されたビジョンと、東京に対して策

定された政策の整合性を整える必要がある。「グランドデザイン」及び現行のまち・ひと・しごと創生

本部計画は両方とも非常に大きな規模で「脱都市化」を生じさせることの必要性に大きな重きが置かれ

ており、特に、東京及びその周辺の人口や活動の集中の増加を止めることが重視されている。当局者た

ちはこれを首都の競争力を損なうことなく施行する必要があることは認識している。東京の国際競争力

を高めることは日本の繁栄にとり重要であり、それは他の都市や農山漁村地域をないがしろにすること

にはならない（まち・ひと・しごと創生本部の援助対象として大都市圏は範囲外である）。問題は、政

府がどのようにこの二つの狙いを調和させるか、ということである。いくつかの政策は明らかに東京や

その周辺地区の集中化を促すものである。  

確かに、これら両方の目標は道理にかなった、また必要不可欠な目標である。政府は、人口の 1/4 が住

み、GDP の 1/3 を創出するこの都市圏地域の国際的な立場をないがしろにすることはできない。しかし、

地域及び農山漁村地域に背を向けることもできない。これは、政策の矛盾として見るべきではなく、不

可避な葛藤とみなす。しかし、これらの問題を適切に対処するには、その相殺されるものを認識し対応

しなければならない。政府全体による国土形成の見解はそれを可能としているが、今のところ、政府が

どのようにその取組みをバランスを取って扱おうとしているのかは明らかではない。簡潔に記述すると、
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2020 年のオリンピックや東京から大阪までの超高速リニアモーターカー15などの大規模な公共投資は、

2020 年までに東京の人口集中を止めるという目標を達成することを難しくする。  

ガバナンス、分権化及び再活性化 

国土形成計画が描くコンパクト化とネットワーク化の将来には下からのボトムアップによる大規模な

方策が求められる。地域及び地方の経済にある数多くの機会や直面する制約を国の府省やその他の国家

機関が全て理解できるはずがなく、その反応を形作ることもできない。地域活性化には県及び地域当局

が十分な資源、ノウハウ、自分たちの計画を設計し実施する権限を確保している必要がある。さらにそ

の地域による意思決定は、政策部門間の連帯をさらに良好なものに導く。中央政府の役割は、恐らく、

地方政府が幅広い国家ビジョン内で地域の潜在性及び状態を反映することが可能な、健全な枠組みを備

えることである。その枠組みは重要である。なぜなら、この過程の重要な要素の一つは、人、財源、投

資を得るための厳しい競争だからである。それらはすべて悪いものではない。管轄間の競争のいくつか

の形態は健全であり、促進されるべきである。日本にとって、県や地方自治体が、例えば良好で効率的

なサービスの提供、清潔な環境、良好なビジネス環境、革新的な学校など、人々や企業を引き付けるこ

とを競い合ったほうが、良い結果に結びつく。しかし、その他の管轄間の競争は消極的な結果になる可

能性もある。例えば、多くの国では、税控除や法的規制の緩和で企業を誘致するために、「底辺への競

争」を行った。 

国土交通省、総務省及びまち・ひと・しごと創生本部を含む中央政府にはこの競争を形作るのに重要

な役割がある。  

県及び地方自治体が、自ら採択した計画の成功または失敗の費用を最終的に負担するようにしなけれ

ばならない。管轄間の競争における最悪の形は、政府高官から制限のない資源を引き入れるためのロ

ビー活動の競争である。 

管轄間で協力と競争の両方が必要であることを強調すべきである。特定の面では競い合うものの、単

独では解決できない課題に対応するため、各地方自治体及び県は協力し合っていく必要がある。

OECD での経験では、そのような協力体制を築くためには政府高官が重要な役割を担うことが示され

ている（OECD、2013a）。  

真の分権化により、今までよりもさらに幅広い区域の不均等を日本が受け入れる必要があることを認

識する必要がある。いくつかのコミュニティは変化に適応して繁栄し、一方、他のコミュニティでは

繁栄するのに失敗し、特に農山漁村地域では消滅してしまう可能性もある。分権化は効果的に人口動

態の変化に適応する大きな機会を与えるものの、非常に幅広い結果があることも理解する必要がある。  

日本は二層構造の地方政府がある単一国家である 

日本の地方政府は二層構造になっている。47 県の地域層、1,718 の地方自治体の地方層、そして東京内

の 23 の特別区がある（図 2.2）。東京都を含む県は、地方自治体に比べ非常に強い行政及び財政力を持

っており、異なる税基盤がある。地方自治体は一体となっておらず、20 の指定市、42 の中核市、40 の特

例市、及び 688 のその他の市に細分化されている（囲み記事 2.4）。20 の指定市及び東京 23 区は、その

他の地方自治体に比べ、特に人口規模が異なり、またより幅広い行政及び財政自治権を保有している。 
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図 2.2. 行政領域の構造 

 

出典：鵜田晋幸（2015）、「日本における地方政府の財政規律」2015 年 6 月 10-11 日の東京での IMF、ADB、PRI会

議「高齢化社会における長期的な成長と持続可能性に向けた財政政策」の論文より

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm（2015 年 7 月 15 日にアクセス）。 

 

 

囲み記事 2.4. 日本の市の種類 

東京 

東京都は東京都政府管轄の県である。さらに 23 の特別区に細分化されている。各区は、多

くの面で独立した市のようであり、日本の他の多くの市より大きな力を持っている。 

指定都市 

政府令により指定されている都市で、人口が 500,000 人以上で地方自治法の 252 条に基づき

中央政府の指示により指定都市として特定される必要がある。指定都市は教育、社会福祉、

衛生、営業許可、都市計画など通常は県政府が扱う特定の機能を担う。重要な決定事項は県

が権限を維持するものの、行政機能は多くの場合指定都市に委託される。指定都市は区に細

分化され、市政府の様々な行政機能を果たす。区の構造や責任は地方自治体の法令により決

定されるため、その責務は多様である。 

中核都市 

中核都市も同様、指定都市に割り当てられているものより少ないものの、通常は県政府が

扱う多くの機能を担う。中核都市は人口が少なくとも 300,000 人で管轄区域は少なくとも

100km
2である必要がある。ただ、人口が 200,000 から 300,000 人以上の場合は市の政府の指示

により特例が認められる場合もある。 

特例市 

特例市は人口が少なくとも 200,000 人で中核都市に委任される機能の一部を実施する。 

 

日本は連邦国ではなく、単一国家であり、県及び地域の両レベルの地方政府は中央政府により創出さ

れる。そのため、中央政府は地方政府の境界、構造、資源及び責任に関して多大な権限を持っている。

通常、単一制の国家レベルの政府は、連邦制や半連邦制の国より、地方政府に対してはるかに多くの財

政及び行政権限を持っている。しかし、これらの幅広い分類には、大きな多様性があり、現実的に政治

は、地域組織を再建するために単一制にある政府の自由を制限する。例えば、日本の地方政府は多くの

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm
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場合、中央政府に統治されていると見なされるが、スウェーデンの地方政府はその単一制の中でも多く

の財政及び行政自治権をもっている（Mochida、2008: 14-15）。 

県を運営する、直接選挙で選ばれた知事や議会は、経済開発、社会支援、育児、公衆衛生、農業、環

境、警察活動、初等及び中等教育の分野の機能範囲で責任を担っている。しかし、多くの場合、これら

の面で中央行政は、国全体に統一した政策や基準を策定し、多くの地方政府の能力は以前、1947 年の

「地方自治法」で「機関委任事務」として規定されていた。知事は選挙で選ばれるものの、該当する大

臣の監督のもと、中央政府の機関員と見なされた（Hooghe、Marks 及び Schakel、2010）。これは 1999 年

の地方分権一括法により変更された。この法は地方政府に対する中央政権の統制は、法律的に明確な根

拠がなければならず（中央の府省からの地方政府に対する非公式の圧力を排除するために設けられた）、

また以前、地方政府に分散して割り当てられていた機能に対し、その自治権を拡大した。これらは再構

築された、「固有の機能」である。 

中央政府がどの程度、地方政府を統制すべきか、という長年の議論はここでは取り上げない。その評

価は、課税基準、財産の移譲、資金調達、中間および地方レベルの支出計画などの多重の事項に渡る権

限の分配に関して調査する必要があり、本レビューの範囲を超えることになる16。本レビューに関連して

明らかなことは、日本の地方政府は、地域開発や地域間の平等への責任を制度化するシステムに組み込

まれていることである。さらに、日本の地方政府は総合的な財政制度に大きな影響力を持っており、他

の OECD 加盟国とは異なり、一般の助成金、特別助成金及び資金調達の財政構造に深く関わっている。 

都市圏のガバナンスの問題解決手段は日本の都市を助ける可能性がある  

日本の幾つもの地方自治体は、「平成の大合併」と呼ばれた 1999 年から 2006 年の期間にほぼ半減した。

合併して新たにできた地方自治体は財産譲渡や助成金、合併特例債から益を受けた（Machida、2006）。

しかし、小規模の市町村は合併により、近隣の大規模な市町村の付属物のように扱われることを恐れ、

合併に抵抗する所もあった。2000 年後期の本州でのいくつかの事例研究で、Elis（2011）は合併後の経費

削減は小規模の地方自治体の経費に頻繁に影響し、職員及びインフラは中央居住地に集中する傾向があ

ることが明らかにしている。学校閉鎖、保険医療の削減、及び採算が取れない公共交通サービスの停止

などは明らかに新しい地方自治体の周辺地区で多く実施されてきた。多くの事例では、これは投資及び

サービスの賢明な合理化として見なされるかもしれない。合併した小さい方の地方自治体はインフラ及

サービスを提供するのに伴う責務を果たすことができておらず、また多くの場合、そこでの人口が減少

しているという事実が、合併を行う大きな理由であった。合併はさらに、行政区レベルの責務を非政府

機関に委任することなど、地域行政のイノベーションにつながることもあった。ある場所では、地域ボ

ランティアが地域レベルで業務を行うために一括払いで支払いを受け取っている。これにより、さらに

多くの地域グループ、組合及び NGO の参加を含め、日本の地域行政の幅広いネットワーク化を促してい

る。  

合併を奨励するために用いられた財政優遇措置が段階的に廃止になるため、平成大合併の後に 10 年間

の猶予期間があり、2006 年からあまり変化は見られていない。しかし、日本の地方政府当局の大きさに

関する課題はいまだに残っている。日本にはとても小さく困難な状況にある地方政府がまだ数多く残っ

ている。Weese（2008）は、合併のインセンティブはさらに強いものにすべきであったと述べ、日本の地

方自治体は平均的に OECD 基準で考えるととても大きいことを念頭に置きつつ、合併の結果存在するよ

うになった地方自治体の数は、効果がみられるにはまだ多すぎると記述している17。平成大合併でさらに

多くの合併があるべきであったかどうかにかかわらず、第 3 章の都市のパフォーマンス分析では、行政

面において日本の都市はまだ細分化しすぎていることを示している。問題は一番大きな都市にあるので

はなく、中小市町村の数にある。次の章でも扱われている、この顕著な結果は、2 つのことを提案してい

る。第一に、合併に関する議論の多くは小さく弱い地方自治体を大きな近隣の地方自治体と合併するこ

とに焦点を当てているが、全ての関連する地方自治体に明らかに存続能力があるとしても、細分化は問

題となり得る。第二に、合併に関する議論の焦点は財政の持続可能性及び費用削減であったが、成長に

基づく（必ずしも合併でなくても）行政統合という手段もある。  

OECD（2015a、2015b）の事例調査及び OECD 大都市データベース（OECD Metropolitan Database）や

OECD 独自の OECD 圏の都市圏のガバナンスの取決めに関する調査による、統計上の分析から得られた、

最近の分析を提供する。これらの結果は都市行政の細分化が問題であることを示している。多くの大規
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模都市地域では、地方自治体は多くの地方政府当局を包含するように、機能的な都市地域を形成するよ

う共に成長してきた。得られた証拠によると、さらなる行政細分化（単に人口数当たりの地方政府の数

から算出）はさらに低い生産性、低いサービスの提供及び貧弱な環境という結果を生み出す。これが一

般的にみられる状況である。それは、該当する地域は統合的都市経済を適用しているとしても、関係す

る地方政府は、特に交通、土地利用計画及び経済的開発指針において、全地域の政策調整に関わること

はないためである。その主張は新しいものではないが、この調査は、具体化するために、都市地域及び

行政構造の最近の定義をもとに、複数国家の統計データを用いた初めての調査である。第 3 章にて考察

するが、行政細分化は日本のパフォーマンスにおける真の課題であると思われる。 

これは日本が新たな合併の波を必要としていることを意味するものではない。しかし、政府は、大規

模な都市地域内の隣接する地方自治体間で調整しやすくするための構造や手順など、その他の都市圏の

ガバナンスの問題解決手段を発展させることに大きな重きを置くことができるかもしれない。多くの

OECD 加盟国では、都市圏のガバナンス機関に対する関心が高まっている。その行政機関とは、法的効

力が低いあるいは保持しない地方自治体の任意組合を含む、都市地域の公官庁の責任を組織する機関と

広義に解釈することができる。都市圏のガバナンスを行うには、非公式または軽い行政の調整から、複

数の地方自治体における行政組織または超自治体的な行政組織の創出、また、時には特別都市の創出な

ど様々な手段がある。多くの場合、これらの解決策は合併に比べ柔軟性があり、費用も掛からない。さ

らにそれは、都市圏における課題のために協力しつつ、地域レベルの局所的な機能を残すことも可能で

ある。この取組みは、実際、「グランドデザイン」が強調する都市の高等なつながりと一致する。要点

は、これは単にインフラや経済面の課題ではなく、行政面の課題でもあるということである。  

これは政治的そして社会的選択の問題であり、最良の解決策は、同じ国の中であっても、場所により

様々であるため、日本に一つの都市圏のガバナンスモデルを推薦することはできない。しかし、OECD

で蓄積されている経験から、効果的な都市改革を行うにあたり、幾つかの提案を記述する。 

協働を行う共通の理由を特定し、協力の成果を成功裏に築くことは非常に重要である（例：2011 年、

バルセロナでの都市圏の権限の創出）。  

首都圏のリーダーシップ及び所有権が発展する必要があり、最初の事案は政府の高いレベルから提示

される必要があるかもしれない（例：パリ首都圏における中央政府のリーダーシップ）。  

早い段階で利害関係者に権利を与え、参加させる、説明責任と透明性を確立する必要がある（例：首

都圏計画を議論するために、モントリオール・メトロポリタン・コミュニティ（Montreal Metropolitan 

Community）に選任された当局者たちと市民の混合グループ）。  

資金調達源の確保は重要である（例：ロンドン・ビジネス・ボード（London Business Board）は商業と

産業からのメンバーが含まれている）。  

時間枠と柔軟性の平衡が必要である（例：スウェーデンの行政改革は本格的に施行される前に、いく

つかの試験地域で実験的に実施された）。  

都市圏のガバナンスの改革は長期間必要とするプロセスである。制度や信頼を築くのは時間がかかり、

一旦それらを築き運用していったとしても、行政構造をさらに適応させていく必要が出てくることもあ

る（OECD、2015b）。 

公共支出は非常に分極化される傾向がある 

日本の財政分権化の様々な指数は、一見すると、OECD の他の国々と同様であるように見える。日本

の地方政府の歳入及び GDP に占める歳出は、OECD の平均値に近い値である（図 2.3）。地方政府の債務

は平均値よりはるかに高く、日本が負っている大きな全公共債務を反映している。後述するように、批

評家はこれらの債務の多くは政府間移譲のシステムで設定されたインセンティブにより生じたと述べて

いる。 
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図 2.3. 地方政府の歳入、歳出及び債務：日本及び OECD 

 

出典：OECD（2015c）、OECD 加盟国の地方政府:主要データ、パリ、入手先：www.oecd.org/regional/regional-

policy/Subnational-governments-in-OECD-Countries-Key-Data-2015.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324646 

 

日本が突出している項目は、地方政府の公共支出の合計である。これは、日本が大きな財政国家では

ないからである。2012 年の日本の一般政府歳出（社会保障基金を除く）は GDP の 15.1%で、比較として

他国では米国が 19.3%、英国が 23.9%、スウェーデンが 30.4%である18。さらに、日本の公共事業に非常

に重きを置く「建設国家」という従来のイメージとは異なり、公共事業歳出は最高値であった 1998 年の

15 兆円から 2014 年度の 7 兆円まで減少した19（財務省、2015）。これが意味するのは、地方政府の歳入

及び歳出の GDP に対する比率は、OECD の一般的な数値と比べ、公共支出の合計としては高い値である。

2012 年に日本の地方政府の支出は、日本の一般政府支出（社会保障基金を除く）の 74%を占めており、

それは OECD の中でも最高比率の国々の一つである。同様の値であるスウェーデンは、例として、71%

であるが、スウェーデンの地方政府の支出は GDP より非常に高い数値である。カナダの公共支出は 84%

で、GDP の 31.1%に値する。ここでわかるように、日本の地方政府の一般政府支出の比率は特異ではな

いものの、際立って高い。日本の大多数の主要区分では、農業、住宅、債務事業、年金、そして当然の

ことながら、防衛を除き、地方政府の支出は一般政府歳出の大半を占める（図 2.4）。  
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図 2.4. 機能ごとの支出責務の配分 

  

出典：鵜田晋幸（2015）、「日本における地方政府の財政規律」2015 年 6 月 10-11 日の東京での IMF、ADB、PRI会

議「高齢化社会における長期的な成長と持続可能性に向けた財政政策」の論文より

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm（2015 年 7 月 15 日にアクセス）。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324658 

 

日本の地方政府は、他の国、特に他の単一国家の同規模の地方政府に通常割り当てられる責務と比較

し、多くの責務が割り当てられる。公共投資におけるその役割は特に大きい（図 2.5）。しかし、それに

よって、見かけほど地方分権させていない。それは、中央政府が行政機能を地方政府に委任するものの、

財政及び施策設計の権限を中央政府が保持しているからである。各県はまた国家政府の管轄外の主要道

路、国家政府の管轄外の一級及び二級河川、港、公共住宅などの、公共インフラに関しては多くの責務

を担っている。さらに各県は、中等教育、小中学校の先生の給与及び人事管理、町や村の生活支援、児

童福祉政策、職業訓練などの教育及び福祉の面でも責任を担っている。地方自治体は、都市計画、自治

体の道路、特定の港、特定の公共住宅及び下水道に関して主な責任を担っている。教育及び福祉の面で

は、地方自治体は小中学校、幼稚園、市の生活支援、児童福祉、国民健康保険、高齢者保険、水道、廃

棄物処理、住民記録及び消防の面で主な責任を担っている。  
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図 2.5. 2013 年 OECD 加盟国の地方政府の投資 

  

注：2012 年チリのデータ、日本、韓国及びニュージーランド；2011 年トルコのデータ 

出典：OECD（2015c）、Subnational Governments in OECD Countries: Key Data、パリ、入手先：
www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-governments-in-OECD-Countries-Key-Data-2015.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324664 

 

日本の地方政府は国からの移譲に深く依存する 

地方政府の歳入は国からほぼ同じ比率の税金及び移譲であり、地方政府の歳入の 44.1%は税金から拠出

され、46.2%は補助金、助成金及びその他から拠出される（2013 年のデータ）。OECD33（チリを除く）

における、それぞれの平均は、地方政府の税金が 43.7%、補助金及び助成金が 37.3%である。大きく異な

る点は、ほとんどの OECD 加盟国では、その他の収入源が歳入において大きな比率を占めている点であ

る。例えば、日本の地方政府は、関税や手数料は歳入のほんの 5.7%で、財産所得はほんの 0.7%である。

OECD33 の平均は、それぞれ、15.2％と 2.3%である。日本の社会保険負担は地方政府歳入の 3.2%である

ものの、OECD33 は平均して地方政府歳入の 1.5%だけである。 

各県の最も重要な税金は、法人及び住民の両方から徴収する住民税（2012 年県税収の 39.8%）、事業

税（17.9%）及び地方消費税（18.0%）である。地方自治体では、市長村税（44.7%）と固定資産税

（42.2%）が全税収のほぼ 90%を占める。しかし、政府の両レベルとも、自らの税収は歳入の 1/3 以下で

あった。県及び地方政府の主な収入源は図 2.6 に示されている。 
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図 2.6. 2012 年度の地方政府の歳入の内訳 

   

出典：総務省（2014）、「平成 26 年版地方財政白書」、東京、総務省、入手先：
www.soumu.go.jp/iken/zaisei/26data/chihouzaisei_2014_en.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324674 

 

財政依存の規模は県や地方自治体により大きく異なる。2013 年度に日本の地方政府は全体でその歳入

の 36.4%を国からの移譲という形で受け取った。しかし、東京都などいくつかの自治体は、ほぼ全て自己

で資金調達した。東京は、日本で最も事業が密集しており、平均収入が非常に高いためそれが可能であ

った。結果として、最も高い一人当たりの税収入があった（図 2.7）。全国の地方政府の平均納税者収入

の上位 10 の内、東京 23 区の 7 区が占めている。反対に、沖縄、島根県、日本海沿岸に面しているほとん

どの県は、比較的貧しく、その歳入の半分を大幅にこえる値の資金を中央政府の財源から調達している。  
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図 2.7. 各県の一人当たりの税歳入 

国家平均を基準としたパーセント 

  

出典：総務省（2014）、「平成 26 年版地方財政白書」、総務省、東京、入手先：
www.soumu.go.jp/iken/zaisei/26data/chihouzaisei_2014_en.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324682 

 

東京への収入及び財産の集中は、1990 年代初頭のバブルがはじけた後から加速した。この問題が非常

に深刻になったため、2015 年 6 月に、日本最大の事業連合である日本経団連は、都市圏から本部機能を

移動する際にあるハードルに関する情報を集めるため、所属する会社の緊急調査を行った。さらに政府

も、本部を地域に移動させた企業に減税措置を与えるという提案を発表した。この場合、「地域」とは、

大阪、京都、神戸及び名古屋の主要都市以外の場所、と定義される（Suwa、2015）。町及び村は、特に

地方交付税を通して支払われたものに、深く依存している（図 2.8）。これらに高く依存している地域は、

高齢者、失業者、低所得労働者及び小規模の低収入事業の密度が平均より高い傾向がある。中央政府か

らの助成金なしではそれらの地域は、悪影響を及ぼすほどの高い地方税率を適用しない限り、最低限の

公共サービスを提供するのは厳しい。それらの地域は比較的小さいため、総数では地方政府歳入の地方

交付税の比率は低く、2012 年度は 18.3%と記されている。 
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図 2.8. 2014 年の日本の地方自治体の歳入の内訳 

 

 

注：中都市及び小都市は、指定都市、中核都市及び特例市を除く。「地方贈与税」は、固定された比率の歳入が集め

られ、地方政府に移譲される国税の総称。 

出典：総務省（2014）、「平成 26 年版地方財政白書」、総務省、東京、入手先：
www.soumu.go.jp/iken/zaisei/26data/chihouzaisei_2014_en.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324692 

 

政府間の歳入配分及び補助金の交付 

地方交付税は政府間移譲システムの最重要項目である 

日本の政府間の歳入配分は、上記で概要が示されている歳出負担の割当てとは一致しない。例として、

2013 年度では、国の税収の合計の 85.9 兆円は、国と地方政府との間でおおむね 60/40 の比率で分けられ

た。歳出は（社会保障基金を含めて）おおむね 42/58 で分けられた。地方政府の供給源と支出負担の差は、

2013 年は約 37 兆円（GDP の 7.7%）で、十分な政府間移譲の必要性が高いことを示している。日本の政

府間の移譲は数多くの改革の取組において焦点となり、大きな役割を果たしてきた。一般及び特定補助

金は憲法に則り、地方政府間の財政の不均等を軽減するために、国内の最低限の公共サービスを保証す

る目的の一括援助の形で与えられる。 

国から地方政府へは、特定の（条件付きまたは特定の目的の）助成金及び一般目的の移譲（包括的補

助金）の両方がある。特筆して最も重要な移譲源は「地方交付税」である。地方交付税は、地方政府へ

の一般補助金を含む、政府間の歳入配分手段である。地方交付税の税という言葉から、この税収はもと

もと 1940 年の財政の集権化以前に地方政府の歳入から得ていた。地方交付税の指定を維持していたこと

は単に偶然に起きたわけではない。この財務上の経歴は、歳入配分を保持してきたことを説明する主要

な論理的根拠を提供する。地方交付税を、より小規模な（しかし重要な）一般助成計画や地方贈与税と

混同すべきではない。地方贈与税は、地方ガソリン贈与税やその他、国税として集められ地方政府に移

譲される税金である。2015 年度のこの計画の合計は 2.7 兆円であることが予想されている。地方交付税と

異なり、再分配は意図していない。 

地方交付税は、主要な五つの国税（個人所得税、法人所得税、その他）の歳入の法的に規定された固

定比率分により主に供給されている。今のところ、2015 年度は合計 16.75 兆円、または地方政府の全歳入

の 19.7%を予定している。地方交付税歳入の供給源の税金の固定比率は頻繁に変更され、その税源事態も
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改訂されてきている（表 2.1）。最近では 2014 年から 2015 で、2014 年は 100%の地方事業税（2015 年は

4.77 百万円）が地方交付税の税源に加えられ、2015 年はたばこ税が取り消された。これらの税源からの

歳入は、国の政府予算の特別会計に集約される。これらの歳入が適正かどうかは（多くの場合適正では

ない）地方政府の全ての歳入及び必要とする歳出をマクロレベルで分析して決定する。地方交付税会計

にはその後、必要に応じ、負債などの追加財政が補充される。上図に示されているように、地方交付税

は「一般地方交付税」と「特別地方交付税」の二つの区分に分けられる。前者は地方交付税基金の 94%

を成し、歳入配分に用いられる。一般地方交付税は二つの中核機能があり、一つ目は地域サービスを保

証するもの20、そして二つ目は地方政府の財政力に応じて歳入を配分し、政府間の財政不均等を低減する

ものである。残りの 6%は特別地方交付税に移譲され、災害の被害に対応する臨時支出や緊急支出に用い

られる。 

表 2.2. 1999 年から 2016 年の地方交付税歳入の内訳 

国税から配分された地方交付税の比率 

 所得税 法人税 酒税 消費税 たばこ税 地方事業税 

1999 32.0 32.5 32.0 29.5 25.0 -- 

2000-06 32.0 35.8 32.0 29.5 25.0 -- 

2007-13 32.0 34.0 32.0 29.5 25.0 -- 

2014 32.0 34.0 32.0 22.3 25.0 -- 

2015 33.1 33.1 50.0 22.3 -- 100 

出典：総務省（2014）、「平成 26 年版地方財政白書」、総務省、東京、入手先：
www.soumu.go.jp/iken/zaisei/26data/chihouzaisei_2014_en.pdf. 

 

地方交付税の財政事態にも懸念すべき大きな課題がある。20 年近くに渡り、5 つの国税からの地方交付

税の財源歳入は、必要とされる地域の財政を支えるだけの資金を提供できていない。2015 年度には、地

方交付税の法定税は、この枠組みに 14.9 兆円の歳入をもたらしたものの、様々な財政機構から上乗せし

てもらう必要があった（2015 年総務省地方財政局）。これには主に 2 つの財源を元に実施された様々な

措置が含まれる：i）国の政府予算の一般会計、及び ii）国及び地方政府間で 50/50 の比率で分担する債務

による資金調達。これらの措置は複雑で問題の核心を解決しない。地域活性化のための資金調達の議論

は、この大きな問題に取組む機会を与え、地方交付税の資金調達の取決めを再考する機会になる。 

囲み記事 2.5. 日本の地方債 

地方財政法は地方政府の歳出は、地方債の収入以外の歳入から調達しなければなら

ないと規定しているが、その収入が用いる目的が以下の場合はその限りではない。 

 公共交通、ガス、水、その他の光熱費に必要な支出のため  

 出資や貸付金のため及び地方債の借り換えのため  

 災害対策、復興、救助プロジェクトの支払いのため 

 学校、保育園、消防施設、道路、川、港、その他土木工事事業など、コミュニ

ティまた公共施設の建設費を支払うため21
 

 公共使用目的で土地を購入する、または、事前に代替地を確保するため  

地方政府が債権を発行する時、または発行方法、利子及び買戻し方法を変更すると

き、当地方政府は総務省又は関連する県知事に相談しなければならない。 

出典：国土交通省（2014b）、「OECDの国土レビュー背景報告書」、国土交通省、東京、12 月. 

数年にわたり施行されてきた措置の不足分は一般的に、債務資金調達により補われ、地方政府の債務

分は、地方政府が地方交付税歳入の将来分から借り入れる。この習わしは 2007 年度及び 2008 年度に終了

したが、2008 年後期の世界金融危機により 2009 年度に 1 兆円の「歳出の別項目」が採用された。この特

別措置は、国と地方政府で借入金を 50/50 に分けるのではなく、地方交付税の資金源の補完を直接、国の
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政府一般会計から得るという以前の慣行を倣ったものである。（Tobita、2014:12-13）。続く数年はその

呼び名が変更され、段階的な引き上げがあり、結果として 2013 年度の 1.495 兆円の「地域経済基盤の向

上、雇用及びその他措置の基金」となった。同様に、厳しい経済状況に対応するため、歳入の追加が含

められた、地方交付税の「特別追加」が 2011 年に制定された。この特別な措置はその年に合計 1.27 兆円、

そして 2012 年に 1.1 兆円計上された。  

Finance policy making in 2014 年、2015 年の財政指針の策定は数年に渡り、地方経済の格差を埋める地方

交付税のための特別措置を廃止するかどうか、に焦点が置かれていた。2014 年 12 月に、財務省の財政制

度等審議会は地域財政計画の歳出の別項目を変更し（2013 年に 1.495 兆円）、地方交付税の特別追加

（2013 年に 9900 億円）を提案した。ここで強調されたのは、これらの措置は厳しい景気後退状況及び

2008 年 9 月のリーマンショック後の前例のない予算編成における課題に対応するために設けられ、2013

年に国の政府一般会計で地域及び国家の経を促す様々な財政措置が廃止された。当審議は、歳出の別項

目及びその他措置の特別追加を廃止する計画を通し、地域の公共財政は通常の状態に戻るべきだとの主

張だった。財務省は、2015 年度の予算を準備していた時は、この特別追加はすぐに廃止すべきだったと

思っており、地域公共債務が過去 10 年に渡り増加しておらず、地域税収が経済回復を後押ししている、

と指摘した。しかし、それとは反対に、国の債務は 2004 年から 2014 年の間に 52.7%増加している（産経

新聞、2014 年）。 

財務省は、地域財政の不足分を補うこれらの緊急措置は効果的な消費や投資に結びつかないと主張し

ている。地方政府及び総務省は、これらの措置は雇用の援助、社会保障受領者のための仕事や生活支援、

地方の事業創生、空住宅ストック対策、その他人口減少に対処している地域の対策を提供していると反

論している。しかし、もしこれらの措置が必要であれば、それらがさらに安定した、予想できる財政に

より支持されていないことは問題である（Sawai、2014 年）。これが、地方政府が一般的にそのような増

加を求める理由である。地方政府の意見を反映し、全国市長会は 2015 年 6 月に基本的な地方交付税の強

化を主張した（全国市長会、2015 年）。東京都と他の 8 県及び市もその実施を日本国政府に要求した。

これらの地方政府は、特に地方交付税が地方政府の状況のために使用されず、地方政府の政策立案決定

に寄与していないことを強く主張している（東京都、2015 年）。 

特定助成金は、その使用を削減する取組みがあるものの、引き続き重要な役割を担
っている 

特定助成金は 2015 年度に 13.07 兆円、また地域歳入合計の 15.3%を占めた。 これらの助成金は教育、

保健、その他の指定された地域事業費のために、その関係する府省に配分された。助成金は事業費の一

部、通常半分以上を助成し、その残りは地方政府の一般歳入と地方債の両方または片方により補われる。

特定補助金は、戦後の枯渇し荒廃したインフラを再建するため、また、高成長及び急速な都市化により

求められた交通やその他のシステムを開発するための、重要な資金源であった。インフラ及び都市設計

のためにより大規模な全国に均一した出費があるにもかかわらず、計画の集中化及び配分は効率化に寄

与した。しかし、そのような方策に依存することは、地方政府支出の大部分は国のインセンティブに大

きく影響されることを意味していた。 

特定助成金は、段階的な取組から始まり、その流れの最高点に達した 2000 年代初期の一連の意欲的な

取組み（囲み 2.6）まで、半世紀もの間、議論と改正の的となってきた22。しかし、1980 年代半ばまでは、

特定補助金は、地方交付税より地域歳入がその大半を占めていた。しかし、数年にわたる財政分権化の

進展により、一般目的の補助金において特定補助金の役割は低くなってきた。この方針は、一般目的の

補助金は地域レベルで選択の自由があり、その代わり、公共事業の過剰支出のインセンティブを抑える

ことになる、という考えにより推進された。特定補助金の内訳も数十年の期間にわたり変化してきた。

高度成長期及び 1990 年代の公共事業への集中的な支援は、近年みられるように、他の支出を優先するこ

とに重きを置くことを促すものとなった。これは歓迎できる進展である。特定補助金内の公共事業費は

合計で 20%未満となっており、その大部分は社会保険、教育及びその他人々のための支出を助成してい

る。地域負担の拡大が予測され、それを補うために特定補助金が削減され、地方交付税が増加された。

地方建設債もその目的のために増加された。 
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囲み記事 2.6. 2000年以降の政府間の財政改革 

2002 年に政府は、地方政府歳入の 3 つの主要な財源である地方税、地方交付税及び特例

補助金全てに意欲的な改革を実施した。これが「三位一体の改革」と呼ばれるようになっ

た改革である。2003 年度には、4 兆円もの補助金改革が行われた。その次の年、2004 年度

は、3 兆円もの歳入が中央政府から地方政府へ移譲され、それと共に所得税の一部は地方政

府へ個人住民税として移譲された。2003 年から 2006 年の間全体で、この改革により助成金

は 8.8 兆円削減し、3.6 兆円の歳入を創出した（Ikawa、2007）。 

この改革の注目すべき一つの点は、2005 年度から 2006 年度に、中央政府は地方政府にど

の特定補助金を削減できるか提案を提示するよう求めた。その目標削減額は 3 兆円であっ

た。徹底的な議論の後、地方政府責任者のグループは、中央政府の目標を超える、特定補

助金の 9 兆円の削減を求めた23。2005 年から 2006 年の地方政府により提案された 3.2 兆円

の削減が、社会保障分野の 45 の助成金、公共事業分野の 33 の助成金、教育分野の 15 の助

成金そしてその他 55 の分野がかかわっていた事実を見ると、この取決めに広く行き渡って

いる複雑性を推測することができる。 

驚くべきことに、この提案は多くの中央政府の府省及び国会議員から強い反対にあっ

た。それは、その特例がいかに国家機関にとって重要な機能を果たしていたか反映してい

る。この状態では課題が残る。該当する助成金をコントロールすることにより、多くの関

係する府省は、地域支出の特色に影響を与えることによって、彼らの権力の多くの部分を

導き出していた。財政および政策決定の分権化は、特に財政的に制約されているときにお

いて、彼らの指針の目的を追い求める能力をむしばむものとなる。 

三位一体の改革は、特定補助金を一般助成金に変換するための 10 年間の取組みの最後に

実施された。いくつかの中央政府機関は、自分たちの指針目標に導く重要な道具を失うこ

とになる、この移行に強く抵抗し、それは食料の確保やその他の国の優先事項にリスクも

たらすと主張した。最終的に、公共事業に関連した施策の約 10%は一般歳入計画に移され

た。2011 会計年度では、それら関係する府省の手中から全体で 5120 億円の特定補助金が取

り除かれ、それらの規制制度は緩和され、財政は集約された。その後、それは一般補助金

として、共通の門番である内閣府を通して配分された。2012 年度には、この値は 8330 億円

に増加した（Mihara、2013: 33-36）。この改革はそれ以前の補助金の改革とは、質的に異

なるものであった。この改革は新たに「地域の自立的な計画への補助金」であり、それに

より受け取る地方政府は自分で適切な個所に財政を配分することができる。これにより、

助成金や支出に対する中央政権の権限は大幅に低減し、公共事業の助成金の改革が大きく

進展した。  

「地域の自立的な計画への補助金」が 2013 年度に廃止されたときに再びこの方針が変更

された。それは、政府がさらに地域の回復力を支援するため、例えば、インフラ管理の向

上、地震や火事、その他の危険に対応する住宅やその他の資産の強化などに資源を利用す

ることを望んだからである。この、「一般歳入化」を国の支援から地方政府へと移行する

動きは、幾人かの日本の国家財政専門家により激しく批判された（Tobita など、2014

年）。彼らは、過去の公共事業への過度の地方政府支出へと導いたインセンティブに戻る

のではないかと恐れた。しかし、この変化の支持者たちは地域の政府活動（例えば、気候

変動、地域成長や回復に関連したもの）の過剰や地域レベルの能力の課題を指摘してお

り、国によるさらに強いリーダーシップの必要性を示しているとも言える。 

 

他の多くの国と同じように、このような改革の永遠の課題は、それが単に国の費用を削減し、歳出の

負担を地方政府に負わせることにならないように保証することである。これが、1980 年代に採択された

変更とそれに続く改革の際に、地方政府の代表者達から挙げられた批判の一つであった。中央政府の地

方政府予算への援助は、長きにわたり財務省と総務省の間で意見の相違がある分野である。財務省は、
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国の税基盤のコントロールを保ちつつ、国家財政の懸念及び可能な限り政府間の移譲を削減しようとし

ている。政府間移譲の改革は地域再活性化の一部であると主張する。その一方、総務省は、時宜にかな

った予算の整理、一般補助金の計算など、地方政府の財政を監督する。財政再建の費用を地方政府に負

わせるという、財務省によりなされていると見なす取組みに抵抗し、地方交付税の特別措置を廃止する

という財務省の働きに反対し続けている（経済財政諮問会議、2015 年）。 

異なる財政方策の相互作用は予想外の結果に導くことがある 

上記にあるように、補助金による事業のその地域が負担する費用の一部、また地方債の支払いは、そ

の事業の費用の特別措置や、地方交付税の基準財務需要の計算に債務返済を含めることによって資金援

助される。これは、地方政府が直面するインセンティブを理解するため、地方交付税、該当する助成金、

及び地方債は一緒にして考慮されるべきであることを意味する。これらの措置は、地方政府の選択を制

限したり決定したりするものではないが、地方政府の支出の優先順位に影響する可能性があるため、異

なる措置の相互作用に敏感であることは重要である。多くの地域事業は地方債により資金援助され、中

央政府により承認される。この債務の元本及び利息の支払いの一部は、地方交付税の基準財務需要の計

算に含まれているため、この取決めは、地方政府が的確な財務歳出の優先順位を設定するよう促すため

の方策として用いられるようになった。地域レベルでの特定の事業の費用や利益を分析するためではな

く、地方政府はその計画全体を考慮して事業を選択していた。関係する費用の合計は決して些細なもの

ではなかった。2001 年に、地方交付税の配分の計算に含められた、事業に関連した支出及び負債に関連

した費用の合計は 6.3 兆円であり、それは「基準財務需要」の合計の 13.4%に当たる。  

2000 年代初頭に注目されたさらなる問題は、地域税収がバブル後の「失われた 10 年」の間に減少した

時、地方交付税の受領者ではない地方政府は歳出を抑制したものの、地方交付税の受領者であった地方

政府は歳出を増加したことである。税収が低い地方政府では、実際に一人当たりの一般歳入が増加した。

この結果が生じた理由の一つは、地方交付税を計算する際、地方政府の異なる自然及び社会状況を反映

した計算を含めたことにある。さらに、地方交付税は明確な均等機能があるものの、特定補助金により

援助された多くの以前の事業にはそれがなかったため、増加した地方交付税を得るための特例の削減と

いう動きは、この構造の再分配特性を強めた可能性がある。これらの理由またはその他の幾つもの理由

により、政策立案者たちは地方交付税の計算の簡素化を可能な限り求め、「客観的」な方策に焦点を当

てた（内閣府、2001 年）。2000 年代の地方交付税の仕組みに対する改革により、債務サービスの援助に

よる公共事業を促していた方策は徐々に制限されていった。いくつかのものを除き、その慣行は 2010 ま

でには廃止されていった（Tobita、2014: 17）。 

地域活性化を促す政策は、財務の分権化への圧力を強める可能性がある 

2013 年の特定から一般目的の移譲へ移る動きに対し（上記囲み記事 2.6）一部逆行する動きであるにも

関わらず、現行の政府の地域活性化の取組みによって、非特定移譲へのさらなる依存と、地域の意思決

定を通し、さらなる分権化に向けた長期的傾向を強める可能性がある。2015 年の地域財務計画の主な特

徴の一つは、地域活性化のための資金、「まち、ひと、しごと創生基金」を 1 兆円創出したことである。

それは地方政府に配分され、地域取組み及び自治権を最大限に発揮する事業を促す。さらに 2015 年の初

期予算では 7225 億円を同様の、国の「まち、ひと、しごと創生総合戦略」を支援するという目的を持っ

て特定補助金に充てている。これらの助成金は 4 つの幅広い分類に分けられる。  

安定した雇用機会の促進（1744 億円） 

人々が地方地域へ移動するよう奨励する（644 億円） 

若者を結婚し家族を持つ望みを強める（1096 億円） 

現代化された地域コミュニティのネットワークを促す（3741 億円）  

さらに 2015 年の予算に 6766 億円（地域見合基金と合わせると合計で 1.36 兆円）を、子供の育成のプ

ログラム及び高齢者介護のプログラムの費用の支援を通して、社会保険制度を補強するために組み込ま

れている。  
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さらに、地域の革新的で卓越した事業の基金を援助し、また縦割り行政を乗り越えるため、内閣は

2015 年 6 月に「新形式の支出」の様式を確認した。この基金は、基本的に、現行のプログラムでは範囲

外のため、従来の助成金では補完できない事業を支援するために用いられる。新形式の支出の合計は、

約 2000 億円になると予想されている。これらの基金は、提案されている地域事業の費用及び利益の客観

的な分析に基づき、配分される。支出は 2019 年度中継続する予定である。地域提案の優劣に関連した決

定はどこでなされるかはまだ明確ではない。 

その他の地域活性化支出の基金は、消費税などの安定した収入源から基金の提供があるものの、「ま

ち、ひと、しごと創生基金」の基金提供は、幅広い範囲の財源を引き付けることになる。一つは、「地

域活性づくり事業基金」からの 3500 億円（合計 5000 億円まで増加する）など、現存する歳出を新たに注

目することである。さらに、5000 億円が次により生じる。1）法人住民税の法人税割を地方交付税の収益

基盤へとシフトするのに伴う財務不均等の軽減を通して生じる 1000 億円；2）地域金融機関が保持して

いる金利変動型積立金を展開することによる 3000 億円；3）投資歳出の以前の削減からの債務返済費用

の削減から得られた一般歳入を用いた 1000 億円。これらのいくつかの財源は効果的で、現存する施策の

目的変更のために歓迎できる。それにより、古いプログラムが制度面の惰性でただ残されていることを

防ぐことができる。しかし、財務歳入の多くは、数年後に変化する可能性がある、政治的及び政治に関

連した要素に依存している（Tobita、2015 年）。  

さらに、計画された「新形式の支出」の資金を提供する歳入は、現存する特定補助金の改訂から捻出

する。これには、特定補助金の削減の同意を各府省から得ることが必要である（中日新聞、2015 年）。

過去に関係する府省はそのような改革に抵抗し時には成功したこともあったものの、政府はたて割り行

政を乗り越え、自立した地域開発が行えるよう、確固とした態度をとっている。確かに、政府はこの特

定助成金を一般助成金に変えるという取組みを「まち、ひと、しごと創生基金」へ、少なくとも財政が

不安定な地域へ拡大していくことを望んでいる。  

政府間移譲の改革への道のり 

当局は地方交付税の配分基準を見直す必要があるかもしれない 

地方政府への一般地方交付税基金の配分は、地域の財政能力及び歳出の必要性を計る複雑な数式に基

づき決定される（表 2.3）。いかなる地方政府へ移譲する金額は、「基準財政収入」とその「基準財政需

要」とのバランスに依存する。基準財政収入の計算は、基準化された地域税収（基準税率による評価）

に基づくが、それは、地方税を奨励するため、また、基準財政需要の計算に含まれない地域政策を考慮

して、75％で計算される。その後、地方贈与税及びその他の非地方交付税の一般補助金配分が追加され

る。それと同時に、歳出需要の計算は、教育や消防業務などのための、各地方政府のサービス基準の評

価に基づく。サービスの提供や作業パフォーマンス両方の単位費用を評価するために用いられた指数の

大きな数値や、該当する補正係数を計算するための指数により、数式が複雑になっている。もし基準財

政需要から地方政府の基準財政収入を差し引いたときに 1 を超えた場合、それは一般地方交付税の支払

いを受け取る資格は無い。47 県では東京だけがこの分類に入る。2014 年度には、54 の市や町もその分類

に入った。 
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表 2.3. 地方交付税の計算 

資金調達の差 = 基準財政需要 – 基準財政収入 

基準財政需要 = サービスの提供 x 測定単位 x 補正係数の単位費用 

基準財政収入 = 基準地域税収 x 0.75 + 地方贈与税配分等. 

単位費用：各行政サービスや作業の単位当たりの支出 

測定単位：各サービスや作業を評価するための人口やその他の指数 

補正係数：自然や社会 状況に依存する提供費用の違いが反映される 

（例：異常気象、人口動態の要素、遠隔地） 

出典：鵜田 晋幸（2015）、「日本における地方政府の財政規律」2015 年 6 月 10-11 日の東京での IMF、ADB、PRI会

議「高齢化社会における長期的な成長と持続可能性に向けた財政政策」の論文より

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm（2015 年 7 月 15 日にアクセス）。 

 

ある場合は、少なくとも、地方交付税配分に関連した計算の根拠を再検討する可能性もある。 

配分は、提供されたものの経歴からではなく、実際の必要を反映すべきである。計測されたものの中

には、必要をベースにしているのではなく、入力ベースのものがある（警察などの人員数または病院

のベッド数）。場合により、その数値は、該当する地方政府から得た実際の数値ではなく、状態や規

則から得られたものもある。地方交付税の最近の変更点は、承認された患者のベッド数ではなく、実

際に使用されているものの数を用いることになり、これは漸進的な変更である。この方向へさらに多

くの変更を加えることが可能である。 

計算はさらに、公共事業の資金を供給するための地方債、また歳入不足などの他の理由による、元本

及び利息の費用が含まれる。これは、あまり一般的ではない日本の財政調整制度の特徴である。それ

は、地方政府が事業の資金を供給するため、またその他の国により支援されている事業のために債務

を用いる場合、その債務を得るよう援助する国の意欲が反映されているように見える。それは後述す

るが、地方政府にとって問題となり得るインセンティブを生み出す可能性もある。 

地方政府は用役原価調整の基準を操作してはならない。それを守れないのであれば、一般目的の移譲

は、特定補助金と同様に支出の決定を歪めるものになる。例えば、道路工事量や利息支払いなどは地

方交付税の配分方式の一部であるということは、地方政府に道路へ過剰に支出する（あるいは過剰に

借りる）インセンティブを与えることになるかもしれない。デンマークでは、1980 年代は地方の道路

の長さが支出需要の指標となっていた。これにより、小さい、私有の未舗装の道路を公共道路へ変え

るよう地域当局を促した。これは、未舗装の道路を維持する費用はとても低いので、経済的に魅力的

であった。その基準は次第に廃止された（Bergvall et al. 2006 年）。 

同等化の目的は、人口動態が変化するにつれ、向上した資源効率の必要性とバランスをとることが求

められる。例えば、高い人口減少率がある多くの地域コミュニティは、社会サービスを提供するのに

比較的高い費用が求められる。それは財政調整においてそのような調整は理にかなっているものの、

地域当局者に課されている効率向上へのインセンティブに関して、及び、さらに多くの資源を人が少

ない所へシフトすることが厳しい財政環境において理にかなっているかどうか、という質問を提示す

るものとなる。  

この質問への完璧な、または最終的な答えは無い。これは公平さと効率のバランスをとることに関す

る質問である。しかし、このトレードオフへの政府の対応は、上記にある、空間計画及びインフラの政

策の課題と密接につながっている。日本が変わりつつある人口動態の状況に対応していくにつれ、財務

及び国土政策もそれに整合される必要がある。当局は遠隔地の低密度地域の人々の権利を尊重し、公共

サービスの必要性に対応することを望んでいるのは正しいことである。しかし、政府は、人が減少して

いる地域へ多額の資金を無制限で移譲する立場になってしまうことを避ける必要がある。これにより、

効率と公平さの両方を保つことが可能となる。地方交付税の方式が過去に見られた箱物の公共事業支出

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm
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を復活させてしまわないように24、また、その地域の潜在性、取組みや特性に依存する人々や資源のため

ではなく、国の基金が入手しやすいがために、戦略や地方自治体間の競争を生み出さないように気をつ

けるべきである。 

当局は、2008 年に採用された「ふるさと納税」のような財政トリックに対して用心すべきである。日

本の都市部に住む人たちは、彼らの地域民税の一部を彼らの故郷に分けることを選択できる。当初は、

都市部に住む多くの人たちが自分の出生地に抱く思いを用いるという狙いがあったものの、それは税金

を得る競争に変わってしまい、日本の地方自治体は、かつてないほど積極的に自分たちを売り込んでい

る状態である。これは、多くの地方自治体が、ふるさと納税に寄与した返礼として、贈答品を提供する

ようになったからである。これらの贈答品は多くの場合、その地域が産地の食べ物、例えば、高級牛肉、

珍しい魚介類、米、ビール、酒などが一般的であるが、その他に、気球フライトや金の手裏剣などもあ

る。奈半利町の贈答品は、まぐろ一尾、現地で釣れた魚のセレクション、奈半利町原産の豚肉 1 キロ、

原産のお米 5 キロ、手作り味噌 500 グラム、奈半利町のデザートやソースなどがある。多くの市町村では、

マーケティング用の冊子を作成して配布し、提供される品々を宣伝している。2011 年以降、このふるさ

と納税は、論争の的となることが少ない、東日本大震災の復興を支援する方法として、人気となってい

る。  

この制度は非常に好評で 2014 年度には約 130,000 人の納税者が 142 億円を農山漁村へ寄付し、61 億円

の減税となった。総務省のデータによると、2009 年度から 2014 年度合計のそれぞれの値は 1126 億円及

び 373 億円であった。2015 年度に、政府は、個人がそれぞれ選択した納税先に払える税金を倍にした。

所得税申告を作成し、その納税分を申告するという要求もなくなった。この両方の措置により、税金の

徴収を増加させるであろう。  

この制度は好評であるものの、考慮すべき問題や要素がある。最も一般的な批判は、ふるさと納税は、

その人が住む都市から住んでいない所へ歳入を分けてしまう（そのためサービスを消費する）というも

のである。これは国家財政の観点からすると、特に財政調整がすでに大きな役割を果たしている体制に

おいて、非効率的である。実際、この制度はこの体制に歪みを生じさせるほど大きくはなく、寄付者の

大半が住む、東京の予算に傷をつけてもいないような状況である。しかしこの制度は大きくなってきて

いる。それより差し迫った深刻な問題は、この制度の結果として、公共予算の純損失を生じさせること

である。寄付を募る競争はゼロになるのではなく、マイナスになっている。幾つかの地域では、受領し

た寄付の 60 から 80%以上に相当する値を贈答品やプロモーションに充てている。誰も地方自治体のこの

行動を批判することはできない。これを民間事業とみなすと、確かに多くの利益を創出している。しか

し、財政移転制度と見ると、中央政府の観点では異なった見方となる。対象とする受益者にもたらす値

の 3，4 倍の予算が必要な制度を支援するのは効率的ではない。この制度は、個人には減税する手段とし

て広く（そして正当に）見なされており、それは一般政府予算上では相当量の放棄所得である。近い将

来、厳しい財政状況に陥りかねない国では、これは悪戦苦闘している農山漁村を支援する効果的な方法

とは言えない。予算上の費用は、地方政府がこの制度から追加で得た歳入をはるかに超えているのであ

る。  

しかしながら、この制度は、県及び地方自治体が全国民に接触する機会を与え、その地域のマーケテ

ィングやブランディングを行うよう促すという目的では、有効であった。地方政府の多くは、その地方

を代表した漫画マスコットを作製し、中には非常に人気が出て成功したものもあった。熊本県を代表す

るピンクのほほを持つ黒クマのくまモンのイメージを使用した玩具やその他の製品は、その県に年間 600

億円もの収入をもたらした。そのため、この制度は、首都圏外の地方政府へさらなる資源を送るだけで

はなく、地域の再活性化を強め、地域経済を強め、農山漁村や小規模な市町村へ若者を引き付けやすく

する可能性がある。さらに、大都市へ引っ越した人々に、もしそう望むのであれば、自分たちの故郷と

つながりを保つ良い機会を与えるものとなる。地域経済開発に関連し、鍵となる試金石は、税金に対応

する形で製品を購入することができなくなった場合でも、消費者は引き続きその商品を購入するにある。

上記で述べたふるさと納税の課題を考慮しつつ、政府はこの制度に関連した傾向を細かに監視し、その

費用、益、そして配分結果を厳格に評価していくべきである。  
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特定補助金もまた、役割を有している…  

一般目的の補助金と特定補助金のバランスを保つ面で苦闘してきたのは日本だけではない。特定補助

金は、財務規律を弱め、配分効率を減少させ、地方政府支出の決定を歪めるものになると幅広く信じら

れてきた（Bergvall et al. 2006; Blöchliger 及び Vammalle、2010）。すでに何年もの間、多くの状況では一

般目的の補助金を推奨するようにという一致した意見があった25。しかし、特定補助金の問題は広く知ら

れ、幾つかの国々ではそのような方策への依存を減少するように促されたものの、いまだに多くの国々

ではこの方策が幅広く用いられている。これは単に不得策の一例ではない。反対に、最近、特定補助金

はある状況において特定の長所があることが次第に認識されるようになってきている。 

成果主義の補助金の魅力的な特徴の一つとして、提供者と受領者のしっかりとした事前の協議は、こ

の方策を成功裏に進めるための必須条件ということである。この協議自体、有益な物であり、利益が

得られるかなり前の段階から、政府レベルでコミュニケーションと情報交換を行うよう促すものであ

る。（Smart 及び Bird、2009）。  

Borge 及び Lilleschulstad（2010）は、共同融資条件がある特定補助金は、新しい活動（新しいサービス

の提供、新しいインフラへの投資など）につながっている時、地域支出の優先事項をシフトする際に

有効的であると述べている。そのような補助金は、その地域の政策改革に関心がある政治家にとって

物事を容易にする助けとなるかもしれない。（いまだに）確立した選挙区がその地域にいまだに存在

せず、その地域のロビー活動を避けながら、歳出を新しい事業へと持っていくことは難しいからであ

る26。 

特定補助金は、共同の資金投資や公共サービスの提供においてイノベーションや実験への援助など、

リスクを伴う事案に用いることができる（Bergvall et al. 2006; Blöchliger 及び Vammalle、2010）。  

地方政府に新しい任務が割当てられた場合、特定補助金の一時的な活用は、地方分権化改革の間、地

方政府レベルで能力を高めるよう援助するものである（OECD、2007）。これは日本に非常に関連す

るものと思われる。最近の財務省の分析では、地方政府への補助金の「一般歳入化」は望んでいたほ

ど地域支出の効率を向上せず、地域当局は管理費やその他の費用に注意を向けつつ、引き続き新たな

箱物インフラに投資した（財務省、2014a）。  

特定補助金は有事や災害後の財務復興政策に寄与するものである。2008 年から 2009 年の金融危機直後

に、多くの国では、時宜にかなった、地理的に対象を定めた対策を必要とする例外的な状況に対応す

るために、特定補助金は非常に柔軟性があり迅速な方策であることを示した。 

財政刺激という面で、特定補助金はスピードと、確証されている「追加性」の両面で魅力的であった。

下位レベルの政府は一般目的の補助金が歳出を単に締め出してしまうことを恐れていた。様々な刺激策

の主要な施策として、大規模なインフラ基金が計上され、適応条件の対象となった（Smart 及び Bird、

2009; Allain-Dupré、2011）。それと同時に、最低サービス要件や他の条件などの形で、一般目的の補助金

や幅広い分類別にパフォーマンス要件を加える傾向は、継続して実施されているようである（Slack、

2009; Shah、2009、2010; Steffensen、2010 などを参照）。ある人々は財政再建の面において包括的補助金

の改定があることを予想している。過去に、低次の下部政府の支援は、多くの場合、その支援を用いる

面で大きな自由があり、それを特定することにより、成長を促す歳出を幅広い予算削減から守る役目が

あると見られていたこともある。成長を促す投資のほとんどは、支出の管轄を超えた益をもたらす、有

益な波及効果を生み出すため、そのような補助金が「ピグー助成金」27としての役割を果たす場合もあり

える（Oates、2005）。そうでなければ、消費やサービスの歳出を維持するために、地方政府はそのよう

な支出、特に投資支出を廃止するよう促され、その波及効果は小規模または存在しないものとなる28。 

成果主義の補助金は最近様々な国で注目を集めてきている一つの選択肢である（特に Shah、2009、

2010 を参照）。成果主義の補助金は多くの場合、公共サービスに関連した最低提供基準とつながりがあ

る。一般的に「必要不可欠な公共サービス」に最低基準を設定することは、地方政府に対する条件を効

果的に設けるが、それらの条件をどのように満たすかを決定する際に、広範囲な裁量の余地を与える。

基準は全国的に適用されるか、または地域によって異なり、それは対象、品質、またはサービスの値段
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に影響を与える。教育、保健また他の福祉サービスは、単独にではないが、多くの場合そのような管理

の下にある（Joumard 及び Kongsrud、2003; OECD、2007）。  

しかし、その使用は限定的であるべきであり、政府間で調整を必要とする 

日本の移譲制度のいかなる再考においても、その目的は特定補助金を廃止するため、または最小化す

るためではなく、特定補助金がいつ、どこで用いられるのが適切かは、上記で述べた基準のようなもの

を用いて決定すべきである。人口減少、及び、地域間で人々や資源の競争が激化しているため、特定補

助金は特に、地域や県の境界を越えて益をもたらす、有益な波及効果が得られる施策で連携を強めるよ

う重要な役割を果たす（囲み 2.7）。これはすでに総務省にとって主要な優先事項であり、総務省は「連

携中枢都市圏」（地方自治体間の政策調整を促進する自治体間の協力契約であり、多くの場合、周辺地

域にサービスを提供できる中核都市に、主要な都市施設や機能を集積するもの）を形成すべく取り組ん

でいる。さらに特定補助金は、特に気候変動など国の優先事項に対応するため、また、地域レベルの能

力格差に対処するため、用いることができる。 

 

囲み記事 2.7. 中央政府による主導及び自治体間の協力 

地域政府は様々な仕組みを用いて連携を図る。しかし、そのような連携は多くの場

合、管轄範囲を超えた協力の障害となる数々の課題に対応するためには、ある程度の政

府上位の仲介が必要である。その課題には、国家の政策が根底にある場合もあり、政府

上位が関与すれば多くの面で容易に物事が進む。 

 解決すべきまとまった実施課題がある。大規模な都市または地域での全ての地方

自治体が協力体制から益を得ようとした場合、必要な情報や動員などの費用を負

担できる能力及びインセンティブをもつ自治体はいないかもしれない。ある場合

は、地方自治体はその協力体制に加わるのに必要な能力も不足しているかもしれ

ない。例えば、地域レベルの戦略的計画能力の不足は、カナダやスロエニアな

ど、広い多様性のある国での自治体間協力を阻害するものとなってきた。 

 管轄間で能力及び資源に大きな違いがある場合、それは信頼関係を弱体化し、協

力することのインセンティブを弱め、問題を増大させてしまうかもしれない。大

きさ、資産、優先順位の違いは近隣の地方自治体間で同意を得ることを難しくす

る。特に非常に大きな都市が、小さな地方自治体と協力体制を築くときはそうで

ある。 

 地方自治体間の競争が強まる可能性もある。特に、地方自治体が上位の政府から

資金提供を得るために競争するときはそうである。  

 学校及びや病院などの分割できない資産を扱う場合は、協力体制を築くのは難し

い場合がある。潜在的経済規模があるにもかかわらず、連携施策がそのような資

産を奪う可能性がある場合、それぞれの地域当局は効率性が低い支援を望むかも

しれない。人口が減少している多くの地域では、地方自治体は教育及び保険医療

などの分野で協力することの必要性を認識しているが、自分たちの長期的な存続

可能性また魅力は、主要な施設（そしてそれに関連した雇用）が自分たちの境界

内にあることに依存していると考えている29。  

 管轄内全体に有益な（消極的な）波及効果があるかもしれないが、広い地域への

政策や投資の手当て（費用）は、実施された自治体より大きくなる可能性もあ

る。その自治体は自分たちに残され、その活動に過小（過大）投資することにな

る可能性が高い。 

そのような管轄を超えた連携は注目に値するものであり、特に最近の実証結果による

と、特定の状況では、公共投資の外部効果（行政域内全体に波及する投資の影響）は、
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それぞれの地域への直接公共投資よりも地域成長に寄与することが示された（Rodríguez-

Pose、Psycharis 及び Tselios、2012）。歴史的に見ても、事業の有効規模がそれぞれの地

域の境界を越えるため、物理的なインフラ支援にとって協力体制は特に重要である（地

域道路網など）。これは物理的または社会インフラを能率化あるいは縮小する必要があ

るときに、その重要性が顕著に現れる（保険医療の需要が減少している地域の病院の地

域化）。さらに、機能的経済が行政の境界を超える場合、それにより人材開発やイノベ

ーションなどの分野で配当金を支払うことも可能である。 

出典：OECD (2014a), OECD Regional Outlook: Regions and Cities: Where Policies and People Meet, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201415-en; OECD (2013a), Investing Together: 

Working Effectively across Levels of Government, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en. 

 

このような補助金は慎重に用いるべきであり、重要な優先事項に焦点を当てるべきである。そのため、

それらは政府全体による観点から定義され、実施されるべきである。そうしなければ、異なる自治体の

特定助成計画、ここの判断基準の一つか二つで見るとそれぞれは理にかなっている計画が、自治体同士

でぶつかり合い、矛盾、混乱または歪んだインセンティブを地方政府が受け入れることになるという、

深刻なリスクがある。他の国々の経験を見ると、そのような規律が中央にない場合、例えば、それぞれ

の府省や部門が自分たちの支払い施策を独立して策定した場合、条件付きの助成計画は容易にそして急

速に倍増してしまうことを示している。その結果は地域自治権の崩壊、国の優先事項に関する混乱、及

び管理や評価が難しい支出政策の過剰な創出である30。  

異なる方策間の労働のさらに明確なビジョンが必要である 

上述したように、明らかに波及効果や規模の経済があるときに、サービスの提供及び投資の両方に協

力する強いインセンティブを地域当局が確実に持てるように、段階的に分権化施策を改善する必要があ

る。当局はすでにそのような協力を促すため、地方交付税をその必要に合うように調整している。一例

として、地方地域で公立病院の施設の集中的及び包括的な使用を促す、地方交付税の特別な施策の使用

がある。以前、公立病院に適用された地方交付税のバックエンド資金施策は、病院の建設や建て替えの

負債償還費用の 30％を負担したが、2015 年度から 2020 年度には、一般費用の比率は 25%に削減され、

地域再活性化に従い公立病院の再組織及びネットワーク化目的の事業には 40%に増加された。これらの

施策は、総務省及び国土交通省の両方に支援されている、ネットワークを創設するための総合的な計画

の一部である。さらに、これらを決定する県の役割は、決定力があり、それは、この決定がより幅広い

観点（局地的ではなく地域的）から下されるのを確実にする取組みである。（Hiraoka、2015; The Daily 

Engineering and Construction News、2015）。31
 

その他に、どちらかというと問題を起こす可能性もあるが、最近のイノベーションは、一般地方交付

税の計算に「まち、ひと、しごと創生基金」を含めることである。新しい取組みの一つに、2015 年に策

定された「人口減少等特別対策事業費」があり、これは人口及び地域活性化事業の必要、またその成功

を反映するための客観的尺度を基に計算される。その事業を必要とする指数は比較的詳細であり、それ

には人口の増加率あるいは減少率、転入してくる人口の割合、転出していく人口の割合、若者の割合、

人口の自然増加及び減少、若者の雇用比率、女性の雇用比率、有効労働需要の比率、その地域事業の一

人当たりの年間売り上げがある。その取組みの成功を反映する施策も同じように詳細に及ぶ。 

これらの両方の取組みは、ある面ではとても見込みがあるが、2 つの重要な問題が浮かび上がってくる。

一つの問題は、地方交付税を過度に多様な優先事項を追い求めるための方策として用いており、地方交

付税を不必要に複雑にするというリスクである。その方式が複雑すぎると、インセンティブの効用が鈍

くなり、地方政府がその多様な取組みの相対的成功がどのように地方交付税の計算に反映されているの

か、理解するのが難しくなる恐れがある。地方政府に人口減少対策を実施する促すため、認識を得るた

めのさらに明確な施策が必要だと思われる（Enatsu、2015）。2 つ目の問題は、再度、地方政府が彼らの

地方交付税配分に影響を与える可能性があることである。これは、財政調整仕組みに関してはのぞまし

くないことである。  

基本的な財政の必要性のための地方交付税の計算は、歴史的にも、この制度の実施費に影響する状態

における、地域間の違いを把握するため、幾つもの変数を用いてきており、均等性を保ってきた。地方

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201415-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en
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交付税の計算の新しい施策は（2015 年から）異なる目的を持っている。それは、制度支出に影響する異

なる地域状態を単に計測するだけでなく、成果を計測する目的で計算される。この新しい施策には、国

政府が地域再活性化に帰属することの重要性を、地方政府に伝える目的もある。しかし、幾人かの分析

家は、地方交付税のこの種のインセンティブは、過去に多くの問題を引き起こした、公共事業支出の促

進に戻ってしまう危険性があると述べている。（Tobita、2014:17）。  

前進する一つの手段は、財政調整及び地域活性化を別々のまた独特の（関連があったとしても）目標

とすることである。必要不可欠な公共サービスの提供の均等化に対し、財政調整を確実に実施すること

に明確に焦点をあてつつ、地方交付税を合理化することも可能である。その他の方策は、適切な場合は

成果主義の補助金も含め、地域活性化の取組みを促進するために設計することもできる。ほとんどの場

合、地方交付税から分けられている場合でも、地域の再活性化の支援には多すぎる条件を付随すべきで

はない。もしその目的が県及び地域の関係機関が内生的資産を提示または移動することであれば、その

手順はあまり国では取り扱うことはできない。さらに、地域再活性化の中核要因で使用される指数を合

理化するのも有益である。これらにより、若者たちにとって魅力的である地域及び地域コミュニティを

構築していると示すことができる。若者及び女性の雇用施策はここでは特に関連性のあるものであり、

収入水準や雇用条件のその他の指標を反映するよう施策を精錬することができる。それは、仕事が単に

普通の仕事ではなく、魅力的な仕事であり、それは恐らく日本の若者を地方へ呼び寄せるための主要な

要素である32。助成方策の増大は制限されるべきである。上述のように、これは政策の一貫性を阻害する

可能性がある。そのような方策は、限られた数の国家目標のための、政府全体による計画に組み入れら

れるべきである。  

インフラ政策 

日本は並外れてインフラに恵まれている  

日本は世界の中で最もインフラが集約されている経済大国と言える。2013 年に、CAO（2013）は、幾

つかのネットワークセクターが除外されているにもかかわらず、2005 年の価値を 463 兆円、2005 年の

GDP の約 92%と評価した。豊かで人口密度が高い国である日本は、非常に地価が高い場所に多くのイン

フラがあるからである。さらに日本は非常に都市化された国であり、この事実もインフラ密度に寄与す

る。さらに、日本の地形及び地理によって、間違いなく他の国で適切と思われる水準よりも高度なイン

フラ投資が必要である。その国土の大半にある山岳地形は、橋やトンネルなどの大規模な投資を必要と

する。さらに、台風、地震、火山噴火、洪水及び極度の降雪などの災害の影響を非常に受けやすく、防

災措置にさらに多くの支出が必要とされる。最近の財務省の分析では（財務省、2014b）、日本は幾つか

の主要なインフラに関しては、飽和状態に達したと提言している。例えば、全国の幹線道路のネットワ

ークの長さは、1986 年から 2014 年までに約 3 倍になったものの、道路を走行した人キロ数は 3.17%しか

増加していない。実際、その数値は 1999 年からほとんど変化していない。そのことは、空港や排水処理

インフラに関しても同じである。 

歴史的にも、日本は、伝統的に物理的インフラに高水準の公共投資を行ってきたため、「建設国家」

という評判を得ている。実際、GDP における公共投資の比率は、近年急落したものの、長きにわたり

OECD の平均を上回っている。1996 年には、公共投資の合計は GDP の 8.4%に達したものの、その後は急

激に減少している。その大半は公共事業に費やされた（図 2.9）。この支出は、政策過程に根本的に外因

性であった要因を反映している。例えば、人口密度、国のほとんどの場所においてアクセシビリティの

課題がある困難な地理条件、数多くの自然災害の被害からの回復力の必要性、などの要因である。さら

に、インフラ投資には成長を促す役割があるとの強い確信に動かされていた。インフラ投資は一般的に

選択できる地域開発ツールとしてみなされ、財政刺激策が必要な時は、インフラ投資が最も頻繁に用い

られた支出オプションであった。政治経済要素も重要な役割を果たし、公共事業は頻繁に政治的な理由

で用いられ融資を受けた（Kondoh、2008; OECD、2009; Yoshino 及び Mizoguchi、2010）。 

幾つかの日本のインフラストックの特定的な概算は驚くべきものである。McKinsey はインフラストッ

クの約半分は道路にあるとしている（対して国土交通省の概算では 34.7%）。日本の道路網は 127 万 km

あり、それは世界で 6 番目に長く、カナダの 104 万 km を超え、ロシアの 128 万 km を若干下回る（これ

ら 2 国は日本の 20 倍以上の国土がある）だけである。平方キロメートル当たりの道路の密度では、日本
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は 2012 年に OECD の中で、ベルギーとオランダに次ぐ、3 位であった。これら 2 国は面積が狭くしかし

人口密度が高い、高度に都市化された国である。対照的に、一人当たりの道路密度は 19 位であった。日

本の道路の約 80％は県（21%）及び地方自治体（60%）により管理されている。さらに日本は 98 の民間

飛行場があり、それらの多くはお互い隣接している。日本は同様の大きさの他の国に比べ、列島であり、

多くの空港を必要とすると思われる。遠隔地にある島には航空輸送インフラが必要である。しかし、そ

の多くは明らかに余剰となっている。ほぼすべての県には少なくとも一つの空港があり、その中には、

隣接する空港まで 60 から 70km しか離れていない。ほとんどの空港は地方政府が運営し、運営には損失

が生じており、その運営能力を大幅に下回っており（Aoki、2012; Janowski 及び Kaneko、2013）、中には

中央政府により運営されている空港もある。これが、政府が 2014 年に空港の民営化に法的枠組みを設け

た理由の一つである。  

図 2.9. 1978 年から 2014 年の公共工事費 

  

出典：財務省（2014a）、財務省（2014a）、「社会資本整備を巡る現状と課題」、財務省主計局、東京、4 月 4 日,

 入手先（日本語）：https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-

of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia260404/05.pdf. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324702 

 

国家レベルのインフラ政策は社会資本整備重点計画（囲み記事 2.8）に記載されており、これには道路、

交通安全設備、鉄道、空港、港、海路サイン、公園や緑地、下水や下水処理場、川、浸食や土砂管理、

急斜面管理、海岸などが含まれる33。しかし、実際には、インフラの管理は多くの場合、国家と地方政府

で分担される。例えば、中央政府は主要道路のみ担当し、残りの大多数の道路網は各県か地方政府によ

り管理されている。同様に、日本には 144,000km の川があるが、その中の約 10,600km のみの一級河川が、

国土交通省の直接管轄のもとにある。77,000kmの一級河川と 35,800kmの二級河川は県の管轄にある。 
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囲み記事 2.8. インフラ政策の国の枠組み 

現行の（第 4 次）社会資本整備重点計画は 2015 年 9 月に内閣の決断をうけ承認され、主

に以下の急激な変化に対応するために策定された。1）既存のインフラの老朽化の加速：

2）特に災害に対する国土の脆弱性；3）人口減少；4）激化する国際競争を含む、急速な変

化に対応するために策定された。この計画の主要な点は次を含む。 

 既存施設の効果的な使用。この計画はそれらの機能を最大限にする段階（発着陸数

を増加する目的で羽田空港を発着陸する空路の見直しなど）、既存の施設の機能を

強化または更新（福祉施設を公共住宅と統合して設置するなど）、既存施設の複機

能化の促進（下水処理施設の上に電力発電施設を開発するなど）を想定している。 

 インフラ資産の効果的な維持管理。日本のインフラの多くは 20 世紀半ばの高度成

長期中に建設され、現在急速に老朽化している。安全を確保し、中長期のインフラ

費用を一定または削減するためには、効果的な維持管理が求められる。そのために

は、保全周期を設定することも含まれる（系統的な修理、及び点検や診断に基づく

更新）。  

 安定した、継続的な公共投資の確固とした展望の必要性。これには、単にインフラ

開発が統計的で安定した方法で実施されているのを保証するだけでなく、必要な技

能や労働力が確保され、過去に公共投資の変動に関連して起こった問題と同様の問

題を予防する（権利を剥奪されたオペレーターの参入、頻繁な投棄事件及び人員の

高い離職率）。 

インフラ政策のさらなる優先事項は、高齢者及び身体障がい者の移動を容易にすること

である。現行の法規では、新たに設置された設備には、特定の分類には順守が要求されて

いる「アクセシビリティ基準」がある（乗員施設、様々な車両、道路、路外駐車施設、市

の公園及び建物）。さらに、いくつかの既存の施設を更新する際には順守すべき要求事項

がある。地方自治体により作成された地域アクセシビリティ計画に順守し、優先開発地域

では、「アクセシビリティを向上する」ために、集中的で統合的なアクセシビリティの促

進が実施されている。さらに、「アクセシビリティ・ワークショップ」では、どのように

援助するかを教え、高齢者や身体障がい者の疑似体験が行われている。  

この社会資本整備重点計画は国土形成計画及び交通政策基本法と協調して実施される。

実施は社会資本整備審議会により管理され、計画に定義されている優先される目標に照ら

して、行政評価が行われる。 
出典：国土交通省（2015b）、「社会資本整備重点計画」、国土交通省、September、入手先（日本

語）：http://www.mlit.go.jp/common/001104256.pdf.  

 

インフラ政策の重点は効果的な使用とメンテナンスに移行している 

日本の高齢化及び人口減少により、インフラ政策に特定の問題が生じる。人口は急速に減少しており、

既存のインフラが老朽化している。保守及び更新はインフラ投資の最重要な点となってきており（財務

省、2014a；総務省、2014）、国土交通省はこれを最優先事項とし、2013 年を「社会資本メンテナンス元

年」とい位置づけた。これは歓迎できる焦点のシフトであるが、いまだに部門的及び地域ロビーから新

しく建設を行うよう大きな圧力がかけられる。府省、県及び地域当局は引き続き、さらに良いインフラ

のために数多くの提案を行っているものの、今の優先事項は（そのようになるべきである）インフラを

さらに効果的に用い、また効率的に保守を行うことである。それには、必要に応じ縮小化することも含

まれ、それは、将来の居住パターンやインフラの必要性に関して不確実性が高く、その課題は難しくな

ってきている。これらの優先事項は、2015 年 9 月に内閣により承認された新しい社会資本整備重点計画

の中心となっている（囲み記事 2.8）。確かに、幾つかの新しいインフラは求められるが、その種類と量

は、人口動態の傾向に基づいて根本的に再調整されるであろう。  

http://www.mlit.go.jp/common/001104256.pdf
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政策の焦点を成長主体のモデルから、縮小している、経済的に抑制されている日本のインフラの需要

に合わせるのは簡単なことではない。それは、人口動態の減少に直面している他の国々でも同様である34。

これは、数十年間、策定されてきた制度はインフラ成長を主体にしてきた事実を反映している。実際、

それらの制度はインフラ成長があったために準備されたのである。エンジニアと公共事業専門家は、イ

ンフラネットワークの維持管理及び拡大のために訓練されてきた。それらを縮小または廃止するという

考えは、普通の事業からは正反対のものであり、非常に高価になる可能性もある。しかし、真の問題は、

サービス及びインフラ規定に関連した中央政策が、明らかに家庭や企業が下す場所の選択に影響を及ぼ

すことである。そのような政策は、家庭や企業が行っていることに対応させる必要があり、当然のこと

ながら、インフラ投資はそれ自体の居住パターンを決定せず、決定すべきでもない。しかし、居住パタ

ーンがどのように変化するか、形作るのは重要な要素であり、主要なインフラのどこを維持管理するか、

更新するか、またはアップグレードするか、及び、どこを縮小または廃止するかなど、難しい選択に迫

られるときに、政治的に非常に重要となる。 

メンテナンス及び更新費用は地方政府予算への負担を増大させている 

インフラの責任分担は、このインフラストックの老朽化によりもう一つの深刻な財務課題を地方政府

に生じさせる（表 2.4）。日本のインフラストックのほとんどは、比較的短期間である 1950 年代から

1970 年代前に建設された。そのため、今後 40 年に渡り、多くのインフラ資産が見積耐用年数に達するた

め、この膨大な数のストックを改築か立て替える必要が出てくる。もっとも最近の国土交通省による、

2013 年の終わりに完成した建て替え及び保守費の見積もりは、特に新しいインフラ投資を除いたことを

考慮すると、驚くべくものだった。2013 年度の年間歳出は 3.6 兆円と予想され、それは 2023 年には 4.3

から 5.1 兆円、そして 2033 年には 4.6 から 5.5 兆円に上昇すると予想されている。場合により、インフラ

は人口減少に伴い縮小される必要がる、これにも多くの費用がかかる可能性がある。インフラ縮小の管

理への取組は下に示す。 

表 2.4. インフラ老朽化の指数  

 セクター資産の

地方政府の負担 

築 50年以上の資産のパーセンテージ 

2013 2023 2033 

道路及び橋（長さ 2km以上） 90 18 43 67 

トンネル 72 20 34 50 

河川管理施設 92.6 25 43 64 

下水道 100 2 9 24 

湾岸（水深 4.5m以上） 100 8 32 58 

出典：国土交通省（2013）、「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について：本格的なメンテナンス時代に向

けたインフラ政策の総合的な充実」、国土交通省、東京、12 月、入手先（日本語）：
http://www.mlit.go.jp/common/001023146.pdf. 

上記表 2.4 の 2 番目の欄に示されているように、これら老朽化している資産の維持管理または建て替え

の負担の多くは、地方政府予算にかかってくる。さらに、その費用負担をする余裕がない地方政府に最

も重くのしかかかってくる。2012 年に、総務省は、日本の人口の 14.2%に相当する、その地域の 7%に当

たる、111 の地方自治体の 5 つの主要なインフラ区分の今後 40 年の改築・建て替えを調査した（公共建

物、道路、橋、水道施設及び下水道施設）。その推定総額は一人当たりの年間 63,950 円で、それは最近

の改築・建て替え歳出の 262.6%である。調査を受けた地方自治体が全ての新しいインフラ投資を停止し、

その資源を全て改築・建て替えに用いるとしても、将来の費用は、現在の準備できる予算の値よりも

113.1%高くなる。しかし、本当に特筆すべき数値は費用の予想で、一人当たり及び合計予算支出との比

較、地方自治体の規模による内訳（表 2.5）である。小規模な地方自治体の予算の負担は劇的に高くなっ

ている。 

表 2.5. 地方自治体の規模による道路及び公共建物の負担 

 人口一人当たりの

道路の平方メート

人口一人当たりの

公共施設の延床面

将来の更新費用 / 

現在の歳出（道

将来の更新費用 / 

現在の歳出（公共

http://www.mlit.go.jp/common/001023146.pdf
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ル 積 路） 建物） 

全国平均 31.99 3.22 194.5 243.6 

指定都市 21.56 3.44 73.8 201.1 

都市（人口 50人～10

万人） 

62.42 3.56 417.2 222.3 

町（人口 1 万人未満

） 

242.06 10.61 860.0 295.6 

注：111 の地方政府に対する総務省の調査に基づく予想. 

出典：総務省（2012）、「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」、総務省、3

月、入手先（日本語）：http://www.soumu.go.jp/main_content/000153119.pdf. 

 

地域均等を促すためのインフラ投資を用いる傾向があった過去の方法の一つとして（OECD、2008）公

共投資は長い間、収入水準と逆の相関関係があるとされ、一人当たりの公共投資も多くの場合、人口と

負の相関を持っていた。確かに、県レベルの 1990 年から 2010 年のデータでは、面積と人口の両方の道路

網の密度の変化は、人口変化と負の相関関係を持つことを表している。つまり、道路工事及び人口の変

動は逆方向に動く傾向がある。前進する、つまり、多くの人口減少している地域では今まで以上に大き

いインフラ負担があることを意味する。 

減少している地域でインフラを維持することは特に大きな課題となる 

上述したように、人口減少は、インフラの運用、維持管理及び開発に相当の問題を引き起こすことに

なる。最初に、人口の減少が意味するものは、インフラの固定費は少ない人数で分担しなければならな

い、インフラ事業の費用計算では一般にそれが持つ能力全てを出して用いることを推定しており、その

固定費を少ない人数で分担しなければならないことである（Schiller、2007）。二番目として、幾つかの

インフラは十分な能力で使用しないと早く劣化することもある。例えば、幾つかの水道または古めの管

は水が通っていないと早く劣化する。三番目に、インフラ資産のどこをアップグレード、拡張、維持、

または廃止するかの決定は、その土地価格や居住パターンに非常に大きな影響を与えることになる。い

ずれにしても、多くの敷設網が設置されているインフラの縮小化は、その敷設網の健全性を保つ必要が

あるため、非常に費用が掛かる可能性がある。これが当てはまらない場合でも、運用の廃止には多くの

費用が掛かり、費用に関して次の二点を考慮する必要がある。1）余剰能力を維持する費用及び 2）将来

インフラが必要となる可能性と、その場合、再度設置する場合の費用。 

Hoornbeek 及び Schwarz（2009）は、米国の縮小している都市における異なる種類のインフラの対応に

関して、恐らく最も詳細に渡る調査結果を提供している。事例研究、インタビュー、その分野の学術文

書に基づき彼らが導き出した結果の統括は、日本の都市が考慮する必要のある、幾つかの異なる対応を

示している。 

縮小している都市は、特に道路及び橋などのインフラの維持管理には「トリアージ」アプローチを採

択する必要がある。交通はインフラ廃止の面で最も容易である分野の一つであり、それはたとえ多く

の費用を要しても、多くの道路網には相当量の意図的な余分が組み込まれているからである。普通、

ある場所から別の場所に行く場合、一つ以上の行き方がある。 

資産管理は非常に重要である。都市では全てその資産を把握する必要があるが、縮小している都市で

は、経済的圧力がかかっているため、資産を把握することは特に重要である。都市ではさらに詳細事

項、例えば、下水の材料、電力発電、伝送資産、交通インフラなどを把握する必要がある。インフラ

資産のより精度の高いデータは、運用効率、及び投資や維持管理に関する意思決定を向上させるもの

となる。例えば、古い配管は、使用量が低い場合、材料によっては新しい配管より長く持つかもしれ

ない。IT はこのアプローチにおいて主要な役割を果たす。インフラを能率的に運用するために設計さ

れたスマート技術は、より良い資産管理に寄与する。  

多くのインフラの全体あるいは一部の廃止に必要な高い費用に関連し、市はそのインフラの余剰能力

には他の使用方法があるか考慮する必要がある。例えば、下水処理地区の余剰能力は、配管の拡張や

遮集管渠を用いて近隣の自治体の排水を処理したり、個人の運送業者から汚水を受け付けることもで

http://www.soumu.go.jp/main_content/000153119.pdf
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きる。その上水及び下水処理サービスがどの程度の規模か、どの程度地域化できるかに多く依存する。

余剰電力を送る可能性も同じように明らかで、それは配電網の状態や近隣の需要などに多く依存する。 

インフラを縮小する場合、幾つかの材料をリサイクルすることにより、廃止費用を相殺する機会を得

ることができるかもしれない。例えば米国では、幾つかの都市は廃止した道路からの敷石をリサイク

ルする可能性を探索している。主な課題はその地域の需要で、コンクリートは重いが、重さに対して

比較的安価であることから、その投入と産出のために遠方へ行かなければならない場合は、その投資

を正当化するのは難しい。しかしこのオプションは小さい町で比較的近隣に大きな都市がある場合は

実行可能である。  

将来の居住パターン及び人口水準や構成が確実でない場合は、さらに柔軟性のあるソリューションが

好ましいことを意味している。環境が高い水準で固定されてしまうような選択は、その都市が成長し

ている場合はさらにリスクが高くなる。そのため、公共交通政策は、一例として、鉄道ベースのソリ

ューションよりもバスを好ましいかもしれない。しかし、居住パターンを作り変えるために固定され

た線路のネットワークを使用する、という明確な理由がある場合は、そうとは限らない。バスは柔軟

性が高く、そして通勤や通学パターンが変わる可能性もある。電力発電に関しては、配電ソリューシ

ョンは同じ理由で非常に魅力的に見え、その強靭さという面でみれば、付加価値を持っている。  

地方公営企業の将来 

日本のインフラを維持する責任の大半は地方公営企業にあり、下水道、上水道、公共交通及びその他

の分野のサービスの提供などのセクターを担っている。その理由として、日本は伝統的に官民連携や、

民間資金等活用事業の仕組みをあまり使用していない。その事業の総合的な規模は、日本の地方政府の

一般予算支出の約 20%に当たる。日本の地方政府は、水などのアメニティを提供するのに、長きにわた

り地方公営企業を用いてきた。1953 年にはそれらは 45 しかなかったものの、1960 年代の高度成長期には

その値は 3,000 になり（Samuels、1983: 38）、2002 年は最高値の 12,612 にまで達した。必要が高まるの

に応じて、その役割及び数は波のように増加し、戦後の高度成長期の間に膨張し、都市部の上水道や下

水道といった基本インフラにより急速に拡散していった。その後、1960 年代後半から 1970 年代前半は福

祉分野、1980 年代後半から 1990 年代前半は産業振興分野での役割が拡大した（Sakamoto、1996: 139）。

ピークを過ぎてからは数年にわたり、急速な縮小化とその他の改革があり、2000 年代後半は、地方公営

企業の数が急落し、2013 年には 8,703 であった。この減少は、負債を抱えている地域公共企業を取り除き、

インフラの老朽化やその他の課題に対処するための取組みを反映している35。 

2013 年には、地方公営企業の 41.8%は下水道事業、24.3%は上水道事業であった。その他は、保険医療、

工業用水道事業、及びその他の事業活動であった（図 2.10）。2009 年から 2013 年にかけてそれら企業の

数は減少したものの、この比率は比較的安定してとどまっている。さらに地方公営企業は多くの雇用先

を提供している。それらの企業の 2013 年の雇用数は 345,832 であり、その内、病院は 64.1%であった。

これは、資本集約型インフラ・セクターと労働集約型サービスセクター、そしてその両方の地方公営企

業の違いを明確に示している。2012 年度は、地方公営企業の病院は全国の病床数の 12.4%、158 百万を少

し下回る全国の病床数の内、196,000 の病床数を保有していた。簡潔に記述すると、地方公営企業は、特

筆すべき地域公共サービス事業運営者で、地方地域の経済活動に寄与し、地方政府の歳入源ともなって

いる。 
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図 2.10. 2013 年の地方公営企業及び各事業の職員数 

   

出典：鵜田晋幸（2015）、「日本における地方政府の財政規律」2015 年 6 月 10-11 日の東京での IMF、ADB、PRI会

議「高齢化社会における長期的な成長と持続可能性に向けた財政政策」の論文より

http://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/tff2015.htm（2015 年 7 月 15 日にアクセス）。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324713 

 

減価償却費及び資本歳出から原価総額を引いて計算した決算で、地方公営企業の売上高は 2013 年度に

17.6 兆円に達した（GDP の 3.7%）。下水道事業は全事業活動の 32.7%、上水道事業は 23.2%であった。

病院数は合計 642 棟であったものの（全公営企業の 7.4%）、その事業は 4.6 兆円（合計の 27.0%）に達し、

下水道や水道インフラなどの資本集約型企業との差をここでも際立たせており、病院などは、資本コス

トは高いものの、周期的に発生する労働費はさらに高い。企業は資金をほぼ全て手数料で拡充しており、

日本の地方政府一般予算とは別の特別会計で運用されている。地方公営企業は総合的に余剰金を生み出

して運営している。2013 年には、地方公営企業は地域当局に合計 5,080 億円もたらし、その 88.3%は黒字

で運営されている。  

人口動態の変化のため、地方公営企業は多くの課題に直面する 

人口が減少するにつれ、地域サービスを支援するための費用も減少する。それと同時に、企業自体も

高齢化した労働者や増加する定年者の波からくる課題に直面している。維持しているインフラも老朽化

してきており、財務状況により投資がさらに抑制されている。特に人口が減少している地域では、セク

ターの統合への圧力が高まることが予想される。これにより、多くの分野で合理化サービスを提供する

機会が生まれる可能性もある。地方公営企業の統合では、地方自治体のさらなる合併は必要なく、複数

の地方政府が出資者となる。これにより、地域自治権を犠牲にすることなく、サービスの合理化及び規

模の経済を実施することができる。  

地域再活性化の一部として、国家政府は、これらの課題に対応しつつどのように地方公営企業の運営

を再活性できるか、検討している。実行されている改革には現在、地方公営企業会計制度を企業会計に

移行することが含まれている。この改革が、小規模のまた遠隔地にある地方政府に圧力をかけるであろ

うと予想されている。地方政府の運営資金を、顧客からの手数料およびその他の課徴金で拡充するよう

さらに仕向けるからである。サービスの単位費用がより高いため、小規模自治体は大きな手数料値上げ

を経験し、恐らく地方政府間で大きな手数料の違いにつながる可能性がある。最近の一つの手数料の値

上げに関する研究が、日本の水の安全保障機構により、新日本有限責任監査法人の協力のもと、実施さ
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れた（ShinNihon、2015）。この研究では、考慮した 1,242 の水道事業の 98%が 2040 年までに水道費を、

ほぼ半数の事業は 30%以上、上昇させる必要がある、との結論が出た。これらの企業の大多数は急激な

人口減少を経験している地域で運営している。  

下水道の資本集約型企業は、例えば、全国で合計 470,000km 以上の配管及び関連するインフラを維持

している。これらインフラの大半は、現在老朽化しており、維持管理及び交換のための増加する投資を

拡充することが求められている。Kazunari 及び Tatsuya（2015）は、このインフラの維持費は近いうちに

年間 3 兆円に達すると予測している。維持管理のための投資は、基本的に、サービス手数料から取り戻

す必要があり、特に提案された会計上の変更が採択された場合はそうである。さらに、ここに投資され

た 120 兆円の大部分は国家の予算源からであることが記述されている。下水道事業は長期間、かなりの

支援を国の補助金制度から得てきた。しかし、将来は、国の助成金ではこれらの費用を賄うことができ

なくなる。政府は国のインフラの老朽化に対処することを、資金調達施策の優先事項としているものの、

交通インフラを強化及び維持することが支出の大きな優先事項となっている。そのため、場所によって

は、県及び地方自治体が官民連携に基づいた解決策を得る方向に進んでいる。例えば、広島の 2012 年の

水処理会社「水 ing」との協力体制があり、これは現在、譲歩して、県の水処理施設として運営している。

インフラの運営と維持管理費の規模を考慮すると、手数料の値上げは避けられない状況である。 

地方公営企業の合理化は、費用の低廉化だけでなく、サービスや雇用機会の向上を
もたらしうる 

地方公営企業の様々な選択肢を検討してきた、2 年間の研究に基づき、Kamio（2015）は、実際には 2

種類の改革が現在実施されていると述べている。一つは必然的に受動的で、人口減少が地方公営企業の

数や規模を決定づける。さらに能動的な取組みは、地方公営企業を用いて、地域の雇用の見通しを広げ、

それにより、若者が地方地域から大都市へ流れて行くのを食い止める。この取組みはすでに幾つかの地

方公営企業で見ることができる。例えば、ある交通関連事業は、ビッグデータを用いて、顧客の行動特

性を研究している。高齢者の住民が多い地域コミュニティでは、これらの企業は、地域住民がもっと外

出するよう促すために交通サービスを再編し、需要の増加を創出する方法を探索している。さらに、幾

つかの水道事業の企業は、資産の維持管理及び運営に関する専門技術を「内部委託」している。 

Kamio はこの取組みは、人的資源の開発及びこの地方地域の雇用を促進し、さらに広い地域の水道事

業にわたってネットワークの構築を促すと主張している。地域の取組みがここでは重要であり、上述し

た合理化や合併につながっている。それは、人口減少により、大幅な合理化及び縮小化が要求されるよ

うになるからである。幾つかの地方政府は、水道の需要の大幅な削減に対処できるよう、すでに水道事

業に適用されている基準を改定している。それと同時に、Kamio が検討したもののような、再構築のた

めの能動的な取組みは、地方公営企業がさらに効率的なり、経済的に成長する機会を与え、さらに良い

サービスを提供し、魅力的な雇用機会を創出するものとなる。それはさらに、イノベーションを創出す

る機会を提供する。例えば、水道セクターにいる幾つかの地方公営企業は、自動センサーやウェアラブ

ル・ギアを用いて、維持管理及び運用の面で新しい取決めを導入している。水道事業のように、主要な

インフラの維持管理及び運用の低コスト化への取組みは、他でも適用可能な技術や方法の開発の可能性

を提供する。 

Kamio はさらに、そのような、再編地方公営企業事業モデルへの率先した取組みは、民間企業や他の

セクターからの専門家など、他の機関との協力が必要であると述べている。地方公営企業は多くの場合、

独自で行動するには設備があまり整っていない。改革にとって重要なのは、その地域で課題となってい

る問題を解決するための、最も適切なノウハウを持ち寄ることに焦点を当てることである。日本の地方

の公益事業が、現行の法的枠組みで特定されている地方公営企業だけを用いるのではなく、有限会社、

民営化及び官民連携により発展した企業、有限責任事業組合、及びその他の法的な方法で、徐々にさら

なる多様性を含めるモデルへと移行することが、予測されている。第 4 章でも考察するように、そのよ

うな移行は地方公営企業がエネルギーの分野で重要な変化を進めていくことを支援するものとなるかも

しれない。この分野には、人口動態の変化及び環境課題が新しい、また見込みのあるチャンスを開き、

地方公営企業が回復力を強め、環境成果を向上していけるようにする可能性がある。 
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注記 

 

1.グランドデザインは包括的な長期ビジョンを提供し、それは日本が直面する 6 つの主要な課題につ

いて取組んでいる。その 6 つとは：i)低出生率及び人口統計学上の減少；ii)急激な高齢化；iii)グロ

ーバリゼーション時代における国家や都市間の競争の激化；iv)インフラの老朽化と巨大自然災害や

テクノジェニック災害の切迫；v) 地球環境問題と食料、水、エネルギーの制約；vi)技術革新。   

2.グランドデザインはそのようなプロセスは介さずに国土交通省に承認されたが内閣全体で承認され

たのではない。  

3.それには、その他に、地域活性法、国土利用計画、広域地域活性開発法、大都市圏整備法、近畿地

方開発法、中部地方開発法、都市計画法、住宅及び生活基本法、景観法、農山漁村地区（山や村）

促進法、農業促進地区開発法、村落地区開発法、半島地区法、農山漁村地区産業紹介促進法、自然

災害対策基本法、河川法、観光地開発及び観光客来訪促進法、地域中核都市地区開発及び産業機能

再配分促進法、物流都市地区開発法、産業集積形成活性化法; 内閣府法及び総務省法が含まれる。  

4.これらの課題の詳細は第 3 章に記述。  

5.東日本大震災が 2011 年 3 月に発生した際、救援物質は主に道路、鉄道、本州の日本海側の港を用

いて移送された。  

6.これは実質的な利益であり、都市集団内で人口が倍になると生産性は 2 から 5％向上する。 

7.全世紀の主要都市圏の人口増加は、都市住人が個人空間を購入するために広がり、それと共に都市

部が拡大したのであって、都市化の逆転ではない。 

8.これらは、北から南へ：東北地区と本州北部の 7 つの県の集団；東京首都圏；北陸地方と本州中央

の太平洋側；名古屋周辺の中部地方；近畿地方、大阪や京都周辺；中国地方と本州の南西；四国地

方、その名前を冠した島と本州の南東の組合せ；九州地区、その島全体が含まれる。 

9.トップダウンによる開発取組みから大きく離れ、環境の優先事項の重要性と内因性の地方の開発を

促すことは劇的に日本やその他の地でここ 10 年間の間見られてきた、トップダウン開発取組みか

らの幅広い移行 (Koresawa and Konvitz、2001).  

10.1989 年からの期間を含む 1987 年の計画は、大東京の開発に注目しており、多少他とは異なる計画

であった。  

11.時折類語として扱われるものの、その考え方ははっきりと異なる。 「効果」は目的を持った性能を念

頭に置いており、費用は考慮されていない。効果を求めた改革は費用が増加、同等、または低下するか

もしれない。「効率」は費用と成果の関係である。効率を求めた変革はいかなる特定された歳出でも、

優れた成果を得ることを目標にしている。地 

12.PDCA（計画（plan）、実行（do）、点検（check）改善（adjust）） サイクルは、工程や製品のコ

ントロールと継続した向上のために企業に用いられる反復型マネジメント方法である。  

13.事務局と「まち・ひと・しごと創生本部」を混同しないようにする。この 2 つは密接に従事し事

務局は創生本部の取組みを実施する際に支援する。事務局は 2000 年台初期に、活性化活動の初期

に創設され、その当時はまち・ひと・しごと創生本部を支援していた。  

14.内閣府はその名前にもかかわらず、独自の権限を持つ確固とした省庁で、2014 年度は 14,000 人以

上が在籍していた。その権限は広範囲にわたり、the 消費者庁、国家公安委員会、公正取引委員会、

金融庁がその権限の下に入る。  

15.この両方の施策が第 2 章で考慮されている。 

16. Hooghe、Marks と Schakel (2010)は、他の主要な民主主義政治の地域層に比べ、日本の県が比較的

制限された自治権を持っていると述べているが、彼らは地方レベルの事は扱っていない。  

17.2014 年に、日本は自治体に対しての人口平均で OECD 地域で 4 位であった。それは OECD の平均

9,440 の約 8 倍である。  

18. 社会保障会計のみに適用。 

19.日本の会計年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日までである。会計年度の年は始まりのカレンダー暦の年

を用いる（例：2015 年度は 2015 年 4 月 1 日に開始）。  



   

 

 117 

 

20.日本国憲法は全ての市民は基本最低限の公共サービスを受けると規定している。  

21.政令により規定された公共施設の建設に対する寄付及び助成金のために求められている費用を含

む。これは、公共団体、国または地域政府により資金援助されている。  

22.特定助成金に対する高度な警告の一つは 1962 年から 1963 年に助成金合理化審議会から発せられ

た。  

23.約 3.2 兆円が 2005 年から 2006 年に、そして残りが 2007 年から 2009 年に実施されることになって

いた。  

24.箱物という用語は、文字通り空箱を示し、一般的に、日本の経済ブームの時代に建造された施設

であまり使用されず、財政の垂れ流しと見なされていた。 

25.これは実際には欧州地方自治体憲章の 9 条にその立場が記載されており、「可能な限り、地方当

局への補助金は特定の事業の融資として特定してはならない。補助金の提供により、地方当局の基

本的な自由を奪ってはならず、自分たちの管轄内で政策を実施できるようにする。」とある。  

26.Tompson (2009)は、政策の変更を工夫することの難しさを強調しており、現状の支持者は組織され

ており、簡単に見分けることができるが、変更の益を受けるものはそうではない、それは政策の変

更そのものが新しい会社、セクター、その他の社会的関心を創出するきっかけとなるからである、

とのべている。  

27.Pigouvian 補助金とは、正の外部性を生じさせる活動に用いる補助金、例えば、 ある活動の社会的

利益が、その費用を負担した機関が得たものより大きくなるものである。当外部性に対する施策が

ない場合、その活動に対する支援は不十分となる。負の外部性が存在する場合、（例えば、その活

動の社会的費用がその機関が負担した額を超える場合）、その活動に過剰に提供するのを防ぐため

Pigouvian 税が必要となる場合がある。 

28.実際、証拠を見ると、そのような波及効果は多くの場合控えめである。Blöchliger and Petzold 

(2009)を参照。しかし、統合している環境では、中央政府はそれを用いて、自ら成長のために特に

重要だと見なす、支出を保護することを望むかもしれない。 

29.スロベニアとスウェーデンの問題の例は OECD (2011a and 2012b) を参照すること。小さい自治体

は、例えば、自分たちの中等学校や保険施設などを失うことを恐れているかもしれない。それを維

持する負担が問題となっているときもである。  

30.これは確かに、関係する府省による特定補助金の多用に対する移行が良く調整されていないとき

は、その国にとって挑戦となる（例として OECD、2013a を参照）。  

31.この施策の経済的影響は重大になる可能性がある。2012 年に約 4030 億円が病院建設に費やされた。  

32.対照的に、さらに人々を引き付けることを重視するのは、人口全体が減少している国では、総合

的に適切ではないかと思われる。  

33.それは日本の民間産業であるため、電気通信や電力セクターを網羅しない。それは規制されてい

るものの、インフラ計画の範囲には含まれていない。 

34.ドイツの人口は 2003 年に増加が止まったものの、IASS-Berlin Institute（2013）は、その 10 年後も

国は毎日 77 ヘクタールもの土地を新しい道路や建物のために舗装していたと報告している。 

35.彼らの数値も「平成の大合併」の影響を受け、地方政府の数は 1990 年代終わりの 3,000 から今日

の 1,700 まで削減された。しかし、その影響は即時的でも劇的な物でもなかった。  
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第 3章 競争力があり住みやすい、日本の大都市圏の構築 

本章では日本の主要都市、特に東京、大阪、名古屋の三大都市圏の競争力と住みやすさの強化を目
指す政策に焦点を当てる。まずは日本の都市システムについて記述し、都市居住パターン、経済・環
境パフォーマンスに関する最近の傾向を分析する。この後、東京の国際競争力と将来について議論す
る。東京の将来は、東京、大阪、名古屋を超高速リニアモーターカーで結びつける大都市圏形成計画
と深く結びついている。本章ではこの取組みの可能性をレビューし、このようなメガプロジェクト経
験およびこのインフラへの取組みに伴う「ソフト面」での政策に着目する。最後に、日本が 2020 年
東京オリンピック大会を主催し都市への社会政策に対する投資を最大限に活用できる方法を検討す
る。 
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2012 年以来、政府は日本の大都市の国際競争力を確保する必要性を重視してきた。また、民間投資と

企業投資の促進により中小都市を再生する必要性も重視した。都市について２つの異なる戦略がある。

大都市では、国際競争力の強化が明らかに優先事項であり、地方都市では、住みやすさや持続可能性を

優先事項としている。本章では主に大都市に焦点をあてる。 日本の大都市圏が直面する課題を探り、特

に首都圏に焦点を当てる。首都圏は 2012 年には、日本の人口の 4 分の 1 超の住居となり、それに次ぐ 9

つの日本の大都市圏よりわずかに多い。だが、ここに提示された調査結果の中には、第二都市、第三都

市に影響を及ぼすものもある。それに反して、第 4 章では、日本の大都市圏以外の課題に焦点を当てる

が、結論の一部は大都市圏にも当てはまるものである。本章は日本の都市システムの概要と経済動向、

都市システムの進化、および環境的成果について協議する。この後、大都市、特に東京の国際競争力に

焦点をあて、大都市における都市政策が出生率、高齢化、貧困など分野に係わる課題への取組みを助け

る方法の一部を考察する。  

日本の都市システム 

日本は徹底的に都市化が進み、非常に集中した都市システムを有している 

公式データでは、日本の都市化率は今では 93%を超えており（UNDESA, 2014)、世界で最も都市化が

進んだ国の一つになり、OECD 加盟国で日本よりも都市化が進んでいるのはベルギーだけである。だが、

日本のデータは、市として定義されている市町村の人口の割合に基づくものなので、この数字はやや紛

らわしいものである。市としての資格を得るためには、市町村は、人口 50,000 人以上、住居の 60%以上

が 中心市街地にあり、雇用の 60%以上が 「都市活動」（製造、小売業または卸売業など）でなければな

らない。つまり、第一に、都市化率には、事実上は地方居住者である一部の人が含まれており、第二に、

居住パターンに変更がなかったとしても、市町村の境界線を修正すると、実質上、都市化率に影響する

可能性がある。第 2 章で見たように、2000 年代前半に行われた平成の市町村合併によって市町村の数は

約半分に減った。これが、2000 年から 2015 年にかけて日本の都市化が 16.7 ポイント増となった主要要因

であった。制限はあっても、より重要な測定基準は、総人口が 5 千人以上かつ人口密度が 1 キロ平米当た

り 4 千人以上の隣接した国税調査細分区のクラスターと定義される、いわゆる「人口集中地域」に住む

人口の割合である。2010 年国税調査では、人口の 67.3%がこのような地域に住んでいた。つまり、日本

人口の 3 分の 2 を超える人が、ナポリ、ベルリン、マンチェスターといった西洋の都市よりも人口密度の

高い所に住んでいる。1
 

国によって異なる統計的手法が取られていることから、国と国との間の比較はかなり厄介なものとな

っており、可能な限り、この章の比較分析は、下の囲み記事 3.1 にある OECD（2012a)で定義されている、

都市圏(FUA)の計算方法によっている。この方法は、行政区画を基準にするのではなく、実際の居住パタ

ーンおよび労働市場フローの点から、都市を機能経済圏と定義することを目標としている。そのように

定義された FUA には、中小都市の住民は含まれていない一方で、大都市への通勤圏内に住む農村居住者

が含まれている。このことからも、日本または他国における都市化率を示す代替的な測定方法とはなら

ず、またそうすることを目的ともしていない。しかしながら、国内および諸国間の比較基準と実際には

なるものであり、この基準から、日本は非常に都市化が進み、集中型都市システムを備えていることが

確認できる。  

日本には人口 5 万人以上の FUA が 76（図 3.1）あり、2012 年には総人口の 77%がこの FUAに住んでい

た。6 つの FUA では人口が 150 万を超えており、この 6 つの FUA を合わせると人口の 51%を占める。東

京首都圏は日本で群を抜いて大きな都市圏である。そして、一部の測定基準によれば、世界最大の大都

市圏であり、2012 年には人口が 3,540 万を突破し、今世紀の変わり目の 3,280 万よりも増加した。首都圏

の近く、本州の西側（太平洋）にあるのは、日本第二と第三の大都市圏である大阪（2012 年の人口 1,730

万）および名古屋（2012 年の人口 650 万）である。東京、大阪、名古屋の都市圏がまとまると、人口約

5,920 万(2012 年）の巨大都市圏となる。OECD 加盟国のうち、150 万人以上の大都市圏に住む人口の割合

が日本よりも大きいのは韓国だけである。 

 



 

 126 

囲み記事 3.1.都市圏の定義 

このレビューは可能な限り、OECD メトロポリタン・データベースに基づき、OECD 

(2012a)で定められた都市圏の定義方法を使用する。これは、アメリカその他の国の大

都市統計地域の計算方法と似たものであるが、やや簡易な方法であり、OECD 加盟国

全体で適用できるようにするため、その多くの国がアメリカの方法で必要とされるデ

ータを作成していない。FUA は、行政区画よりはむしろ、人間の居住および経済活動

の観点で定義されている。国内でさえも、行政単位としての都市と社会経済的な実態

としての都市との関係は大きく異なる場合があるため、このことは重要である。たと

えばイタリアでは、ボローニャのような都市は行政上の定義と大いに一致するが、一

方で、ベニスという「機能」都市は、ベネツィアという行政単位（コミューン）その
ものよりはるかに大きく、120 を超える自治体で構成されている(OECD, 2015a)。  

FUA 法は、欧州委員会(EC)の地域・都市政策総局と協力して構築したものであり、

以下のような３段階のアプローチで要約することができる。 

 グリッドされた人口データによる都心の定義。都心は、人口の過半数が人口密

度の高いクラスターに住む、隣接市町村の集合体で構成されている。隣接市町

村は、人口密度が 1 キロ平米当たり 1,500 人 以上(カナダおよびアメリカでは 1

キ ロ平米当たり 1,000 人が居住） および総人口が 5 万人以上（日本、韓国、メ

キシコでは 10 万人）の隣接した 1 キロ平米グリッドセルで構成されている。 
 

 通勤データに基づいて、同じ機能エリアに属する非隣接都心を連結。いずれか

の都心の就業人口の 15%超がもう一方の都心で働くために通勤している場合、

この 2 つの都心は統合され、同じ大都市システムの一部であるとみなされる

（ポリセントリシティを考慮に入れる）。  

 都市の後背地域の特定。都市労働市場の労働者集積区域は、都心郊外では、被

雇用者である住民の 15%以上を都心に送り込む市町村で構成されている。単一

の機能エリアに囲まれた市町村がこれに含まれ、非隣接市町村は外される。 

この共通の FUA の定義により、国内および国際的に意義のある比較が可能になり

（同等のものを比較）、さらには集中の度合いだけでなく、FUA の一極主義または多

極主義のレベルを特定できる。  

出典：OECD (2012a), 「都市」の再定義:大都市圏を測る新たな手法 OECD 出版、パリ 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en
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図 3.1.日本の人口 5 万人を超える都市圏 

 

 

 
番

号 
県名 人口 

番

号 
県名 人口 

1 旭川 379494 39 安城 752436 

2 小樽 130816 40 四日市 566137 

3 札幌 2166197 41 岡崎 411188 

4 釧路 201386 42 半田 186823 

5 帯広 254810 43 藤枝 409872 

6 苫小牧 171859 44 姫路 711030 

7 函館 352624 45 豊橋 609795 

8 青森 309796 46 浜松 973012 

9 弘前 249666 47 津 278140 

10 八戸 301966 48 岡山 875204 

11 秋田 372613 49 倉敷 575073 

12 盛岡 421941 50 福山 555640 

13 仙台 1561166 51 広島 1396581 

14 山形 371983 52 高松 521906 

15 新潟 1027708 53 和歌山 521453 

16 福島 394965 54 呉 238903 

17 郡山 460493 55 岩国 172519 

18 いわき 336176 56 山口 199457 

19 高岡 283289 57 徳島 553978 

20 富山 537579 58 周南 201633 

21 長野 533409 59 下関 277010 

22 日立 314969 60 新居浜 120332 

23 金沢 739332 61 宇部 234982 

24 宇都宮 793790 62 北九州 1173826 

25 前橋 976540 63 松山 635435 

26 水戸 584924 64 福岡 2529980 

27 松本 422043 65 高知 483861 

28 福井 472458 66 久留米 386508 

29 東京 35052316 67 別府 152126 

30 甲府 507830 68 佐賀 343689 

31 米子 228281 69 大分 544963 

32 松江 205590 70 佐世保 292985 

33 名古屋 6401415 71 大牟田 219391 

34 吉原 389713 72 熊本 967801 

35 沼津 522430 73 長崎 509615 

36 豊田 482643 74 宮崎 425228 

37 大阪 17205792 75 鹿児島 695443 

38 静岡 727423 76 那覇 1159041 

 名古屋 

大阪 

福岡 

東京 

仙台 

札幌 

キロメートル 

後背地 

中核地 
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注：この地図は例証の目的のためのものであり、この地図で取り上げられている、あらゆる領土の地位や主権を害す

るものではない。 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」 OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス). 

図 3.2.2012 年特定の OECD 加盟国 FUA 規模別人口分布 

 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink:   http://dx.doi.org/10.1787/888933324720 
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図 3.3.OECD 大都市圏の人口密度  

 

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).  

StatLink:  http://dx.doi.org/10.1787/888933324739 
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べきである。脱都市化を期待する明白な理由はないが、都市化率は予測されるよりも早い段階で安定化

するかもしれない。  

だが、たとえ予測の上で高得点がついたとしても、FUA データを見る限り都市システムの中央化が進

むらしいことがわかる。 世紀の変わり目以来、 FUA の規模と人口増には明らかなつながりがある（図 

3.4）。2000 年から 2012 年にかけて、人口が 150 万を超える 6 つの FUA は、年間の平均人口 0.4%増を記

録したのに対し、住民が 50 万から 150 万人である 30 の FUA は、年に平均 0.2%縮小し、残りの FUA（住

民が 50 万未満）では年間 0.3%縮小した。この結果は、第一章でみられるように、全体として人口が少な

く人口密度の低い場所から、人口が高く人口密度のある県へと移動していく県レベルの傾向と一致する。

だが例外があり、最も高い成長率を記録しているのは比較的小さな FUA である安城市(年率 0.84%)、豊

田市(0.72%)、および岡崎市(0.67%)であることは注目に値する。   

図 3.4.都市圏(FUA)の規模と人口増加 

 

出典：OECD (2015b)「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324749 
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数字は、2001 年 GDP に対する比率 (69.5%)だけでなく、人口比率(2012 年 68%)をも少し上回る。このこ

とから、大都市圏が相変わらず経済のダイナミズムの主要源泉であることが確認できる。データをよく

見ると、大都市が低迷の矢面に立つ中、グローバル危機までの年月、次いでその後 2009 年～2010 年に部

分的な回復が起こる間に、活動の集中が遅いながらも確実に増加していることがわかる。 

図 3.5.OECD 加盟国の大都市圏における、人口、GDP 及び雇用の集中（2010 年） 

 

注：50 万人以上の大都市圏を１つのみ有する国は、示されていない。 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324751 

 

成長への東京の貢献度は 2000 年～2012 年にかけて 43%を超え、日本の GDP で占める比率をはるかに

超えており(図 3.6)、 大国 の主要都市としても例外的に大きかった。フランスのパリ都市圏および韓国の
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は米国、ドイツ、メキシコの大都市圏より高い。東京とは対照的に、日本第二の FUA である大阪は、過

去 10 年間、その規模の割には業績が低迷しているという深刻な事態にある。全体の成長に対する大阪の

貢献度は、経済における比重に比べて遙かに小さかった。名古屋の人口は大阪の 3 分の 1 にすぎないが、

日本の成長に対しては大きな貢献をした。同様に、日本における相当な割合の他の大都市圏が、その規

模の割に比較的よい業績をあげた。だが、この 10 年間、全体の成長が比較的低迷したため、この非常に

集中した成長パターンの結果生じる活動の空間分布の変化は非常に限られている。GDP 総計で東京が占

める比率は 10 年間で 0.9 ポイント弱の増加にとどまる一方、日本の大都市以外の比率は 0.4 ポイント未満

の低下であった。国全体の成長の伸び率のほうが高いことを考えると、同様の集中動向が、はるかに大

きな構造的変化をもたらすと考えられる。  

図 3.6.都市別 GDP に占める割合及びＧＤＰ成長率への貢献  (2001-10 年） 
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日本の FUAs 

 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324766 
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図 3.7.2012 年一人当たり GDP 

 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」 OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324771 

 

図 3.8.一人当たり GDP の傾向:日本の大都市圏および大都市圏以外 

 
出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324783 
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図 3.9. 全体および一人当たりの GDP 成長率（2001 年-10 年） 

年平均実質成長率(%) 

出典:OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324796 
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図 3.10.FUA/非 FUA 失業率の差（2000 年-2012 年)  

FUAと非 FUA失業率の差異（パーセント値で比較） 

 

 

注：各国に示された年は、失業率の差が最大/最小を記録した年である。 

出典:OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324806 
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図 3.11. 大都市圏における失業率変動の国別ランキング   

 

注：5 箇所以上の大都市圏（50 万人の FUA）を持つ国だけを記載している。 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324813 
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図 3.12.雇用増への貢献度(2001 年-2012 年)  

 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324820 

 

前記が示しているのは、人口の国内移動が起きれば全国的な活動の空間的集中の増加にもつながるが、

空間的格差を制限するのにも役立つことである。特に、東京の成長は政策立案者に懸念をもたらしたが、

一方で、低成長が数十年間続いても、地域の失業は増えず、地域間の所得格差も急拡大しなかった点を

保証する上では重大であったようだ。その意味で、問題は東京にあるのではなく、他の地域における活

力の欠如にある。2 これは、労働力が最大都市圏へ流入しているかを確認するべく政策を検討する際に、

心に留めておくべき問題である。特に大都市以外における事業参入や雇用創出を刺激する政策は、現在

労働市場で作用している求心力を相殺する上で、最も重要な方法となり得ることを示唆している。 
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す。確かに、これは経済において首都圏の相対的比重が大きく、平均が大いにゆがめられているという

のが一つの理由である。図からわかるように、危機のため、多くの場所で生産性の格差の拡大は止まっ

たように思われたが、この格差は 2001 年から 2008 年にかけて幾分か拡大した後、2008 年-2012 年に縮小

した。  
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図 3.13.生産性ギャップの展開：日本の全国平均と FUA 間の比較（2001 年-2012 年） 

 

注：生産性ギャップはここでは、FUAの労働者一人当たりの GDP 成長および労働者一人当たりの全国 GDP 

出典：OECD (2015b) 「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324836 

 

日本の都市はまだ強い集積の利益を生み出している  

証拠や分析結果が増えたことにより、他のことが平等であれば、大都市は居住者をより生産的にする

ことが確認された(OECD, 2015d)。これはある程度、都市の労働力と企業人口の特徴から説明できる。大

都市は高等教育を受けた経験豊かな住民を惹きつける傾向があり、そのような住民は、仕事や生活の場

をどこに置いたとしても高い生産性レベルを誇るため、生産力ある多くの企業にとっても魅力的な存在

となる。しかし現在では、都市自体が住民の生産性に大きく貢献し得る明らかな根拠がある。「集積の
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共有された投入財、企業と従業員の間のより良い「相性」、企業と住民相互における学びなどを通して

形成される(囲み記事 3.2)。特に「知識の波及効果」は、現代のサービス志向経済で都市が受ける恩恵を

説明する上で重要視されている。 

被雇用者の特徴がどのように貢献するかについて、都市環境の貢献から地方生産性に至るまでひも解

いて解釈する上で、OECD は生産性を表すのに個人の所得を代用する。3 分析には、鉱業、製造業、ま

たはサービス業（国家公務員および軍隊を除く）において、従業員 10 人以上の稼働中の企業で行った大

規模な労使連携型の「賃金構成に関する基本調査」によって得られた従業員の賃金と特徴が用いられて

いる。都市間で異なる生産性の利益を計算するため、労働者賃金を人物的な特徴と仕事面での特徴によ

って説明できる部分と、労働者が働く都市の属性である残りの部分とに分解する。考慮する特徴には、

教育、経験、職業、および性別が含まれる。分析はミクロデータに依存するため、5 万人以上が居住する

日本の FUA、76 カ所すべてに及ぶ。この分析結果により、日本の都市は比較的強い集積の便益を生成し

ており、米国で見られるものに相当することがわかる(図 3.14)。イギリス経済におけるロンドンの圧倒的

な優位性が東京と比較されることが多いため、英国と対比するとその違いは著しい。このような便益の

程度を説明する際、ロンドンとの近似性は、規模以上に意味を持つように思われる。 
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図 3.14.OECD 加盟国 3 ヶ国の都市における集積の便益の推定 
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注：都市の生産性は、その都市労働力の特徴を考慮した上での、当該都市における割増し賃金と定義される。個人レ

ベルの賃金減退については、個々人を都市ごとに分類するため、労働者に係る特性を考慮して推計されている。 

出典：国内情報源に基づく OECD 計算書:「英国の時間と賃金に関する年次調査」(ASHE) 2003～2010 年、2005 年～

2007 年の「アメリカコミュニティ調査」による 1990 年と 2000 年の米国国勢調査、日本の計算書は厚生労働省の情報

をもとに作成（日付不詳）、「賃金構成に関する基本調査」http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/wage-

structure.html（2015 年 7 月 15 日にアクセス）および Ahrend, R.他（2014）「都市をより生産的にするものは何か？

OECD 加盟 5 か国における都市統治の役割の根拠」OECD地域開発ワーキングペーパー、No. 2014/05、OECD出版、

パリ http://dx.doi.org/10.1787/5jz432cf2d8p-en.  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324849 

 

囲み記事 3.2. 集積の経済 

3 つの主要メカニズムが集積の経済を生みだす上で役立つ。 

1.以下の共有を処理するメカニズム 

 不可分施設 複数の個人または企業に役立つ地方公共財または施設など。公共財以外の例

としては、特定の業者に所属しておらず、それを提供する際の排除が暗黙のうちにある実

験室、大学、その他の大型財などがある。 

 大型最終財産業によって維持できる多種多様なインプット・サプライヤーからの利益。言

い換えれば、前後との連携しながら、規模に関する収穫を逓増することで、企業は安い価

格で中間投入財を購入できるようになる。 

 高い生産レベルを維持できる、分野を絞り込んだ専門技術からの利益。複数の企業は補完

財の製造を専門としており、全体の生産原価を削減する。 

 リスク。これは産業の持つスキルについて一定の市場があることから利益を得るというア

イデアを言う。企業が労働需要を拡大または縮小できる奥深く幅広い労働市場にアクセス

できるのであれば、市場にショックが発生しても、企業は需要の変化に適応できる。 

2.以下によるマッチング・メカニズム 

 集積によって、企業と労働者のマッチングに期待される質が向上し、企業と労働者の双方

がニーズにあった相手を見つけることができる。 

 労働市場におけるマッチングを試みるエージェントの数が増加することによっても、マッ

チング率が向上する。 

 遅延の緩和。バイヤーとサプライヤの再交渉から契約上の問題が生じ、再交渉で当事者の

一方が相手方当事者に負ける結果となることがある。だが、集積が広範に及ぶものであれ

ば、エージェントは別のパートナーを見つけることができる。 

3.知識の生成、拡散、および蓄積に基づく学習メカニズム。これは技術の習得だけではな 

く、技能の取得をも指す。 

OECD 大都市圏は集積効果から利益を得ているため、他の地域に比べて、生産性、就業率、およ

び一人当たりの GDP が高くなる。だが、このメリットは混雑費用、規模の不経済、労働の過剰供

給、特に潜在的なマイナス要素によって制限を受けており、多くの大都市圏の業績はこの数十年

間、日本経済を下回る傾向にあった。 

出典：Duranton, G. および D. Puga (2004)「都市集積経済のミクロ的基礎」地方経済と都市経済ハンドブック

Vol. 4/4, 2 月 OECD (2009a)、 OECD エコノミック・アウトルック、 OECD 出版、パリ 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2008-sup2-en. 

 

都市ガバナンスの課題への取組みは続く 

分析の第 2 段階では、大都市の分断がパフォーマンスに及ぼす影響に関して、OECD (2015d, 2015e) で

報告された結果に日本は準拠するのか、またどの程度まで準拠するのかを検討する。使用されている行

http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/wage-structure.html（2015年7
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政分断指標は、第 2 章で市町村を人口に関連して協議した際のものである。その結果について２つの事

があてはまる（図 3.15）。第１に、76 カ所の FUA における分断と生産性のマイナスの関係は著しく密接

しており、他の国で同様の分析をした結果に比べはるかに近似している。第 2 にその結果は、分断指標

の低い大都市によってではなく、市町村の境界線上に分布する多数の中小都市によって決定づけられる。

第 2 章で見たように、このような結果を必ずしも新たな合併の波の根拠として見る必要はないが、効果

的な機能都市経済の規模において、地方がより協調する必要があることをこの結果が示唆している。こ

うして、都市同盟に係わるグランド・デザイン重視を強化し、地域が横並びの連携を拡大することを目

指す総務省(MIC)の取組みを支援する根拠を提起する。最大都市圏の外にある都市の強化に努める際には、

ガバナンスの範囲を無視しないことが大切である。連結インフラも有効かもしれないが、増加する証拠

が示しているのは、特に、土地利用、交通計画、および都市開発といった協力が特に重要な意味を持つ

分野では、行政協力が絶対不可欠であるということである (OECD, 2015d, 2015e)。 

図 3.15.ガバナンスの分断とパフォーマンス 

 

注：バブルの大きさは、FUA人口に相当する。 

出典：3.14 データに基づいて、著者の労作。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324859 
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たとえば、日本は、先進経済の分野では北欧諸国に一部遅れをとっていたとしても、特許密度（図 3.16）

の観点では、他の OECD 加盟国と比較的互角な立場にある。まとめると、特許出願数では、東京と大阪

が OECD 大都市圏のうち 1 位と 3 位にランキングされている。だが、日本の大都市圏は特許密度（つま

り人口と比較した特許数）の上位 20 都市にさえもランキングされない。特許密度では、大阪は 30 位、東

京は 31 位である。一方、日本の大都市圏はすべて、そのデータが入手できる OECD 大都市圏の上位半分

にランキングされている（熊本が 218 中 103 位）。日本はイノベーションのための需要重視政策の追求に
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熱心に取り組み、何よりも環境イノベーションと高齢化社会を支えるイノベーション促進に取り組んで

いる(OECD, 2011)。  

日本の都市イノベーション・システムについて目を引くのは、少なくとも特許の面では、パフォーマ

ンスのばらつきがほとんど見られないことである（図 3.17）。日本で最も特許密度の高い大都市圏（大

阪）でも、最も密度の低い大都市圏（熊本）に一人当たり特許数にくらべてわずか 2 倍しか取得してい

ない。これはデータが入手できる OECD 加盟国 10 ヶ国の中で 2 番目に低い数字である。4
OECD の大国で

は、この差は通常、8～20 の範囲であり、米国では 100 付近まで上昇する。全体としては、知識創造の集

中は都市システムの集中を反映しているが、これを上回るほどではないようだ。科学集約型および技術

集約型のイノベーション・プロセスは、集積経済から大いに利益を得ているために国内に集中する傾向

があることを考えると、これは著しい結果である。日本の各地でイノベーション主導の成長が起こる可

能性がある。実用化と研究結果の普及が鍵であろう。  

図 3.16. 選出 OECD 加盟国とその大都市圏における特許密度(2008 年） 

 

出典：OECD (2015b)「大都市圏」OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9 月

10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324862 
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図 3.17.日本大都市圏の特許出願,(2008 年） 

 

 

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324872 
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されている。大半の都市の人口密度は減る。市街地では 1970 年以来、空間は約二倍になっているが、人

口とほぼ同じ速度で収縮されることはないからだ。一方、三大都市圏の人口密度は増加を続けるか、少

なくとも安定する可能性がある。 

図 3.18.県庁所在地の人口集中地域の規模および密度 

1970-2010 

  

出典：総務省統計局 (日本政府)が提供した 1970 年-2010 年の国勢調査データに基づく OECD の計算書。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324889 
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図 3.19.人口増が年率 1%未満の OECD 大都市圏の中で観察される最速の空間的拡大(2000-06)  

 

 

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324899 
  

人口密度の低下を常に悪いニュースと見なすべきではない。人口密度の変化は重要なトレード・オフ

を示すが（表 3.1)、管理が行き届いてさえいれば、人口密度が低くなることで住宅価格が下がり、混雑や
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子供が少ないほうが好まれる。1960 年～2000 年の期間に 187 国を対象にした時系列データを使って、 

Lutz および Ren (2002)は、出生率レベルを説明するときには、人口密度は、女性労働力参加や所得保障、

または食糧安全保障のような、従来から研究されている要素よりもはるかに重要であるということを発

見している。7
 

日本の都道府県レベルのデータは、類似の作用について示している（図 3.20）。確かに、他の要素も
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ルの家庭に戻ることがより容易に、そして魅力的となる。三世代モデルであれば、出生率と高齢化の両

方の課題に取り組みやすくなる。都道府県レベルのデータは、三世代家庭の発生率が高くなれば、出生

率が上がり、女性労働力の参加が増える。 

表 3.1. 都市における高人口密度の長所と短所 

 都市部の高い人口密度の潜在的利点 都市部の高い人口密度の潜在的損失 

移動性  自動車走行総数と一走行の移動距離

数(km)および化石燃料の排出/一走行で

の移動距離（km)を削減して、化石燃

料の排出/二酸化炭素排出量を削減。 

 自宅と職場、店、遊び場が近くな

り、利便性が高まる。 

 運送を採算の合うものにし、効率的

なものとする。 

 歩行者と自転車に優しい環境から公

衆衛生の利点を実現。 

 駐車場を共有し、多目的開発におけ

る効率を上げる。 

 交通渋滞、駐車問題、交通事故の増

幅。 

 歩行渋滞および公共交通の混雑。 

 大量輸送手段を使う通勤者の割合が

大きい場合、非常に前向きな 環境へ

の影響を受けるのは、コンパクトな

単一中心都市のみとなる可能性があ

る。 

土地/資源の使

用 

 既存の資源とインフラの使用を改

善。 

 緑地、農業用地、および工業用地に

かかる開発圧力を削減。 

 多様な土地利用の創造。 

 レクリエーション機会を制限し、緑

地/空き地の可用性を低減。 

 空き地やレクリエーション機会のた

め、地域の降雨吸収力が低下。 

 おそらく木/植物用エリアが削減され

るため、汚染悪化。  

社会的公正  差別や社会的疎外が軽減。 

 多様性、安全性、生命力、そして創

造的で社会的な交流の機会を追加。  

 （費用のかかる）自家用車を持つ必

要なく、施設（例 ：学校、職場、

店）へのアクセスを提供。 

 歩行行動を増加し、24時間のコミュ

ニティを育てることで（通りに目を

やる）犯罪を削減。 

 プライバシーの喪失、騒音の増加、

迷惑につながる。 

 社会的不平等と社会的分離の促進。 

 犯罪の増加 

 狭苦しい居住環境の創出 

経済発展  質の向上と魅力的な建築材だけでな

くコミュニティの快適環境への投資

を実現。 

 地方の小売およびサービス・エリア

をささえるために必要な限界質量を

促進。 

 高密度事業および都心のインフラの

構築および維持のための追加費用。 

 土地、住宅、および多くのその他の

財とサービスへの相対価格の高騰。  

環境持続可能

性およびエネ

ルギー 

 緑のオープン・スペース、清浄な空

気と水、動植物系統（どこかで高密

度の開発を行ったとき） 

 革新的な環境保全を考慮したデザイ

ンおよび地域エネルギーを促進、水

とエネルギー消費を削減。 

 特定のエネルギー技術と輸送システ

ムの技術的・経済的実行可能性を促

進。 

 高密度建物の建設中の高いエネルギ

ー消費。 

 地方の集中に準じた特定の物質への

高い被ばくおよびその他の汚染物

質。 

 ある種のアンビエント・エネルギ

ー・システムを制限。 

 騒音の増大。 

 

出典：Adapted from Boyko, C. and R. Cooper (2011), “Clarifying and re-conceptualising density”, Progress in Planning, Vol. 76, 

No. 1, pp. 1-61, July, http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2011.07.001; Fundación Idea/Cámara de Senadores/SIMO Consulting 

(2014), “México compacto:Las condiciones para la densificación urbana inteligente en México”, Fundación Idea, Cámara de 

Senadores and SIMO Consulting, Federal District, Mexico, available 

http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2011.07.001


 

 147 

at:http://fundacionidea.org.mx/assets/files/MexicoCompacto_Senado_IDEA_SIMO.pdf; Gaigné, C., S. Riou and J.-F. Thisse 

(2012), “Are compact cities environmentally friendly?”, Journal of Urban Economics, Vol. 72, No. 2-3, pp. 123-136, September-

November, http://dx.doi.org/10.1016/j.jue.2012.04.001. 

図 3.20. 人口密度の高い地域における出生率および人口集中度 

日本の都道府県(2010 年) 

  
出典：出典：総務省統計局 (日本政府)が直接提供したデータに基づく OECDの計算書。 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324906 
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「コンパクトシティ」政策実施の際に、地域に適したアプローチが必要である。 

第 2 章で見たように、日本は人口減少・高齢化という課題に取り組むため、コンパクトでネットワー

ク化した都市構造を促進している。2014 年に改定された都市再生特別措置法および地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律は、公共交通の利用を促進し、様々な計器を使って指定の市街地における都市

サービスの拠点を案内し、人口密度の維持を狙うものである（囲み記事 3.3)。全てのタイプの都市に関す

るものではあるが、取組みは主に、地方都市の空間戦略として理解されており、2014 年 12 月の再生化本

部の包括戦略に挙げられている。戦略では、2020 年までに、都市機能の所在地を定める基本計画は 150

の自治体で、また、２つの法に従った地方公共交通ネットワーク開発計画は 1 つの法では 150、もう 1 つ

の法では 100 の自治体で、それぞれ開発されると予想している。 

人口が減少しつつある都市の空間的統合が大きく衰退するという事態は避けたいという願いは間違い

なく正しいものであるが、それには地域で個別に対応するアプローチが必要になる。東京、おそらく大

阪と名古屋でも、いまだ強い開発への圧力があるため、都市部の人口密度は少なくともあと数年は増加

を続ける。9都市部の人口密度が高ければ、生活の質と経済的な競争力は高まるが、これは特定の他の課

題、特に質の高い公共交通を確保し、多目的開発、ことに日本の状況においては高齢者と家族に優しい

都市スペースの開発に取り組んだ場合に限られる。従来の企画手段は今でもこういった都市で重要であ

り、新たな都市拡張案（未開発地の開発）は建て増し開発計画代案と、特に環境面での影響について注

意深く比較しなければならない。コンパクトシティ政策を単に密度の問題としてだけではなく、既存の

市街地で効率的な土地利用を促進し、混雑や汚染など人口密度の高さがもたらす損害を最小限におさえ

るための包括的戦略として理解することが重要である。  

日本の他の都市の大半は、人口減、それによる都市密度の低下を経験するであろう。実際、2012 年ま

でに人口が 50 万を超える日本の 36 カ所の FUA のうち 16 カ所で人口が減っている。都市部の人口密度が

低ければ、利点がもたらされる（混雑の緩和、手頃な価格の住宅、一人当たりの公共のスペース増加な

ど）一方で、多数の潜在的な課題も示される。移動性の観点で見れば、都市部の人口密度が低いと、効

率的な公共交通網を維持するのは難しくなる。他の解決法が見つからなければ、自家用車への依存が増

すことになりそうである。日本では公共バスと鉄道網がすでに縮小している。2007 年以来、186km の鉄

道網が廃止となった（国土交通省 2015 年）。地域経済の観点からは、都市部の人口密度が低下すると、

特に中規模の都市では、地域の小売業とサービス業の分野を支えるために必要な限界質量の維持が難し

くなる。また第 2 章で述べたように、人口が減少してもインフラ維持が難しくなる。この状況で、人口

密度の低下を管理し制限するのは、持続可能な都市管理を行う上で重要な目的となる。都市部の人口密

度のある程度の低下は受け入れられるものであり、有益なものとなりうるが、都市は良好な公共サービ

スと生活の質を維持できる人口密度を保ちたいと考えている。  

 

囲み記事 3.3.「コンパクトでネットワーク化した」都市構造促進に向けた政

策取組み 

日本の都が拡大するにつれて、日本の従来の中心市街地は過疎化と都市機能の空洞

化に苦しむようになった。1990 年代以来、日本政府は中心市街地活性化に向けた様々

な取り組みを開始した。1998 年中心市街地活性化法は、公共投資および公共住宅への

長期の国家補助金ならびに指定区域への民間投資を促す資金調達機構など、中心市街

地の活性化を目指す包括的な手法を導入した。2008 年改訂版の都市計画法および中心

市街地活性化法は、 郊外の大規模小売店を管理するため、厳しい土地利用制限を導入

した。だが、中心市街地の保護を目指すこのような取組みによって払う代償が大きか

った。OECD (2008)が述べているように、そのために、小売部門における日本の生産性

は 1980 年以来、OECD 中で最悪の部類に入っていた。 

ごく最近、都市再生特別措置法 2014 年 改訂版はコンパクトでネットワーク化した都

市構造を達成する包括的な手段を導入した。市町村に包括的基本計画の開発と公共交

通ネットワークで支えた目標地域における公民の投資を奨励している。関係者が計画
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を守るよう、様々な誘引（インセンティブ）と阻害要因が提示されている。各計画に

は次のことが指定されている。  

1. 都市機能の位置を導く地域。福利、医療、商業、およびその他のきわめて重要

な施設など都市機能の位置をこの区域で普及しなければならない。税制上の優

遇措置、助成金、および財政援助をその地域にある施設に提供する。容積率ボ

ーナスをこの施設の改築のために付与してもよい。計画では使用中または未使

用の土地の効率的な活用を促進する手段を指定しなければならない。規制の計

画も行い、歩くことができる環境を促進する。指定区域の外に展開する都市機

能に中程度の制御を加える。 

2. 住宅機能の位置を導く地域。住宅開発の位置をこの地区で促進し、人口密度を

維持する。指定区域の外に展開する住宅機能に中程度の制御を加える。 

3. 公共交通。民間開発業者と個人が、場所を選択するときに認識できるように、

上述の地域の指定をしながら、公共交通網を維持しなければならない。  

4. 建物解体跡地の管理と有効活用。建物解体跡地の管理改善方法と効果的な使用

方法についても計画には書かれている。NPO などによる建物解体跡地の保守に

関する契約システムが導入された。直販店を含めた建物解体跡地における都市

部の農業を推奨する。 

この規定の実施を支援するため、省間の支援チームが 2015 年 3 月に設立され、可能

な支援ツールについて協議した。 

公共交通網の観点では、2014 年改訂の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

は、市町村に地域公共網開発計画の開発を奨励しており、公共交通政策と土地利用政

策の間での調整を促し、コンパクトシティ実現を促進している（国土交通省、

2015）。 

出典:Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (2015), Brochure of the revised Regional 

Public Transport Revitalisation Act, 8th edition, July 2015, available 

at:www.mlit.go.jp/common/001061400.pdf. 

日本の大都市圏の環境パフォーマンス 

多くの日本の大都市圏からの CO2排出量は、OECD 基準では比較的低い...  

多くの日本の大都市圏の一人当たりの二酸化炭素排出量は、OECD 基準（図 3.21)によると比較的低く、

上位 10%に入ったのは 2 か所だけである。日本で一人当たり排出量を最も多く排出しているのは、強力

なエネルギー部門のある小さな FUA である。実際、エネルギー部門によって生み出されたものを除き、

日本の大都市圏間では排出量の変化は比較的少ない。  

http://www.mlit.go.jp/common/001061400.pdf
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図 3.21.一人当たりの二酸化炭素排出量、OECD 大都市圏 

  

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324917 
  

図 3,22 一人当たり二酸化炭素排出量の主要供給源 

 

 

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース),http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324921 
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...だが重要な環境問題への課題は残る 

他の 2 つの環境指標では、日本の大都市圏は OECD 大都市圏ほどの性能ではない。  

粒子状物質。第 1 章で述べたように、微粒子(PM) は何らかの方法で、大気汚染物質になり、人間の健

康に即時、直接の脅威を与え、炭素よりもローカルな影響を与えるが、基本的には、グローバルな外

在性のものとなっている。日本の大都市の大部分は PM への被ばく 2.5 については中程度から上程度の

範囲になる（図 3.23)。ただし、この指標に対して日本の大都市圏の中でも大きな違いがある。日本の

大都市圏は、OECD 大都市圏の圧倒的多数のように PM2.5への平均被ばくに対するスコアは WHO 基準

よりも上である（年平均 10 μg/m3）。ある程度は、これは都市部の人口密度と関係がある。人口およ

び交通密度と関連してプラスになる傾向があるからだ（Hixson et al., 2012; Brezzi and Sanchez-Serra, 

2014; Demographia, 2015)。 

緑地。公園および自然植生などの緑地は、汚染削減に貢献し、健康と生活の質を改善し、大都市圏を

さらに魅力のあるものとする。驚くべきことではないが、日本の都市の密度を考えると、国の大都市

圏が、大半の OECD 大都市圏に比べて、一人当たりの緑地は遙かに少ない（図 3.24）。衛星による土

地被覆測定から得た数字は緑地の質または配置を反映していないが、このように提供されている緑地

が少ないのは懸念材料である。実際、名古屋、福岡、東京、および安城市は 22 カ所の OECD 大都市圏

であり、推定緑地は WHO が推奨する 9m2 の最小レベル未満である。  

図 3.23.粒子状物質への露出、OECD 大都市圏 

  

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース),  http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324933 
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図 3.24.OECD 大都市圏における緑地の可用性 

 

 

出典：OECD (2015b), 「大都市圏」, OECD 地域別統計 (データベース), http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-en (2015 年 9

月 10 日にアクセス).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324949 

 

日本当局は、人口低下が都市の空洞化につながらないと熱心に保証する一方で、緑地の欠如という問

題を是正する機会を示している。鍵となるのは、緑地を回復する場所と回復量に関する計画を入念に立

てることである。近年、都市の土地利用に関する全国の研究を行った Stott らは、都市部の公園であれば、

規模が問題になる、つまり、人口密度の高い地区のほうが、小規模な住宅の庭と限られた公共スペース

という特徴のある人口密度の低い地域よりも、よい環境結果をもたらしているようであるという結論を

出している。都市化のあらゆるレベルをとりあげた 9 つのケーススタディに基づき、都市開発は徹底的

に比較的コンパクトに行われ、別途、広く 隣接した緑地を伴う「土地の温存」は、(地上、地下の両方で
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サービスの大半を維持する上でよい方法であると筆者は述べている。だが、密度の低い開発で、人工的

に作った土地と自然のスペースが空間を占める「土地の共有」も、都会の緑地から人が恩恵を得るため

に必要かもしれない。つまり、身近な緑地が肉体的、精神的な健康にプラスの効果を与えるので、小さ

な公園を組み込むのも優良な事例となるかもしれないと、著者は指摘している。実際、人間の健康は、

土地の温存による効果が少ないカテゴリーであった。つまり、日本の都市内部の開発管理には、一定の

バランスが必要である。  

日本の都市の緑化のため、複数レベルで取組みが実施されている 

政府は都市機能の集中と公共交通の改善、都市エネルギー・しステムの効率、ヒートアイランド減少

対策と共に、引き続き、緑の多い都市開発促進を続ける。多くの都市の緑化政策（地元の状況を反映す

るように設計しなければならない）における場所別の特性との調和を保つため、2012 年の都市低炭素化

促進法 は、 地方政府に低炭素開発計画の開発、様々な都市機能を統合するための対策を促進、公共輸送

機関の利用を促進、エネルギー利用の効率化、都市の緑地の保存、および都市緑地化の促進を求める。

この法は、一定のエネルギー効率の高い建物（エネルギー効率基準を超え他の低炭素手段をとり、持続
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の公園の改善、道路と港など公共施設の緑化、都市緑地法に基づく環境に優しい施設開発計画を用いた

民間緑地の安全確保、などの問題に取り組んでいる。  

東京およびその他の大都市も、地方そして世界的な環境問題にそれぞれ積極的に取り組んでいる 

(Okata と Murayama, 2011) 。2000 年以来、東京を例にとると、建物の表面温度を下げるため、屋根や壁を

緑で覆うなど、都市のヒートアイランド効果の影響を緩和するため手段を講じている。この取り組みを

促進するため、東京都庁は、東京都環境確保条例を 2001 年に通過させ、改修中の既存建物、あるいは民

間施設の場合は敷地が 1000 平方メートル、公共施設の場合は 250 平方メートルを超えるような拡張工事

中の既存建物だけでなく、新たな建造物の地表部の緑化に加えて、建物の屋上と壁面の緑化を義務付け

た。延床面積が 10,000 m
2 となるような新たな建築には、屋上の緑化を含めた計画も提出しなければなら

ない。東京の目標は、2016 年までに、屋上および地表面の両方で、1,000 ヘクタール(10,000 万 m
2
) の緑地

を設置することである。2015 年までに、TMG は、条例に基づいて、屋上だけで約 180 の緑を追加したと

報告した。東京は必要な緑化の種類に関する仕様の案内を増やしており、冷却と多様な種による生物多

様性の利点を検討し、大規模で長期的な都市のヒートアイランド緩和プロジェクトを導入する新たな方

法を探っている。  

2005 年、TMG は大規模工場、事務所、商業施設、および公的機関に 5 年間の温室効果ガス削減計画の

策定を求める排出削減プログラムに取り組んだ。加えて、2010 年東京は二酸化炭素キャップ・アンド・

トレード・システムを開始し、自身の建物内でエネルギーの効率化に取り組むだけでなく、他と協力し、

迅速な行動によって多くの効果を得ることができるように、都市グループの C40 民間建物効率化ネット

ワークを共同で率いた。 

日本における他の多くの都市は 1960-70 年第の深刻な環境劣化問題を乗り越え、最新の環境技術を開

発した。北九州市はその先駆者の 1 つとなった。汚染が深刻な産業地域であった北九州市は、今ではグ

リーン成長を追求する現代的な産業都市である。市民から持続的に圧力を受け続けた北九州市は、協力

して産業公害の軽減と蓄積した環境劣化の一掃、劇的な水質と大気質の改善を行った。注目すべきこと

には、工業生産高は増加しているにもかかわらず、この転換を達成したことである。北九州市の最近の

緑化イニシアチブには、「エコタウン」リサイクル・クラスターおよび東田地区における「スマート・

コミュニティ」など、グリーン・シティ・デモンストレーション・プロジェクトへの継続的な投資が含

まれる。1996 年、京都市は、燃料を作るために、居住者から調理済みの食用油を回収するバイオディー

ゼル燃料プロジェクトを開始した。市の 92 台のバスと 136 台のごみ収集車は、現在このバイオディーゼ

ル燃料を使用している。また、2013 年には 1 人が一日 445g と、一人当たりのごみの量が日本の 20 都市

の中で最も少ないことは、市の自慢である。これはピークの年（2000 年）に比べ 42%減である。運営中

のごみ焼却場の数は 5 カ所から 3 カ所に削減され、ごみ収集にかかる年間の費用は 42.5%削減されて、54

億ドルとなった（京都市 2015 年）。両都市はアジアにおける持続可能な開発に対して国際的な都市間協

力も実施しており、グリーン成長を目指す都市の中で名声を築いた。  

...加えて、よりレジリエントに 

多くの場合、日本の都市の緑化推進に向けた取組みは、都市回復力の強化に向けた取り組みと連動し

ている。政府は東京付近の大型の直下型地震、南海トラフ巨大地震など、今後数十年間に発生するリス

クが非常に高いと見なされている大型の災害に都市が備えることを切望している。東京周辺の大型地震

が発生すれば、死者数 23,000 人、95 兆円に上る経済損失が予想されている(内閣府 2015b)。南海トラフ巨

大地震では津波のリスクが非常に高く、そうなれば事態はさらに悪化し、32 万人もの死者がでる可能性

がある。このため、政府は以下の政策に取りかかった。 

住宅などの建物が密集しているため、地震の時に火災と建物崩壊のリスクが高い街区を改善。 

津波の時にすばやくスムーズ非難するために必要な避難所と避難路を確保 

災害で足止めされている人びとへの支援手段。例 災害の直後に家に戻れない場合は駅  

都市部の公園。災害管理センターと避難所として役立てる 

地方自治体もこの取組みの一環として、訓練、防災訓練、および食料の備蓄に取り組んでいる。あら

ゆるレベルの政府も国民に災害のリスクと対応についてよりよい情報をあたえるために取り組んでいる。



 

 154 

2011 年以前は、多くの市町村は不動産価格への影響を恐れて、災害予想地図の公表をためらっていたが、

現在それは変化している。 

都市強靱化戦略では、耐震性のある建物の促進が最も大切な対策の 1 つである。日本では 1981 年に厳

格な建築基準法が導入されたが、それ以前に建てられた構造物には適切な耐震性の構造がないと思われ

る。従って、政府は i) 1981 年以前に建てられた建物の耐震性の評価、ii)耐震レベルの評価が不十分な建

物の改良、を促進している。1981 年以後の構造物は耐震性があると考えられる。2015 年 3 月に採択され

た首都直下地震対策は、全国規模で多数をターゲットにしたもので、2020 までに日本の住宅の 95%の耐

震化を含んでいる(表 3.2)。基本計画では、東京が引き続き機能し、災害への備えと、緊急応答計画によ

って、損失は大幅に削減されるとしている。このような準備措置の実施が非常に重要である。 

表 3.2.耐震性建物の目標 

 
 

家屋 

（日本） 

公立校 

(日本) 
警察局庁舎 

建築ストック

数 
60 628 600 (2013) 118 504 (2015) 1 815 (Japan, 2013) 

流動比率 79% 92.5% 
84%（東京、神奈川、千葉、埼

玉の平均）  

年 2008 2014 2014年度 

目標 95% 100% 95% 

年 2020年まで 
2015年度までにできるだけ

早い時期 

2018年度（東京、神奈川、千

葉、埼玉の平均） 

出典：内閣府(2015a)「首都直下地震緊急対策推進基本計画」の日本語版は以下より入手可能。

www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_keikaku_20150331.pdf; 総務省消防庁(2015), 「防災拠点となる公共施設等の耐震

化推進状況調査結果」報道発表、2015 年 2 月 18 日。以下で日本語版が入手可

能:www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/02/270218_houdou_1.pdf; Official Statistics of Japan (2015), 2013 Housing and 

Land Survey, http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?bid=000001051892&cycode=0 (2015 年 6 月 15 日にアクセス); 文部

科学省 (2015), 「公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について」 文部科学省プレスリリース 平成 27 年 6 月 2 日、

以下で日本語版が入手可能:www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/06/1358364.htm. 

日本の首都圏が持つグローバル競争力 

国際レベルでは、大都市間の競争が激化している 

  

グローバル化時代においては、都市や都市システムを国単位の文脈で捉えることはもはや不可能だ。

グローバル価値連鎖の出現により、それを管理する新しい形態の金融及び事業者サービス業が発展した。

多くの場合、それは非常に複雑で高度に技術集約的なサービスである。従って、先進国の大都市はセク

ターというよりも機能を特化させる傾向にあり、自動車や電子機器といった一定の範囲の商品を生産国

というよりも、グローバル・ネットワークにおける重要な節点として発展してきた(Duranton and Puga, 

2002)。こうした活動の多くはクラスター経済や集積的な活動から恩恵を得ているため、サッセンが「グ

ローバル・シティ」(2001, 2005)と呼ぶ一部の限られた都市に集中する傾向がある。グローバル・シティ

は広い意味で類似した専門性を持つ一方、直接お互いに競合しているわけではない：競争はあるにはあ

るが、大都市はグローバル経済を支える金融及び事業者サービスを提供する都市ネットワークの一部を

成しているからである(Renn, 2012)。 

とはいえ、世界の他の都市の多くもグローバル化から驚くべき恩恵を得たことは強調すべきである。

そこに暮らす人々に繁栄と機会をもたらすためには、必ずしも主要なグローバル・シティの仲間入りを

する必要はない。都市は孤立して存在しているのではないからである：ひとつの国の国内における都市

間の階層及び分業については、長らく研究されてきた。ある機能は特定の都市に集中し、都市の規模と

専門性に関して識別可能なパターンが存在する(Duranton and Puga, 2002)。ある意味では、「グローバル・

シティ」の出現は、グローバル化がグローバル・シティ・システムを構成するレベルに到達したことを

file:///C:/Users/Chaplar_u/LocalData/AutoRecover/www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_keikaku_20150331.pdf
file:///C:/Users/Chaplar_u/LocalData/AutoRecover/www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/02/270218_houdou_1.pdf
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?bid=000001051892&cycode=0
file:///C:/Users/Chaplar_u/LocalData/AutoRecover/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/06/1358364.htm
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示している。グローバル・シティ・ランキングの上位を占める都市には、当該システムの最もグローバ

ル化した機能のいくつかが集中しているが、ニッチ分野もまた存在する。すべての都市に、グローバル

機能に特化する能力があるわけでもないし、またそうすべきでもない。それができない都市ですら、世

界経済に深く統合されているからである。例えば、中国の製造拠点は輸出を前提に築かれており、グロ

ーバルな生産チェーンに深く組み込まれている。 

従って、日本にとってのグローバルな競争力は 2 つのレベルで議論される必要がある。第一は、最も

重要なグローバル・シティのひとつとしての東京―あるいは、将来誕生する見込みの東京―名古屋―大

阪メガリージョン―の継続的な役割についてである。第二は、日本の他の都市圏の競争力及び世界経済

への統合、特にこれらの都市圏が、今後しばらく世界で経済的に最もダイナミックであり続ける地域に

位置するという利点からより大きな恩恵を受ける可能性についてである。 
 

何が「グローバル・シティ」の競争力を強化させるのか。そして東京にとってそれ
が何を意味するか。 

傑出したグローバル・シティの特徴は何かを考える時、あるパラドックスが浮上する。研究機関や研

究者により採用する手法は様々だが、グローバル・シティのランキングには驚くべき共通点が見られる。

Leff and Petersen (2015) は、国際的に認められた 9 つの都市ランキングから上位 10 都市の概要を作成した。
10

 近年途上国がより著しい経済活動を示し、今では世界で最も大きく成長著しい都市を抱えているにも関

わらず、先進国のごく少数の都市がランキングを占めていた。11
 2 件のランキングで北京がトップテン入

りし、ドバイと上海がそれぞれ 1 件のランキングに登場したが、アジアの新興国、中東、旧ソ連、ラテ

ンアメリカ、アフリカの都市はまったく取り上げられていなかった。東京は主要ランキング 5 件に登場

し、最も高く格付けされた都市のひとつであるが、それでも日本の都市でランキング入りするのは東京

だけである。対照的に米国からは 8 都市、また OECD の他の複数の国々からは、それぞれ 2~3 の都市が

ランキング入りしている。 

これは単に、格付けが時代遅れで世界経済の最近の変化を反映していないからかも知れない。あるい

は、格付けのほとんどが北米あるいは西ヨーロッパで作成されているという意味で偏りがあるからかも

知れない。12
 しかし、格付けをさらに吟味すると、ある事情が浮かび上がってくる。 

都市の大きさはさほど関係ない。ロンドン、ニューヨーク、東京といったメガシティは何度も登場し、

ストックホルムやチューリッヒは世界基準では小規模都市である。その一方世界で最も大きな都市の

いくつかはランキング入りしていない。 

様々な格付けのほぼ全てを、規模、強力な国際コネクティビティ、そして金融、貿易と物流、イノベ

ーションと知識の創造といった高価値を生み出すビジネスサービスを組み合わせた都市が占めている。

これらは全て高度にグローバル化した活動だが、それらの都市の多くはクラスター効果の恩恵を受け

ているか、及び/または広範な制度的及び法的な整備が整っている（例：金融と会計）なかで世界基準

とグローバル企業が優勢であるような場を提供しているという意味で、場としての強みを持っている。 

こうしたサービスを誘致するには、それを支える「ハード面」のインフラと制度に加えて、あるレベ

ルの生活の質が必要とされる。なぜなら、これらの分野を成長させるためには、 高度なスキルを持つ

（そして柔軟に移動できる）人材が必要だからだ。従って、都市型アメニティ、環境の質、その他非

金銭的な側面から見た暮らしやすさや快適さがこの分野における競争力の重要な要素になる。それは、

例えば鉱物の採掘で湧く新興都市よりも、はるかに重要なものになる。 

これらの特徴は、先進諸国が上位の都市機能において比較的有利な立場に立っていることを示してい

る。こうして、先進国のインフラの質、人的資本及び制度は、 貿易、金融及び知識の創造という核心的

な「グローバル・シティの機能」に優位性をもたらし、同時に生活の質も提供する。うまく機能し、暮

らしやすい都市を作るのは容易ではない。そして、多くの途上国においてそうであるように、急速に発

展している都市を管理するのはなお困難である。新興市場の都市は、しばしばこの領域で競争力を発揮

できない。都市の成長が、政府や自治体がインフラを整備しサービスを提供する、あるいは交通渋滞、

環境汚染または廃棄物処理といった課題に対応する能力を凌駕する場合が多いからである。その結果、
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先進国は質の高い生活や良い環境の質を住民に提供しているといった点で強みを維持している。また、

先進国は現地の言語に精通しなくても、高スキルの職業に就きリロケーションが容易な高度に国際的な

環境であることも注目すべきである。 

日本にとって、これは本州の中心に位置するメガリージョンに関する複数の課題を示している。 

国レベルの法や規制や財政上の管理体制が、物流、金融、知識の創造などの分野で世界級の人材の誘

致と確保に資するものでなくてはならない。 

グローバル・シティのゲートウェイとしての役割には、外部との強力なコネクティビティが要求され

る。  

住み心地の良さも大いに関係するため、内部における適切なコネクティビティと同時に、環境の質、

都市生活における文化面やリクリエーション面のアメニティも非常に重要である。  

都市の国際的な性質も重要である：都市は日本国外からやって来る高スキルの人材にとって魅力的で

なければならず、また労働力の減少を前提にすれば、非熟練労働力としても移民が必要となる可能性

もある。  

英国の労働力調査によると 2013 年の時点でロンドンの人口の 3 分の 1 以上が外国生まれであり、外国

生まれの人口が最も多い首都圏のリストは、ランキング入りしている主要なグローバル・シティのリス

トと大きく重なっている―そこには、中国の香港、ロスアンゼルス、ニューヨーク、シンガポール、シ

ドニー、トロントなどが含まれている。これは、日本の主要都市圏、特に東京がアジアにおいて競争力

を維持するための課題に移民への抵抗感、人口減少、高齢化を加える必要があることを示している。 

こうした競争力維持のための課題の数々は、政府が新たに設定した「国家戦略特区」(NSSZs)、特に以

下で論ずる東京における特区で取組みが始まっている。また、競争力に関する課題のリストには、大地

震と津波のリスクも加えるべきかも知れない。複数の都市が、今後数十年間にわたって大地震及び/また

は津波に襲われるリスクが高く、政府と自治体は活発にそれらに備えている。13
 しかし、そうしたリスク

が政策に大きな課題を課している一方、アジアの他の首都や人々との競争においてはさほど影響はない

かも知れない。なぜなら、アジアの最も活動的な都市の多くが同じ危険に直面しているからである。 

東京の未来 

東京首都圏は日本の人口及び経済面の課題に対して少し矛盾した立場にある。多くの点で、東京首都

圏は世界最大の首都圏であり、日本における唯一の成長の原動力である。 GDP の 3 分の 1 近くを生み出

し、国の首都であり、主な金融センターであり、同時に主要な国際ゲートウェイである。その活力とグ

ローバル競争力は、日本の生産力と成長能力の復活という希望の中核を成す。同時に、人口減少と高齢

化という文脈において、資金と才能を引き寄せる東京の活力は、日本の他の地域にとって脅威になって

いるようにみえる。そうした懸念は、地域活性化促進の重点化の大きな背景になっている。しかし、地

域の復活のために東京を犠牲にすることはできない：日本は、国内の他の成長センターを刺激し全国で

雇用を創出する努力を続けながら、それと同時に既存の成長エンジンをさらに強化する必要がある。資

金と人材と企業を世界中から引き寄せるという、グローバル競争における日本の地位は日本の繁栄にと

って決定的に重要である。 

東京の人口問題は、日本の中では特異である 

Lützeler (2011) は、東京首都圏(TMA)は日本で唯一人口減少の懸念を持たない場所であると述べている。

予測では、東京の人口は 2020 年にかけて増加し、その後 2035 年時点で 2005 年の人口数（1250 万人）を

やや上回る程度になるまで緩やかに減少する。他の集合体はより急激な減少が予測されているが、それ

でも全国平均よりも高い人口を維持するだろう。しかし、東京首都圏全体としては人口増加が見られる

としても、首都圏の多くの地域はすでに急激な人口減少に見舞われている。人口が増加している地域に

は、臨海部（中央区、江東区、港区）、他の区の住宅街、及び一部の郊外の住宅街が含まれている。

Okata and Murayama (2011) は、世紀の変わり目から郊外の多くで人口減少が始まっていると報告している。

もちろん、集合体の中央部分において人口減少を解釈するのは簡単なことではない。暮らしのレベルで
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見ると、人口減少は経済活性化 （住宅利用が商業利用に転換される）あるいは経済的衰退（空き家や空

き地の増加、転出の増加）という現象に現れるだろう。周辺地帯では、衰退する確率が圧倒的に高い。 

東京の人口はまた平均よりも緩やかに高齢化しているが、高齢者人口の増加―特に貧困層の高齢者―

が課題となっている。埼玉県と千葉県の老年人口指数は 2030 年に全国平均に近づくとされているが、東

京都と神奈川県は 3-4 パーセントポイント低くなると予測されている。しかし、高齢化は東京都のある特

定の地域に集中する傾向がある。高齢化が最も進む地域には 2 つのタイプがある：線路や他の都市生活

の不快な要素（騒音など）に近い都会の中心部；そして（それよりもはるかに多い）高い失業率や貧困

率を伴うことの多い公営住宅が林立する地域である(Lützeler, 2011)。前者は都市中心部にあるというメリ

ットのため、やがて再開発され若年層をまた引き寄せるか、あるいは非住宅利用に転換されるだろう。

このパターンは、新しいサービス産業に従事するエリート層が住む都市中心部と集合体の他の部分との

格差拡大を予想するサッセンの「グローバル・シティ」理論 (Sassen, 2001:260-2)
14と一致している。 

ある意味、当局にとってより深刻な懸念となっているのは東京における出生率の問題である。経済的

機会に関して、東京は特に近年大きな魅力を持っている。 政府の推定では、2014 年における東京への純

転入者数は 109,000 人以上であり、2008 年のグローバル危機の発生に続く数年間で急激に減少した以外、

2000 年から一貫してみられる傾向と一致している。15
  

新規転入者の多くは若年層である―2014 年度の転入者のうち 90%以上が 15 歳から 29 歳までの年齢層

である。日本の若者は学ぶために首都に転入した後、仕事を見つけて居住する。日本の政策立案者にと

っての問題は、東京の出生率が全国でかなりの割合で最も低く（2013 年度で 1.13）、また埼玉県、千葉

県、神奈川県といった東京の周辺地域も 2013 年度で 1.31-1.33 と全国平均よりも低いことである。この問

題は、より深刻度は低いものの、他の主要大都市圏でも起きている：大阪大都市圏の中心に位置する府

や県の出生率は 2013 年度で 1.26-1.32 であった。 

高い生活費及び子育てと仕事の両立の困難という問題は、東京や他の大都市に住む若年層にとってよ

り長時間の勤務、晩婚、そして生む子供が少ないことを意味する。一部の政府職員は東京への人口流出

を方向転換することが出生率の回復にとって重要だと考えているが、それが全国レベルで解決策になる

ほど大きな規模で起こる可能性については具体的な証拠はない。従って、東京をより「子育てに優しい」

―特に子育て制度と手頃な住宅に関して―場所にすることが、日本の人口問題対策として重要である。 

東京に関する政策は接続インフラと都市構造の再開発を重視している 

国土交通省の都市局は、外部アクセスポイントや国際会議センターその他の施設を含め、国際ビジネ

スの環境改善の必要性を重要視し、首都のグローバル競争力を高めるための主な課題はコネクティビテ

ィと都市再開発であると考えている。東京都庁は、同じく交通インフラを重要視している。両者とも、

羽田と成田の 2 つの空港と都心部及び両空港間の（新しい路線を開通させることによる）接続性の向上、

また 2020 年までに飽和状態に達すると見られている空港の収容能力拡大の必要性を指摘している。都庁

はまた、レインボーブリッジの外側に新しい客船ターミナルの整備を進めている。ブリッジの高さは 52

メートルで、大型クルーズ客船は通れない。こうした優先事項に加えて、悪化の一途をたどる都心部の

渋滞を一番大きな問題だとみなしている東京都庁は、都内の接続性に大きな重点を置いている。東京都

内の平均速度は（全国平均の 35 km/h に対して）およそ 16 km/h である。現在、3 本の環状道路が建設中

である。16
 これらの環状道路により、空港や海港へのアクセスの改善や都心部の慢性的な渋滞の緩和が期

待されている。都庁は東京の内側環状線内部の交通量の 60%は通過交通であると推定しており、第 2 と

第 3 の環状道路の完成によって都心部をバイパスする交通量を増やせるとしている。環状道路と国内線

空港の建設は日本にとっての優先課題なので日本政府の支援が必要である―とはいえ、その事業費がす

べて国家予算から支出されるわけではない。通常、事業費は政府、東京都庁、23 区の間で分担される。 

都市内の接続性の重視は、東京だけでなく他の多くのグローバル首都圏でも同様に優先事項となって

いる。。例えば、パリでは仏当局が市内交通接続性及び首都圏の制度間の結合力の強化を目指す 15 年プ

ロジェクトを開始した(囲み記事 3.4)。その目的は、パリ大都市圏において環境汚染を緩和し移動を促進

して生活の質の向上を図ることだけでなく、新しい集積ダイナミクス、イノベーション、そして新しい

経済活動の拠点の出現を促進することである。これはその一方で、パリ地域の特定の資源を大都市圏レ

ベルでより可視化することにつながる。日本における東京の開発計画及び東京―大阪―名古屋メガリー

ジョン構想は、パリのプロジェクトと同じ目標の多くを達成しようとする試みである。  
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囲み記事 3.4. フランスのグラン・パリ計画 

フランスのグラン・パリ計画は、フランスにおける空間プランニングの新しいアプ

ローチを採用している。 この計画では、パリ地域は他の地域や都市の発展を阻害する

ものではなく、国にとってのグローバル資源であるという見方に大きな重点を置いて

いる。そうした変化は、ボルドー、リヨン、ツールーズなど他の都市が急速な発展を

したこと、及びそれによって首都とその周辺地域に人と活動が集中するのではないか

との懸念が緩和されたことが部分的な理由になっている。しかし、それは同時に、

国々の経済力がパリ、ロンドン、ニューヨーク、東京といった国際都市に大きく依存

しているという意識の表れでもある。フランスの場合それが一層重要なのは、交通網

と経済関係によってパリと他の都市の結びつきが強く、全国に重要な波及効果をもた

らしているからである(囲み記事 3.6 で紹介するフランスの高速鉄道のケースを参照)。 

このプロジェクトは、パリの主な資源（その経済活動の多様性や研究職の密度の高

さ）への注目度が低いため、その経済的な潜在力が十分に活用されていない、また集

積効果の最適化が不十分なため労働市場の効率的なマッチングやアイディアと活動の

交流が制限されているとの広く共有されている認識が発端となっている。こうした問

題は、制度の分断化とパリ市内及び郊外との接続には便利な放射線状の交通網によっ

て強化され、その一方でパリ市とその周辺の都市や街との間の移動を妨げている。グ

ラン・パリ計画が空間プランニングと制度面の 2 つのレベルで構成されているのは、

そのような理由による。 

空間プランニングの最も可視的な部分は、パリ周辺地域内でより速く簡便な接続を

可能にするための新しい地下鉄網（新路線と既存路線の延長から成る）の建設であ

る。この交通網の目的は、交通システムをより効率的かつ都市部の現実とその住民の

ニーズに合わせたものにすることだけではない。それはまた、新しい都市プランニン

グ及び新設駅周辺の開発プロジェクトのインセンティブとして構想されている。建築

的な側面とアメニティ（店舗や共益サービスに加えて、コワーキング・スペースやビ

ジネスインキュベーター等）が特に重視されているこれらの駅は、集積の総合的な活

動を強化する新しい活動拠点の出現を促す手段として期待されている。さらに、この

交通網は人を運ぶだけでなく、パリ地域の開発の可能性を刺激しその魅力を高めるた

め高速接続によってデータセンターにデータを運ぶ。最後に、この交通網は駅周辺の

経済クラスター形成（例えば、サン＝ドニ周辺の創造産業、ル・ブルジェ周辺の航空

産業、ヴィルジュイフ周辺の健康医療研究など）や学術的拠点の活性化（例えば、サ

クレー）を促進して相互の相乗効果や集積を強化し、それによってパリ地域の資源や

特異性を国際レベルで際立たせることを目指している。 

つまり、その目的をより手短に言うと、移動性を支援することに加えて、新しい開

発拠点を創造し人々がより簡単に仕事を見つけることが出来るようにすることによ

り、豊かさと貧困の両極端が混在する首都圏内部の経済開発における矛盾を減少させ

ることである。また、都市のスプロール現象を抑制して自動車の使用を抑え、パリ地

域の開発を持続可能なものにすることも目的のひとつである。予備調査の期間を経

て、新路線の建設はグラン・パリ公社の監督のもと 2015 年に開始され、2030 年までに

完成する予定である。 

制度面は、パリ首都圏の行政組織であるグラン・パリ・メトロポールが 2016 年 1 月

に新設されることが主な内容になっている。これにより、パリ市と周辺の 130 市がひ

とつの大都市圏を構成することになる。この新しいエンティティは、経済開発、都市

計画、環境政策、そして一定の範囲内で住宅供給を統括する。このメトロポールの設

立は 2014 年に採択された新しい法律に規定されたグローバル政策の一部であり、この

法律によってフランスには 14 のメトロポールが誕生した。パリの場合、首都圏の統治
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機構の整備プロセスは、そのグローバル的な規模や都市間の豊かさの格差や政治的・

制度的な断片化の長期化等の当地域独特の事情から特に困難であった。それこそ、

2024 オリンピック大会誘致や 2025 万国博覧会誘致などの連合プロジェクトが、公共事

業の推進力であると同時に、グラン・パリ計画に直接関連していなくともその方向性

に沿う集団的な運動の強力な原動力として見なされる理由である。 

出典： the Commissariat Général à l’Égalité des Territoires から直接得た情報。 

 

上記に加えて、東京では下記の 2 つのメガプロジェクトが計画されている：  

2020 年に第 32 回夏季オリンピックが東京で開催される。当局が目指すのは、オリンピックを梃にして

東京の国際的な存在感とイメージを高めることと同時に一連のインフラ整備その他の投資を進めて将

来的な競争力の向上をサポートすることである。 

2011 年 5 月、日本政府は東京―名古屋―大阪を結ぶ総事業費 9 兆円の超電導磁気浮上式リニア新幹線

「中央新幹線」の建設を認可した。完成すると、東京―名古屋間の所要時間が現行の 95-100 分からた

った 40 分に短縮され、また東京―大阪間は約 140 分から 67 分に短縮される。最高設計速度は 約

505km/h である。17
 

都市局はまた、日本の主要都市の投資先としての魅力を高めるため、都市再開発を積極的に進めてい

る。2002 年に制定された都市再生特別措置法は、都市開発への民間投資を刺激することによって日本の

都市の競争力を高める初めての総合的な取組みであり、土地利用規制の緩和と民間投資家への金融支援

が主な柱となっている。東京と横浜の合計 2 806 ha の地域が、民間による都市開発プロジェクトに対する

政府支援の緊急重点地区に指定されている。都市再生の取組みは東京の下町と臨海部で加速化された。

1990 年から 2010 年の間に、大規模オフィスの床面積は 2050 万 m
2から 3720 万 m

2と、合計 82%増加した

（国土交通省の 2015 年の統計）。これら 2 都市では、他の地区と比較して指定地区のほとんどで地価と

賃貸価格が上昇した。都市再生の取組みは、福岡、名古屋、大阪、札幌などの都市においても、それぞ

れの都市局の支援により実施されている。2015 年 8 月までには、そのような都市再生プロジェクトが 79

件国土交通省に登録された。 

東京のこれまでの最重要プロジェクトには、臨海部、新宿駅、渋谷駅、品川駅周辺の開発、丸の内パ

ークビルディング及び虎ノ門ヒルズがあった。 大規模オフィスの床面積は 1990 年から 2010 年の間に

1670 万 m
2（82%の増加）拡大した。18

 こうしたプロジェクトの支援には、資金借入を促進するための政

府保証借入、償却の加速化、床面積率（容積率）と高度規制の緩和、そして公有地に建築物が建てられ

る場合は固定資産が軽減される特例が含まれる。不動産取得税や登録免許税の軽減も可能である。都市

局の統計によれば、約 258 億円の保証借入と他の資金援助が 2013 年 10 月末まで延期され、同時に税控除

を通して 275 億円分の支援も提供された。 

規制及びその他の政策も変化しているものの、さらに多くのことが必要である 

東京都庁及び国土交通省は、オリンピック向け建築物の新築に加えてインフラ整備に大きく力を注い

でいる。確かに、渋滞問題や東京の主要空港間の接続改善の取みは必要だろう；これら 2 つの弱点は、

森記念財団の「世界の都市総合ランキング」などの国際アセスメントにおいても指摘されている。しか

し、国家財政への負担、人口高齢化、そして首都圏の人口が将来減少し始めることを考慮すれば、イン

フラに集中した解決法には疑問の余地がある。新しいインフラの一部に関して今後数十年間に十分な需

要が創出されないリスクがあると仮定すれば、道路課金や混雑課金といった需要重視の解決法も考える

価値があるだろう。つまり、必要なのは需要と供給のバランスを考えた解決法である。国際アセスメン

トは、規制の重荷、英語力、生活費の高さ、そして自然環境といった東京の他の弱点を指摘している。19

起業するまでに複雑で手間のかかる手続きが必要とされるのも、日本の弱みになっている。世界銀行が

発表している「ビジネス環境の現状」によると、香港またはシンガポールで事業を始めるにはたった 3

日しか要しないのに対して、日本では平均 11 日かかる。ハード面の都市開発プロジェクトは、起業の支

援、イノベーションの促進、外国からの投資や熟練した才能豊かな労働力を引きつけることと組み合わ

せれば、より一層効果を上げることができるだろう。 
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それに関しては、「世界で一番ビジネスのしやすい環境」の創出を目指して 2014 年に開始された「国

家戦略特区」が東京だけでなく日本の他の主要都市にとっても重要な取組みとなっている。 この取組み

では、開業の法的手続きや日本で起業したい外国人のビザ手続きのワンステップ・サービスを含む、一

連の規制緩和メニューが設定されている。2014 年 12 月に、首都圏（千代田区、中央区、港区、新宿区、

文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区、神奈川県、千葉市）が「国家戦略特区」に指定された。

2015 年 7 月時点で、9 つの「特区」が内閣府から認可されている。東京特区計画では、起業支援を含む

様々な規制緩和措置が取られている。2015 年 4 月には、東京都庁と 4 省が「東京開業ワンストップセン

ター」を立ち上げた。ここをワンストップサービスの窓口として、開業手続きの短縮を支援する。政府

はまた「雇用労働相談センター」を設置して日本の雇用状況と労働規制についての専門家による助言を

提供し、グローバル企業や新興企業を支援する予定である。東京都庁は、2011 年に開始された政府のも

うひとつの規制緩和イニチアチブである「アジアヘッドクォーター特区」の一環として、「ビジネスコ

ンシェルジュ東京」をすでに運営開始している。このような既存のイニチアチブが新しい国家戦略特区

と連携しコーディネートされることによって、シナジー効果が得られるだろう。 

2015 年 6 月に認可された最新の東京特区計画には、イノベーションを刺激し世界中の高い技術を持っ

た人材を惹きつけるための以下の規定が盛り込まれている： 

高レベル医療サービスを迅速に提供するため、日本では未認可の医薬品や治療法の規制を 6 医療施設

で緩和する。 

高レベル医療サービスを提供するため、6 医療施設でベッド数の規制を緩和する。 

外国から高度の医療技術を持つ医師を惹きつけるため、フランス、英国、米国との二国間協定に基づ

き、外国人医師が日本の医師免許を取得せずに 3 医療施設で働くことが許可される。 

国際ビジネス促進用施設に関連する 5 件の都市開発プロジェクトに簡素化された手続きが適用される。 

特区の魅力を高めツーリズムを促進するため、特区内の 4 つの場所で道路占用許可の基準が緩和され

る。 

ビジネス・コミュニティーの必要に応じて、東京特区の規制緩和メニューを更新していくことも重要

だろう。新しいスキームを成功させて従来よりも効果的なものにするためには、大胆な改革が必要であ

る。例えば、2011 年に始まった「アジアヘッドクォーター特区」は、日本を国際ビジネスの中心地にす

るため、2016 年までにアジア地域の外国企業の本社機能を 50 以上誘致する試みだ。だが、2015 年初頭の

時点でまだ 2 社誘致したにすぎない(OECD, 2015f)。日本政府もまた、こうした実験的な規制緩和の効果

を検証し、東京の特区以外の地域や他の主要都市に広げるために重要な役割を担っている。 

以前にも増してグローバル化した経済環境において東京の競争力を高めるには、これら全ての取組み

に加えて、長期的な社会的及び制度的投資が不可欠だ。東京は、外国人労働者の高い技術を求めている

日本企業に就職支援をすることもできる。オーストラリアのビクトリア市が運営する「専門的な技能を

持つ外国人プログラム」the Overseas Qualified Professionals Programme (OQPP) では、オーストラリアに来

たばかりの外国で技能を取得した専門家に職歴に応じた職業紹介サービスを提供し、各自の専門分野に

関連する雇用機会を与えている(Quintini, 2011)。OECD 参加国や地域の多くは、高い技術を持った移民の

ニーズや需要に対応するための特別措置を実施している。東京を海外からの観光客だけでなく外国人居

住者にとっても優しい都市に変えることは、そうした取組みの必要不可欠な要素である。外国から来た

ばかりの労働者やその家族は、家探しや子供の入学手続き、医療が必要な場合の病院、文化活動など

様々な課題に直面する。 

日本に来たばかりの労働者とその家族を支援するための鍵となるのは、地域レベルの支援である。例

えば、地域における教育や医療サービスに関する情報をこれらの人々に提供するための多言語支援を拡

大することだ。従って、地域に馴染むための支援としての言語プログラムも重要である。スウェーデン

の Folkuniversitetet という非営利団体は、全国で幅広い成人教育コースを提供し、特に労働市場における

移民の立場を支援することに力を入れている。例えば、医療やヘルスケアに従事する移民を特に対象と

したスウェーデン語プログラムは、そうした人材が専門的技術をスウェーデンで活用できるよう支援を

行っている (OECD, 2012b)。  
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リニア中央新幹線プロジェクトと東京―名古屋―大阪メガリージョンの形成 

中央新幹線は、人口 6000 万人以上のメガリージョンを作る 

現在進行中のリニア中央新幹線プロジェクトによって、本州の太平洋側に位置する大都市圏クラスタ

ーが近い将来変容するだろう。U 字型軌道の約 10cm 上を浮上する磁気浮上式リニアモーターカーは、超

電導磁石の反発によって浮かび軌道側のコイルに電力が流されることによって推進する仕組みである。

これにより、無摩擦の運動が可能になる。また、他のほとんどの交通手段よりも温室効果ガス排出量の

削減にもつながる。可動部分が無いため超電導リニアは保守管理費も低く、JR 東海のものを含めて一部

の超電導リニア車両は安定的な走行のため自動制御されるよう設計されていて、事故のリスクも低くな

っている。この技術は、すでに短区間の実験線で使用されており、東京―名古屋線が初の都市間旅客営

業路線となる。20
 第一段階では、中央新幹線は東京の品川駅から神奈川県の相模原、山梨県の甲府、長野

県の飯田、岐阜の中津川に停車して名古屋まで運行する。 開業は 2027 年に予定されている。東海旅客鉄

道株式会社（JR 東海）が発表した資料によると、中央新幹線のルートは水資源、国立公園や住宅地を通

過せず、建設残土は農地や公共事業プロジェクトに再利用される(Minami and Yagi, 2013)。東京―名古屋

間の 286 kmのうち 85%以上が、地下あるいはトンネルを通過する。 

JR 東海は、現在営業中の新幹線から得られる現金収入を使って中央新幹線プロジェクトの資金の全て

を負担する。全国新幹線鉄道整備法によれば、JR 東海は政府からの資金支援を得ることもできるが、JR

東海の営業エリア以外の地域で整備される路線には政府の支援が必要とされるため、同社は「中央新幹

線」に必要な資金を全て自社で賄うとしている。しかし、政府と関連自治体も様々な形で大きな貢献を

している。このプロジェクトに予算基金は支出されないが、政府は地下 40 メートル以深のトンネル（超

電導リニア新幹線が走行予定の深さ）を建設する場合、地主に対する補償が不要との法律を成立させた

(Lippert, 2013)。この措置は、世界で最も地価の高い土地に路線を開通させるためのコストを大幅に削減

させる。実際、JR 東海が可能な限り地下に建設する決定をしたのは、この路線が通過する地域の地価が

主な理由である。超電導リニア新幹線の停車駅の建設費用は当該地区の自治体が負担する。 

JR 東海は、プロジェクト開業の数十年後に初めて収支が合うことを認めているが、その商業利益の多

くは今後日本が超電導リニア技術をどれだけ輸出できるかにかかっている。21
 しかし、同社は既存の新幹

線が 21 世紀中頃に大幅な刷新が必要になること、及び運行スケジュールがすでに過密でほぼ本数を増や

すことが困難なため、新たな新幹線が必要だとしている。さらに、JR 東海は新ルートの追加によって、

大地震が発生した場合の交通網のリジリエンスが高まると主張している。2013 年、国土交通省の小委員

会は、第二段階完成後のリニア中央新幹線の経済効果を 1 年当たり 8700 億円であると試算した。その約

45%は首都圏、それよりも若干上回る額が名古屋と大阪にもたらされ、日本の他の地域はたった 7%以下

の恩恵しか与れない (Minami and Yagi, 2013)。この開発事業による空間的な波及効果の広がりは、それを

いかに他の交通投資と連携させるかに大きく依存している。例えば、名古屋では関係当局がすでに時刻

表の調整に加えて、地域の在来線その他の交通サービスとの迅速で簡便な接続を促進するための名古屋

駅整備の計画を進めている。 

当局は、中央新幹線の整備によってグローバルな競争力を持つ大都市メガリージョンが形成され、そ

れにより強力な集積経済が形成され、その大きな市場潜在力が投資を呼び込むことを期待している。4 つ

の国際空港と 2 つのハブ港を誇り人口 6000 万人を擁するメガリージョンは、世界で最も大規模な地域貿

易拠点となるだろう。超電導リニア計画の初期段階での分析において、Morichi and Shimuzu (2002) は初期

の新幹線の歴史的発展においては、東京から所要時間 60 分の範囲が重要な閾値だったと述べている。首

都を中心としてより速い交通手段が発展するにつれ、東京の「軌道」内に引き込まれていった地域はよ

り早く発展していった。中央新幹線も同じような効果をもたらすのではないかと推測されている。  

政府は、東京首都圏の国際的な機能が名古屋都市圏の製造業の卓越性、そして大阪都市圏の文化、歴

史、商業機能とより密接につながることによるシナジー効果と競争力強化にも期待している。こうした

期待は日本だけのものではない。他の国々でも近年、経済活動のさらなる集積化の手段として、距離で

はなく所要時間の短縮によって人とビジネスを結びつける交通投資に大きな関心が寄せられている 

(Gibbons, 2015)。例えば、Overman et al. (2009) は、マンチェスターとリーズ間の列車による所要時間が 20

分短縮したことによってマンチェスターだけで約 43 億英ポンドの経済効果があったことを報告している。
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しかも、これはより好況なマンチェスター とリーズ間の集積効果が高スキルの労働者を惹きつけるとい

う要素を織り込んでいない数字である。 

この最後のポイントは、当然ながら集積化重視の政策がもたらす分布上の結果のひとつを浮き彫りに

する：他の条件が同じであると仮定すれば、大都市に高い技術を持った労働者が集まることによって彼

らの生産力が高まり、国の経済全体が上向きになる可能性が高い(OECD, 2015d)が、それは国内の他の地

域を犠牲にすることにもつながる。新しい活動に対する人の移動という問題は、インフラ投資案の評価

において考慮すべき問題である。特に日本の当局が東京への一極集中に懸念を持っているのであれば、

中央新幹線はその視点からも考慮することが妥当だろう。もし一極集中の回避が政策上の優先的課題で

あるならば、労働市場における求心力の強化をもたらす可能性の非常に高いプロジェクトの有用性を再

考しないわけにはいかない。人口的状況もまた、中央新幹線の必要性に疑問を投げかける：日本の人口

が急速に減少し、東京の人口さえ 10 年以内に減少に転じることが予測されているなか、このサービスに

対する十分な需要が維持できるかは不明である。 

インフラ・メガプロジェクトの影響の事前評価は、極めて難しい 

交通インフラがどの程度成長の推進力となるかには、決定的な答えはない。OECD の研究によると、

ネットワーク・インフラへの投資には確かに資本ストック増加以外のプラス効果があるが、その効果は

非線形的であり、低いレベルでの供給でより高い効果が表れる(Sutherland et al., 2009)。もしそのような投

資が収穫逓減に当てはまる場合、それはまさしく起きるべきことである。(Demetriades and Mamuneas, 

2000)。22
 インフラ・ギャップが大きい場合、それを解消した場合のリターンも大きいが、インフラ供給

が順調な場合、追加投資から得られる限界利益は小さいか、もしくは存在すらしない (OECD, 2013b)。何

が結果として得られるかは、インフラ投資が政策パッケージの他の要素とどのように影響し合うかにか

かっている：OECD (2009b)は 、インフラ供給の地域経済への影響は、人的資本、イノベーション、そし

てビジネス環境に関する政策に大きく依存すると報告している。インフラはそれ自体では特別の影響を

もたらさないが、他の政策と組み合わせた場合に重要な貢献を果たすことができる。  

交通投資の集積的影響の試算よりさらに難しいのは、単体での大型プロジェクトの事前評価である。 

ここで重要なのは、ルーチンのインフラ投資に妥当な方法と、経済構造や競争力に影響を及ぼす可能性

のある長期的でダイナミックな反響を伴う「ゲームチェンジャー」としてのメガプロジェクトに必要と

される方法を区別することである(OECD, 2014a)。 例えば、交通量の多いルートへの負担を緩和するため

に行われる投資の評価のベースとなるのは標準的な費用対効果分析だが、これはスウェーデン南部とデ

ンマークの首都圏を結ぶオーレスン・リンクのようなものがもたらす影響を評価するには不適切である。

この橋は、既存の人、商品、サービスの流れを変え、大きな新しい流れを生み出し、そして居住パター

ンの本質的な変化をもたらした。これよりも小さい規模でさえ、そうした現象を予測することは難し

い：パリ首都圏の新しい通勤路線の追加は、非効率性の緩和（直接的な影響）が目的だったが、それは

また土地利用のパターンを変容させ、そして新路線沿線の住宅市場と地域経済を再編成する可能性もあ

る。このようなプロジェクトの評価を行う際の落とし穴に関してはエビデンスが積み上げられてきたが、

ベストプラクティスとして認められる標準化された方法論についてのエビデンスは存在しない。しかし、

そのいくつかの基本的ステップは最近の OECD の研究で示されている (囲み記事 3.5)。 
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囲み記事 3.5. インフラ・メガプロジェクトの事前評価 

大規模交通インフラ投資の評価についての文献は、他のシナリオと比較した場合の

インフラ投資に関する有益性評価の最も効果的な方法に重点を置いている。通常、反

事実的条件として設定されるのは投資を実行しないこと（現状維持）である。また

は、それより頻度が低いが、他の解決法への投資が反事実的条件として設定される。 

プロジェクト評価の方法は様々だが、下記のうちひとつかそれ以上が含まれる傾向

がある： 

 集積経済を通した生産力の向上の可能性 

 交通の流れにおけるボトルネックの緩和という利点  

 交通網の信頼性と予測可能性の向上という利点  

 輸送能力、住宅、雇用創出（その延長線上で、個人の選択肢の拡大）の拡大と

いう利点 

 人的資本とスキル形成への影響 

近年の評価は、（プロジェクトから直接影響を受ける、または結びついている）利

用者が受ける直接的な利益を超えたより広い意味での利益を重視し、間接的影響（プ

ロジェクトに直接結びついている利用者へ供給する人々、または前者から利益を得る

人々への影響）及び誘発される経済的影響（国の経済を含むより広い範囲の経済的利

益）に大きな関心を向けている。そうした評価のいくつかにおいては、誘発効果の動

態が特定されている。直接的な効果に対する累積効果合計の割合は、一般的に大型プ

ロジェクトの全体的な利益の評価に使用される乗数効果である。さらに、利益の特質

と分布に影響する重要な要因として、空間的な波及効果を測定する試みが増えてい

る。 

それらのより広範な影響の評価は複雑であるため、OECD (2014a)はいくつかの基本

的なステップを踏む必要性を指摘している。  

 モデル化による結果の信頼性が低いため、評価には感度解析とロバスト性解析

を取り入れる必要がある。  

 明確な反事実的条件の設定が必要である。ほとんどの場合、それは投資実行シ

ナリオの評価と同じように困難であることが多い。 Overman (2011)は、非常

にスケールの大きいインフラ・プロジェクトの場合はベースライン（何も建設

しない）の評価自体も困難だが、政策立案者は公的資金を他の形ではなく当該

プロジェクトに使用する場合の機会費用も考慮すべきであると指摘している。 

 評価は、経済の構造を前提に、新しい交通インフラがもたらす限界利益を推定

するためにベースラインを設定することから始めるべきである。交通投資の影

響を集積的な利益と関連付ける試みは、測定と特定の双方でいくつもの問題に

突き当たるだろう。しかし、土地利用と交通モデルを組み合わせれば、生産力

効果 の推定が可能になるだろう。 

 プロジェクトの特性として事前評価が必然的に不正確で信頼性の低いものにな

る場合、他プロジェクトの事後研究を参考にするとよい。 

 

 

OECD (2014b) は、特に高速鉄道 (HSR)に関して 4 段階テストを提案している。第 1 段階は商業化につ

いてである。問題は、概して計画対象期間とスケールに一定レベルの公的支援が必要になるため、この
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ような投資はそれ自体ではまれにしか商業的に維持できないことである。23
 日本は、新幹線網の成功とい

う視点から見ると例外的なケースである。しかしながら、リニアモーターカーの商業化の場合は、官民

の投資がほぼ同等で公的資金への依存度が高い。従って、投資から得られる社会的利益は非常に重要で

あり、OECD テストの残りの段階はそうした面に重点を置いている。第 2 段階は、交通手段そのものから

得られる社会的利益についてである。通例、所要時間、予測される利用者数、及びモーダルシフト（環

境汚染度の高い交通手段から低い手段への転換及び/または混雑度の高い交通手段から低いものへの転換）

で評価されるこのベンチマークは達成度が高い。しかし、実施主体が設定する閾値は、目的によって大

きく変化するため、評価を誰が行うかによってバイアスが生じるリスクが大きい。第 3 段階は交通網全

体の利益に重点を置くが、その評価は必然的にさらに大きな複雑性を伴う。最後に、第 4 段階は常に具

体的であるとは限らない、広範な経済的及び社会的利益を考察する。 

最近の研究には、動的に誘発される利益の問題に焦点を当てたものがいくつかあり、特に Chen and 

Haynes (2013)は空間計量経済学と包括的一般均衡推定を組み合わせ、公的交通インフラへの大規模投資の

マクロ経済的な影響を推定する新しい方法を提案している。彼らのモデルは、需要側と供給側の影響の

双方を推定し、交通システム全体を考察する、つまり異なる交通手段間の相互関係を考察する。彼らの

発見によると、交通インフラ投資の影響の大きさは、概してこれまで考えられていたよりもずっと小さ

い。この発見には交通網がよく発達した国々のより最近のデータを使用されていることが部分的に反映

していると思われ、Sutherland et al. (2009)の研究結果とも一致している。 このモデルの高い集積レベル

（国単位のレベル）は、推定値が各セクターの大まかな定義（例：全ての道路と高速道路）に基づいて

いることを示しているが、これは同時に、当該モデルが大型地域プロジェクト単体（新高速鉄道路線な

ど）の利益の評価に使用される場合、その有用性が制限されることも意味する。 

特定の大型プロジェクトを評価する際、より直接的に有効なのは、おそらくオーストラリア運輸省

(2012)が使用しているモデルだろう。4 件の大規模インフラ投資を事後的に調査したこの研究は、直接的

な効果を超えた費用と利益の特定に伴う難しさとコストを念頭に置きながら、フィードバック・ループ

と土地利用のアウトカムを含む動的一般均衡アプローチを使って利益を幅広く計測することを提案して

いる。この研究で使用されている主な変数は「有効雇用密集度」で、これは雇用の密度と雇用センター

までの所要時間に基づき、アクセス可能性を計測する複合変数である。 

 

リニアモーターカーの経済的影響は予測が困難 である 

日本当局は、新しいリニアモーターカー路線が日本の中心部に大都市圏メガリージョンを形成する原

動力になることを期待している。 世界にはまだそのような巨大プロジェクトの影響を測る前例が少なす

ぎるため、その影響を一般化することはできないが、いくつかの前例の概要は、その一体化のスピード

と規模を当然のこととして期待できないことを示唆している。他の政策、特にイノベーションと起業家

精神の醸成を重視する政策も大都市圏一体化を支援するために必要である(OECD, 2009b)。また当プロジ

ェクトに関わる都市群は、新路線沿線の地域の一体化を確実にするための措置を取る必要がある（例：

名古屋における迅速な接続を確保する取組み）。新しい交通インフラの導入を基盤としている最近及び

それ以前の多数の経済開発戦略は、そのような投資は大きい効果が見込めるが予測が難しくまたその効

果は自動的にもたらされるわけではないことを裏付けている(囲み記事 3.6)。それらは、起業家がそれま

でアクセスできなかった機会―移動時間とコストの軽減、新しい市場への参入、新しいビジネスパート

ナーとの出会い―を活用するためにどれだけ新しい交通オプションを利用するかに依存する。 

  

囲み記事 3.6.  世界の大規模交通インフラ・プロジェクトの空間的影響に関

するエビデンス  

日本  

東海道新幹線の開業後、交通量の増加は全ての予測を上回り、1965 年の 107 億人キ

ロから 2008 年には 461 億人キロに達し、旅客輸送密度24
 は 5 倍に増加した。そして、

東海新幹線が接続する都市間で役割の転換が起きた。東海道新幹線開業以前の名古屋
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は、東京と大阪の間の「仲介首都」の役割を果たしていた(ECMT, 1992)。先進的なサ

ービス活動の拠点になっていた名古屋は、新幹線の開業後、その役割を失い始めた。

その分野の雇用は名古屋で減少する一方東京で増加し、大阪ではさらに増加した。し

かし名古屋は衰退せず、むしろ高価値を生み出す製造業に活路を見出した。 

フランス  

パリとフランス第 2 位の都市リヨンを結ぶ（東京―大阪間に匹敵する約 464km の距

離）高速鉄道(train à grande vitesse, TGV)の開業は、双方向に交通量の急激な増加をも

たらした。25およそ 3 分の 1 の利用者が空路から陸路へと流れ、利用者 1 人当たりの年

間平均利用回数が約 30%伸びた。一部の人々が懸念したようにリヨン地域がパリ地域

に飲み込まれるどころか、むしろリヨンはその市場を拡大させた。リヨン地域の企業

のいくつかは、これまで（所要時間が長すぎる；交通費が高すぎる等によって）活用

できなかったパリの競合に対する優位性を活用できるようになった。Chen and Hall 

(2012)は、ノール＝パ・ド・カレー地域圏（フランス）とランカシャー（英国）を比較

し、産業空洞化が進行中の地域における所用時間の短縮と経済再編の促進度という形

を取った接続性向上の影響を調べた。その結果、フランスの高速鉄道の開業は、既存

のインフラの改善にすぎない英国のケースよりも明確で広範な地域的影響を与えた

が、利益はより優位な地域（この場合はパリ）にもたらされる傾向があることも判明

した。 

ドイツ  

Ahlfeldt and Feddersen (2015) は、フランクフルトとケルンを結ぶ高速鉄道の建設の影

響を調査した。この報告では、中間区間の駅が地域経済の外側に設置されたため、26

様々な場所に対する鉄道連絡の影響、周辺地域における集積効果、そしてこれらの効

果の空間的波及効果を分離させて調べることができた。その結果、中間区間の駅は高

速鉄道の開業により、経済活動の場として大きな恩恵を被ったが、それ以上に主要経

済センターへ通勤できる新しい住宅地として利益を得たことがわかった。これらの利

益は非常に限定的であり、駅から離れるに従って劇的に減少した。27
 これは、リニア

モーターカーも同様の影響をもたらす可能性を示唆している。つまり 3 主要都市を中

心とした沿線に沿って経済活動の大きな集中をもたらし、かつ中間区域及び停車駅で

はない路線周辺地域の住宅市場に非常に大きなインパクトを与える可能性である。3 主

要都市で最も小さい都市である名古屋も、名古屋市職員が危惧するように、東京に活

動を奪われる可能性がある。 

ユーロスター  

ロンドンとパリを結ぶユーロスターは、様々な地理的スケールにおける潜在的な影

響を調べるための顕著なサンプルとなる。運行開始は 1994 年だが、高速鉄道がロンド

ンまで開通した 2007 年までは、このプロジェクトの本来の潜在力は発揮されなかっ

た。英国のケント州における高速鉄道の利益は現時点で不明確である。ローカル鉄道

網に接続する中間区間の駅（特にエブスフリート国際駅）の建設は、住宅や商業用不

動産への重要な投資につながったが、これらの投資は範囲や規模において限定的なも

のに留まっている。Hay, Meredith and Vickerman (2004) は、ユーロスター高速線がトン

ネルで停車しロンドン・ウォータールー駅まで在来線で運行していた時点で、ケント

州には限定的な影響のみ、そしてそれ以上の発展の可能性はほぼ存在しなかったと述

べている。これは、大規模インフラ投資以前から存在している地域の経済力が投資の

影響の重要な決定要素となることを示唆した他の研究とも一致している。従って、

Kveiborg’s (2014)が行ったユーロスターと計画段階のフェーマルン・ベルトトンネルの

比較研究は、中間区間地域への影響は限定的なものになり、接続性の向上を通して活
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用できる潜在力を持つ場合以外は、その影響も利益につながるためには長期間かかる

ことを強調している。その主な例外は、中間区間の停車駅がある場所である。ユーロ

スターの場合では、ユーロスターの運行開始後 10 年間は、リールとアッシュフォード

（エブスフリート国際駅経由でユーロスターの運行区間が変更される前）がそれぞれ

所在する地域よりも経済的に発展した。 

オーレスン  

2000 年に開通した、スウェーデン南部のスコーネ県とデンマーク首都圏を結ぶ橋

は、エーレスンド海峡周辺の地域に根本的、かつ時には予期しなかった影響をもたら

した(OECD, 2012c)。利用者数は十年間でおよそ 3 倍に増え、1 日当たりの通勤者数も

およそ 7 倍に増加し 1 日当たり約 2 万人となった。また相対的に不動産価格が大幅に低

かったスウェーデン側では住宅ブームが起き、一方で雇用はコペンハーゲン市内及び

その周辺に集中した。この地域は給与が大幅に高いことから、専門性による統合度が

高いこと示している(Decoville et al., 2010)。しかし、マルメはコペンハーゲンの通勤圏

には組み込まれず、一部の土地集約的な活動はデンマークからよりコストの低いスウ

ェーデン南部に移転した。2000 年から 2009 年にかけて、マルメ地域の基本的サービス

関連の雇用はストックホルム地域と比較して 7 パーセンテージポイント高く、先進サ

ービスの場合は 14 パーセンテージポイント高かった。2000 年から 2009 年にかけての

マルメ地域の新規求人の伸び率は、ストックホルム及びヨーテボリ地域、そしてスウ

ェーデン全体よりも高かった。世界金融危機の後しばらく国境をまたいだ統合は停滞

し、ここで取り上げた他のケースとは対照的に、国境を挟んでいることが現在も制約

となっている。欧州単一市場においてさえも、税制、労働法典その他の規制制度の違

いが存在していることが、エーレスンド海峡の両側をより深く統合する試みの妨げに

なっている。 

出典: ECMT (1992), Transport and Spatial Distribution of Activities: Report of the Eighty-Fifth Round 

Table on Transport Economics Held in Paris on 5-6 April 1990, ECMT Round Tables, No. 85, OECD 

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789282105320-en; Hay, A., K. Meredith and R. Vickerman 

(2004), “The Impact of the Channel Tunnel on Kent and Relationships with Nord-Pas de Calais”, Centre 

for European Regional and Transport Economics, University of Kent, Canterbury; Chen, C. L. and P. Hall 

(2012), “The Wider Spatial-Economic Impacts of High-Speed Trains: A Comparative Case study of 

Manchester and Lille Sub-regions, Journal of Transport Geography, Vol. 24, pp. 89 110; OECD (2012c), 

OECD Territorial Reviews: Skåne, Sweden, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264177741-en; Kveiborg, O. (2013), Economic Effects of Large-Scale 

Infrastructure Projects, BeltTrade, Copenhagen; Ahlfeldt, G. M. and A. Feddersen (2015), “From periphery 

to core: Measuring Agglomeration Effects Using High-Speed Rail”, SERC Discussion Paper, No. 172. 

 

Gibbons (2015) は、地域開発を支えるために大規模交通インフラに投資する意思決定に関わる問題のい

くつかをまとめている。交通投資が地域格差を是正する効率的な手段であるというエビデンスは、かな

り曖昧なレベルに留まっている。第 1 に、地域の発展を促す方法として交通が他の種類の投資よりも勝

っているという証拠は確立されていない。第 2 に、企業や人が周辺から中心に向かうという、「間違っ

た」方向に流れを引き起こすリスクがある (OECD, 2012c が呼ぶところの「接続による置き去り」。とは

言え、中間区間地域の「空洞化」の恐れはおそらく誇張されている。実際に新しい交通の接続を活用し

て移転する企業は相対的にごく少数である。新しい接続の登場は、他の理由で移転を決定した企業の移

転先の選択肢に確かに影響するだろう(ECMT, 1992; Ahlfeldt and Feddersen, 2015)。交通の問題は、大抵移

転がすでに決定された後に取り上げられる；企業が移転を決めるのは、主に他の理由からである。この

ように、交通インフラの質は重要だが、それが決定的な要因になるのはまれである。新しい交通インフ

ラの建設の結果、企業が新しい戦略を考案したとしても、新しい戦略は企業立地の変更よりも企業の人

と商品の移動を伴う可能性が高いため、活動の空間的パターンはそれに全く影響されないか、ごくわず

かに影響されるだけである。従って、利用者と貨物輸送に起きる変化を正しく捉えることが鍵となる。 

http://dx.doi.org/10.1787/9789282105320-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264177741-en


 

 167 

中央新幹線はイノベーションと起業家精神を刺激することが可能である  

中央新幹線とそれに接続する交通網の潜在的な影響力を評価する際、最初に念頭に置くべきことは、

すでに交通網が充実している日本では、それが短期的に引き起こす変化はごくわずかだろうということ

だ。同じ目的地には、より時間がかかるかも知れないが既存のルートで行ける。中央新幹線は人気の高

いルートに重要な新しい選択肢を提供するかも知れないが、接続がない地域同士を結ぶことはおろか、

これまで接続の悪かった地域間の接続を強化することもないだろう。これは、中央新幹線の経済的な影

響が明らかになるには時間を要することを示唆している：新路線の開業により即座に現れる現象として

は、異なる交通機関の間の競争（主に空路との競争）の激化及び利用回数の増加があるだろう。率直に

言えば、もし鉄道運賃の方が低価格であれば、他の目的地への接続便を利用する場合以外は、東京―大

阪間に飛行機を選ぶ利用者は少ないだろう。 

長期的な影響は、地域別労働市場の統合よりも、地域への投資とイノベーション・システムの統合が

成功するか否かに大きく依存する。ほとんどの地域経済開発モデルの根幹にあるのは、交通コストであ

る (Puga, 2012)。交通コストの低減は企業がアクセスできる市場のサイズを拡大させ、そして魅力的なロ

ケーションに企業や生産の集中をもたらす。リニアモーターカーは、商品の輸送費を大幅に削減させる

可能性は低く、また前述したように、大規模な通勤流動を維持することもないだろう。企業にとっての

主な魅力は、コンサルタント、研究員、管理職など、高い技術を持ち時間の機会費用が高い人材へアク

セス、及びそれらの人材からのアクセスが向上することだろう。高速鉄道は、少なくとも地域の交通網

との接続が整備された場合、空路と比較して乗り換えに費やされる時間が短縮される：自動車による移

動と比較すると、高速鉄道はスピード面の優位性と移動中でも快適に仕事ができる機会を提供する。こ

れは労働市場の統合よりも、ビジネス間のコネクションに新しい機会を提供することであり、とりわけ

学習や投資の流れを刺激することにつながる。 

第 1 に、中央新幹線は学習を促進するだろう。 研究員と管理職は労働人口のほんの一部だが、生産チ

ェーンの高付加価値部分を担う従業員は、企業内及びその所在地の都市や地域に大きな波及効果をもた

らす可能性がある。上級管理職が行う意思決定は、全ての従業員の生産力、そして究極的には企業の成

功に影響する。経験的エビデンスは、大都市圏における高技術を要する求人が、ローカルレベルでの熟

練労働者（例えば、医師や教師）及び非熟練労働者（例えば、掃除人やタクシー運転手）向けのサービ

ス産業の雇用機会を創出することを示している。それは大きな影響をもたらす可能性が高い：米国では、

取引可能なハイテク産業における雇用から 5 倍の乗数効果が見込まれることが、各種推定から示唆され

ている。これは、例えばアップル社の本社が所在する米国クパチーノ市において、アップルに雇用され

ている 12000 人の従業員が、クパチーノ市を含む大都市圏内で新たに 6 万の求人を生み出しているという

ことを意味する (Moretti, 2012)。中央新幹線が 創出する大きなアクセス可能地域は、高技術を持つ人材間

の交流を通して知識の波及効果をもたらすだろう。従業員と企業は、対面的な交流を通して相手から学

びまた相手を観察することができる。その場合、遠隔通信は重要な補完手段だが有効な代替手段とはな

らない (囲み記事 3.7)。28
 新しい路線は、そのような交流に多くの機会を与え、企業と従業員が最も効率

的な生産方法について学び、それに適応する手助けをするだろう。 
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囲み記事 3.7. グローバル化、コミュニケーション、取引コスト  

グローバル化全般、そして特に情報通信技術の進歩がフラットで国境のないグロー

バル経済を生み出し「距離の消滅」につながったという考えが広がっている(Cairncross, 

2001; Friedman, 2005)。もしそれが事実であれば、経済活動が都市に集中している論理

的根拠はこの数世紀で今が最も弱いはずであり、また比較的近い場所をつなぐ高額な

（ITC インフラに対する）物的接続インフラも維持できないだろう。実際、これまでの

エビデンスは、経済活動の空間的構造に対するグローバル化の影響はそれよりもはる

かに複雑なことを示唆している。定型的で標準化された知識集約型でない活動の空間

取引コストは低下した：この取引コストの低下が、最近のアウトソーシング及びこれ

まで以上に複雑化したグローバル価値連鎖の基盤のほとんどを構成している。一方、

非定型的で標準化されていない知識集約型の活動の空間取引コストは上昇したように

見える。これは、価値の創出が物的なリソースよりもますます知識に関連付けられる

世界において、大きな意味を持つ事実である。複数の研究が、知識や時間に関連する

活動の多くの取引コストが上昇したことを指摘している (Bouhol and de Serres 2010; 

McCann 2007; Duranton and Storper 2008; Disdier and Head 2008)。同時に、McCann (2007)

は知識集約型の活動において対面的な交流の最適頻度が増加したと報告している。こ

うした研究結果こそ、中央新幹線のような超高速接続が都市の労働市場ではなく都市

及び地域のイノベーション・システムの統合を促進する潜在力を示しているのであ

る。 

 

第 2 に、新路線はベンチャー投資を詳細にモニターすることを容易にするので、ベンチャー投資を活

発化させるだろう。ベンチャー・キャピタル(VC)市場に関するエビデンスは、距離という要素が大きく

働くことを示唆している。新興企業が必要とする VC からの資金調達ラウンド回数は、企業と投資家の間

の距離が大きいほど増え、各ラウンドで調達される資金額は距離が小さくなるほど低くなった (Tian, 

2011)。日常的な投資先の訪問は、VC 投資家にとって大きな違いをもたらす。また、投資家は金銭以外

のものを持ってくる；特に初期段階で、投資家は専門的知識や助言やコネクションを与えてくれる。例

えば、バイオテクノロジー企業のアムジェンの所在地とビジネスモデルの選択について、初期のベンチ

ャー投資家が果たした役割がそれである(Box 3.8)。リニアモーターカーが可能にする高速接続は VC（及

びその他の）投資家にとって、支援する企業と日常的に対面ベースで交流することをより簡単そして安

価にする。 

 

囲み記事 3.8.サンフランシスコで生まれ、ロスアンゼルスで成長したアムジェン 

アムジェンは 2014 年度の収益ランキングで世界第 12 位の多国籍バイオテクノロジー企

業である。同社の成功は、最先端の技術、トップクラスの研究員、そして商品化の経験が

豊富な投資者が支えている。アムジェンは、サンフランシスコのベイエリアを拠点とする

数人のベンチャー投資家のイニチアチブを発端に 1980 年に創立された。当初、投資家たち

は地元の協力者を探したが、市場が飽和状態にあったために南方に目を向け、ロスアンゼ

ルス大都市圏内のカリフォルニア州サウザンドオークス市に会社を置いた。この場所が選

ばれたのは、アムジェンの科学顧問委員会の委員が属する各大学からほぼ等距離にあるこ

とと、当該地域の住宅コストが比較的低く、生活環境の快適度が比較的高かったからであ

る。ベンチャー投資家は次のような重要な貢献を果たした：顧問委員会の科学者グループ

をまとめることができる CEO を探してきたこと、会社の設立手続きを依頼できる法律事務

所の指定、役員として会社の信頼性を高め会社の発展の初期段階において指導力を発揮で

きる人々の紹介。 

出典: Rathman, G. B. (1999), “'Biotechnology Startups' in Springham", in D.G. and Moses, V. and Cape, R.E. 

(eds.) Biotechnology - The Science and the Business, Taylor & Francis; Bowes (2009); Staton, T. (2015), “The 

top 15 pharma companies by 2014 revenue”, FiercePharma, 18 March, http://www.fiercepharma.com/special-

http://www.fiercepharma.com/special-reports/top-15-pharma-companies-2014-revenue
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reports/top-15-pharma-companies-2014-revenue, (accessed on 1 August 2015). 

地域の主要な参加主体がお互いにスムーズに交流できるネットワークの存在は経済成長を生み出し、

また持続させる。1970 年代に非常に似通った強みを共有しながら発展したカリフォルニア州のロスアン

ゼルス大都市圏とサンフランシスコ大都市圏は、その後大きく異なる方向を辿った。両者とも、1970 年

代において米国で最も豊かな大都市圏だった。しかし、サンフランシスコ及びサンフランシスコ大都市

圏が擁するシリコンバレーが指導的地位を維持しているのに対して、ロスアンゼルス(LA)は全米 4 位か

ら 2010 年には 25 位に後退した。Storper, Kemeny, and Makarem (2015) は、組織的な変化を達成する能力、

つまり変化し続ける経済環境への強い適応力がサンフランシスコの成功の原動力になっていると述べて

いる。そうした能力は、参加主体や研究所の密接なネットワークの形成と強化のうえに築かれたもので

ある。Storper (2009:49) は、以下のように結論付けている：「参加主体のネットワークは、2 つの地域に

おいて異なる機能を果たした―ベイエリアのネットワークは、分散化されているが縦横な動きを特徴と

し、それが強力な地域アイデンティティと問題解決を重視した実用主義的な連携の形成につながった。

LA のネットワークは分散化したが縦横ではなく、そのため地域アイデンティティも弱く、他の地区（特

に LA 郡と LA 市の「成功者たち」）に対する不信感が醸成された。」 

ロスアンゼルスとサンフランシスコの対照的な展開は、リニアモーターカーがもたらす新しい接続か

ら十分に利益を得ることを可能にするようなビジネス環境作りにおいて、都市そのもの及びそこに所在

する民間部門の果たす役割の重要性を裏付けている。東京―名古屋―大阪メガリージョンの政策立案者

にとって、これは主にイノベーション、起業家精神、そしてベンチャー投資のための環境を整えること

に関連するだろう。要するに、リニアモーターカーの経済的恩恵は、路線の建設だけでなく、互いに補

完する一連の政策をうまく運用することに大きくかかっている。 

2020年夏季オリンピック 

オリンピックがもたらす成長及び雇用効果は予測が難しい… 

2013 年 9 月、東京が 2020 年夏季オリンピック・パラリンピックの開催国に選ばれた。それ以来、オリ

ンピック開催に向けたインフラ整備及び長期的に東京エリアの国際競争力を高める手段としてのオリン

ピックに大きな関心が向けられてきた。日本の都市政策を踏まえ、東京オリンピック・パラリンピック

はコンパクトな都市開発の基本方針に特徴付けられることになっている。例えば、競技場のほとんどは

オリンピック村の半径 8km の範囲内に置かれる予定である。各競技場に移動するための交通を支える主

なインフラ整備プロジェクトには、東京メトロの晴海線、国道 357 線の整備、環状 2 号線の全線開通が含

まれている。2012 年 8 月に東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会が行った調査によれば、

日本においてオリンピックが生み出す経済活動は、2013 年度の GDP の 0.64%に相当する 3 兆円（379 億

米ドル）に上り、15 万以上の雇用を創出する見込みである。より長期に引き延ばせば、それは 1 年当た

り GDP 0.1%未満の経済刺激となり、1964 年のオリンピックの推定効果よりもはるかに小さい (Kang, 

2007)。それでも、Mizuho (2014) はそれより大きい 1 年当たり 0.3%近くの影響を主張している。しかし、

それは誘致が決定するまでの候補国における趨勢成長率と大会準備期間中の実績の単純比較に基づいた

ものに過ぎず、影響の評価にあたり考慮すべき他の一連の要因が排除されている(例：Fourie and Santana-

Gallego, 2011)。 

いずれにしても、これらの経済効果の推定値には疑いの目を向けるべき理由がある。以前から、開催

国におけるオリンピックの経済的影響に関しては大きな議論があった。批判者は誘致を進める人々が常

に潜在的な恩恵を誇張していると主張し、一部のアセスメントの試算では最終的な経済効果がマイナス

になった(この議論の概要については囲み記事 3.9 を参照)。大きな経済効果を認めるアセスメントにして

も、環境への負担や社会費用が軽視されている場合、または―多くのスポーツ・メガイベントの開催で

起きたように―公共投資のパターンが歪められ、多くのより経済的に生産性の高い投資が遅れたり中止

されたりする場合は批判的である(Whiting, 2014)。しかし、肯定的な評価がされる場合でも、大きなイベ

ントの開催国になるコストは、そのイベント自体だけでは正当化されないことが強調される：そのコス

トを正当化するのは、イベントの成功に加えて、それが後世に残す遺産としての価値である (OECD, 

2010a)。オリンピックは、長期戦略ビジョンとオリンピックの遺産を足場として東京大都市圏のグローバ

ルな競争力を高める計画のなかに位置付けられるべきである。  

http://www.fiercepharma.com/special-reports/top-15-pharma-companies-2014-revenue
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囲み記事 3.9. 「メガイベント」開催の影響を評価する 

これまで、FIFA ワールドカップやオリンピックなどの大規模スポーツ大会の開催国

になるメリットについて多くの都市で議論が行われてきた。多くの場合、大規模スポ

ーツ大会開催への多額の投資に積極的な都市の姿勢と、投資を正当化する明らかな長

期的利益についての有力な証拠の欠如が対照をなしている。この矛盾は、オリンピッ

クに関する研究全体に及んでいる。特に、開催都市の委託研究においては開催の明確

な利益を特定する傾向にあり29、他方学術的な研究の大部分では、開催都市の住民や当

局の満足感以上の認識しうる長期的利益はわずかしか見当たらないとしている。30
 そ

の理由のひとつは、前者が投入産出法に依存する傾向があるのに対して、後者は計算

可能一般均衡 CGE）モデルを使用する頻度が高まっていることが考えられる。Collins 

et al. (2009)は、メガイベントの環境的影響の評価の重要性と複雑さを強調し、困難を極

める方法論上の問題とデータの有効性の問題に注意を喚起している。31
 もちろん、究

極的にはこの問題がある：どの評価も暗黙の反事実でしかない―つまり、開催されて

いない大会について何が起こるだろうかという評価である。 

しかし、学術論文においても、重要な相違が見られる。「オリンピックの配当」は

捉えどころがないという意見には強い一致が見られるものの (Madden, 2002; Kasimati 

and Dawson, 2009; Zimbalist, 2012)、特定の効果及び費用/効果の大きさの推定には大き

なばらつきがある。一部の研究では、準備期間において大きな成長効果があるとして

も、大会終了後の影響は長続きしないとしている (Kasimati and Dawson, 2009)。多くの

研究が大会準備期間中の雇用に大きな影響があることを認めている一方、その後の雇

用効果は最小限だとしている (Madden, 2006; Kasimati and Dawson, 2009)。 

Rose and Spiegel (2009)は、メガイベント開催の直接的な経済利益の欠如についてのコ

ンセンサスを受け入れているが、貿易に対しては大きなプラス効果があると主張して

いる。 この研究は、オリンピック開催国では貿易が約 30%の伸び、その効果は強固で

持続的であると論じている。しかし同時に、開催国に選ばれなくとも誘致活動自体に

同様の効果があるとも述べている。これは、オリンピックの貿易促進効果が大会の開

催そのものの結果ではく、より深いレベルにある要因の表現でしかないこと、そして

それはある国をそもそも誘致活動に駆り立てる潜在的な傾向の結実であることを示唆

している。32
  

メガイベント開催の効果を推定する際に観光が重要な要素であることを考えれば、

その効果を評価する場合には、直接的または間接的に大会に惹かれて訪れる観光客数

だけでなく、観光部門における第 2 ラウンド効果も考慮すべきだろう。Lee and Taylor 

(2005)は、 観光の時間における分散（大会開催中に訪れる観光客のうち、早めに訪れ

る人々あるいは遅めに訪れる人々33）、観光の空間における分散（国内の他の地域への

観光が減少する）といった要因の影響を強調している。これは、すでに国内の観光産

業がよく発達した国々に当てはまることであり、さらにもともとの観光の流れが大会

開催都市に向かっている場合に特に重要である。Fourie and Santana-Gallego (2011:1) は

次のように結論付けている：「一般的に、業績データはメガイベントが観光を促進す

ることを示唆しているが、利益はメガイベントの種類、参加国、開催国の発展レベ

ル、そしてイベントがピークあるいはオフシーズンに開催されるか否かに左右され

る。」この研究は、他の条件が同じだと仮定すると、非 OECD 加盟国は OECD 加盟国

よりも大会の開催ではるかに多くの利益を得、また観光の需要がすでに大きい国々で

はその効果は弱いと論じている。このことは、発達した観光部門を抱える先進経済国

の日本の場合、おそらく 1964 年よりも今回のオリンピックから得られる利益は少ない

だろうということを示唆している。 

複数の研究が、オリンピック効果に貢献する特異な要因の重要性を指摘している。
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例えば、ロスアンゼルス大会(1984)は、オリンピックの成功例としてよく引用される

が、それは新しいインフラを最小限しか建設しないこと及びほぼ民間投資のみに委ね

る決定をした結果である(Appelbaum, 2004)。それに加えて、その年の候補地はロスアン

ゼルスのみだったため、国際オリンピック委員会が課す一連の条件に縛られなかった

こともある。バルセロナ大会(1992)については、バルセロナがすでに経済的に上昇中だ

ったため、オリンピック効果の大きさを測ることが難しいが、いくつかの評価は特に

観光分野においてオリンピックがバルセロナの世界的存在感を高めたことを示唆して

いる。しかし、オリンピックによるブランディング効果は長続きしないだろう：Zhang 

and Zhao (2009) は北京大会の例を引いてイメージアップの効果がいかに空疎で短命か

を示している。東京大会(1964)とソウル大会(1988)の場合、Rose and Spiegel (2009)が示

しているように、オリンピック効果は日本と韓国が急激に経済力を伸ばした時代であ

ったことが大きく関与しているように見える。オリンピックは、開催国の経済が急速

に伸びる段階にあり、貿易や投資の受入れに前向きである明確なサインである。 

最後に、Kavetsos and Szymanski (2009)は、競技上の成功をもたらずともオリンピッ

クは開催国の住民に満足感をもたらすという証拠を見出している。しかし、その効果

は強いが長く続かない。要するに、オリンピック大会は開催国の人々に誇りと喜びを

もたらす以外は、開催国/都市がオリンピック以外の手段で成しえること以上の達成が

得られる証拠は少ない。これは、特にオリンピック開催以前にすでに世界的な注目度

が高く観光に強い国にとって当てはまることである。  

費用と利益のバランスを評価する際の主な問題のひとつは、誘致の準備からレガシー資産と負債の扱

いまでのコスト評価の複雑さ、そして主に公的資金、後援金、チケット売上、国際オリンピック委員会

基金その他の資金源を含む全ての支出源の特定である(囲み記事 3.10)。それよりもさらに困難な問題は、

スポーツ・メガイベントは相対的に開催頻度が低く、また異なる国々や状況のもとで開催されるため一

般化が難しいことである。特定の効果や費用/利益の規模は、非常に特異的な要因に左右される可能性が

ある。例えば、Oxford (2012)は 2012 年ロンドン大会が明らかに反循環的イベントであったことで利益を

得たと結論付けている。オリンピック研究の多くが、インフラ整備と観光の 2 部門における雇用とコス

トへの影響を指摘しているが、ロンドン大会の準備期間は英国及び世界経済が減速していた時期に重な

っていた。特に、建設労働者の賃金は工事中上昇しなかった。 

囲み記事 3.10. オリンピックの費用：ロンドン大会のケース 

2012 年にロンドンで開催された夏季オリンピック大会は、オリンピックのコストの

予測がいかに難しいかを物語るサンプルである。オリンピックは、2005 年の開催地選

考の時点で予測されたよりもはるかに多額の国費がかかることとなった。すでに 2007

年 3 月、英政府はオリンピック大会の準備にかかる公共予算が、開催地選考時の推定

24 億英ポンド未満からその 3 倍以上の 93 億英ポンド（146 億米ドル）に跳ね上がった

ことを発表した。このような見積超過は珍しくない：Flyvberg and Stewart (2012)は、十

分なデータが入手可能な 1960 年から 2012 年にかけて開催された 17 の冬季及び夏季オ

リンピックを調べ、コスト超過の平均は 179%  (中央値 112%)になることを発見した。

夏季オリンピックのコスト超過平均と中央値は、それぞれ 252%と 118%だった。 

つまるところ、ロンドン大会は英国の納税者に 2007 年に予測された額―93 億英ポン

ド―の負担をかけたが、その支出の構造は予想されたものとは大きくかけ離れていた

（運営コストが大きくかさんだが、会場の建設費は約 10 億英ポンドで予測よりも低か

った）。これはほぼ全部が後援金、チケット売上、公式グッズ、国際オリンピック委

員会が財源であるオリンピック大会の日々の運営に使われた、2012 ロンドンオリンピ

ック・パラリンピック組織委員会の 22 億英ポンドの運営関連予算に加えてかかった経

費である。 

この合計 115 億英ポンドの負担に対して、Oxford Economics (2012) は 2005 年から
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2017 年にかけてオリンピックが英国経済にもたらした利益をおよそ 165 億英ポンドで

あると見積もった。しかし、この推定額は囲み記事 3.5 で概説した問題のいくつかに当

てはまる。つまり、一般均衡フレームワークの欠如、推定値のいくつかを導き出す方

法が不明瞭なこと、そして特に積載重量損失のその場しのぎの取扱いといった問題で

ある。しかし、支出、雇用、その他部門や空間横断的な要因の考慮に関しては非常に

綿密だといえる。 

出典: Berman, G. (2010), “Financing the London 2012 Olympic Games”, SN/SG/3790, House of 

Commons Library, London, 27 July; Oxford Economics (2012), The Economic Impact of the London 2012 

Olympic & Paralympic Games: A Report by Oxford Economics Commissioned by Lloyds Banking Group, 

Oxford, July, available at: http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-

releases/lloyds-banking-group/2012/eco_impact_report.pdf. 

 

…しかし、オリンピックのコストを抑え利益を最大化するために日本ができること
は数多くある 

2020 年オリンピック大会開催に全力で取組んでいる日本にとって、本質的な問題は最近オリンピック

を開催した国々の例から、オリンピックを最大限生かす教訓をどのように引き出すかということだろう。

これまで取り上げてきた経済関連の文献は次の点を指摘している： 

1. 当局は可能な限り、既存のインフラと施設を使用することを目指すべきである。必要な場合は改修

を行い、かつ新しい施設の建設は制限するべきである。東京は前者に関して明らかに恵まれている。

国の財産としての既存インフラと過去のオリンピック開催国としての経験は、それが無い国には必

要となるコストを抑えることを可能にするだろう。 

2. ロケーションは重要な要素である。世界で最も価格が高い都市のいくつかにおいては、おそらく最

も大きい機会損失は希少で貴重な不動産の損失だろう。この問題はより難易度が高い ：東京の土

地活用圧力及び地価を前提とすると、日本で最も高い不動産のいくつかをオリンピック用地として

占有することは避けられない。そうでなければ、東京大都市圏の端にあるアクセスし難いロケーシ

ョンを選ぶかだが、それは到底望ましい選択肢ではない。 

3. まさしくオリンピック会場が日本で最も地価の高い場所を占有するため、オリンピック会場跡地の

将来的な利用/会場の解体の計画は重要である。オリンピック開催国の多くが「白い象」、つまり

経費のみがかかり使い道のない巨大スポーツ施設を持て余すはめになった。当局はまた、オリンピ

ックのインフラ遺産を活用するためのオリンピック遺産法人または基金を設立してもよい。その場

合、設立はできるだけ早い方がよく、会場の準備の一環として行う方がよい。東京都庁は、オリン

ピック遺産地、特に将来は住宅地として使用される選手村の開発計画を進めている。 

4. 民間資金の動員は重要だが、そのプロセスに関わる建築家、建設会社、銀行、法律事務所がオリン

ピックを利益追求の機会として利用することがないよう気を付けるべきである。慌ただしい大会準

備期間中に施設を早く完成させるプレシャーが、途方もない無駄と腐敗さえ引き起こす場合がある

(Zimbalist, 2012)。 

ロンドンは大会後、オリンピック会場の多くを上手に活用した：一部はチャリティー社会事業やコミ

ュニティー・グループに譲渡し、他の一部は解体か移転、そして残りは他の用途にあてられた。オリン

ピック・パークは再開発され、イースト・ロンドンの重要な公園として新しい名のもとに開業した。し

かし、ロンドンのケースでさえ、一部の会場の扱いで困難が生じた。バスケットボール・アリーナ（こ

れまでのオリンピック大会で建てられた最も大きな臨時施設）は解体されたが、2016 リオデジャネイ

ロ・オリンピックで再利用するという計画は水泡に帰した。34
 スタジアムのリースまたは売却の計画は失

敗し、現在は公有化されている。 スタジアムは最大の遺産コストになる場合が多い：建設に費用がかか

り、また経営で利益を出すのも難しく、そのため公的資金の支援を受けるケースがほとんどだ。35
 従って、

北京のランドマークとなった「鳥巣」でさえほぼ開店休業中となっている。  

OECD (2010a) は、2012 ロンドン・オリンピックと関連して、再開発、成長管理そして持続可能性への

方向付けを強化するうえで役立った複数の課題を取り上げている。それらには次の事項が含まれる。 

http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloyds-banking-group/2012/eco_impact_report.pdf.
http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloyds-banking-group/2012/eco_impact_report.pdf.
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社会的及び環境的に持続可能なオリンピックの開催、同時にイースト・ロンドンのために長期的な接

続性の向上を図ることを視野に入れて公共交通への投資計画を行った。  

遺産マスタープランとオリンピック会場周辺地域のための戦略的再開発フレームワークの作成。 

地域の中小企業(SMEs)が競争力を強化し、オリンピック関連のサプライチェーンへの参加機会を活用

できるよう支援するための「コンピートフォー “CompeteFor”」プログラムの導入。  

オリンピックはマルチレベル・ガバナンス実施の絶好の機会である 

上記に挙げた教訓の 4 番目は、オリンピックを確実に成功させるためにはよくコーディネートされた

ガバナンスが重要だということである。過去の開催国の経験例は、省庁間の関与と政府の様々なレベル

間のコーディネーションの範囲と深さが、オリンピックのサービス提供を管理しインフラ計画を立てる

うえで重要な要因であることを示唆している:  

シドニー大会では、オリンピック・コーディネーション委員会(OCA) が、内閣総理府内のオリンピッ

ク・コーディネーション事務局を始めとした幅広い機関のネットワークによる参加を管理した。例え

ば、公共事業省内に設置されたオリンピック建設委員会；ほとんどの競技場を準備する役割を担った

ホームブッシュベイ開発協会；新しいオリンピック施設の一部を準備したスポーツ・リクリエーショ

ン省の担当部門；そして乗馬とマウンテンバイク競技会場の確保を担ったプランニング省の担当部門

である (SOCOG, 2001)。 

1988 ソウル・オリンピックでは、各省庁がオリンピック大会に関するプロジェクトを独占的に担当す

る特別委員会を組織した。お祭りムードを盛り上げオリンピックの広報活動を推進し、人員と物資に

おけるサポートを提供する義務が全ての省庁に課せられた。その活動に携わったのは、経済計画委員

会、企画財政部、法務部、文化体育観光部、農業水産部、建設部、文化情報部、科学技術部である 

(SOOC, 1989)。 

2010 バンクーバー冬季オリンピックの準備として、カナダ政府はバンクーバー市への財政援助と技術

支援を明確化した政党間の合意を策定した。36この合意では、ビザや入国手続き、オリンピック開催に

必要な物資の輸入に関する関税の軽減、ブリティッシュコロンビア州に配分された金額と同等額の財

務保証、主要施設の将来的な保守管理と運営を支援するためのレガシー寄付基金への連邦政府からの

拠出金、大会開催中の警備、放映の枠割当てと放映権料などが取り決められた。また、政府はオリン

ピック大会開催直前、開催中、開催直後にバンクーバー市内あるいは周辺で他の主要な国内または国

際スポーツ大会を開催することを徹底して控えた(Government of Canada, 2002)。 

オリンピック開催に向けたプラニングが急速に進む中、日本当局は各政策部門及び国レベルと地域レ

ベルを横断するコーディネーションの最適な形を探求することだろう。 

オリンピックはまた、重要な非金銭的利益を実現する機会を提供する 

2020 年の開催へと準備するなか、オリンピックを開催する史上初の超高齢化社会としての日本の立場

(Saito, 2013) はまた、特別な関心を喚起している―日本がオリンピックを開催する最後の超高齢化社会で

はないからこそ、他の国々にとって先駆的な例になるからである。 前述したように、オリンピック用の

新しいインフラ建設を制限した方が望ましい一方（日本はさらなる公共事業による刺激策を必要としな

い）、それでもなお、オリンピックには多くの新しい建築物が必要になる。新しいインフラと施設をバ

リアフリーで誰もがアクセスできるようにすることは、オリンピックの重要で具体的なレガシーになる

だろう。日本の技術力は、移動や視覚に問題がある人々や他の特別なニーズを持つ人々の支援にお  いて

すでに優位性を発揮している。 

オリンピックはまた、日本に世界とのより深く生き生きとした経済的及び社会的統合を進める機会を

与える。第 1 章で触れたように、日本国内及び海外では日本がこの数十年間内向きの姿勢を続けてきた

という印象が広がっている。 オリンピックは、このような印象とそれを裏付ける現実を変える機会を提

供する。その機会を生かすには、日本は公共の場所で英語標識を増やす以上のことをする必要がある。

地域コミュニティーから指定のタスクをこなすボランティアを募るだけでなく、彼ら自身から取組みを
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引出し実践してもらうようにしなければならない。例えば、文部科学省 (2014) は 1998 長野冬季オリンピ

ックから始まった「一校一国運動」の成功を生かして、それを地域に広げることを提案している：コミ

ュニティーや地域グループは、様々なイベントに関する活動の主催や最寄りの会場へのボランティアの

派遣などの文部科学省が「一地域一分野取組み」と呼ぶ活動を行う。高齢者の活用もそうした取組みに

おける重要な要素になるだろう。 

オリンピックは、日本が他の潜在的な環境上及び文化上の利益を実現させるためのレバレッジとなり

うる：  

オリンピックは環境を改善する機会であると捉えることが重要である。例えば、ドイツは 2006FIFA ワ

ールドカップの際に「グリーンゲーム・プログラム」を採用した。2012 年のロンドン・オリンピック

では、世界基準に基づいて持続可能な建設をするという特殊規定を設けた。 

2004 年アテネ・オリンピックの大きな成果のひとつは、大会への準備の一環として古代遺跡の復元が

行われたことである。こうしたことは非常に豊かな文化遺産に恵まれている日本にとって特に重要で

あるとともに、 これまでオリンピックの準備段階で開催国が自国の文化遺産を傷つけたという（時に

は性急な）批判に対する意味でも重要である(Whiting, 2014)。 

大規模イベントによる地域活性化の可能性を見過ごさないことが重要である。これは 2012 年ロンド

ン・オリンピックと 2002 年のマンチェスター・ コモンウェルスゲームズにとっても重要なテーマで

あった。地域活性化はイベント開催地への投資と観客動員数が自動的にもたらすものではない。これ

にはある一定の方向付け、特に労働者の訓練と地元の企業や人々を早くから集中的に取り込む方策を

進めることが肝要である。リール市の欧州文化首都プログラムとシドニー・オリンピックは地域住民

の参加を大きく盛り上げることに成功した：これは住民を不満気な傍観者としてではなく、イベント

の当事者として共感を得ることができたからである (OECD, 2010a)。 

大都市のための社会政策 

より良い都市政策は出生率と女性の社会参加を向上させる 

第 1 章で述べたように、主要都市では出生率が最も低い傾向がある；恐らく予想外のことだが、これ

は女性の労働参加率にも当てはまる。既婚の壮年女性（25-44 歳）の労働参加率は、東京都、千葉県、神

奈川県、奈良県で全て全国平均の 5 パーセンテージポイント低かった(図 3.25)。大都市では女性が仕事と

子育ての両立が難しい主な原因のひとつは、保育施設の不足である。女性の労働参加は着実に増加して

いるため、出生率が低下しているなかでも保育サービスの需要は伸びている。日本の他の地域とは対照

的に未就学児童数が増加している東京では、保育サービスの需要はさらに大きい（東京都では児童数の

増加が出生率の低下を上回っている）。保育サービス施設の収容定員が伸びている一方で、東京では

2013 年の時点で 8 000 人以上の児童が近くの認可保育所通所の順番待ちとなっている。当局はこの課題に

取組んでいる：2012 年に成立した「子ども・子育て支援法」は、2017 会計年度末までにさらに約 400 000

の子供に保育サービスを提供し、また職員 1 人当たりの子供数や職員の労働条件を改善することにより、

保育サービスの数と質の向上を目指す。また、この取組みは様々なニーズに対応するためにより広い保

育サービスに支援を拡大することとしている。 
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図 3.25.  2010 年度の労働人口における既婚女性の割合(%) 

都道府県別の既婚壮年女性の労働参加 

 

 

出典: Data from the 2010 Japanese census provided directly by the authorities. 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324958 

 

空間開発計画と戦略もまた、仕事と家庭生活の両立を促進するだろう。例えば、大都市圏に住む子育

て中の共稼ぎ夫婦にとって、日々の長時間通勤も問題である。 東京都、横浜市、川崎市、千葉市、さい

たま市に住む 25-44 歳の働く女性の平均通勤時間は、2005 年で北陸 4 県が 49 分であったのに対して 80 分

だった。37ただし、平均労働時間は全国でほぼ同じだった(Hashimoto and Miyagawa, 2008)。首都圏全体で

職場と自宅の距離を縮めるためには、用途複合型都市開発が長期的視点からみた重要な空間戦略だろう。

都心地域の要所における保育施設の開設を促進するには、容積率ボーナスその他のインセンティブもま

た有効である。 

他のオプションとしては、駅型保育園や駅近保育園を増やすことがある。1996 年には、JR が国分寺駅

に初の駅型保育園を開設した。共稼ぎ夫婦は、子供を駅の保育園に預け、そのまま通勤列車に乗って仕

事に行くことができる。JRはこのプログラムを拡大し、2015 年 4 月時点で東京首都圏の 82 か所で様々な

タイプの駅型・駅近保育園を地元自治体と協力して展開している。JR はまた、駅付近の保育施設と連携

して「送迎」サービスを提供している。毎朝、保護者が子供を駅に預け、JR 職員が保育施設に送るとい

うものだ。夕方、職員が子供を保育施設まで迎えに行き、保護者が迎えに来るまで駅で預かる。現在、

同じようなプロジェクトが東京の全ての主要鉄道会社によって運営され、大阪、神戸その他の日本各地

の都市でも行われている。 

子供や高齢者と暮らす家族を支援する取組みも重要である 

上述したように、大都市が直面している人口高齢化問題は、他の地域における高齢化問題とは異なっ

ている。大都市では、2 つの特定の種類の地域が高齢化に関する政策介入を 必要としている。そのひと

つは、都心部の過小投資されている老朽化した建物密集地である。この地域には一般的に高齢者が数多

く集中しており、地震対策が施されていない古い木造住宅に住んでいる。家屋の一部は空き家であり、

維持管理もされていない。大都市で高齢者が集中する傾向があるもうひとつの地域は、「ニュータウン」

と呼ばれる郊外型大規模住宅団地である。これは都市化が最も急激だった 1960 年代から 1970 年代に建て
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られた住宅群である。この 2 種類の地域における高齢者の集中は、同時に都市の貧困も生み出している。

都市政策がこうした課題を放置すれば、長期的な都市の持続可能性がリスクにさらされる。 

これらの地域においては、包括的な高齢者介護サービスを展開する緊急措置が求められている。今後

高齢者が増加するスピードを前提にすれば、入院や長期介護施設以外の選択肢として、自宅に住み続け

る高齢者に介護サービスを提供できる高齢者に優しい賃貸住宅の促進を継続的に進めることも重要であ

る。 日本政府は、既存の住宅街で介護（または保育）施設の提供を促進し、またそのための土地利用お

よび施設建築に即した規制の枠組みの再編において、重要な役割を持っている。例えば、ほとんどの住

宅街ではオフィスビルの建築に許可が必要だが、都市部の高齢化の重大さを考慮すれば、介護サービス

用の小規模オフィスは建築規制における既定の利用法として許可されてもよいだろう。空き家の、介護

（または保育）施設への転換も促進されるべきである。また、高齢者のみならず子供がいる家庭は、歩

きやすい環境の整備やアクセスしやすい公共サービスの拡充から恩恵を得ることができるだろう。サー

ビスへのアクセスしやすさのモニタリングは重要である：例えば、ポートランドの「20 分範囲の住宅街」

プログラムは、日常サービスを（徒歩、自転車または公共交通機関によって）20 分以内にアクセスでき

るよう整備し、またサービスが不足している住宅街ではその開設を推進している(OECD, 2012c)。実際に、

高齢者に優しい都市政策のほとんどは子供のいる家庭にとっても有益である。 

 

注釈 

 

1.ここでの比較は、都市同士のものであり、都市圏（FUA)ではない。FUA であれば人口密度ははるかに低

い。実際、OECD 加盟国中 FUA 全体で人口密度が 4 千人を超えるのは 4 箇所しかない。日本の東京以外

では、韓国のソウル/インチョン、プサン、およびチャンウォンである。 

2.その逆の解釈もあり、本州中央部の都市メガリージョン―特に東京―がその他の地域から金と人材を吸

い寄せることが危惧されていた。しかし、都市への集中が賃金格差や生産力における差の拡大を伴って

いないことは、地方から都市への人口移動は首都の吸引力よりも地方側の流出要因によるものが大きい

ことを示唆している。 

3.  このプロキシは、地方の労働市場に競争力があることが前提となっている。その場合、従業員の賃金は

その生産力を反映する。 

4.ここでの分析は、都市レベルにおける特許データが入手可能な国々、及び人口が 500 000 人を上回って

いる 2 つ以上の都市圏のみを取り上げている。  

5.  東京を中心とした関東；大阪と京都周辺の京阪神；名古屋を中心とした中京。 

6.文献の概要については Lutz and Ren (2002) を参照。 

7.女性の識字率は、女性に家庭外に新しい機会を提供すると同時に出産計画を自分で管理しやすくすると

いう意味で、出生率を抑える大きな要因である。  

8.最も顕著な異常値である沖縄を数値から取り除くと、曲線はより急勾配になり、決定係数はほぼ 40%に

なる。 

9.ここでの推定は、行政機関が提議する都市ではなく OECD (2012a)が定義している都市圏によるものであ

る。  

10. PricewaterhouseCoopers’ “Cities of Opportunity”; A.T. Kearney’s “Global Cities Index”; the EIU’s “Hot Spots 

2025”; Mori Memorial Foundation’s “Global Power Cities Index”; Z/Yen Group’s “Global Financial Centres Index 

17”; fDi Intelligence’s “Global Cities of the Future”; Grosvenor’s “Resilient Cities”; Arcadis’ “Sustainable Cities 

Index”; and the Reputation Institute’s “CityRepTrak”. 

11 ランキングのほぼ全てにおいて、香港、ロンドン、ニューヨーク、パリ、シンガポール、東京が上位を

占めている。OECD 加盟国の他の都市のいくつか（シカゴ、ソウル、ストックホルム、シドニー、トロ

ント）は、それより散在的に登場する。調査した複数のトップ 10 ランキングには 90 のスロットが設定

されているが、37 都市のみがランキング入りし、6 都市が少なくとも 5 つのトップ 10 リストに入ってい

た。そして全てにおいて、90 スロットの 50%はたった 8 都市に占められていた。北京と上海がそれぞれ

2 回と 1 回登場した。シンガポールと香港は 9 リストのうち 7 リストでトップ 10 入りしたが、OECD 地

域以外の都市は 90 スロットのうちたった 5 スロットを占めた。 

12 主な例外は森記念財団である。  
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13.特区は 2013 年の「日本再興戦略」の枠組みのなかで考案された。第 4 章でその詳細について論じる。  

14. ここでは建築基準が特に重要である：1980 年の建築基準法施行令の改正では、建物の耐震性が課

題となった。エビデンスは耐震基準の適用が大きな違いをもたらすことを示している―1995 年の阪

神・淡路大震災では、新しい耐震基準で建てられていない古い住宅がより多く倒壊した。  

15.公的賃貸住宅における高齢者の割合は東京の平均値よりも大幅に高く、1995-2005 年の間に 18.6%か

ら 32.2%に伸びた。  

16.この理論は住宅市場全体を網羅しないが、アウトカムはそれに予測されないにしても一致している。 

17. 2013 年の統計では 100 000 人近くに上り、転入の 80%が 15-29 歳の年齢層だった。  

18.首都高速中央環状線、東京外郭環状道路、及び首都圏中央連絡自動車道。 

19.2015 年 4 月、JR の社員 49 名を乗せたリニアモーターカーが、世界記録の時速 603 kmで 1.8 kmを

11 秒で走行した。この新記録は、2003 年の時速 581 kmの記録を 590 kmで塗り替えた後、1 週間も

しないうちに打ち立てられたものである。 

20.大阪と名古屋で、それぞれ 3.7 万 m
2
 (+52%) と 2.1 万 m

2
 (+79%)であった。 

21.例えば、森記念財団の 2014 年度「世界の都市総合力ランキング」を参照。  

22.現在、世界でリニアモーターカーの営業運転を行っているのは、次の 2 か所である：上海の浦東地

区で運行されている高速トランスラピッド、及び 2005 年の日本国際博覧会のために建設された名古

屋の低速「リニモ」である。中国と韓国は、それぞれ北京と仁川空港に独自設計による低速リニア

モーターカーを建設中である。 

23.2013 年の訪米時に、安倍晋三首相はこの技術によってワシントン DC とニューヨークを 1 時間以内

で結べると述べた(Lippert, 2013)。 

24.それでも、多くの研究が公共インフラ維持への適切な投資の重要性を指摘している。そうした投資

は見えにくいこともあり、有権者の人気を気にする政治家にとっては魅力がないが、重要な利益を

もたらす。 

25.「純粋な商業ベース」の高速鉄道の可能性を主張することが難しい問題については、Feigenbaum 

(2013)を参照。 

26.これは、先行モデルの 2 つの欠点を改善しようとするものである。多くのモデルは、地域内に存在

する空間的相互作用を盛り込めず、その他は一般均衡フレームワークではなく、部分的均衡フレー

ムワークを使用して空間的相互作用を説明しようとしている。  

27.路線距離 1km当たりの人キロとして定義されている。  

28. 旅客者数は 150 万人から 370 万人へと急激に増加し、その後 1 年当たり約 6%の割合で伸びていっ

た。  

29.中間区間の停車駅の設定は外因的な理由によるものなので、著者らは自然実験に近い条件を採用し

た。停車駅のある場所を「優遇された地区」とし、コントロール・ケース（優遇されていない地区）

と比較した。ケースの設定を完了した後、著者らは高速鉄道の影響を評価するため差分の差分分析

を行った。  

30.さらに、中間区域の都市への経済活動の波及は、ケルン―フランクフルト回廊の密集した都市部が

持っていた大きな潜在力がもたらした可能性があり、それが一貫して再現される可能性は低い。 

31.McCann (2007) によると、IT を介した交流は、最も頻繁に対面的交流をしている同僚同士の間で最

も集中的に発生している。  

32.例えば、Economic Research Associates (1984), Humphrey and Plummer (1995), Oxford Economics (2012)

を参照。政府が委託した Shapiro (2014)による 2012 ロンドン・オリンピックの研究は査読を経てお

らず、その方法論は厳しい批判にさらされた。  

33.例えば、Madden (2002), Baade and Matheson (2002), Preuss (2004), Giesecke and Madden (2007), Kasimati 

and Dawson (2009)を参照。 

34. Blake (2005)は、2 つのアプローチの違いによって結果が変わることを論じた。投入産出法はモデ

ル内に固定価格と固定係数を設定するため、より肯定的な推定値を算出する傾向がある。このため、

一般的に CGE モデルよりも大幅に高い推定値が生成される。このことは、オリンピックの影響を評
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価する場合特に重要な 2 つの分野である観光需要及び経済に対する建設支出の影響を推定する際に

特に重要である。 

35.エコロジカル・フットプリント分析は共感を得やすい地球環境への影響と対策を取り込める利点が

あるが、あまりにも多くの要因を考慮しなければならない大規模イベントについて実施するのは困

難である。環境産業関連分析はより詳細で透明性が高いが、適切ではないかも知れない規定の産業

構造に依存しているうえ、国レベルの分析に限定されている。どのアプローチも、経済的要因と環

境的要因を結びつけるためのデータが不十分である。 

36.著者らは、オリンピック候補国のサンプルのリストに自国も入れている場合の調整をしていない。  

37.Oxford Economics (2012) は、一般的な傾向として、オリンピック観戦と兼ねるために旅行の時期を

延期するか、または準備期間中の大規模インフラ工事を避けるため、通常オリンピック開催の前年

には外国観光客数が減少することを指摘している。ロンドン大会の場合もひとつの教訓となる：英

国は 2011 年 8 月と比較して 2012 年 8 月の外国観光客数が 5%少なかった。オリンピック観戦に来た

観光客はより多くのお金を使ったが、英国はすでに観光客の誘致に数十億ドル使った後だった(The 

Telegraph, 2012)。 

38. 2014 年のグラスゴー・コモンウェルスゲームで再利用することも提案された。  

39.スタジアム経営が商業的に成り立つのであれば、民間部門が供給していただろう。 

40.この合意は、カナダ政府、ブリティッシュコロンビア州、バンクーバー市、ウィスラー市、カナ

ダ・オリンピック組織委員会、カナダ・パラリンピック委員会、そして 2010 年バンクーバー冬季オ

リンピック招致協会が協議及び署名した。 

41.総務省の平成 18 年度社会生活基本調査の改訂版による。  
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第４章 日本の地域・農山漁村活性化を実現する政策 

この章では、日本国内の中小都市及び農山漁村の活性化について扱う。まず、日本の地域活性化政
策の見直しから始まり、そして国内の中間的な地域や農山漁村地域における経済情勢や景気動向につ
いて簡単に概要を示す。そして、現在の地域活性化政策パッケージを示した後、地域活性化の取り組
みを検討する際の３大テーマについて話を進める。まず一つ目は、ここ数年、国内で進化を遂げてい
る、農業政策と農山漁村地域の開発政策との関係性についてである。二つ目は日本に多く存在する小
さな島々や都市から遠く離れた山間の地域など、地理的に課題を抱える地域への政策の立案について
である。そして三つ目のテーマとして、今後、中長期的に人口減少の可能性の高い地域におけるイン
フラやサービス提供、そして経済開発を成し遂げるための政策的枠組みについて説明する。 
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日本は、その広大な都市地域をよりダイナミックで生産的なものにする一方で、中小都市や農山漁

村地域の潜在力を引き出すため、より良い政策を見つける必要にも迫られている。この章ではまず、

日本の大都市圏以外（農山漁村、町、中小都市）の開発推進と、これら地域の近年の経済動向に焦点

を当てた政策について進化の概要を示すことから始める。次に、2014 年に政府が始めた広範な地域再

活性化戦略に話題を移し、それに続いて中小企業の振興や起業、イノベーション、そして農山漁村の

開発や地理的に不利な条件を抱える地域を支援する政策など、特定の政策について話を進める。そし

て最後に、縮小しつつある町や都市において土地活用やサービスの提供、そして経済開発を行うため

の政策について模索する。 

日本の再活性化政策の進化 

大都市圏以外の地域が直面する第一の課題は人口動態ではない 

多くの日本の準大都市や農山漁村地域で衰退が続いている根本的な原因は、その人口動態よりはむ

しろ経済構造の変化にある。事実、日本の農山漁村人口は 1950 年頃に減少し始めたが、それは出生率

が低下し全体人口が減少傾向に向かうより前であった。1 全国の人口が増加傾向にあった頃、準大都市

の多くでも人口が減り始めていたのである。主な要因は少子高齢化ではなく、職を求めて農村を出る

人の動きであるが、これは農業生産性の向上や、社会経済全体が産業やサービス業へとシフトしたこ

とに起因しており、このような経済構造においては集積の経済が特に重要視され、都市が著しく優位

になる。このような変化に、農産漁村だけでなく第 2 都市や第 3 都市と言われる都市までもが苦しん

できた。ひと頃までは、地方の田舎町や農山漁村には、そのコストの低さや比較的豊富な労働力のお

蔭で、特に広大な土地や労働力を必要とする産業の工場の再配置などから恩恵を受けるところもあっ

た。しかしながら、20 世紀末期にはこのような活動は海外へ移転し、日本経済が研究開発や資本集約

型の事業に向かって進化するようになると、優位なのは大都市ばかりであった(Elis、2011)。農山漁村

における農業以外の活動も大きな打撃を受けたが、中でも顕著なのは、多くの鉱山町の衰退ぶりや、

部門統合で奮闘する小さな港町の現状である(クルマスとリュッツェラー、2011)。 

日本の複雑な地形は、地域政策の進化の歴史において大きな影響を与えてきた。人口の大部分が 3

大都市周辺に集約されているが、それ以外は非常に広範な地域に分散している。日本は 6800 の島々か

ら成るが、そのうち 316 の島に居住者がいる。主要な５島 2以外のすべてを合わせても、その人口は 7

万人に満たないが、それらの島々は日本の排他的経済水域である 4470 km
2、実に日本の国土の 12 倍と

いう広大な範囲に散らばっている。 更には、国土（特に本州）の大部分が山岳地帯や複雑な海岸線

（合計 35000km）によって形成されている。また日本のほぼ 70％は森林地帯であり（北欧諸国の水準

に匹敵する）、その大部分がかなりの山岳地帯でもある。開拓されているのは国土の僅か 12％にとど

まり、約 8％が道路や居住地、工業用地に使われている。その結果、日本には多種多様な生物が生息

し、土壌や水資が豊富である。しかしながら、こと輸送関連のインフラ管理は非常に複雑で費用がか

かり、多くの農山漁村コミュニティはその交通アクセスについて大変厳しい課題に直面している。こ

れに加え、国土のほとんどが自然災害、特に地震、台風、津波などの影響を受けやすい。地理的に不

利な環境にある地域においては、連結性の向上を目的としたインフラ投資や税金の分担、一部の交通

サービス（海／空の定期便）の支援、そして特定の地域問題（例：耐雪住宅の建設など）に直面した

家庭や企業に対する租税優遇措置などが典型的な支援の方法となっている。 

1960 年代から 1970 年代において都市化に拍車がかかると、地理的に不利な地域への支援対策は人口

減少が顕著な都市を対象とした特別財政支援によって強化された。この対策は人口減少率を重視して

実施する傾向にあった。当然ながら、恩恵を受ける地方自治体の多くが地理的に不利な環境でもあっ

た。これらの早期の取り組みは、特定の場所にある工業地を振興するための大規模なインフラ計画や

租税優遇措置など、他の OECD 加盟国で採用される地域政策の「伝統的な」施策に大きく依拠してい

る。このような取組みによる影響は限られており、また 1970 年代以降は、高価なサービス志向（そし
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てその結果、東京志向）への構造転換に助長されたオイルショック、製造拠点を日本から海外へと移

転させたグローバル化、1990 年代の円高によって加速した作用、そして企業が多くの地域で労働者を 

採用するのを困難にさせた人口動態の変化など、一連の発展の中でこれらの取り組みは下火になった。

1990 年代末から 2000 年代の初旬以降、政策はイノベーションとクラスター政策に依存したものへとさ

らに変化を遂げたものの、インフラ整備や、本社機能の一部を地方へ再配置する企業に租税優遇措置

を行うなどの政策は依然として重要視されている（国土交通省 2014 年）。以下、特にイノベーション

や起業などの新たなアプローチについて検討する。 

農山漁村政策は、近年劇的に変化している 

長年、農山漁村地域の開発政策は、農業政策とほぼ同義だった。日本の農業政策において多機能化

の重要性が認識されてはきたものの、政策の中心は依然として農業である。かくして 1999 年、食糧・

農業・農村基本法によって食料の安定供給と多機能性の維持が主要目的 3 として定められた。持続的

な農業生産はこれら２つの目的を達成する手段と見なされ、また農山漁村などの集落はその土地と水

資源を共同で保全することにより農業生産の一助となりうる、との理由から重要視された。しかしな

がら近年、後で検討する「６次産業」等の台頭によって状況に変化が現れた。やがて明らかになるが、

近年では、農業政策と農山漁村地域の開発政策の間で時折みられる矛盾点にどう対処するかが課題で

あり、特に、農業において高い生産性を追求することと、農村集落の人口減少を食い止める必要性と

の間のバランスをどう保つかが問題である。稲作の効率化が進めば進むほど、人口流出の加速につな

がる場合も多い。本章では、主にこれら２つの目的をどう両立するかについて検討する。 

地域と地方自治体はまた、さらに活発化している 

ここ数十年、人口動態の圧力が高まりつつある中で、地方自治体は人口減少を食い止めるべく広範

にわたる戦略に挑んできた。完全に地域主導型で実施したものもあれば、国や都道府県の支援を受け

たものもあったが、今のところ、その流れを食い止めた例はない。若者の獲得競争、つまり職業の選

択範囲や教育の機会、そして「結婚市場」という分野においてさえ、大都市が圧倒的に有利である。

共働き世帯の増加はこの優位性をさらに高める傾向にある。共働き夫婦にとって就職口の多い場所の

方が仕事を探しやすいからである。その結果、代わりに退職者を呼び込むことに躍起になる地域も出

てきたが、成功している例もある。しかし、実施した施策の中には、その持続可能性が疑問視される

ものもある。Elis(2011)は、不動産購入のために相当額の助成金が支払われる地域もあるが、時間とと

もに（新参の退職者が年齢を重ねるにつれて）コストが増大することが明らかになったと指摘してい

る。その他、少子化対策として報奨金や結婚仲介料まで地方自治体が負担するなどの支援策を行って

いるところもある 4。一部地域では移住助成金や、安価な住宅費、家族向けサービスが実際に功を奏し

ているところもあるが、あくまでも雇用や教育の受け皿が整った都市に近い場所であることが前提と

なっているようだ。 

現在の地域活性化推進の動きは、重大な岐路に立っている 

日本はこの数十年、地域再活性化への様々な取り組みを実施してきた。これらの政策は、産業の地

方分散化や拠点開発、首都機能の移転、法人の本社分散化、「ふるさと再活性化」、「地方中核都市」

や「広域コミュニティ」の開発などの方法で、政府が 1970 年代から繰り返し優先的に進めてきた

（Sasaki,2015）。主導的立場にある政府大臣でさえも、現代の取り組みが過去のものとどう異なるの

かについて説明する必要があり 5、さもなければ、その差について不信感が生まれる可能性があること

を認めている。観測筋には、過去の政策の失敗や地域のもつ資源や能力、人口動態の見通しに関する

評価が不十分だったことに深く起因して、多くの地方政府が再活性化計画に失敗することに懸念を表

明する者もいる（Nishimura,2015）。 

にもかかわらず 、今回は違うかも知れないと思える理由もある。１つ目は、人口減少の影響に関す

る増田レポート（囲み記事 4.1）が 2014 年に発表されたが、これが多くの政界エリート、特に人口減

少の一途をたどる地域の政治家に影響を与えたことである。そして２つ目に、一般市民の関心が高い 
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ことである。2015 年 4 月に電通が 1 万人を対象に行った世論調査では、80％の人が地域活性化政策を

認知しており（ただし、内容を認識していたのは約 3 分の 1 にすぎない）、3 分の 4 の人が人口や活動

が東京に集中しないよう平衡を保つ対策を望んでいた。このような認識は重要である。というのも

「地域再活性化」の取り組みは国家レベルの民衆運動の高まりを前提にしているからである。その狙

いは、中央政府のビジョンをトップダウン式に押し付けることではなく、地方コミュニティの主導権

をボトムアップ式に動かすために中央政府のリーダーシップを利用することにある(Kido, 2015)。3 つ

目に、財政的圧力が、近年の取組みを 20 世紀末期または 2000 年代初頭の取組みと切り離して考える、

もうひとつの要因となることである。地域再活性化は、日本の公共財政を整理するため、成長と長期

的な繁栄をもたらす中核的要因と見なされている。最後に、過去に主流だった、複雑で多様な目的や

メカニズムによる混乱を思えば、再活性化に向けて政府が一丸となって実施し継続する近年の取り組

みには望みが持てそうである。 

囲み記事 4.1. 増田レポート  

日本の人口動向が推移する中で、過去の政策に見られる不備を考慮し、日本創生会議(JPC) は

2014年5月、高齢化と経済の関係性における討論や政策決立案を活性化することを意図し、「 ス

トップ少子化・地方元気戦略」と題した調査書を発行した。この報告書は、JPCの座長:増田寛

也氏の名前から「増田レポート」と称されることも多い。報告書は、今後、若い女性人口がさ

らに減少することによって2040年までに896の地方自治体（全国の約半数）が「絶滅」の危機に

瀕しているとする厳しい警告をして社会の大きな注目を浴びた。また、地域的な衰退への最善

策として、「新集積構造」や投資に関する「選択集中」戦略を推進することで「若者に魅力的

な地方都市」を構築するという戦略についても説いている。報告書では、このような地方都市

をネットワークの拠点にすることで、若者の大都市への流出を「せき止める」機能を果たすこ

との必要性を強調している。 

このアプローチは、昨今の政府施策、特に増田氏が以前大臣を務めていた総務省の取組み内

容と一致している。総務省が 2008 年に始動した「自治居住区」は、人口 4 万人以上の「中核

的」地方都市にしっかりと根付き、交通網、情報通信技術(ICT)その他、周辺の町や村とのネッ

トワークを築きながら、地域における健康・教育など各種サービスの提供を合理的に進めてい

る。2015 年 2 月現在、このような自治区が 85 カ所存在していた。当プログラムは、特別「地方

交付税」(LAT) （通常は緊急時に利用）の特別奨励金から資金を得ている。2014 年度からは、

この報奨金は中核都市については 8500 万円に、各地域コミュニティについては 1500 万円にま

で引き上げられた（総務省 2015 年）。 

増田レポートは経済財政諮問会議、産業競争会議、その他の有力な政策立案機関に提示され

た。その警告と助言は、後に JPC が介入することによって再活性化戦略における重要な情報源

となり、またその議論の在り方を示した。この報告書とその後の追跡調査が、日本中で論議を

喚起し、また、人口減少に適応するための統合戦略において、部門別の政策手段をより有利な

方向で遂行する必要性に着目する上で、重要な役割を果たしている。 

経済情勢と実績の傾向 

日本の農山漁村地域は、OECD 基準ではまだ比較的繁栄している 

この章では日本の中小都市や農山漁村を含む大都市圏以外の地域が直面する課題について詳しく解

説する。これらの地域は重要な存在である。それでもなお、その地域の問題点ばかりに着目して、そ

の相当な強みを見逃してはならない。すでに前章でも少し触れたが、日本は一般的に、地域間の格差

が比較的低く、特に、農山漁村と都市の間における収入格差は OECD 加盟国の中で最も低いことが明

らかになっている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E7%94%B0%E5%AF%9B%E4%B9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E7%94%B0%E5%AF%9B%E4%B9%9F
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日本の農山漁村地域にはまた、生活の質において多くの利点がある。この節では、農山漁村につい

て日本と他の OECD 加盟国を比較しベンチマーク解析した結果について詳しく紹介する。日本の農山

漁村は、日本の他の地方と同様、成長は緩慢な傾向にあるものの、他の OECD 諸国と比較すると、あ

る種の強みを示している。特に、2012 年の日本の農山漁村地域における一人当たりの GDP は、他の

OECD 加盟国の農山漁村地域の平均を約 13.6％上回っており、日本の農山漁村地域で OECD 平均を

10％以上下回ったのは１県のみであった。さらに、2011 年の同様の比較で、労働生産性は約 10％上回

っていた（図 4.2）。日本経済全体の労働生産性は現在、OECD 平均を下回っていることを考えればこ

れは特筆すべきことである(OECD, 2015a)。 

 

図 4.1. 農山漁村における一人当たりの GDP 2012 年 

  

出典: OECD (2015b)、地域間比較統計 (データベース) http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en  (評価日 2015.09.10) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324967 
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図 4.2. 農山漁村地域における労働者一人当たりの生産量 

OECD と日本の TL3 地域、2011 年または最新のデータ 

  

出典: OECD (2015b)地域間比較統計 (データベース) http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en   (評価日 2015.09.10) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324973 

 

成長は伸び悩んでいるが、労働市場は、比較的良好である 

国内実績を見れば当然のことながら、近年、日本の農山漁村地域では業績が低迷している。それで
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図 4.3. 2001～2012 年の OECD 加盟国の農山漁村における一人当たりの GDP の変化 

2001=100 

  

出典: OECD (2015b), 地域間比較統計 (データベース) http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en  (評価日 2015.9.10) 

Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324981 

 

図 4.4.労働市場の実績：日本と OECD 加盟国の農山漁村 

2013 

 A.就業率 B.失業率 

    

出典: OECD (2015b) 地域間比較統計 (データベース)  http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en  (評価日 2015.9.10) 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933324999 
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地域再活性化政策 

国家戦略特区に関する新制度が導入されている 

2013 年の日本再興戦略(囲み記事 4.2)の一部として、「国家戦略特区」に関する新しい制度が 2014

年に発足した。特区は長きにわたり日本の規制改革への取組みを象徴する存在であり、とりわけその

特徴を顕著に示す構造改革特区が 2002 年に政府により発足し、2014 年末までに 1235 カ所が設置され

た。これらの特区を活用し、特定の地域で改革案を試験的に実施する機会を作ることで、改革に対す

る官僚の抵抗を回避する手段となることが期待された。また、構造改革特区は地方自治体の主導で形

成された。これら特区において試験実施された数多くの改革が国全体で実施されるようになり、投資

や雇用創出に好影響がもたらされたかに見えたが、その成功はごく限られたものであった。これは、

提案の多くが強い反感、とりわけ一部の中央省庁からの反感をあおったことが大きな原因である

(OECD, 2015c)。2011 年、都市のビジネス環境を改善するため 7 つの「国際戦略総合特区」が設置され

る一方で、農業、観光産業、そして文化の推進を目的とする「地域活性化総合特区」も数多く設置さ

れた。これらの特区では税、財政、金融に関する支援と、規制上の例外措置が実施された。2013 年 9

月までに、地域活性化のため 41 カ所の特区が設計された。 

 

囲み記事 4.2.国家戦略特区 

2014 年 3 月、政府は 6 つの国家戦略特区の形成を承認した。これら特区に対する国

家と地元の強大な後押しを確保するため、相当な努力が払われた。国家戦略特区に関

する国家レベルの諮問委員会の議長には総理大臣が就任し、また議員には国家戦略特

区を担当する国務大臣のほか、関連する大臣や民間の専門家などが加わった。各特区

には、国家戦略特区の担当国務大臣や市長、そして地元の財界リーダーがたち一同に

会する本部を設置している。民間から規制改革に関するアイディアがこの本部に集め

られ、中央省庁の諮問委員会が調査を行う。改革が国全体に及ぶこともある。そして

改革が合意されれば、実行に移す責任は地方本部に委ねられる。2014 年 3 月に考案さ

れた 6 か所の特区は以下のような大都市である。 

 東京エリア: 国際ビジネスとイノベーションの中心 

 関西エリア (大阪府、京都府、兵庫県): 医療改革と人的資源の結節点 

 沖縄県: 国際的な観光産業の中心 

 福岡市: 雇用改革を通じた新規事業の促進 

 兵庫県養父市: 山間の地域における農業改革の中心 

 新潟市：大規模農業の改革の中心 

国家戦略特区の主な目的は次の通りである。 ①「世界一の環境」を利用した国際的

中心地の形成 ②医療分野における国際的イノベーションの創出、 そして ③農業の活

動拠点の形成である。これらの目的は都市開発、教育、雇用、医療、そして農業にお

ける規制改革を通して成し遂げるべきものである。そして当特区が、民間投資の火付

け役となることが意図されている。 

出典: OECD (2015c), OECD 経済調査:日本 2015, OECD 発行、パリ 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2015-en. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2015-en
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新特区には、いくつかの重要な点について違いがある。 

中央政府は、国家戦略特区の定義と創設、そして運営に関して他と比べてはるかに強い立場にある。

地元の政治的指導者や財界のリーダーたちも深く関与し、これによりトップダウンの意思決定よりむ

しろ社会的コンセンサスを追及することを基本とした手段をとっている。 

戦略特区は税制優遇措置や助成金を受けられる可能性がある。 

国家戦略特区は、少数であっても、意味のあるものとなるよう意図されており、2002 年の構想では

5725 カ所の特区が考案され、1235 カ所の構造改革特区が形成された。今回は全 6 か所にとどまり、内

訳は大都市に 4 カ所、農業地域や農山漁村に 2 か所であった。 

特区が成功するかどうかは、新構造がその機能を発揮し、国家政府、地方政府、財界リーダーが力

を合わせ、思い切った改革を進められるかにかかっている。規制緩和の必要性については広くコンセ

ンサスが得られているものの、特定の改革策に対する抵抗は非常に強い。福岡の特区では、創業 5 年

未満のベンチャー企業における正社員の雇用保護を緩和する試みが阻止された例がある(OECD, 2015c)。 

中小企業政策は、中小企業分野をより活性化させ、国際性的に結び付けさせる必要
がある 

第一章で述べたように、日本の中小企業部門は非常に大きく、地元経済のバックボーンを形成して

いる。しかしながらさほど活気がない。OECD(2015c)の報告によれば、政府の支援は、中小企業の財

源の 10％、保証を含めると 20％を占める。この支援に守られて、生産性の低い中小企業、いわゆる

「ゾンビ企業」の多くが存続しているが、これらは市場金融への依存を強いられれば、おそらく破綻

するだろう（ソロモン、2014）。実際、経済危機のため殆どの国で倒産率が上昇していた時期でも、

日本国内では 10 年かけて着実に下がってきて（ソロモン、2014；OECD, 2015c)。第１章で述べた企業

の回転率の問題が、簡単な入口と効率的な出口に関連していると認識することは重要であるが、不振

の中小企業に公的支援を続けることは、現職者に有利な形に競争を歪めるばかりか、他で展開すれば

より効率が上がったはずの投資や資源を弱小企業が吸い上げる現状を許容することとなるため、この

入口も出口も塞ぐことになる。日本の生産性の課題と財政問題を考慮すると、（限られた）支援の対

象を新規事業に絞り込み、中小企業には市場財源の活用を推進することが必要である。政府の資金援

助は、特定可能な市場の失敗を原因として起きた資金ギャップに限定すべきであり、また支援費用

（特に融資保証料）については当該資金への依存を妨げるほど高額に設定すべきである。 

これは日本の再活性化において、有効な中小企業政策の余地がないという意味ではない。それどこ

ろか、中小企業が競争力を養うべく圧力をかけながら、その適応性と成長を促すような措置は数多く

存在する。一例として、多くの OECD 加盟国が実施している農事相談事業に匹敵する、一種の「中小

企業相談事業」を創設するため、経済産業省が公約した中小企業向けのワンストップ支援の取組みを

前提に事を進める方法がある。農事相談とは、農学的な技術や技能に関する知識を、必要性や要望に

応じて、農山漁村コミュニティに体系的かつ参加型の方法で提供する措置であり、ここで農業従事者

は科学的な研究について知り、その知識を農作業に取り入れることが可能になる。これらの取組みは、

イノベーションや国際化などの分野で中小企業（および新規事業）にも同様に実施し得る。経済産業

省はこの分野に積極的に取り組んでいるが、ワンストップショップの力を借りてこれら多くの機能を

まとめることも可能であろうし、ひいてはそれが地元の企業間の協力基盤として機能し得るかもしれ

ない。 

国際化はこの取り組みの中核とすべきである。経済産業省が 2011～2013 年に発表した中小企業海外

展開支援大綱は、その目的の枠を超え、その支援に潜在的な要請があることを実証したが、中小企業

が世界の価値連鎖と統合を図る上での障壁を克服することを支援するには、国や地方政府がもっと体

系的な取り組みを行うべきであった。日系中小企業の国際化が進まない要因として、大企業との親密
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な結びつきや、総合商社を通じた間接的な貿易が一般化していることが挙げられる一方で、経済産業

省は、日系中小企業がその経験、人材、マーケティング、その他国際化に必要なノウハウを欠如して 

いる点をその調査から指摘している(EJCIC, 2012)。多くの国で中小企業が同様の障害に直面している

（Wilson,2007; OECD 2009a）。この分野については、経済産業省も積極的に取り組んでいるが、地元

の参加主体もまた、これらの課題を抱える中小企業を支援することができる。 

アジア太平洋地域における中小企業の状況を比較検討し、APEC （2014）は、様々な項目の中でも

サプライチェーン融資と融資技能訓練、中小企業の協業やクラスター化の支援、そして標準化や認可

手続きの援助（そして可能な場所ではその国家間の調整）を推進することを強調している。ウィルソ

ン(2007)は、国内外の交渉にあたり、国境を隔てた活動における管理上の負担を減らすために政府が果

たす役割の重要性と、地元ネットワークがより大規模な地域や国そして国際的なネットワークへ統合

するのを支援する高質な顧問サービスや方法を明確に示している。 

そのような努力による将来的な見返りは大きい。経済産業省の分析結果から、中小企業の対外直接

投資(FDI)と雇用成長率の間には明確かつ前向きな関係性が見て取れる(EJCIC, 2012)。対外直接投資に

よって「日本の仕事を外部委託する」事態を招きかねないという危惧はあるが、当該企業は国際化に

よって自社の競争力を高めつつも、中枢機能は引き続き日本に留めているようである。 

一連のプログラムは、現在、日本の地域のイノベーションを支援するために存在す
る 

OECD はイノベーションについて、「新規のまたは大幅に改良された製品（物品やサービス）ある

いは工程、新たな販売手法、または商行為や職場組織、対外関係における新たな組織的方法などを実

践すること」と定義している(OECD, 2011a)。よって科学集約型の研究開発に加えて、生産工程、管理、

組織の変更、訓練、試験、マーケティングから設計まで幅広い活動範囲を網羅する。それは単に技術

的な部門ごとの現象ではなく、社会的、制度的、そして地理的な現象でもある。科学集約型イノベー

ションが大都市に集中する傾向にある一方で、他の形式のイノベーションはそれよりはるかに広い範

囲で実現可能である。そして、人口の少ない地域にも先端のイノベーション工程に参加する機会はあ

る。オーランドとベルバ(2005) は、新興技術のイノベーションに比べて成熟技術に関わる漸進的なイ

ノベーションの方がより参加しやすいことを見出している。これは即ち、比較的成熟した技術の開発

に携わる企業や投資家が、より人口と物価の低い地域に拠点を置くよう予め計画できることを意味す

る。特許データがこの考え方を裏付ける。どうやら、活発な市場や知識の波及源からの距離を縮める

政策により、低人口地域はイノベーターにとって魅力的な場所となり得るようである。 

長年、日本の地域イノベーション政策においてクラスター創成事業は特徴的な役割を担ってきた。

中心となる部門や支援省庁に応じて、産業クラスターや知的クラスターを支援する様々なプログラム

がある。文部科学省はまた、地域の競争力を強化するためのイノベーションについて大学や企業が行

う大規模な共同研究を推進している(囲み記事 4.3)。さらに、経済産業省はイノベーションを通じて中

小企業を再活性化するための幅広いプログラムを展開している。異なる省庁の取り組みも徐々に統合

され、協力的に実施されるようになっては来たものの、依然として断片的で複雑な部分がある。例え

ば、製造業（ものづくり）で世界的に知られる東海地方（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）は、１

つの知的クラスター創成事業と２つの産業クラスター事業、そして４つの地方イノベーション戦略支

援プログラムに支持されてきた。これらのクラスタープロジェクトの殆どが技術系であり、産業部門

（ナノテクノロジー、ライフフォトニクス、エネルギー等）によって組織されている。 
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囲み記事 4.3.日本の地域発イノベーション政策 

日本の地域発イノベーション政策、経済産業省と文部科学省の２省庁が主になって進め

てきた。 

経済産業省の産業クラスタープログラムは、大学その他の研究機関が開発した「ビジネ

スの種」を利用している地元の中小企業やベンチャー企業が形成した産業クラスターを通

じて、日本の競争力を高めることを目標に掲げ、2001 年に開始された。2009 年までに経済

産業省は、2001 会計年度から始まった産業クラスター計画に則って、経済産業省の地方支

局と新たなビジネスに挑む約 10200 件の地域の中小企業、研究者、そして合計 560 以上の

大学との間で密接な連携を取りながら、全国で 18 件のプロジェクトを推進した。各クラス

ターが特定のビジネスを発展させながらネットワークの強化に努めた。経済産業省は 2009

年度、これらの活動予算として 160 億 6000 万円を割り当てた。経済産業省は、2001 年度か

ら 2007 年度にかけて 7 万件以上の新規事業が本プログラムの下で立ち上がると試算してい

た。経済産業省の直接支援が 2009 年に終了した後は、各プロジェクトが自らそのネットワ

ークと活動を維持し、発展させた。そして 2014 年以降、経済産業省によるクラスター支援

は、より意欲的な民間企業が指揮する小規模なプロジェクトに的を絞るようになった。プ

ロジェクト管理者は、主に流通経路についてクラスターを支援するよう任じられた。つま

り、地域の資源に精通した地元の参加主体と、広い市場開拓を支援する能力を持つ外部者

を結び付けるという考え方である。 

文部科学省の知的クラスター創成事業は、研究機関や研究開発に力を入れる会社、そし

て知識の拠点である大学の３者間における共同研究によって、国際的競争力のある技術イ

ノベーションに関する知識の蓄積を目的として 2002 年度に開始した。文部科学省は国内 15

地域のクラスターを支援しているが、うち 11 クラスターが国際的なもの（国際的な競争力

のある地域イノベーションを構築することを目的とする）であり、4 つが地元志向（小規模

ながらも地元の特性を最大限に生かすことを目的とした地域イノベーション）である。文

部科学省の 2009 年度の予算は 87 億円であった。また参加クラスターは 2002 年から 2008

年にかけて 8000 件以上の学術論文を発表し、2500 件以上の特許申請を行った（文部科学省

2009 年）。 

2011 年度、文部科学省は経済産業省および農林水産省との協力の下、地方イノベーショ

ン戦略支援プログラムを導入した。文部科学省、 経済産業省そして農林水産省は共同して

24 地域を選択した（うち 9 地域は国際的競争力の強化、15 地域は研究機能と産業集中の向

上を目的とする）。3 省はこれらの地域に対し協力して支援を行っている。 

一方、国際科学イノベーション拠点ハブ開発プロジェクトにより研究施設の建設につい

て支援が行われた。2012 年度には文部科学省により全国から 15 プロジェクトが選定され

た。2006 年以降、文部科学省はまた、先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラ

ムを開始した。このプログラムは、大学や新興産業の創設に率先して取り組む企業などの

間で実施さる大規模な共同研究を支援するもので、12 のプロジェクトが選出された。 

出典: 経済産業省 (2009), 2009 産業クラスター政策案内冊子、 参照: www.経済産業

省.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/source/2009Cluster(E).pdf; 文部科学省 (2012), 案内冊子は 地

方イノベーション戦略支援プログラム 2012, www.文部科学 

省.go.jp/english/science_technology/1324629.htm (評価日 2015.08.06) を参照; 文部科学省(2009), 知的ク

ラスター創成事業に関する案内冊子, 2009 年度版, www.文部科学

省.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/cluster/1288448.htm (評価日 2015.08.07). 

 

http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/source/2009Cluster(E).pdf
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/tiikiinnovation/source/2009Cluster(E).pdf
http://www.文部科学　省.go.jp/english/science_technology/1324629.htm
http://www.文部科学　省.go.jp/english/science_technology/1324629.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/cluster/1288448.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chiiki/cluster/1288448.htm
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競争力という観点から言えば、各地域や都市は、どうしたら異なる活動を関連付け、部門を隔てた

相互交流を刺激することができるか、そしてどうすればイノベーションの成果を多くの企業や住民に

普及できるかを考えるべきである。部門別にしかアプローチしない場合に問題なのは、最も重要なイ

ノベーションの多くが部門と部門の狭間で起きるということである。例えば、携帯電話機やインター

ネットの利用、また映画やテレビ視聴などである。接続性の強化が重要な役割を担うことになる（第

三章で扱うが、日本の首都圏ではこれが中央新幹線の重要な機能となる）。しかしながら日本の場合、

世界レベルで個人と組織とを結ぶネットワークを推進する政策がより急務であろう。経済産業省の産

業クラスタープログラムと文部科学省の知的クラスター創成事業はある程度まで海外のクラスターと

の意見交換やタイアップを進めてきた（経済産業省 2009、文部科学省 2009）。ただし、両者共同のイ

ノベーション活動はほとんど見られなかった。ネットワークで繋がったイノベーションにより、他の

都市や地域が指揮する大規模な国際プロジェクトに加わるほどの能力を持たない中小都市や地域にも

新たな扉を開くことができる。多文化環境にある企業や大学は、地元の中小企業にとって知識を得る

重要なパイプ役である。都市間ネットワークを支援するため、2 か所以上の都市や地域において個人

や団体が共同で取り組む事業を優先して政府の資金援助を行う場合もある。 

2011 年度以来、文部科学省、経済産業省そして農林水産省は、地方の自治体、企業、研究施設、お

よび金融機関の協力を通じて形成された積極的かつ顕著な取り組みを行った地域を「地域イノベーシ

ョン戦略推進エリア」として選定し、またその研究段階から商業化までの継続的な開発を支援するシ

ステムを構築してきた。2014 年度現在、40 の地域が指定を受けており、うち 15 地域が「国際競争力

強化地域」、そして 21 地域が「研究機能と産業クラスターの強化地域」と指定された前者は世界最先

端の技術的基盤を持ち、海外の人々を魅了して外国資金を呼び込む可能性を持つ点において、また後

者は将来的に海外市場を確保する可能性を秘めていることが評価され選定された。残りの 4 地域は、

東日本大震災に続く復興に関連した支援を受ける地域として選ばれた。 

イノベーションと起業家精神は密接に関連して行う必要がある 

起業は経済と社会の発展における主要エンジンの一部と認識されてきた。そして特に、既存の大手

企業に革新が起きにくい首都圏以外の地域においては、イノベーションの推進に必須の存在である。

仕事や付加価値を作り出すのは、新しい発想や技術ではなく起業家たちである。革新的なアイディア

や製品、そして工程に必要なのは、それを市場に送り出す起業家なのだ。全米企業家協会は、地元レ

ベルの起業がイノベーションに最も重要な貢献をしていると報告した(NCOE, 2001)。それと共に、起

業とイノベーションが結びつくことで経済が成長し、地元に新たな富が生み出され、結果的に地元住

民の生活の質向上へと繋がる(NCOE, 2001)。革新的な起業によって既存の地元ビジネスにも波及的な

利益が大いに期待できる(Acs and Audretsch, 1988; Acs and Varga, 2004; Drucker, 1984, 1985; Pavitt 他 

1987)。（20 世紀前半のアメリカでは、発明の 67％、急進的な革新の 95％が小規模起業家たちに託さ

れていた（Timmoms,1998）。）彼らこそが雇用創出や経済成長の火付け役だったのである。 

イノベーションと企業家精神を繁栄させるため、失敗した場合の費用を軽減させる
必要がある 

第一章でも触れたとおり、日本の問題は、起業家の業績が世界基準からすると低迷しているように

思われる点である。起業は、魅力的で尊敬に値する選択として認識されておらず（2013 年の OECD 調

査データ参照）、その失敗によって非常に費用が嵩む傾向にあるが、これは起業家や小ビジネスのオ

ーナーが、自ら会社の債務を保証したり、自分の家や個人財産を担保にローンを組んだりする以外に

選択の余地がないから尚更である。事業の失敗は多くの場合、自己破産や自宅の喪失を意味する

(Solomon, 2014)。このことは起業を検討する高齢者にとっては特に大きな障害となる。事業の失敗に

よって受ける社会的不名誉や金銭的な影響があまりに大きいために、社会ののけ者になるという、日

本人の多くが恐れるリスクを主張する者もいる。特に、ある程度良好な雇用を見込める者が起業を検

討する可能性は低いため、起業は多くの場合、チャンスに恵まれない者が（他に選択の余地がないた

めに）仕方なく取る方法となりかねない(Wadhwa, 2010、Makinen, 2015)。2012 年の調査では、事業に
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失敗した起業家に 2 度目のチャンスがある、と考える日本人の割合は OECD 加盟国中 2 番目に低かっ

た(OECD, 2013)。当然ながら、失敗した起業家が日本で雇用される可能性は低く、再挑戦に必要な資

金を確保する手段にも恵まれないようである。海外で成功する起業家のほとんどが失敗した経験から

学んだ末、2 度目か 3 度目の挑戦で成功するケースが多いことからも、これは由々しき問題である。失

敗した起業家が再び同じ分野に進出する可能性が低いとなれば、初心者で初めて失敗する起業家の数

が増えるばかりである 6。ほとんど学べないという事態も起きるだろう。この状況は、「失敗は、素早

く安く済ませて次へ」というモットーがよく引き合いにだされるシリコンバレーなどとは対照的であ

る(Lee 他 2011)。 

政府はこれに対して、今後数年間で新規事業を増やすという明確な目標を設定して対処すると決定

した。これにより、簡単・迅速とは行かないまでも、一定の文化的な変化をもたらすことになりそう

だ。安倍晋三総理大臣を含む多くの監視役の提言によれば(Nash, 2015)、日本は比較的リスク回避型の

社会であり(Tabuchi, 2012; Kopp, 2012)、これは実際にいくつかの調査データによっても指摘されてい

る(Iwamoto 他 2012)。文化的な変化には時間がかかり困難なプロセスを辿ることが多いが、変化は起

こり得るし、政策が拍車をかけることもある。リンドベック(1995)他が示すとおり、社会経済的に孤立

した環境には文化規範や文化的習慣は存在しない。それは規律や制度、動機づけによって形成される

からである。 

ここで、日本が起業の失敗によるコストを抑えることで起業を促進するために取り得る方法をいく

つか紹介する。過去 10 年間の民事再生措置は、若く能力の高い日本人の起業を促進する上で明らかに

プラスの効果を生み(Eberhardt, Eisenhardt and Eesley, 2014)、今後もさらなる再生措置が予定されてい

る。民法改正が予定されており、中小企業の経営者や起業家は一定の条件下で（特定はこれから）、

会社の負債を個人的に保証する責任から部分的に解放されることになりそうだ。これらの改正は準備

に時間がかかる為、政府はすでに銀行に対し、破産企業の経営者に一定の条件下で個人的債務の免除

を認めるよう要請を行った(Solomon, 2014)
7。第一章に記載したとおり、再活性化戦略にはベンチャー

キャピタルを推進する方策も盛り込まれており、経済産業省の起業支援プログラムには現在、保証さ

え不要な無担保の貸付や保証、および 2 度目の挑戦となる起業家に対する資金援助の可能性も謳われ

ている。また女性、若年者、高齢者には利息率が若干低めに設定されている（経済産業省 2013）。政

府の支援を受けて起業家教育も定着してきたが、殆どのプログラムはまだ小規模である。地方公共団

体には、これらのプログラムの普及や、地元の条件を反映したカリキュラム作成など、多くの役割が

期待できそうである。特に農山漁村地域の地元コミュニティには、起業家やそのビジネスベンチャー

が地域活性化にいかに貢献するかについて、社会的な認知度を高めるべく多くの取組みが期待される

(OECD, 2011a)。 

農山漁村地域の中には、知識集約型サービスの起業に好都合な場所がある 

前述したように、サービス中心の経済へと移行したことで、最初は首都圏以外の地域の犠牲の上に

大都市が利益を享受する動きが強まった。しかし、情報経済の成長によってこの状況に一定の変化が

起きつつあるようだ。魅力的な景観やアメニティを持つ農山漁村、特に都市など外部との連絡が良好

な場合は知識集約型のサービス活動(KISA) を起業する魅力的な場所となる。知識ベースの競争力とサ

ービスを混合させるというのが起業における比較的新しいトレンドであり、これは今世紀に入って以

来、多くの OECD 加盟国にあるアメニティ豊富な農山漁村において急速に成長している。OECD は

2007 年、国際標準産業分類をもとにした KISA 産業リストを発行した(ISIC)。近年の調査(OECD, 2006; 

Martinez-Fernandez, 2010; Lafuente, Vaillant, and Serarols,2010; Villant, Lafuente and Serarols, 2011)によると、

KISA 会員企業は、あらゆる経済部門のクラスター性能に影響し、またこれを向上するような知識を発

信し、また伝達する役目を果たしている。KISA 会員企業の事業範囲は、経営やビジネスコンサルティ

ング、ICT、専門・医療・法律サービスの他、保険や金融サービスなども網羅している。 

KISA 会員企業はこれまで首都圏の方が普及していたが、「アメニティ移住」の結果、一部の農山漁

村でも KISA は急速に成長している(Villant, Lafuente and Serarols, 2011)。KISA 会員企業の企業家や従業

員の多くが、主要都市へのアクセスが良く、アメニティ豊富な農山漁村に魅力を感じている。特筆す

べきは、技術系の製造業とは対照的に、KISA 会員企業は農村領域の至るところに広がりを見せる傾向
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にあるということである。スペインでは、カタロニアの自治区が田舎の KISA 企業の成長を牽引し、

2003 年から 2006 年までに新規に立ち上げられた KISA 会員企業のうち最大 10％が農山漁村に設立され

た(Villant, Lafuente and Serarols,  2010)。また、知識集約型企業の創設においては、農山漁村が都市に比

べて大幅に遅れをとるのが常であるが（Roper and Love, 2006)、2000 年代初頭には、スペインのアメニ

ティ豊富なこの地域にある KISA 企業の割合が、都市以上に急速に増加している(OECD, 2009b)。カタ

ロニアの農山漁村に増加する起業活動により経済的な繁栄がもたらされ、カタロニアの大部分がこの

並外れた経済成長の恩恵を享受している(Lafuente, Villant and Rialp, リアルプ 2007)。日本でも、このよ

うな原動力が土台となり、神山町という小さな町では、小規模ながら成長中の IT クラスターが出現し

ている (囲み記事 4.4)。 

 

囲み記事 4.4. 神山グリーンバレー 

神山町は四国の徳島県にある農山漁村コミュニティで、数年前に IT 新規事業の誘致に乗り

出した町である。プログラムは非営利の民間グループとしてグリーンバレーで発足し、無居住

家屋を IT エンジニアその他の作業者のサテライトオフィスとして提供することで町を活性化

することが考案された小規模のプロジェクトながら 2010 年以降、6100 社ある IT ベンチャー企

業のうち 10 社をこの町に誘致してきた。自治体が県全域にブロードバンドを意欲的に拡大し

たことも手伝って、神山町はその田舎の環境が功を奏して進化した IT インフラの構築に成功

した。光回線ケーブルが各家庭に設置され、月額使用料は低額である（2013 年時点で 2625

円）。回線の混雑もないため神山町におけるデータ速度は東京都内の約 5-10 倍である。特筆

すべきは、神山町が金銭的な餌によって釣るという方法をもやめたことである。これは結果と

して高額となり長い目で見ると持続不可能性であるし、またそのような特典を求めてやってき

た技術系の起業家も財政が底をつけば去ってしまうという懸念もある。これは（流動性の高

い）人的資源に大きく依存した大工場や技術系企業を建築していた昔ながらの産業投資家と対

照的である。このようなベンチャービジネスに長期的な将来が約束されているわけではない

が、神山町は順調なスタートを切った。技術系クラスターは世界の注目を集めたが、もうひと

つ重要なのは、グリーンバレーの再活性化戦略には IT 企業を誘致する以上の効果があること

である。つまり、高い生活の質を提供することで高度な技術を持つ専門家その地に呼び込み維

持する試みは、「アーティスト・イン・レジデンス」事業などの文化活動の促進につながるの

である。 

神山町が特に重要視することの一つに人口構成を変えるという取組みがある。再活性化によ

って神山町の人口減少の速度が緩む、または人口が戻る可能性すら出てきている。1995 年に

21000 人だった人口が 2010 年までに約 6000 人に減少したが、2011 年にはたった 12 名ではあ

るが増加したのであるしかしながら全国的な人口趨勢を鑑みれば、これによって流れが変わる

と早合点するには時期尚早と言えるし、いずれにせよそれが目的ではない。グリーンバレーの

創始者は人口の量ではなくその質の重要性を強調する。将来的な繁栄のカギは高い技術を持っ

た若者を惹きつけることであり、そうすることで神山町のような小さな町でも住民に多くの機

会や高い生活の質を提供できるようになる。 

 

出典: トモエ、A (2014) 「IT起業で活性化を期待する神山町」ジャパンタイムズ 1 月 1 日、 フィフィー

ルド A. (2015), 「日本の農山漁村地域の衰退と高齢化、この流れを食い止める小さな町」ワシントンポス

ト、5 月 26 日 グリーンバレーインク (n.d.), 「神山にて」http://www.in-kamiyama.jp/en/about-us/ (評価日
2015.12.14). 

 

知識集約型のサービス活動（KISA）を行う企業は、多くの雇用を生み出すわけではないが、立地し

ている（大抵、人口密度の低い）地域に経済的な波及効果を及ぼす。KISA 企業の多くが自営業者によ

るひとり経営の会社である。KISA 企業が立地することによる財政効果に加え、当該地域の企業や人々

がそのサービスを使うことにより地域的な豊かさを維持する助けとなるし、またこれらの企業が収益

http://www.in-kamiyama.jp/en/about-us/
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を上げることで既存のサービスを補完できれば新たな豊かさも創造できるさらには、KISA 会員企業が

アメニティ豊富な地域に誘致されたというだけでなく、サンシャインコーストの例にあるように、こ

れらの企業が自社サービスを地元に提供することを通してアメニティの幅を広げているともいえる(囲

み記事 4.5)。 

囲み記事 4.5. サンシャインコーストの KISA 企業開発 

カナダのブリティッシュ・コロンビア州にあるサンシャインコーストでは、アメニティ豊富

な農山漁村に KISA 企業が増えている。素晴らしく快適な自然に恵まれたこの地に、世界中に

サービスを提供する企業が何百社も誕生している。その中にはエンジニアリング、建築、マー

ケティング、出版、設計、情報テクノロジー、健康相談、金融管理など、多くの事業がある。

これらすべての KISA 企業を繋ぐネットワークの構築や仮想クラスターの設立を通して(サンシ

ャ イ ン コ ー ス ト ・ イ ン テ リ ジ ェ ン ス ・ サ ー ビ ス ・ ク ラ ス タ ー ・ ネ ッ ト ワ ー ク

www.coastisc.net/) 、政府は農山漁村にある KISA 企業の経営者たちの孤立感を絶つのみなら

ず、彼らが社会や専門家と繋がるよう手助けをしてきた。これによって KISA 企業の多くがお

互いのサービスを利用するようになり、地元のネット市場が活性化した。この地域にはまた、

異業種の KISA 企業がお互いのサービスを組み合わせてビジネスの領域を広げ競争力を高めて

いる例がいくつも存在する。システムアメニティが利用できることもあり、この地域は新規の

KISA 企業にとってもますます魅力を増している。サンシャインコーストは、住民に類まれな快

適性を提供している点はもちろん、KISA 企業や起業家のコミュニティが発展している点でも認

知度を急速に高めている。 

出典: OECD (2012a), OECD 地域考察:スモーランド地方－ブレーキンゲ地方、スウェーデン 2012, OECD パ

ブリッシング、パリ http://dx.doi.org/10.1787/9789264169517-en. 

起業活動の促進は、才能のある人材を獲得し維持することと並行して行わなければならない。近年、

多くの地域において、企業が求める有能な人材が不足しているため、知識集約型の新規事業をあまり

急速に増やそうとすれば、有資格作業者の確保が必要となり、結果としてベンチャー企業が立ち去る

ような状況にもなりかねない。既存の経営者がより現代的なビジネス手法に適応できるよう、前向き

な影響を伝播するためも、地域の労働市場を持続する上で無理のないペースで、新企業が新たな発想

やイノベーションを地元の産業構造に吹き込めるような環境づくりをすることが必須である。地方経

済も、その消費者サービスを多様化させることで、起業家や有能な労働者に魅力を感じてもらう必要

がある。したがって、近隣のサービス（美容室からレストランまであらゆるもの）を提供する新規ベ

ンチャー企業を高く評価すべきである。つまり、ベンチャー企業が民間に近隣サービスやアメニティ

を提供すれば、地元経済においてそこにしか居場所を見つけられないような層の人々が経済的な貢献

を果たせる機会を、複合的にまた最善の方法で実現するのに役立つからである。  

経験や技能を持つ高齢者は起業における財産である 

第一章で述べたように、日本の高齢者に起業を推奨することが徐々に重要視されつつある。多くの

文献が高齢者は起業のリスクを回避しがちであると示唆しているが、一方で高齢の起業家が成功しや

すいこともわかっている。その理由は、とりわけ高齢者は人脈や経験が豊富な上に、技術力も高く、

金銭的にも余裕があることが多いからである 8。これに加えて、新規事業（単に自営業であるか雇用を

生み出す事業であるかに拘わらず）を立ち上げる高齢者の数は徐々に増える傾向にあるようだ。この

事実は、政策を比較的簡易にすることで高齢者の起業がいかに容易になったかを示している。囲み記

事 4.6 には、この件に関して欧州委員会と OECD が共同で行った取り組みから得た主要なメッセージ

の概要が示されている。租税や社会保障については中央政府の力量に任されるが、それ以外の措置に

ついては比較的低コストであり、地方や市町村も検討しやすいと思われる。 

 

 

 

file://main.oecd.org/transfer/GOV/PUBLICATIONS/RDP/TR%20Japan/Final%20publication/www.coastisc.net/)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264169517-en
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囲み記事 4.6.中高年による起業促進：政策展開への指針 

高齢者の起業促進のために取るべき政策は以下のとおり。 

1. 高齢者が起業することの利点を、高齢者自身と社会全般に気づかせる 

2. 高齢者による起業支援の一環として、シニア起業家向けビネスネットワークのサポー

トや、長年従業員として働いてきた人に起業家としての技能を補うための訓練を実施

する。 

3. シニア起業家の中には起業融資を必要とするタイプ（例：失業中の起業など）と、必

要としないタイプ（例：高収入者など）がいることを認識し、シニア起業家向けの融

資制度を保証する。 

4. 高齢者の起業にとってより早く、低リスクで、定年退職後の起業志望者をより有利に

導く手段として、起業よりむしろ買収の可能性を強調する。 

5. 他者の起業を支援するベンチャー投資家や、若い起業家の相談役としての役割を高齢

者に推奨する。 

6. 他業種への投資も含め、高齢者が起業するにあたり税制や社会保障制度が阻害要因と

ならないよう保証する。 

7. ベンチャー事業に失敗した者が貧困に陥る可能性を軽減する。特に退職前に自宅や生

命保険その他の貯蓄を失うことは深刻な事態である。 

出典: OECD/欧州委員会 (2012), 「高齢者の起業に関する政策概要: 欧州における起業活動」 EU 出版事務

局、ルクセンブルグ、以下のアドレスより入手可能 

http://www.oecd.org/cfe/leed/EUEMP12A1201_Brochure_Entrepreneurial_Activities_EN_v7.0_accessible.pdf. 

 

比較的簡単に構築できるオンラインネットワークは、起業志望者に一定のツールを伝搬するのに有

用な手段となり得る。例えば、欧州諸国で運営されている「ベスト・エイジャーズ」や「フィーメイ

ル」などの組織がトレーニングイベントやウェブセミナー、指導教育サークルその他のイベントを企

画するのにそのようなプラットフォームを活用している(Kautonen, 2013)。イギリスでは、PRIME(王子

主導の熟練起業家への取組み)が高齢の起業家のための情報、訓練、ワークショップ、人脈作りのイベ

ントなどを提供しており、さらには公認のアドバイザーやボランティアの指導教育者の紹介を受けて、

無料または低価格でビジネスに関するアドバイスを受けることもできる(Kautonen, Down and South, 

2008)。また過去には小規模融資（マイクロファイナンス）を提供していたこともある。融資の利用に

あたり支援の必要性もあるかもしれない。つまり、多くのシニア起業家は、若い起業家に比べて金銭

的には強い立場にあるが、EMN (2012)によると、信用取引が必要な場面において、年齢差別はとかく

大きな問題となることが分かっている。中にはリスクを埋めるために保険の追加加入を要請されるケ

ースもあるようだ。追加費用で済むケースならまだしも、銀行が融資を予定しても、保険会社が高齢

起業家の保証を躊躇するなど、更に面倒な事態となることも多い。このような状況にあってもなお、

起業融資を支援する公的なプログラムには高齢者のニーズに適合するものがほとんどない。 

シニア世代は、必ずしも自ら事業に乗り出さなくても起業家を支援することができる。高齢労働者、

特に定年退職した経営者や会社の元幹部たちが、若手の起業家の救世主となる潜在力を見過ごすのは

もったいない。特に中小企業を退職し、または退職を予定する多くの経営陣などがまさにその例であ

る。中小規模のビジネス、特に製造業において、その経営手法を知る人物などは地方にとって希少か

つ貴重な人材である。調査によれば、新規の企業や部門が資金調達の上で最も厳しい局面に立つのは、

立ち上げ当初ではなく、経営プロセスにおいて「バグ（問題）」を解決する間に長期的な損益を出し

てしまいがちな「経験から学ぶ」時期であるようだ(OECD, 2011b)。会社が生き残れるか終焉を迎える

かの分かれ道は、製品全体の特徴や生産技術の本質にかかっているのではなく、むしろ、品質管理や

発注手順（オーダーフロー）、在庫管理における比較的小さな差にかかっている。不良品の割合を 1

http://www.oecd.org/cfe/leed/EUEMP12A1201_Brochure_Entrepreneurial_Activities_EN_v7.0_accessible.pdf
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～2％減らしたり、所要時間をほんの数時間縮たりすることが決め手になることもある。この経験学習

期間を短縮すればするほど、その企業が生き残れる可能性が増すのである。ここで一役買うのが経験

豊富な経営者たちであり、多くの地域で、起業家のニーズに合わせてボランティアまたは有料で地元

の実業家を紹介するプログラムが検討されているようである。 

事業継承は、課題と好機を生む 

起業や個人事業への意欲を見せる日本の高齢者が増えている現状が歓迎される一方、総務省が近年

実施した雇用状況調査で、活発な起業家の人口が高齢化していることが浮き彫りとなったのもまた事

実である。1979 年には、日本の現役企業家のうち 50 歳以上の割合は 18.9％、60 歳以上は 6.6％に過ぎ

なかった。この割合は 10 年単位で確実に増えており、 1980 年代後半から 1990 年代初頭にかけて若干

減ったものの、2012 年までには現役起業家の 46.7％が 50 歳以上、そして 60 歳以上は全体の 3 分の 1

（32.4％）に上った。これは人口全体の高齢化だけが原因ではなく、同じ期間において現役人口に占

める高齢層の割合が 25.2％から 38.6％に増えたことを意味する。これは問題で、中小企業の創業者オ

ーナーが定年を迎えるようになれば、現在確実に増えている日本の中小企業の将来が危しい実情であ

る。 

多くの OECD 地域において、出生率の低下と多くの事業主が定年を迎える時期が重なることにより、

10～20 年先には史上類を見ないほど事業主が不足する事態が起きる可能性があり、それが地方経済に

マイナスの影響を及ぼす恐れがある(OECD, 2011b)。事業承継の問題は、多くの OECD 加盟国の事業開

発当局者にとってこれまで大きな懸念事項の一つであった。一例として、北アメリカの農山漁村では、

ベビーブーム世代の企業家や事業主が定年を迎える一方、その事業を受け継ごうとする若手が不足し

ている。このような土地では、家族経営の企業の多くを高齢者が経営しており、一方、若い世代は大

都市に移り住む傾向にあって、家族事業を継ぐことに興味を示さない若者が増えている。多くの事業

が閉鎖に追い込まれるが、それは金銭的な事情というより、事業の跡継ぎがいないことが理由なのだ。

近年、カナダの社会開発プログラム、カナダ・フューチャーズが実施した評価では、首都圏以外の地

域で確実に事業承継できる家族はほんの少数であった。また、後を継ぐ家族のいない事業のうち、3

分の 2 は承継計画を立てておらず、高齢事業主の 80％以上が、事業の売却計画はあるものの、買い手

が見つからない現状であった。その結果、退職する事業主の 30.6％ほどが事業を畳む決意をしている

(Camire, 2011)。 

これは一つの課題であるとともに、才能豊かな若者を新たに地方に呼び込む好機でもある。そして

また、企業に新たな原動力を吹き込むチャンスでもある。実際、2015 年の中小企業白書には、事業主

が経営権を若手に引き継いだ会社が業績を上げた実績が報告されている。しかしながら、事業承継を

円滑に進めるためには十分な事前準備が必須である。不必要に会社を畳まずに済むよう、高齢の企業

家が地元の事業仲介業者の支援を受けて承継計画を作成することができる。各地の実例から、殆どの

事業は、現在の事業主が退職する時期になっても「即売却可能な」状態とは程遠いことがわかる。家

族が事業を引き継がない場合、その事業が買い受け候補者により魅力的なものとなるよう十分な配慮

が必要である。事業主はその事業が高く評価されるよう準備する必要がある。会社の魅力が最大限に

発揮されるようその内容を精査して性能を高めなければならず、多くの場合この手続きには援助が必

要である。 

経済産業省の中小企業庁および日本政策金融公庫はこの地域で、円滑な継承のサポート、技能や技

術の伝承、融資支援など積極的に協力している。しかし、すべきことは他にもある。地元の事業開発

担当員は、地元で起業を考える若者や地元への投資家、そしてこの地域に好機を求めている可能性の

ある移住者に対して、売りに出ている事業の情報を提供し、売り手と買い手を結ぶ手助けをしてくれ

る。事実、事業承継を検討する企業の一覧表（ネット掲載の場合あり）がこの土地のライフスタイル

やアメニティに魅力を感じている地域の人々の役に立つことがある。またこれにより、起業を望む女

性や高齢労働者に機会を与える手段ともなるだろうし、あるいは、すでに自営業者として仕事をして

いる地元市民に別のビジネスチャンスを与えることに繋がるかもしれない。重要なのは買い手と売り

手を繋げる手助けをすることである(Clark, 2011)。地域で行われる事業承継に向けた融資に関し、地元

金融機関の理解を得ることも必要である。レバレッジローン形式での支援は、新事業主への円滑な承
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継を確保する目的で必要とされることが多い。また、買い手が前事業主 から地元の相談制度を引き継

ぐことができる場合も多く、これも大きなメリットである。事業仲介業者は可能な限り、このメリッ

トを事業承継計画に入れるよう手助けすべきである。 

農業政策と農山漁村開発 

全国の農山漁村開発政策の大筋については、まち・ひと・しごと創生総合戦略と、中期政策書が 5

年毎に更新される農林水産省の食料・農業・農村基本計画の 2 つの基本文書に規定されている。現在

の計画内容は 2015 年 3 月に更新されたものである。そしてこの計画は、2013 年 12 月に農林水産業対

策本部の指揮の下、「農林水産業・地域の活力創造プラン」と呼ばれる農業部門において「グラン

ド・デザイン」の承認を得た。この対策本部は内閣総理大臣が議長、閣僚と農林水産省が副議長を務

めている。この対策本部は、一方で農林水産業政策、他方では地方政策を示して車の両輪のような働

きをしている。その目的は主に農林水産業の多機能性を促進するための施策を通して両者のバランス

を取りながらその相互補完性を実現することである。 

何千もの農村が、過疎化のリスクに直面する 

日本の政策立案者が過疎に直面した際、最も懸念する事の一つが、驚くべき速さで消滅の一途を辿

る国内の小さな集落の運命である。現在、国内には約 13 万の農村が存在し 9、農地の広さは平均して

約 30 ヘクタールであるが、うち 3 分の 2 を稲作に、残りを他の農作物の栽培に使用している。2010 年

には、農村 1 か所あたり 198 世帯が居住し、この数は 1970 年の約 2.5 倍に増加してはいるものの、過

去 10 年間では 7％ほど減少している。しかしながら、この間、中規模集落の世帯数は 48 世帯から 50

世帯に増えており、これは非農業世帯の数が急激に伸びている都市近隣の農村の存在が大きく関与し

ている事を示唆している 10。ただ実際は、農業従事者は世帯全体の約 9～10％に過ぎず、殆どの世帯が

農業以外からの収入で生計を立てている。過疎化と高齢化はともに農山漁村で進む傾向にあり、国内

の他地域に比べてその進行も早いが、これは若い世代が都市へ移住し、それが都市に雇用と消費の機

会を増やす一方で、農業に必要な労働力が急激に減少してしまったことが大きな要因となっている。

消滅の一途を辿る何万と言う数の農村の将来については、多くの観測筋が懸念を表している(例：

Odagiri,2012, 2015 を参照)。 

ただ現実には、この集落の多くは差し迫った危険には直面していない。2010 年の農業センサスによ

れば、集落の 3 分の 2 が都市中心部から車で 30 分圏内に、そして 90％以上が 1 時間以内に位置してい

る。これらの都市中心部はそれほど大規模ではない場合がある。しかし、人口密度 1 平方キロメート

ル当たり 4,000 人という基準を前提とすれば、そんな都市密度の高い集落が孤立して存在することは

まずないため、これらの都市が小規模になるケースは少ない。これは、集落の住民の大多数がかなり

大きな都市の通勤圏内に居住し、実に集落の 56％が都市計画に関わる区域内にあることを意味する 11。

これは驚くべきことではなく、日本の（そして世界中のほとんどの場所で）都市が、食料供給しやす

い場所で急速に発展してきたという歴史を考えれば頷けることである。長年、都市開発のための農地

転用が難しい課題であったのも理由一つである。これは国に「土地が不足している」のではなく、都

市開発の圧力が大きい場所に最良の農地が存在していることがむしろ原因となっている 12。 
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図 4.5. 都市への運転時間から見た農村の割合 

 

注記:人口集中地区とは、全体の人口密度が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以上で、隣接した地域の人口が国

勢調査時に 5,000 人以上を有する地域と定義する。 

出典: 農業センサス, 2010. 総務省統計局から直接提供を受けたデータ (日本政府). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933325001 

 

多くの集落が都市周辺に集まっているとはいえ、それらの集落が課題に直面していないわけではな

い。農山漁村の奥地にある集落は、環境的に重要な役割を担う場合もあるが、とかく近隣都市からの

負の外部性にさらされがちである。一方、都市に近い集落が生き残れる可能性は遠隔地に比べて高い。

都市近隣の集落は、接続性等の課題も少なく、また、通勤者や退職者に好まれる立地と、新たに家族

を持とうとする若い世代に特に魅力的な要素を備えた場所でもあるため、存続戦略という点では選択

肢が多い。田舎ならではの景観やアメニティが注目されたことで、多くの都市サービスの恩恵に預か

りながらも、都市近隣の町であることによって提供できる生活の質に差別化を図ることもできる。 

小集落に対する政策の根拠は、具体化させる必要性がある 

おそらく、農業集落の存続に関する最も根本的な問題は、政府がその支援に関する理論的根拠をい

まだ定義づけできていないことである。これは何も、政府がそのようなコミュニティに対して背を向

け、運命に身を委ねさせるべきであると提案している訳ではない。むしろその逆で、政府が集落の消

滅を望まない多くの理由が存在するのである。肝心なのは、その理由を明確に把握することなく、農

業集落の存続を支援するための効率的かつ効果的な政策を考案することは不可能という点である。つ

まり、この根拠さえ明確になれば、集落保全のために妥当な政策を選択することが可能になるのだ。

日本の人口動向から見れば、今後多くの集落が消滅するであろうし、またその存続を維持する資源も

限られてくる以上、これは重大なポイントである。つまり、政府がすべての農業集落の存続を保証す

ることは不可能であり、過度に努力を分散させれば政策の弱体化にも繋がりかねない。どの集落を維

持し、また閉鎖するのかを決めるのは東京の政府関係者ではないが、インフラ投資や支援プログラム

について決定する以上、彼等はいつ、どこで、どのような理由で集落の存続能力を支持する政策を介

入せるか明確に理解する必要がある。この基準を満たさない一部の（多数かも知れない）集落でも、

他の戦略を見出して依然存続することはあるし、逆に支援対象と認められた集落でも、長期的な存続

能力を証明できない可能性がある。農村集落の支援対策の内容を、グランド・デザインや国土形成計 
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画などより大きな目標と広い意味で合致させるべく、国家政策の枠組みを作ることが必要である。 

深刻な問題の一つとして、集落が農業生産、特に河川や灌漑システム、その他の水路の管理におい

て担う役割がある。主なインフラ（貯水池、取水漕、ポンプ、主要な水路など）の運営および維持管

理は通常、土地改良区(LIDs)が行っている 13。しかしながら、三次的な灌漑水路や排水路については地

元住民が管理するのが一般的だ（図 4.6）。これは、多くの集落を支える農業環境のわかりやすい例で

ある。しかし、多くは農業政策の指示に依存している。農業生産が農村コミュニティの存続能力と密

接に関係すると考えられることは多いが、必ずしもそうとは限らない。稲作は労働集約型の農業では

ないので、生産性を上げるために水田の統合を促進すれば労働力を減らすことができる。稲作農家が

非常に小規模にとどまる一方で（平均 2 ヘクタール、農林水産省調べ）、10 ヘクタール以上の大規模

農家が耕作する農地の割合は、2000 年には 7.9％だったが、2010 には 18.7％に急速に増加している。

多くの地域で、農業の生産性向上と人口維持との間には葛藤があり、それは特に小規模な生産者から

土地を引き継ぐ大規模農家が参加主体の場合に顕著である(囲み記事 4.7)。一方、郊外では、農地統合

と農業生産の多様化が並行して進められており、これが地元の人口維持、または人口増加にさえ一役

買っている。だからこそ、多くの都道府県が、稲作中心の地域で農業生産を多様化し、集団農業を促

進することを好む。また多くの地域で、小規模農家が集まってより大きな団体を作り、その能力に応

じて土地や労働力、資金面で協力しながら運営するコミュニティ農業に移行する動きが出始めている。

都市近隣の集落では、兼業農家も多い。どちらの戦略も、農業生産性の低下は免れないものの、集落

の人口維持には役立っている。 

図 4.6. 河川と灌漑インフラを管理する集落 

   

出典: 総務省統計局の一般統計調査データに基づく(2015 年), 農林業センサス,  

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001047529&cycode=0 (2015 年 7 月 15 日).   

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933325016 
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囲み記事 4.7. 稲作と農村開発 

稲作は経済的な観点からだけでなく、社会的、環境的な視点から見ても日本の最も

重要な農作物である。しかしその量は、農業および水産業における付加価値全体の

12％を占めるにとどまり、それも年々確実に減少している。それなのに稲作は、農業

の中でも土地と水の使用量が最も多い。稲作用の農地は日本の農地全体の 50％、そし

て農業用水の消費量の大部分を占める。過去 10 年間、農林水産省は、大規模農家をタ

ーゲットに農地統合を推進する政策によって、農業生産性の強化に努めてきた。これ

は歴代の政策からの大きな脱却であり、あらゆる種類の農家が支援を受けることで、

生産性の高い大規模農家に有利な市場でも、小規模農家や兼業農家が事業を続けられ

るようになった。現在「専業農家」（例：収入を補うべく兼業農業を行うのではな

く、農家で生計を立てている者）は、農家の数からすると少数派であるが、農地の割

合では全体の約半分を占めている。農林水産省はこの数字を今後 10 年間で 80％まで引

き上げるべく取り組んでいる。日本の農業従事者の平均年齢はかなり高く（農林水産

省の調べでは 66 歳前後であるが、これは兼業者も含む）若者はごくわずかである。つ

まり見方を変えれば、今が統合するのに好都合な時機と言える。引退する農家は、大

規模生産者に土地をリースすることが多い14。問題は、農地統合により農村集落の存続

能力を弱めるかもしれないことだ。平均的な集落の規模を考えると、ほとんどの集落

では 1 軒か多くても 2 軒の稲作農家の利益を維持するのがやっとであろう。もし存続

する農家がその土地を生産者に売却あるいはリースすれば、人口流出に拍車がかかる

ことになる。地主は農業をやめても集落に残るケースが多いが、その子供たちが残る

ことは稀である。農業の多機能性を維持し、また実証するため農林水産省は、集団で

灌漑や排水施設を維持管理する集落への給付金を保証する第二政策と、農村開発に焦

点を絞ったコンパニオン制度を立案した。しかしこの給付金は、農業支援金としては

少額であり葛藤が残る。 

出典: 正林, M. (2015), 「15 年に及ぶ日本の地域開発給付金を振り返って ～多機能化は「古いワ

イン」のための「新しいボトル」か？～」農業と経済, 特別号, 3 月, pp. 39-52 (日本語); 農林水産

省から直接提供された情報 

農林水産省は、農山漁村の活性化に多面的に働きかける基本計画を発表した 

食糧農業と農村地域向け 2015 年度基本計画における地域活性化政策は以下の 3 つに分類される:  

1 つ目は、灌漑・排水施設の維持管理を行う団体に的を絞った新たな直接給付金制度と近隣集落間の

ネットワーク構築を促進する新たな取り組みを通して多機能性を維持すること。 

2 つ目は、地元資源を活用して農村の経済を活性化すること。ここにはいわゆる「六次産業」への支

援も含まれる。「六次産業化」の取組みは、本来、農林水産業における生産者を、二次及び三次産業、

特に加工・販売分野における専門知識を持つパートナーと結び付け、生産、加工、流通及び販売の各

段階に亘って、付加価値の連鎖を形成する働きがある。六次という名称は農産物（第 1）の生産者が

加工作業（第 2）や流通／販売（第 3）に従事する工程を反映し、1+2+3=6 の計算が元となっている。

そしてまた、地元食材の消費を促進し、バイオマスや再生可能エネルギーの開発、農業生産や販売に

おいて ITCをより幅広く活用するための支援対策も行う。 

3 つ目は、農業観光の他、子供向けの農業体験や田舎生活体験、そして医療・福祉・飲食産業との連

携を強化するための福祉農園など、都市と農村の交流を促進することである。  

基本的に、これら 3 つの政策にはそれぞれに推奨すべき点が多く、「小さな拠点」作りや幅広い地域

を活性化しようとする考え方に沿っている。多機能性に焦点を絞れば、集落を支援することの理論的

根拠や適用すべき手段がより明確になるかも知れない。実際、この「六次産業」の取組みが既に実を 
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結び始めているところもある（下記参照）。劇的なマクロ経済的影響は起こりにくく、都市部では今

後も二次、三次活動が優位に立つであろうが 15、実際そのような影響が起きる必要もない。つまり、

人口の少ない地域では、六次産業主導の動きはすでに現れており、小規模の隙間産業でさえ大きな飛

躍を遂げる可能性がある。ほぼ同じことが、都市から農村地域への移住を促進する試みにも言えるか

もしれない。つまり、移住者は居住パターンを大きく変えることなく、地元コミュニティで生活環境

を大きく改善することができ、それは都会から来た者に魅力的な立地の場所なら尚更である。 

また、農業政策計画には、農村開発に重要な意味を持つ要素がある。計画の中では、より付加価値

が高く、多くの労働力を必要とする果物や野菜、畜産品の生産が推進されている。これは農家が農業

収入を増やし、国内の農家を継続的に増やすという目的に合致している。もう一つの重要な計画展開

は、コミュニティ農業団体を事業農家（担い手）として扱うと決定したことである。担い手は日本の

農業の未来そのものと考えられている。計画の中では、彼らを、同地域において他産業で正規雇用さ

れた者と同等の収入および労働時間を確保された、効率的で安定的な農家、と定義されている。政府

は、生産性を向上する政策を持続しながら、農地統合や専業農家の推進に力を入れており、この事業

農家には認定農業者 16 や認定予定者、そしてコミュニティ農業団体を含むとしている。計画には、事

業農家に対し、政府が補助金や貸付け、融資などの資金援助が盛り込まれており、農業の民営化を推

進している。賃貸やサブリースなどを通して農家をまとめる農地統合公団が 2014 年に各県で設立され

たが、現在はこの公団も統合の推進力として基本計画に織り込まれている。農林水産省の重要課題は、

若者を専業農家に取り込む環境づくりであるが、同省は、2023 年までに国内で新たに農業を開始し継

続する農業者の数を今の 2 倍にするとともに、40 歳以下の農業従事者の数を 40 万人に増やす必要があ

ると計算している。これは、現状の農業生産量を維持するのに必要なおおよその農業従事者数を確保

するためである。 

しかし、農山漁村開発において農業以外に対処できることがある 

2015 年計画の大きな限界は、農山漁村開発の主要部分を構成するのはやはり、農業関連だというこ

とである 17。農山漁村開発の枠組みの中で最大の政策は、灌漑・排水施設や農業用道路の維持だけで

なく、環境保全や沿道の植林などについても行われる直接交付システムである。しかしながら、地元

コミュニティがどうしたら農業生産や環境、景観を維持できるかを重視した政策では、農業に従事し

ない若い世代に集落の魅力を伝え、農山漁村へ移住したいと思わせるようなアピールは難しい。事実、

農業環境に関するその他の案件、特に景観管理など重視した取り組みがもっとできるだろう。そうす

れば、持続可能な農業の達成という目標に近づくとともに、非農業従事者にこの集落へ居住する魅力

を伝える、という双方の目的が果たされる。日本が生産者に支払う補助金の総額に占める直接交付金

の割合 18 は 2014 年で 22％未満であったが、これは OECD 欧州加盟国（ノルウェイとスイスを含む

EU21 国）における 58～83％、米国の 78％、オーストラリアの 100％とは比較にならない低さである。

また、直接支払総額に占める環境保全型農業交付金の割合も極めて低くなっている（図 4.7）19。つま

り、日本の環境保全型農業交付金の額は、農業生産者向け支援金の 0.05％に満たないということであ

る。 
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図 4.7. 直接支払交付金の総額に占める環境保全型農業交付金の割合 

  

 
出典: OECD (2015d) 生産者と消費者の補助金推定額 (データベース), OECD, パリ, 

http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm (評価日 2015.7.10)  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933325020 

 

日本の農業における環境パフォーマンスには相当な改善の余地があり、1 ヘクタール当たりの窒素

バランス(kg/ha) も OECD 基準によると非常に高く、1990～1992 年と 2007～2009 年の間、もともと数

値が低めだった EU15 ヶ国で 40％以上、米国でも 30％以上低下した一方で、日本では数値に変化は見

られなかった。これは主に、1 ヘクタール当たりに使用する化学肥料の量に原因があり、2008～2010

年には EU15 ヶ国の水準の 5.7 倍、米国水準の 18.7 倍であった(Shobayashi and Sasaki, 2014)。日本が農

業支援の方向性を見直し、農業環境の改善に力を注ぐならば、日本の農村における環境の質を大きく

改善することができ、農村集落がもっと居住したいと思える場所になるかもしれない。景観管理や農

業環境パフォーマンスを改善する一連の政策は、直接交付金だけでなく規制措置も網羅している。規

制方法を複雑にする一要因となっているのが、直接交付制度にクロス・コンプライアンス条件 20 を課

すことの難しさにある。なぜなら、日本は関税による価格維持への依存度が高く、直接交付は非常に

まれだからである。農業従事者は、コンプライアンスの負担にあらゆる理由で抵抗することになるだ

ろう。しかし、環境保全型農業交付金の大幅な増加によって予算が拡大し、関税保護における減額等

によってこの年間コストが相殺されることはないだろう。 

こうした場においては、地域活性化向けの交付金の一部を景観管理費用に割当てるのも一つの方法

かもしれない。割当金に問題があることは有名であるが（第 2 章）、自治体への交付金が一般収入と

して扱われてしまうと、小さな集落では他の目的との間で交付金を勝ち取るのが難しい場合もあるた

め、ここで割当てておくのが良いかもしれない。これは農村開発と地域開発の二つの政策を統合する

上でよく問題となることである。つまりこれらを分離して考えると、農業上の利害が農村政策より優

位になりがちであるが、これらを統合すると、都市の利害が農山漁村地域に優先される。どちらにせ

よ、農山漁村における農業以外の地域経済のニーズは排除される可能性がある。農業集落に特別な価

値があると考えるならば、政策の立案や実施については地方自治体に委ねつつも、活性化に向けた交

付金の一部を割り当てることにも意味がある。これは実際、EU の共同農業政策における 2 本目の柱

（農村開発）の中で採用されている方法と非常に類似したものになるだろう(囲み記事 4.8)。 
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ノルウェー 

スイス 

EU オーストラリア 

アメリカ 

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100 120

直
接
交
付
総
額
に
対
す
る

 

環
境
保
全
型
農
業
交
付
金
の
割
合

 

PSE総額に対する直接交付額の割合 

http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888933325020


 

 208 

 

囲み記事 4.8. 農山漁村地域の開発政策：EUモデル 

共同農業政策(CAP)は、全食品の生産者が世界市場で生き残り、また競争力を維持すること

を意図した、EU 補助金制度とプログラムをもつシステムである。CAP の主な目的は、農業生

産性の向上、農業生産者の生活レベルの保証、市場の安定化、安定供給の確保、そして消費者

にとって手頃な価格設定などである。EU の農山漁村地域開発政策は、CAP による度重なる修

正を経て段階的に実施された。その結果、今では 2 つの「柱」ができ、資金調達がややこしく

なってしまった。全予算の半分以上を占める第 1 の柱では農業者に補助金を提供し、第 2 の柱

は農山漁村地域の開発規則となっている。 

CAP は、農村開発の幅広い問題において重要な役割を担うべく進化しており、今では EU 加

盟国が、資金の使い道を商品向けの直接交付からそれ以外のプログラムへ移行させるなど、柔

軟活用が可能となっている。21 世紀に入ると、イギリスやフランスが直接交付金を早い段階

で調整*するようになった。これらは農業環境の改善が大きな目的であったが、農業からの副

収入が地元経済に比較的大きな影響を与える辺境の農業地域において、最も大きな価値を持つ

傾向にあった。 

第 2 の柱の政策が拡大すると、CAP の農山漁村地域の開発政策における役割がますます重要

になる。1999 年に CAP に第 2 の柱が導入されると、これが EU における農山漁村開発政策の

主役となった。資金が第 1 の柱から第 2 の柱へ流用され、第 2 の柱によるプログラムがより体

系化されて資金も増えてくると、各国の農山漁村地域の開発政策を調整する上でもこれらの資

金がより重要になる。第 2 の柱は依然として農業に傾倒しているため、農山漁村開発において

も農業の役割をより強く推進している。そして農地の多様化や農業環境の改善、農業従事者の

訓練、そしてファームマーケットタウンの近代化など、農業に直結したインフラの整備への資

金調達も可能になった。 

第2の柱の根幹はLEADERプログラムであり、これにより多様な部門や参加者に依存した、地元主

体の農村地域開発の手法を導入する機会が提供されている。LEADERとは (フランス語の“Liaison 

Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”の略で「農村経済発展の行動連携」を意味する) 

は地域振興手法のひとつで、地元住民が地域の潜在能力を活かしながらその発展に寄与できるのが

特徴である。LEADER は20年間、EUの農村地域開発政策において重要な役割を果たしてきた。

2007年以降、欧州農業農村振興基金(EAFRD)を財源としてきた。その後、2007年～2013年にかけて

第4期欧州海洋漁業基金として海洋漁業分野にまで範囲を広げ、そして2014年以降この手法は「コ

ミュニティ主導の地域振興戦略」(CLLD)と呼ばれ、EAFRDだけでなく、欧州海洋漁業基金

(EMFF)、欧州地域開発基金（ERDF）そして欧州社会基金(ESF)の資金をも利用できるようになる。

LEADERプログラムへの融資も、国家政府が一部負担している。  

 

LEADER プログラムは、特定対象地域向けの農村／地域ハイブリッド型の政策である。LEADER 

は、意思決定や経営責任に関してボトムアップ方式を採用しており、他部門のビジョンに適応し、

多国籍政府、中央政府、そして地方自治体の間におけるマルチレベルの統治体制にとって都合がよ

い。LEADER は、プロジェクトの選択や、欧州委員会との合意で行う地域開発戦略の実施を任務と

する地元の活動グループ(LAGs)において、公私双方のステークホルダーをまとめる存在である。

LAGを規制する基準により、公務執行者と選出された政府職員の割合がLAG運営委員の49％以下に

制限されており、これによって政府関係者以外の参加者の発言権が保証されている。プログラム

は、その革新的な特色が功を奏し、また比較的限られた予算ながら多くの農山漁村地域で良い結果

が得られたことから、その成功が広く認知された。 

*「調整 (modulation)」という用語は、CAP の第一の柱に従って資金を直接交付から除外し、第二の柱に

よって農村振興費用に流用するという意味で使われている。これは財源を流用するか、他の予算枠に移

行する際に利用する仕組みである。 

 

出典: OECD (2011c), OECD 農村開発政策レビュー:英国イングランド州 2011, OECD 発行、パリ 

 http://dx.doi.org/10.1787/9789264094444-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264094444-en
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土地活用の調整は、農村の景観を改善し農場の生産性を高めるために取り得るもう一つの手段であ

る。また、農地の統合はそのどちらの目的にも合致する。このため政府は、現在、引退する農家と事

業農家が農地の統合を望む場合に、その手続き費用を軽減する手段として農地バンクという措置を推

奨しているが、この場合、単に農地の広さかだけでなく、その周辺の区画を合わせた大きさが問題と

なる。生産者が周辺に散在するパッチワークのような小区画を寄せ集めて作業しなければならない場

合には、農業効率が大幅に下がるからである。滋賀県で発案された代替モデルにも期待が寄せられる。

いわゆる「新海モデル」では、所定の集落で地主同士が組織を形成し、借地人である農家が耕作地を

最大限に活用できるよう地主が集団で土地を管理している。この組織のお蔭で地主メンバーたちは、

借地農家について本人確認等の煩わしい手続きなく運営できるため、統合を進める様々な借地人の役

に立っている(Shobayashi and Okajima, 2014)。また、農家に対し事前条件を設定することで、このよう

な組織は洪水防止や景観管理などの様々な課題にも対応できる。また、灌漑システムの復旧作業など

の際、地主より土地改良区を担当する耕作者がいることで組織が強化される。つまり、農業の使用を

効率化する動機となるからである(Shobayashi, Kinoshita and Takeda, 2010)。 

「六次産業化」への取組みは、農山漁村政策での待望のイノベーションである 

農林水産省の六次産業政策は、農村コミュニティにおける農業以外の仕事の創出というもう一つの

重要な優先事項について言及している。これが活性化において最も重要な責務であることは確かであ

る。なぜなら都市に人が集まる要因は、就職先の豊富さであるが、農業で雇用できる人数が将来的に

減る一方なのは明らかだからである。農村地域に大企業を誘致して工場を建設しようとするのではな

く、すでに農村にあるものに基づいて事を進めるのが六次産業化の狙いである。（再生可能）エネル

ギーの生産や景観保全、レジャーや観光も地方経済の繁栄を助けるきっかけとなる。これはある意味、

農業の多機能化という考えを発展させたものであり、これらによって経済活動の主要 3 部門を網羅で

きる。 

このような政策は、地域経済が直面する特殊な課題に対処する必要性に端を発している。大型市場

からかけ離れたところに位置する低密度の経済には、多くの共通の問題が起こりやすい(概要は

Freshwater, 2012 を参照)。一つ目として、おそらくこれが最も重要であるが、成長の主な源泉は地域に

とって外因的なものになりやすく、これを地域経済に繋げる媒介となるのが輸出拠点である。地域に

は自分たちが必要とする限られた範囲の製品やサービスの生産能力しかないため、現行の収入源から

利益が見込めないのであれば、様々なものを輸出（海外に限らず国内の他の地域に向けて）する方向

で検討する必要がある。さもなければ、外部から必要なものを輸入する資金を賄うことはできない。

二つ目は、地元では市場も乏しく競争も不活発になりがちである。これによって外部のライバルから

身を守る体制を構築することができる（外部者が市場参入するには費用がかかるからである）が、こ

の保護体制は都市中心の企業が開拓しようとする経済の規模や範囲に圧倒されてしまうことが多い。

よって、農村地域の接続性を改善すれば、交通費削減など都市にも大きな利益となる場合が多く、外

部者もが地元市場に参入しやすくなる。市場の規模が小さいと企業の発展の妨げになる。このような

事情もあって、農村地域の企業の大多数は中小企業が占める傾向にあるが、成長が伸び悩む企業であ

ることも多い。 

そもそも低密度地域の経済には、経済活動の多様性に限界があるという特徴がある。これはまた、

地元の生産者が投入財の乏しい市場に直面していることを意味する。つまり、市場に余剰性が欠如す

れば、供給チェーンの一部が弱体化し、それによってチェーンにいる他の企業にも悪影響が起こりか

ねないのである。サプライヤーが品質や価格の面で不適格だったり、良い成果を出していなかったり

しても、乗り換えは容易ではない。このように、多様性のレベルが低いことで外的刺激に対する脆弱

性が高まってしまうこともある。さらに、生産が不安定で、かつスケールメリットの可能性がある部

門においては、ほとんどの場合、企業は需要拠点の近くへと移動しがちである。遠隔地にある小さな

農村では、競争する上で有利な他の資源、例えば希少性に付加価値がある土地などでは、その地特有

のユニークな製品にプレミアを付けることがある。これは、フランスワインや特産のチーズなど高価

値な農産物の開発や販売の根底にある理論である。また、三重県勢和地域のような地域において、六

次産業の取組みに適用される戦略の多くもこの理論に基づいている(囲み記事 4.9)。流動的資産（人
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的・金銭的のどちらも含む）は最大利益を得られる場所に移動してしまう傾向にあるため、このよう

な戦略は、比較的不動の地域資源を基礎に構築されるべきである。勢和地域の取組みは、1 つの活動

や取組みだけに頼ってすべてを変えようとするものではないが、このような多面性もまた重要である。

むしろ、活性化の取組みにおける様々な要素が相互に強化し合っているのである。   

囲み記事 4.9. 三重県勢和地域 

三重県勢和地域は人口約 5000 人、広さ 53.6 km
2でその 70％が森林地帯、約 13％が農地の農

村地帯である。平均的な農場の規模は概ね 0.4 ヘクタール、主要な農産物は米、お茶、白菜、

キャベツ、白ネギ、小麦と大豆である。2000 年初頭まで勢和地域は、高齢化と人口減少、そ

して農業後継者の不足や耕作放棄地、そしてそれによって引き起こされる野生動物の耕作地へ

の侵入に悩んでいた。これに対処するため、小さな集落が集まって勢和資源保全・活用協議会

を発足し、数々の画期的な地元プロジェクトを開始した。 

協議会は、景観を向上させ、農地を保護する一環として、水路や農道の維持管理や、未使用

地での花の栽培、ビオトープの形成、灌漑用水を地域のために様々な用途（消火や環境目的の

使用など）に活用する制度の導入などを行った。一部、自然の状態に戻した農地もあるが、土

地を上手く管理することによって、耕作用地を害することなく効果的に目的を達成することが

可能となった。現在、家庭用生ごみは堆肥に使われている。協議会の取組みは、農業を持続さ

せることだけを目的にするのではなく、地元のイベントや地域特産物の市場を開催するなど、

六次産業に向けて動き出している。そのお蔭で、農家は無農薬の環境に優しい生産方法の良さ

を見出し、これによって当地へのグリーンツーリズムが促進されて水質も改善されるようにな

り、結果として環境パフォーマンスが向上した。 

農営放棄の現状に直面し、資源保全活動として始めた取り組は、このように幅広い分野での

新たな活動へと繋がっていった。地方自治体の援助や、活動内容に賛同したシャープからのス

ポンサー支援は受けたが、当協議会は自治体や国の基金に大きく依存することなく活動を進め

ることができた。  

出典: 勢和地域資源保全・活用協議会から提供を受けた情報 

 

多くの場合、農村改革は研究室から始まるのではなく、地元資源の新たな活用法や販売方法を認識

した結果として始まるものだ。羽賀（2014）が指摘したのが四国にある山間の町、2014 年において人

口 1767 人だった上勝町の例である（人口は 1970 年 4000 人から激減）。この地にベンチャービジネス

の可能性があるかを視察するために自治体に招かれてやってきた外部起業家が、日本の伝統料理の付

け合せに使う葉、ツナモノを販売する会社を設立した。そして 1986 年の創業当初は振るわなかったも

のの、2000～2013 年には年間 2 億万円以上を売り上げるまでに成長し、地元の主に高齢の女性 197 名

を雇用するまでになった。事業の成功も去ることながら、その後の調べで分かったことは、ここで雇

われている女性たちが、雇われていない同じ立場の女性より健康で幸福を感じているということであ

った。 

島根県にある小さな島の地方自治体、海士町は、農山漁村において、いかにして再活性化が起こり

得るか、素晴らしい実例を提供している(囲み記事 4.10)。海士町の経験は、多くの意味で教訓的で、日

本の他の地域及び OECD 加盟国内で生き残りのために闘っている、都市から遠く離れた農山漁村のコ

ミュニティにも適用できるものである。 

第一に、海士町の再建には時間がかかり、多数の失敗もあったことに留意することが重要である。

すなわち、町は、それまでの政策を軌道修正するまでに、何十年間も衰退と闘っていたのである。第

二に「万能薬」すなわち回復の軌道にのせる単独の施策は存在しなかった。それどころか、海士町の

運命の変化は、多角的な戦略の産物であった。つまり、この戦略に関わる措置の中で、財政再建のた

めの対策、公的サービス（特に教育）の提供におけるイノベーション、他地域の技術を地元の資源と

組み合わせるイノベーションや起業、公共と民間の連携を行い、公共と民間の取組みを融合したので

ある。第三に、海士町の再建は地元主導で進められ、外部からの大規模な介入や財政的支援の結果で
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はなかった。最後に海士町は、その生産物を海外に輸出し、訪問者や新参者を惹きつけることに取り

組みながら、海外との結びつきを強めてきた。都市から離れた多くの農山漁村のコミュニティ、特に

離島の特徴の一つはコミュニティ出身の住民が新参者により置き換わることを、許容しがたいことだ。

新参者を惹きつけることにはほとんど関心がなく、住民の家を外部の人間に売ることもまず見られな

い (Chavez, 2014)。 

 

囲み記事 4.10. 海士町 

海士町（島根県）は中之島にある自治体で、日本海隠岐列島の中で居住者のいる４島の

うちの一つである。2013 年の人口は 2343 人で、人口密度は１キロ平方メートル当たり 69.6

人と推定される。経済基盤は農業と漁業が主体で、人口は 1950 年の約 7000 人から、半世

紀後には 2000 人足らずとなり 70％以上も減少した。しかしその後、海士町は外部の住民を

惹きつけ再び人口を増やし、地域経済はかなり回復してきた。そして海士町は近年、地域

活性化のモデルとして紹介されるようになった。その再建には、以下のような多くの要因

が関連していた。 

 人口減少やそれに伴う財政負担によって、海士町は相当な重圧にさらされ、2000

年初頭の平成統合の波に押されて近隣の大きな町と統合することになったが、町

の指導者たちは統合によって町がアイデンティティを失い、将来が不透明になる

のではと危惧した。そして大きな自治体の一部として無視される存在になること

を心配した。独立性を維持すれば、歳出が大幅に削減されてしまう。そこで町長

と自治体職員たちは給与を大幅に減額し 21、住民の中には高齢者向けの公共交通

利用料の補助金などの恩恵を辞退する者もいた。そしてコミュニティが力を合わ

せて非公式なサービスを提供するようになった。 

 海士町の学校では一時、生徒がわずか 89 名になり、高水準のプログラムを保って

全学科の履修範囲を確保するのに十分な職員を維持することができず、学校の存

続すら危うい状況であった。これに対し海士町は、田舎の環境に 1 学期もしくは

1 年の滞在を希望する都市住民を「交換学生」として呼び込み、地域別研究やキ

ャリア計画など新しいカリキュラムを導入する取組みを始めた。その結果、生徒

の数は約 2 倍にまで増加し、教員の人数やその資格範囲も拡大することができ

た。現在、海外からも交換留学生の受け入れを始める予定である。 隠岐島前学習

センターは、生徒以外の学習者を対象に、国家試験の受験や将来の就職準備を支

援すべく設立された。   

 海士町は近年、重要な製品のイノベーションで利益を上げている。最も有名なセ

ル・アライブ・システム(CAS)は、他の技術に比べてより高鮮度を保ちながら生

鮮海産物を冷凍させることができる技術である。この冷凍技術によって、海士町

のもう一つの新商品、いわがきをより遠隔地まで、本来よりも高値で販売するこ

とができる。その他、新たなベンチャー事業として隠岐プレミアムビーフ（その

50％が最高ランク A5 を取得）や海藻の栽培などがある。 

上述した変化の多くは、民間の起業家と自治体による協力の成果であり、民公の連携で

設立した施設で加工されたナマコは現在、中国へ輸出されている。このような協力体制

は、海士町を全国、そして世界の市場に売り出す取組みに最も顕著に表れている。 

出典: クワシ・J. (2014)、「人口動態の潮流と闘う町」ジャパンタイムズ、9 月 21 日、 アベ・H. 

(2014)、 「地域経済と幸福を追及する町、島根県海士町」 JFS ニュースレター、 No. 140、 4 月 海士

町(2015)、「小さな離島の果敢な挑戦」、隠岐市海士町の案内冊子  
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いくつかの失敗事例を背景に海士町の復興を調査すると、これらの要因の重要性が明らかになる。

例として、チャベス（2014）は、1990 年代後半に 900 人以上だった人口が 2014 年には 563 人にまで落

ち込んだ、瀬戸内海にある島コミュニティの衰退ついて考察している。課題は多くの点で海士町に似

ているが、その対応はかなり異なっていた。新しい港が 2002 年に中央政府の基金で建設され、同時に

海辺のビーチも政府の資金援助によって改良された。1990 年後半には新しい学校が政府の資金で設立

された。現在この新施設の多くが空き家になっており、学校は 2～3 年後には閉鎖の危機に瀕している。

NGO はアーティスト・イン・レジデンス・プログラムなどを促進することで島に協力してきた。島に

は高性能な Wi-Fi が整備されているし、住宅は安価で魅力的な景観もある。チャベスはこのコミュニ

ティに足りなかったのは地域主導であると結論付けている。外部から潤沢な資金がこの島につぎ込ま

れ、魅力的な田舎のアメニティや資源が身近にある環境にありながら、地元コミュニティは依然とし

て、その運命を自身の手の中に納め、起業家の取組みを利用し、外部者を呼び込むなど活発な努力を

しようとはしなかったのである。 

海士町はおそらくかなり小さな地域であることからも恩恵を得るだろう。特徴的な地域資源に基づ

いた比較的緩慢な地域振興でも、小さなコミュニティの豊かさや暮らしやすさに、大きな差をもたら

すことができる。コミュニティ内部でのソーシャルキャピタル及び社会的信頼も、海士町の成功にお

ける重要な要因であり、それらは、住民同士がお互いをよく知っている小さなコミュニティで育成す

る方が容易である。そして、他の地域とは対照的に、海士町は、訪問者や新参者を歓迎し、失敗の現

実的なリスクがあっても、新しいことに挑戦することを奨励しながら、開放的で外交的な、強いコミ

ュニティの意識の育成に、意図的に取り組んできた。その島は、若者へ、大都市が与えてくれない

「実践的に学ぶ」機会を提供しようとしている。小さな農山漁村の町は、とても保守的で、変化に抵

抗を示すと通常は考えられており、時としてそのとおりであるが、益々多くの日本の農山漁村のコミ

ュニティは、開放的で、変化するための起業家精神にあふれた態度を抱いていること示している。 

根本的に都会と変わらぬ機能を持つ中小規模の町では、課題はさらに大きい。Elis(2011)は、活性化

の課題と闘い続ける地域の事例として、本州にある 3 つの農村を紹介しているが、現在その主な経済

的な存在意義は失われてしまった(囲み記事 4.11)。しかし結局のところ、この 3 つの事例は基本的に防

衛的または反射的な反応であることがわかった。つまり重視されたのは、トラブルシューティングや

危機管理であった。自治体の統合により財政面の問題は一部解消できたものの、政治的動向を変える

には至らなかった。評価に値するのは、3 町が共に状況を現実的に把握し、人口の増加や現状維持に

対する思い込みで政策を続けることなく、堅実に行動したことである。最後に、特筆すべきは、地元

の参加者がとった一連の行動がいかに国レベルで設定した動機付けによって形作られていたかである

（転居の軽減や統合への動機付けなど）。地方分権化により、地元コミュニティがその運命をコント

ロールする機会が増えても、その選択の枠組みは多くの場合、国家政策や国際的な経済の実態に大き

く影響されてしまう。 
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囲み記事 4.11. 鉱山町の奮闘 

Elis(2011)は、本州の異なる地域に位置し、厳しい人口減少に苦しむ 3 つの町を調査した。

それぞれの町で 1965～2010 年の間に 50％以上の人口減少が起きていた。3 つの町は歴史的

に、中心部や県内から通ってくる者に依存してきた。うち 2 つは以前の鉱山町だったが、3 町

ともに 2000 年初頭、平成の相次ぐ統合で他の自治体と合併した。そしてそれ以来、奮闘は続

いている。 

 3 町のうち 1 つ目の町では、地元の病院がクリニックになった際に、病室のベッドの

三分の二を失った。2008～2009 年にかけて地元のスキーリゾートは十分なスキー客

を呼び込めなくなり、その結果、自治体の重荷となった。 

 2 つ目の町も同じく近隣の大きな町と合併し、地元の自治会や行事への補助金は削減

され、公共施設は一部民営化された。新たに合併した自治体で、病院は初めは何と

か維持されたが、学校は閉鎖または統合された。 

 3 つ目の事例では、町の統合が学校統合や病院閉鎖を招き、小規模行政を支援するボ

ランティアで成り立つ自治委員会の部分的構造に依存するようになった。小学校区

域の周辺に組織されたコミュニティ委員会には資金が供給され、補助道路の維持管

理や洪水防御、その他共同体の必要業務を監視する職員が置かれた。 

以上の 3 事例すべてにおいて、問題の根源は人口動態そのものではなく、地元の第一次産業

が衰退したことにある。反対に、急速な衰退と高齢化は、グローバリゼーションと国家政策の

一環として地域に展開された一連措置の、あくまでも結果であり原因ではない。これに対し

て、各町は異なる活性化戦略を起用したが、どれも衰退を食い止めるには不十分であった。ス

キーリゾートやスパをオープンしたところもあれば、概して訪問客からは見過ごされてしまう

ものの、交通の便を改善して恩恵を受けたところもあった。3 つ目の町はその歴史遺産や地元

のアーティストを頼りに復興に努めた。しかし、これらのコミュニティの運命はまだ定まって

いないと認識することが重要である。  

これらの自治体が活性化の取り組みに奮闘する中で、海士町の例を考えると、このようなコ

ミュニティや自治体を見限るべきでない理由がわかってくる。海士町の再建も、数年間に及ぶ

衰退と度重なる失敗の後に成し遂げられた。しかし、国内や世界の要因がその衰退に拍車をか

けると、その活性化戦略がどれくらい農山漁村地域を発展できるのか疑問視された。回復と繁

栄に成功する自治体が多く生まれる一方、これからの数十年で非常に困難な状況を迎える自治

体もあるだろう。 

出展: Elis・V. (2011)、「日本の農村過疎と縮小する経済 ～被害を受ける自治体はどうすれば良いの

か？～」in F. コールマス、R. リュッツェラー (eds.)、日本とドイツで崩壊する人口 ～比較～  コーニ

ンクレッカブリル、ライデン 

観光産業は戦略の補完物であって確固たる基盤ではない 

観光産業の促進は数ある地域活性化戦略の一部であり、日本の国家経済の開発戦略の中心であるこ

とは確かである(囲み記事 4.12)。特に農山漁村においてはその将来性は言うまでもない。地方経済は外

部からの訪問客によって直接に利益を受け、また、観光客を目当てに様々な投資がされることで、地

元の生活の質を高めている。実際、OECD 地域における地元の「観光開発」プログラムの多くが、観

光部門の構築と同じくらい、地元のアメニティ資源の確保に関するものである。特にグリーンツーリ

ズムは、地元コミュニティが地球環境に優しい産業や地元の環境改善を行う上で投資を行うための一
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助となれば、勢和地域の例のように、生活の質や環境の向上にも寄与する(囲み記事 4.9)。しかし、開

発の基礎として観光業には限界があることを念頭に置くことも重要だ。第一に、とどのつまり、多く

の地域には厳しい競争市場で勝ち抜くための資源が不足している。これと密接に関連するのが、大規

模なリゾート中心の観光産業が持つリスクであり、過去に国内で多くの自治体が投資したものの、成

功例は滅多にない(Elis, 2011)。だからこそ、近年の取組みがより緩慢で、また大規模な建設物よりコ

ミュニティ振興を重要視するのは心強いことだ。これは良いニュースである。第三の検討事項は、ほ

とんどの地域で観光業は季節の影響を受けやすく、これに関連する雇用も季節に左右され、また生産

性も低いという点である。もちろん、気候その他の自然条件が一年を通じて観光業に利益をもたらす

ような地域もあるし、文化観光など特定分野の事業は、より良い労働環境の一助となっている。しか

しそれはほんの例外である。最後に、労働力が不足しがちな高齢化地域におけるサービス提供という

課題も残されている。 

囲み記事 4.12. 日本の「観光立国」政策 

観光産業は日本の経済開発政策においてその役割を増やしつつある。2007 年の観光立国促

進基本法では、史上初めて観光業が 21 世紀の国家政策における柱の一つとして明確に位置付

けられている。ここに、地元主導の革新的な取組みこそが、日本人に高水準の生活を保証する

鍵となる、という認識の下に観光促進政策を実施すべきことが定められている。この法律によ

り政府は、包括的な方法で観光産業を推進するべく観光立国促進基本計画を立案する必要があ

る。この法律は政府に対し、国際的な観光産業の促進と、旅行しやすい環境づくりを本格展開

するための政策を打ち出す任務を課している。現行の観光促進計画の有効期間は 2012 年度か

ら 2016 年度までである。この計画の目的のひとつは、1800 万人規模の外国人観光客を日本に

呼び込み、観光による国内旅行者の消費額を 30 兆円まで引き上げることである。加えて、こ

の計画には訪日外国人客の「満足」の対象について新たな指標も盛り込まれている。指揮を執

る国土交通省は、国内外からの旅行客が好む魅力的な観光地を創造するための政策（観光地域

のブランド化や、国内各地域間の協力体制の構築など）の作成と実行、海外旅行の目的地とし

ての日本のプロモーション、そして会合やインセンティブ、会議、展示会などの分野における

日本の競争力強化などをその任務としている(MICE)。農林水産省もまた、コミュニティ間の

協力体制や人材の適切な活用、地元の資源やコミュニティに焦点を当てたボトムアップ式のイ

ンフラ支援などを活発に推進している。 

出典: 国土交通省(MLIT)から直接提供された情報  

この要因が理由で、観光の将来性が見込まれる地域が、その可能性を開発しないということはない。

しかしながら、これらの要因を考慮すれば、観光産業が開発戦略の基盤として不十分であることが浮

かび上がってくる。観光産業は補完物としての方がはるかに優れている。ここでも、勢和と海士町の

例が教訓的な意味をもつ。つまり観光は、他から独立した部門ではなく、複雑な地域再活性化の一部

であり、そこでは、観光が地域の生産物の販売を促進する梃子としての役割を求められている。これ

らの事例における観光とは、「六次産業」戦略に深く根ざしている。暖かい海岸リゾートのような可

能性の高い観光地はともかく、多くの成功した観光部門は、フランスのワイン観光や世界中のアグリ

ツーリズムのように、その地域における他の活動と結びついている。このため、地域のブランド化及

び販売戦略の一部に、観光や催し物を実験的に組み込んでいくことが奨励されるが、観光施設への多

額な投資は慎重に進めるべきであり、民間部門に委ねられるのが通例である。 

再生可能エネルギーは、農山漁村地域の再活性化における役割を担うことができる 

再生可能エネルギー(RE)は、地域・農山漁村再活性化戦略の要素としてますます重要性を増してい

る。国際エネルギー機関(IEA)のデータによると、風力、太陽光、バイオ燃料、そして廃棄物が、2012

年における国内の主要エネルギー供給全体の 3.1％を構成し、東日本大震災が起きた 2011 年 3 月の前

年、2010 年における 2.6％から増加傾向にある。福島原発の事故を踏まえ、政府は国内における再生

可能エネルギーの利用を急速に、そして劇的に拡大することに尽力している。2012 年 7 月からは、固
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定定価格買取り制度(FITs)が実施されるようになり、再生可能エネルギーによる電力を、一定期間内に

生じた標準的な発電コストを賄える金額で買い取る制度が設けられた。再生可能エネルギーは広大な

土地を必要とする技術であるため、農山漁村地域は必然的に再生可能エネルギー開発のための膨大な

投資の対象となる。 

再生可能エネルギーが展開された地域では、新たな収入源や、税の優遇措置、土地利用料、発電に

よる収益が得られるほか、特に再生可能エネルギー事業が地元経済に上手く統合された場合には、新

たな雇用やビジネスチャンスが創出され、さらには最先端のイノベーションや国際的な再生可能エネ

ルギー供給チェーンへの参加の機会を得られるなど、いくつもの恩恵がもたらされる。基礎技術が地

域外から導入されたものであっても、多くの場合、地域住民はそれを地元のニーズや可能性に応じて

適合させる。しかしながら、これらの恩恵を過大評価してはならない。過去の経験から、再生可能エ

ネルギーの経済効果を受け入れ側の地域社会に売り込みすぎることは（これまで多くの地域で起きて

きたことであるが）、後に幻滅を招く結果にもなりかねない(OECD 2012c)。特に、その雇用面でのメ

リットについて過度に期待を持たせるような発言をしないことは重要である。なぜなら、ほとんどの

長期雇用は、製造業や特殊なサービス分野に対する供給チェーンがあって初めて生ずるのであり、再

生可能エネルギーが地元の労働市場に直接的な影響を与える範囲は限られるからである。バイオマス

以外の大部分のプロジェクトがその建設工事の段階で多くの労働力を必要とするが、その後、雇用は

減少してしまう。保守管理や運営についても、従来のエネルギー部門に比べて多くの労働力を要しな

くなっている。 

他ならぬ雇用創出への期待から、日本各地がバイオマスに特に関心を寄せている。北海道でかつて

鉱山地域として栄えた芦別市は、林業活動の残余物をエネルギーへと転換させることのできる木材チ

ップ工場を建設し、このエネルギーを地元の公共施設で燃料オイルの代替物として使用している。地

方自治体は、総務省の初期補助金 3300 万円と、地元銀行からほぼ同額の借入れをして行ったこの試み

により、より低いエネルギーコストで多くの雇用を創出し、税収入も増やすことができたと考えてい

る。 

再生可能エネルギーと農山漁村開発の連携には適切な政策が必要である 

再生可能エネルギー投資に関する様々な目的においては、潜在的な代償について敏感になることが

重要である。これが大きな意味を持つ場合もある。例えば、巨大なバイオマス熱電併給プラントによ

って農村コミュニティに風力や太陽光発電よりも多くの雇用を創出することができる一方で、土地利

用の変化や比較的長距離に及ぶ原材料の運搬作業によって CO2 の排出が増える可能性がある。同じよ

うに、再生可能エネルギーは多くの場合、資金集約型の活動であるが、設備が小規模な場合、労働力

や機材を海外サプライヤーから調達するのが一般的であり、そうなると、雇用創出という意味では地

域にそれほどの影響を与えない。北米と西ヨーロッパの OECD 地域における実例は、日本の政策立案

者が国レベル、地域レベルで再生可能エネルギーと農山漁村開発を結び付ける上での様々な教訓を提

示している(囲み記事 4.13)。 
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囲み記事 4.13. 再生可能エネルギーと農村開発：OECD 地域の教訓 

再生可能エネルギー（RE）は、OECD 諸国における潜在的に重要な新規雇用源と農

山漁村の発展として、また環境とエネルギー安全保障上の懸念に対処する手段とし

て、多くの地域で支持されている。ほとんどの国で、政府は RE の開発を支援するため

に巨額の公的資金を投入しており、エネルギー供給者が膨大な量の RE を販売すること

を要求している。RE は実際にホストコミュニティの経済成長を刺激する機会となって

いるが、複雑かつ柔軟な政策的枠組みと長期戦略も必要とする。10 カ国における 16 地

域での事例研究を含む OECD の研究は、RE プロジェクトが地域経済にこれらの恩恵を

もたらす場合に、政策設計が重要であることを示唆している。念頭に置くべき特殊要

素は以下のニーズを含む： 

・地域の潜在的可能性とニーズを反映できるように、地域の経済発展戦略におけ

るエネルギー戦略が組み込まれる。環境とエネルギーの安全保障に関する議論

は、再生可能エネルギーを促進するための主な推進力となる傾向があり、地方

の経済面での便益は見過ごされる傾向がある。 

・農業、林業、従来の製造業およびグリーンツーリズムなどの農山漁村の大規模

なサプライチェーンに RE を統合する。 

・助成金を範囲と期間の双方において制限し、市場において商業的に実行可能 RE

プロジェクトを奨励するためにのみ助成金を使用する。助成金が高すぎると利

益を追求する投資家が集まり、高いレベルの助成金が維持されている限り実行

可能なだけの高コストエネルギーにつながる。これは土地利用に長期的な悪影

響を及ぼし、他の活動に置き換えることができる。 

・それに適していない地域には、人目をひく種類の RE は避ける。 

・バイオマス、小規模水力、風力などの比較的成熟した技術に焦点を当てる。こ

れらは新しい設備を突然時代遅れにする可能性がある技術の大きな飛躍を経験

する可能性は低い。 

・他の活動を支援できる小さな送電網に基づく統合エネルギーシステムを開発す

る。政策は、エネルギー源のための画期的な代替技術を考慮しなければならな

い。 

・RE が他の分野と特に土地を奪い合っていることを認識する。不十分な立地は、

地域住民に悪影響を及ぼし、通常、所得と雇用の主要な源泉である観光を混乱

させる可能性がある。 

・短期的な助成金レベルではなく、投資基準を用いて潜在的なプロジェクトを評

価する。 

・地元のコミュニティに明確な利益をもたらし、意思決定過程に従事させること

により、地元のパブリック・アクセプタンス（賛同）を確保する。 

農山漁村地域開発への近道はない。政策立案者は、エネルギー総費用を常に考慮

し、炭素排出削減要件を満たすこともできる最も安価なエネルギーソリューションを

実施しなければならない。首尾一貫した統合開発戦略だけが、成長を促進し、環境を

改善することができる。 

出典：OECD（2012c）、農山漁村地域開発への再生可能エネルギーのつながり、OECD出版、パ
リ、http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en
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これまで、FIT 導入後に開始された主要なメガソーラー・プロジェクトのほとんどは、東京を拠点

とする企業が主導してきた。農山漁村地域の小規模なプロジェクトを展開する可能性は、実現するに

はほど遠い。影響を受ける地域における合意形成の必要性、地元のコミュニティへの適切な利益を確

保する必要性、及び他の農山漁村活動が不必要に苦しまないことを確実にするための土地利用の調整

などの、RE 農山漁村連携に関連して MAFF によって識別された 3 つの課題は、上記の囲み記事 4.13

で特定された教訓を反映している。従って、省庁が、地方自治体、開発者、住民、専門家及び他の者

との協議に重点を置くことは、評価されるべきである。近年見られる最大の RE 政策の誤りの多くは、

非常に部門別のトップダウン・アプローチの結果であり、地域の状況、又は RE の展開と他の目標間

のトレードオフにほとんど注意を払っていない（OECD、2012c）。RE 源への移行を加速させるために

このようなアプローチが採択されたが、多くの場合で RE 促進政策に対する遅延及び反発を招いた。

場合によっては当局側の方針転換につながり、非常に強力な投資奨励措置もまた、利益の追求と持続

不可能な地元のブームを誘発した。このような転換は、後でより良いデザインの RE 促進政策を実施

することが困難になり、次々に投資家の信頼を損ねた。 

国策手段の選択と RE への支援のレベルは、RE 設備の規模と種類に関する決定に大きな役割を果た

す。例えば、長期間にわたり高い FIT が存在する場合、これらは、潜在的に限られた場所への投資又

は再生可能な部門へのあまりにも多くの土地、労働及び資本を呼び込むことによって地元経済を歪め

る可能性のある投資につながる可能性がある。RE のブームは、他のほとんどのブームと同様、破綻で

終わる傾向がある（OECD、2012c）。同様に、手段の選択は大規模なプロジェクトへの投資を偏らせ

る可能性がある。RE 政策が本質的に地元市場シグナルから切り離されている場合、その結果として得

られる一連の施設は、地方又は国の経済開発目標を達成できない可能性がある。国家戦略は個々のプ

ロジェクト決定の枠組みの条件を設定するので、政策が提供するシグナルがどのように異なる種類の

領域での活動に影響を与えるかについて考えることは重要である。これは、国家政策が RE の総合目

標にどれほどうまく到達するかという観点だけでなく、地域経済開発の選択肢をどのように変えるの

かという観点からも国家政策を判断する必要があることを意味する。多くの国で非常に寛大な FIT に

よってもたらされた太陽光発電への過度の投資などの政策における国の過ちは、国家レベルでの財政

問題を引き起こす可能性があり、地域や地元を将来の地域開発の選択肢を制限する無分別な投資の中

に閉じ込めるかもしれない。 

RE の展開に関しては、急がば回れが可能である。また、地域の影響力も弱くなる可能性がある。中

央当局が RE プロジェクトを可能な限り速やかに展開しようと推し進めれば、労働及び他の資源は単

に外部から現場に持ち込まれ、残りの地元経済への後方関連は弱くなる可能性が高い。より緩やかな

発展のペースによって、プロジェクトに地元経済に組み込まれる時間が生まれ、プロジェクトを地元

の状況に適応させる最善の方法に関する協議を行うことができる。地域／地元の合意形成は、政策ミ

スを回避し、RE 展開への反発を和らげるのに役立つ。 

再生可能エネルギーはレジリエンスも支援する 

強靱化政策は、活性化とグリーンエネルギーを結びつける取組みのための機会を提供する。様々な

部門別ロビー活用からの圧力に対応して、高価で冗長的な新しいインフラ・プロジェクトに強靱性が

費やされるリスクがある。安価な局所アプローチは、強靱性の目標をより良く果たし、グリーンエネ

ルギーと地域活性化を促進することができる。政府の現在の提案には、建物の建設における直交積層

材（CLT）の使用と災害に対する強靱性のための天然バリア（コンクリートとは対照的）の使用を促

進するための措置が含まれる。地域暖房と分散型エネルギーシステムがアプローチの中で検討されて

いる。近年、オランダやデンマークのような国々では、そうしなければ無駄になっていたであろう熱

を獲得し再分配するための地域暖房ネットワークを使用する方法の実証が非常に早く進んだ。発電所、

工場及び公共交通網で発生する余剰の熱は、ネットワークに注ぎ込み、無駄を省き、炭素排出量を削

減し、燃料消費量を削減し、支出を節約する。日本の伝統的なインフラへの莫大な投資の利点の 1 つ

は、電気通信及び関連ケーブル用に建設された作業員の専用通路に、既に多くの場所で暖房配管のた
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めのスペースを有することである。これにより、そのような場所での熱電併給（電力と熱の同時生産）

に向かって進むことは、はるかに簡単で安価になる。 

2014 年に創設された一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会は、このような考え方の実現に

関して、より地元の行動主義、特に地元の公共企業体をエネルギー事業に引き寄せることに重点を置

いているように思われる。彼らの考えは、地方自治体が運営する公営企業であるドイツの Stadtwerke

をモデルにしている。ドイツは、エネルギー事業を運営する約 900 の Stadtwerke を所有しており、

1998 年にドイツが電力市場を自由化したときに、彼らは主要な勝者のうちの一社であった。また、国

の再生可能エネルギーを普及する能力には絶対不可欠なものとして一層認められ、ドイツのパワーミ

ックスにおける彼らの役割が 2000 年には約 6％、2014 年には 30％に飛躍した。Stadtwerke は、組織的

重要性、財政的重要性、及びコミュニティの電力需要をサービスの提供における中心的役割を合わせ

た他の重要性を有するので、この進歩を促進した。 

この取組みをさらに促進するために、総務省は 2014 年末に「地方自治体による地域エネルギーシス

テム」の展開に関する研究グループを創設した。この分野の総務省の関心は、単に SNG を扱うに当た

っての指導的省庁の役割だけでなく、自治省、郵政省（MPT）及び総務庁の統合により総務省が設置

されたことに起因する。旧 MPT は、通信ケーブルのための多くの地下インフラ網を管轄し、これらの

通信ケーブルを光ファイバケーブルに置き換えることにより通信ネットワークにかなりのスペースを

残した。MIC 研究グループの焦点は、地元経済を強化する手段として林業資源の使用を中心に据えた、

14 の地方自治体のエネルギーシステム計画を検討することであった。委員会は、5 月に、14 の市町村

の基本計画に基づいて、これらの取組みの全国展開のための条件を概説した。 

MIC は、2016 年 4 月に日本の差し迫った電力小売市場の自由化が、この前進のための重要な機会で

あると見ている（Takaichi、2015）。このグループはまた、エネルギー事業における地方の効率を最大

化するための電力と熱を組み合わせたエネルギー分散型インフラ・プロジェクトと共に、プロジェク

トを調整するために改良された地元の公営企業の使用を検討している。ここで、オランダの経験は有

益になるかもしれない。IEA（2008）の報告によると、熱と電力（CHP）を組み合わせた供給と地域冷

暖房（DHC）システムにおいて非常に急速に成長した後、オランダは電力部門の自由化に続いて、こ

れらの市場で非常にゆっくりとした成長期に入った。問題は、そのようなシステムが自由化された電

力市場では機能しないことではなく、自由化後にその部門の政策枠組みがそれほど好都合ではなかっ

たということである。とりわけ、IEA は、CHP／DHC システムは、より厳しい CO2 排出政策に支えら

れて、その拡大を持続させるために、適度ではあるが安定した導入助成金を必要とすると主張した。

また、支援プログラムは有用な熱生産にまで及んでいないことも指摘した。日本の当局は、小売市場

の自由化が再生可能エネルギーに及ぼす影響を注意深く監視する必要があり、市場が開放されるとそ

の政策を適応させる必要があるかもしれない。 

これはすべて、欧州連合（EU）やその他の場所で、地区のエネルギーシステムへの強いコミットメン

トを背景に起きている。国連環境計画、米国エネルギー省及び他の機関は、先進的な地区エネルギー

システムが劇的な費用削減と 2050 年までに 35 ギガトンの炭素排出量の削減をもたらす可能性がある

と結論付けた「都市における地区エネルギー」取組みに協力している（UNEP、2015 年）。天然ガス

やバイオマス（木質廃材）の効率的な熱電併給に焦点を当てているため、日本のプロジェクトは、地

区エネルギーシステムから最近急速に生じている複数の利点をまだ反映していない。例えば、デンマ

ーク、スウェーデン及びドイツのシステムでは、太陽光や風力及び他の再生可能エネルギー源からの

断続的エネルギー供給の手段として、地区エネルギー網そのものを使用している。日本でのこのアプ

ローチへの賛同者は、エネルギーシステムを強化し、熱電併給の展開を通じてそれを分散させ、RE へ

の依存度を高める機会を強調している。彼らは、エネルギー分散化の枠組みを構築する上で、スマー

ト・グリッドとスマート・コミュニティを主要ネットワークと見なしている。 
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地理的に課題を抱えている地域のための政策 

地理とアクセス可能性は多くの地域にとって大きな課題である 

上記のように、日本が直面している課題の 1 つは、地理的に恵まれていない地域、主に丘陵地帯と

山岳地帯（HMA）と離島である。 1950 年代と 1960 年代の高度成長期には、地域間格差を縮小又は制 

限し、そのような地域が直面する自然的及び地理的な障害を相殺するために、特定の自然条件のある

地域を対象とする政策が最初に策定された。1953 年に離島振興法（RIDA）が採択され、10 年ごとに

改正され、最近では 2013 年に改正された。山村振興法は 1965 年に初めて施行された。島々のための

立法の枠組みは、個々の法律が沖縄（40 島）、奄美（8 島）及び小笠原（4 島）22を対象としているが、

RIDA は 262 島のみを対象とするのみである。また、深雪 23、半島地域 24、特殊土壌、台風に繰り返し

さらされる地域に特化した政策が策定された。これらの政策には、過疎化地域 25 への財政支援を提供

し、1970 年以降 10 年ごとに一連の法律が追加されなければならない。これらの法律はまた、地理的に

障害のある地域にも不均衡な影響を及ぼしている（RIDA の対象となった島の人口は、1955 年から

2010 年の間に約 58％減少した）。過疎地域の法律に該当する地域には、日本の総人口の約 8％が居住

するが、その地域の半分以上を占め、その自治体の 40％以上を占めている。 

そのような分野に向けた政策は、サービス提供の公平性（特に十分なアクセシビリティを確保する）

及び効果的な土地並びに資源管理を含む、多くの考慮事項に基づいている。これは、日本の排他的経

済圏が世界最大の海域であるため、海洋資源の管理に関わる問題を提起し、島嶼国にとっては特に重

要である。これらの島々の多くは、保護される必要がある珍しい又は非常に希少な生物多様性も有し

ている。離島は、森林、海洋及び自然環境の保全に関して非常に重要な役割を果たすようになった。

アクセシビリティに加えて（島への往復交通は長い間助成されてきた）、RIDA に基づく措置は主に以

下の 3 つの点に関連している：地方自治体のサービス提供のためのより高額な助成金を提供する。島

の適切な医療を確保するための資産を提供する。及び、ビジネス活動を促進するためにいくつかの租

税減免措置を与えている。公共事業のための予算編成過程も異なり、各島の公共事業予算が統合され

るという点で、MLIT の監督下で管理されている。これらの予算は、2014 年度に合計 44 兆円となった。

また、ハード・ソフトのインフラ、産業再生、雇用創出、観光と交流の促進、又は災害時の回復力を

含む、幅広いプロジェクトに利用できる島々のための再活性化助成金（2013 年には 11 億円）が提供さ

れている。 

MLIT の離島振興課は、RIDA 下の島々が 20 世紀の過去 40 年間に総人口の約 1.2％を失い、期間の始

めには日本の人口に占める割合をやや上回り（約 1％）、期間の終わりにはその占有率ははるかに上

回っている（0.4％未満）と推定している。その結果として、小島嶼の生活環境の産業とインフラが改

善された。一部の島は、もはや離島開発地域の一部として指定されていない。しかし、人口の高齢化

と衰退は、他の地域よりも島の大部分で依然として深刻であり、その経済はまだ生産性が低く、観光

業や第 1 次産業部門に依存している。低所得は、次々と若者の本州への流出を促す。 

山岳地帯においては当初とりわけ輸送が重視されていたが、2000 年以降、土地放棄を防ぎ、そこで

の農業活動の「多機能性」を促進するために、HMA の農家に直接支払いを行う制度がある。 HMA の

農場は他の農場より約 30％小さい傾向があり、HMA の状況はより困難であるため、HMA の農場の生

産性は低くなる。これは、そのようなコミュニティに残っている労働力をまとめる手助けをするため

に、農地整備とコミュニティ農業の実践の促進に重点を置くことにつながった。MAFF は、食品加工、

観光、農産物の直接販売及びケータリングなどの活動に HMA の第六次業界の多様化を促進してきた。

イチダ（2015）は、このような努力が 2005 年の 2009 年の間に約 76,000 ヘクタールの農地放棄を阻止

したと報告している。HMA の予算は、年間約 500 億円で、半分は国家予算から、都道府県と関与する

993 の市町村からそれぞれ 1／4 ずつ提供される。 
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囲み記事 4.14. イタリアの内陸部戦略 

都市の中心部から極めて離れており、特定のインフラおよびサービス提供の課題に直面

している農山漁村地域であるイタリアの「内陸部」は、国土のほぼ 60％、全国人口の

23％近く、イタリアの地方自治体の 53％を占めている。内陸部は、大規模および中規模

の都市の中心部からの距離、豊富な自然資産と文化資源、及びさまざまな自然現象と人間

居住過程によって形成された複合集落形態などの特徴がある。全体として、これらの地域

は、人口の高齢化及び人口減少、失業、公共及び民間サービスの供給の縮小をかかえてい

る。多くの場合における減少は、水文地質学的影響を有し、文化遺産及び景観の劣化をも

たらす。 

選択されたいくつかの優先順位の高い介入分野に焦点を当て、通常の部門別政策（サー

ビス提供）と協調して相互に関連する一連のプロジェクトに基づいて、そのような地域の

復興を促進する目的で、近年、内陸部開発のための国家戦略が策定された。この戦略は、

差異を競争力に変え、差異を克服し、地域を相互接続し、及びネットワークを強化するこ

とで、内陸部の福祉と生活の質を向上させることを追求している。この戦略は、以下の 2

つの補足的な目標を追求する。i）必須サービス（教育、衛生、交通）にアクセスする内

陸部の人々の能力を改善する。及び ii）地元の資産を活用し、雇用機会を刺激して内陸部

の発展を促進する。この戦略の究極の目標は、内陸部の人口動態構造を強化することにあ

る。 

5 つの主要なイノベーションは、この分野における以前の取り組みと戦略を区別してい

る： 

・国家戦略ではあるが、政府レベルのパートナーシップと地方開発への強力な参加

型アプローチに基づいている。地元関係者に新しい開発措置を抱かせることも、

資本から計画することもない。 

・アクセス可能性と開発促進の 2 つの明確な目的があり、これら 2 つの目標に対す

る中央政府のアプローチが区別される。アクセス可能性については、生活の質を

維持することによって合理化された供給重視の政策である。開発促進について

は、選択された領域での地元の取り組みを促進するための支援提供機能である。 

・開発を促進するための枠組みはよく練られている。それは、政府が望ましくない

地域へ資源が流れ込むリスクを最小限にし、他者を拡大する利益を最大限に引き

出すことを可能にする段階的過程である。戦略の成功の可能性を評価し、前向き

な学習機構を引き起こすために、各地域につき 1 つのプロトタイプ地域が選択さ

れる。選択されたすべての分野は、ネットワーク、交流、学習を奨励するプロジ

ェクト連合の一翼を担う。 

・プロトタイプ地域を選択するための過程には、非常に透過性がある。会議、デー

タセット、結果及び報告書はオンラインで公開されている。 

・戦略アクションの持続可能性は、地方自治体と地域が戦略実施を直接担当するボ

トムアップ・アプローチによって保証される。イタリアでは、地方自治体の協会

が共同作業のプラットフォームとして利用されている。 

イタリアにおけるこれらの 5 つのアプローチは、地理的に課題を抱えている場所を支援

するための政策を強化するために日本が取り組むので、日本政府の地域及び農山漁村再生

の展望にすべて合致し、有用な原則となり得る。 

 

出典：イタリア共和国の経済開発省によって直接提供される情報  
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地理的に不利な地域を支援する政策は合理化できる 

 
財源が限られており、現在、人口減少が全国的な問題となっているため、これらの取り決めが資源

の分散を余り大きくしないように注意が必要である。地方自治体の多くは、現在、ある基準の差こそ

あれ「恵まれない」という資格要件を満たしており、「恵まれない」と分類されていないものの、同

様の課題に直面している地方自治体は多い。 

そうであっても、地理的に障害のある場所に対処する政策については、明らかに強力な事例がある。

例えば、日本の島々には特別なニーズがあり、適切な公共サービスの提供と接続性を確保するために

のみ、特別なサポートが引き続き必要となる。しかし、それらを合理化するための議論は確かにある。

課題は、そのようなサポートが可能な限り効率的かつ効果的に確実に提供されるようにすることであ

る。実際のニーズを評価するためには、定期的に（少なくとも 10 年ごとに、さもなければ 5 年ごとに）

サポートの提供を検討することが望ましい。例えば、半世紀以上かかる政策の後、物的インフラのさ

らなる提供は多くの場所で優先順位において低くなり、技術的変化がアクセシビリティの課題やサー

ビス提供費用（例えば、遠隔医療）に関する条件を変えることになる。近年のより開発志向の投資へ

の動きは歓迎するが、起業家精神の促進又は六次産業の取組みへの「より柔軟な」投資の影響を慎重

に評価することも賢明であろう。そのような政策を合理化することは、遠隔地又は困窮する地域を放

棄することを意味するものではないことを強調すべきである。これは、少数のより包括的な手段を採

用し、それらが分配される基準を定期的に評価することに関するものである。 

 

再生の鍵は、地元の取り組み、地元の資産、地元の豊かさ重視である 

これまでに行われた再活性化と「六次産業」の取組みを見ると、多くの事例において成功要因はは

っきりしている。 

・最も成功した取組みは、地域主導で進められ、地域の外へと目が向けていることが証明されている。

外部支援は決定的な要素ではない。実際、本部が特定している多様なプロジェクトの 1 つの共通す

る特徴は、政府の助成金を受け入れることへの躊躇や自己資金調達に基づくプロジェクト実行ため

の決断力である（読売オンライン、日付不明）。 地方の政策立案者は、助成金を勧誘するのではな

く、むしろ積極的に外部の市場やアイディアを求め、外部の参加者を歓迎している。 

・彼らはまた、グランド・デザインで強調された多様性を構築し、しばしば高額になる地方特有の資

産に基づいて、コミュニティ開発戦略を組織するという決意を反映している。日本の人口動態や財

政状況を考慮すると、これが奨励される：地域は、外部の人が再活性化してくれるかもしれないと

いう期待を持たず、地域資源に基づく地域主導の開発（ABCD）戦略 26 に焦点を当てる必要がある。

地方の政策立案者にとって、これは、地方は何もないという認識から、地方には有形、無形の資産

と地域独自の能力があるという認識への転換を意味する（Feldhoff、2013）。 

・社会資本問題。 コミュニティの自己組織化の能力は、特に、地方自治体と市民との間のますます重

要なコラボレーションの形態であるサービスの共同制作に関する最も重要な無形資産の 1 つである

（例えば、コミュニティバス）。 

・これまでで最も成功した戦略は、人口の維持や増加より、むしろ地域の豊かさに焦点を当てるもの

である。海士町や勢和地域、神山町、その他の成功した地域は、元の人口に戻ることを目指したの

ではない。これらの地域はさらに縮小するかもしれない。しかし、どんな規模であれ、より健康で

持続可能な人口構造を保障し、若い人を引き付け、持続可能な人口構成を達成するための将来の豊

かな地域の基礎を確立したのである。それは経済発展によって達成されるのが一番であるため、

「シルバーエコノミー」の魅力にもかかわらず、退職者と老人を引き付けることに専念することは
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自己制限的である。そのようなアプローチは、戦略の他の面が若い人を引き付けることができる場

合にのみ持続することができる。 

これらの要因の多くは、政府の再活性化を促進する取組みに反映されている。MAFF は、「魅力的

な農山漁村～実際に農山漁村に戻る」というビジョンを掲げ、2015 年 3 月の「食料、農業及び農山漁

村の基本方針」に関する閣議決定の採択に合わせて、このビジョンによって多くの事例研究を有する

農村政策の方向性を示し、以下の必要性を強調する。i）農山漁村地域の雇用を創出する。ii）コミュ

ニティ間の結びつきを強化する。及び、iii）都市の住民間の関係を強化する。 

政府は、国土の大部分無人になることを当然のことだが認めようとせず、地域の豊かさ、人々の幸

福、そして地域の人々が成長の機会を手に入れることが、主要な関心事項である。どれだけの人が農

山漁村に住むかより、そこに住む人の豊かさや明るい未来が大切である。もちろん、ほとんどの居留

地は実行可能性を確保するために一定の人口が必要だが、人々を当地に引き付けること自体が目的で

はなく、人々に良い暮らしと良好な生活の質の提供できることが目的である。これは、忘れられるこ

ともあるが、例えば、構造的な変化によって、地域の労働集約的な主要産業が減退するときや、労働

集約的な産業が特定の専門的な産業へ変革するとき、多くの地域は、より少ない人口であっても、豊

かで持続可能な将来を手にすることができる可能性があるので、肝に銘じなければならない。カナダ

やオーストラリアなどの農山漁村地域のコミュニティの経験は、時にはコミュニティが繁栄を取り戻

すことができることを示している（Tompson、2009；OECD、2010a）。しかし、この過程はしばしば

骨の折れる作業であり、そのような理由から本章の最後では縮小地域のための方針に焦点を当てる。 

都市縮小政策 

本章の最後の主要なセクションでは、町や都市の縮小という問題に焦点を当てている。日本のほぼ

すべての都市が、人口減少の未来に直面しているということはほとんど疑う余地がない。しかし、土

地利用、サービス提供又は経済発展の面で、物的縮小が持つ意味に直面し始めた都市はほとんどない。

第 2 章では、地方の公共財政や地方公共団体の運営に関連するインフラの課題について考察している

が、このセクションでは、小型化が進む都市と町の状況における空き地、サービス提供、経済開発な

どの国際的及び日本的な経験に目を向ける。 

ほとんどの国の政策立案者は、都市の縮小をどのように管理するかに焦点を当てる
のが遅かった 

この現象がどの程度広まっているかを考慮し、都市の収縮を管理する上で何が「ベストプラクティ

ス」になるのかはほとんど理解されていない。最近まで、この問題はあまり一般的ではなかったが、

デトロイトなど大きな都市の人口減少が小さい一方、OECD 諸国の多くの中規模都市がここ数十年で

かなりの人口減少を経験している 27。統一後のドイツ東側の都市の経験は特に注目を集めている。と

いうのは、人口の大部分が西側の Länder に移り、東ドイツのそれらの地域の多くが非常に急速に縮小

したためである（Martinez-Fernandez ら、2012）。 

このような理解の欠如の理由の一端は、縮小を永久的なものとして受け入れることが難しいことで

ある。そのような都市の政治指導者は、とりわけそういった理念は選挙の際不評であるため、以前の

勢いに戻れないことを認めたがらないことが多々あった。市民は自分自身を「減少するコミュニティ」

の一部として考えることを望んではいない（Schnapps 及び Neill、2013）。同時に、特に立案者やイン

フラの技術者などの都市政策担当者は、減少よりもむしろ成長を管理するように訓練されている

（Hollander、2009；Hornbeck）及び Schwarz、2009）。勿論、しばらくの間、各地の立案者は都市の減

少を管理してきたが、本分野の支配的パラダイムはまだ成長指向である（Martinez Fernandez ら、

2012）。政治的には、再活性化する計画（非現実的な計画でさえ）を売るほうがはるかに簡単であり、

技術的には、廃止または解体するよりも、いつかは再び必要となる公共施設やインフラを維持するこ

とのほうがはるかに容易であることが多い。より大きな社会において実際的な人口動態の中で縮小が

起こる場合、都市が「回復する」という希望は確かに何らかの根拠を持つかもしれない。 
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しかし、日本の状況では、多くの（実際にはほとんどの）の都市が将来人口減少の進行に直面する

ことは明らかである。これには、建設会社および公共事業活動の他の関連企業のロビー活動を加える

必要がある。多くの国におけるインフラ支出と公共事業契約の配分は、政官財の「鉄の三角形」の中

心である（Adams、1981、Kondoh、2008；Yoshino 及び Mizoguchi、2009）。 

また、人口の喪失のよって残っている人々が保有している不動産及び他の資産の価値が低下するの

で、都市の収縮が富の莫大な損失をもたらす可能性もある。その過程はいったん始まると、自己強化

的になる。最も生産性の高い労働者は、他の地域で最も有望な取引ができるので、真っ先に離れてい

く傾向がある。結果として起こる都市の人的資本の放出は、早期の離脱者によって地元で得られる機

会が減少するとみなした、他の有望な人材の都市からの流出を引き起こす。これは、次々と資産価格

にドミノ効果をもたらす可能性があり、より多くの離脱を促すことになる（過疎によって住宅価格が

崩壊した地域で最後の住宅所有者になることは誰も望まない）。この再分配の仕組みは、財政収入の

発生、ひいては地方自治体の投資能力に明らかな影響を及ぼし、長期間続く大幅下落のリスクをさら

に増大させる。図 4.8 に、この過程の様子を示す。 

図 4.8. 都市人口減少の影響 

 
出典：著者の推敲 
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もちろん、上記の図式に示されている各種の影響の強さは、問題の都市の規模と形態に大きく依存

している。より小さい都市や町では、人口密度の低下は重要ではないだろう。なぜなら、より小さい

都市や町はいずれにせよ人口密度は小さくなる傾向にあり、他の条件が同じである場合に距離が近く

なるからである。しかし、企業の誘致と保有によってはるかに深刻な問題を抱える可能性が高い－市

外に向かう人口移動からもたらされる雇用の機会の不足と、公共サービスの資金調達の問題である。

密度と広がりがともに大きい大都市では、空間的観点からうまく管理されなければ、収縮が都市のさ

まざまな地域で発生し、過疎化が断片化する「穴があいた」都市につながる都市部寸断になる可能性

があるため、密度の分散形態はより重要になる（例えば、デトロイト）。確かに、距離がより大きく

なる傾向があり、そのような都市では人口が大きくて密度が高いため、デデンシフィケーションの潜

在的な環境影響はより大きくなる。このように都市の状況の違いを反映させるためには、縮小への政

策対応も同様に変える必要がある。 

純粋に空間的な観点からも、過程は変化する傾向がある。Hollander ら（2009）は、西側諸国の通常

の形態が、少なくとも最近までは内陸都市の空洞化であったが、この形態は普遍的なものではなく、

逆転の兆候が増していることを見出している。パリの一部の郊外は、市内中心部が成長を続けている

間に衰退し、米国の一部の首都圏でも都市中心部に戻る動きが見られ始めている。東ドイツの一部の

場所で「穿孔」形態が観察されている。しかし、どのような形態であっても、都市の縮小は広範な共

通の課題に対処する必要がある。 

空き地は高価な負債であるが、縮小する都市では、空き地が資産に変わる可能性が
ある 

空き地は、都会の過疎化の最も顕著な副産物であることが多く、空き地の管理は、縮小するコミュ

ニティの繁栄とアイデンティティの感覚のためにきわめて重要である。Hollander ら（2009：227）は、

「空き地は都市からの活力を奪い、生産資源（不動産）をコミュニティの負債に変える」と述べてい

る。空き家や放棄された工場及び他の構造物も、視覚的および環境的な不快さと治安上の危険を引き

起こす。多くの都市では、収縮の問題にしっかり受け止めなかったがために、大きな問題へ発展させ

てしまった。その問題には放棄された建物／空き家、更地、犯罪、地元住民の急速な高齢化、及び多

くの場合は最速の過疎化を経験している地域の中での他の社会的に無視されたグループの大集団など

が含まれる。 

再開発の可能性に関係している最初の質問は。Ferber 及び Preuss（2006）は、市街地の空き地に関す

る 3 つのカテゴリーを区別している： 

・再活性化費が比較的低く、再活性化後の価値が高い場所（「自己開発場所」）は、民間機関にとっ

て非常に魅力的であり、公的支援を最小限に抑えて再開発することができる。既存の計画と管理の

枠組みが健全であれば、通常公的介入は必要ない。 

・潜在的に再活性化後の価値が高いが再活性化費用が比較的高い（潜在的な開発場所）場所では、や

はり周辺地域における空室の負の波及効果（波及効果）（再開発）が重要である場合の理にかなっ

た公的資源の確約により、開発するためのある種の官民パートナーシップが必要となるかもしれな

い。民間の行為者は、再開発を計画し、資金を調達する上でアドバイスや援助を必要とする可能性

が高いため、当局は官民パートナーシップ（PPP）や他のリスク共有及び調整の仕組みを検討する必

要がある。 

・再活性化費が高く潜在価値の低い「保留地」は、近くの財産価値を低下させ、さらなる低下に寄与

しないように、環境的および他の不快さに対処するために公共投資を必要とする可能性がある。人

口動態の趨勢が予測可能な将来において人口減少が逆転しないことを意味する場所では、これらは

非常に一般的である可能性が高い。したがって、このカテゴリーは今後数十年間、日本の都市計画

者にとって特に関連する。 
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再開発が実現できない場合、維持戦略は、近隣の不動産価値を維持する手助けをするために、特に

保留地において必要である。米国の都市が縮小したことの証拠は、比較的単純で常識的な第一歩が大

きな違いを生むことを示唆している。例えば、放棄された構造物の除去と空き地の基本的な造園によ

って、隣接する物件価値を 30％まで引き上げることができる（Wachter、2005）。家から 50 フィート

以内に樹木を植えるだけで、9％の価値を追加することもできる。他の単純だが重要な一歩には、不法

投棄の防止（地域住民の非公式な監視がなくなった場合にはより困難になる可能性がある）が含まれ

る。潜在的な開発地又は保留地に適用される可能性のある野心的な措置には、近隣のコミュニティに

空き地を公園に変えさせる、又は起業家が一時的な市場又はスポーツや文化イベント又はアート・イ

ンスタレーションの場として新たな用途に使うことを許可するなどの、根本的な経済発展のためのコ

ミュニティの利用が含まれる。可能ならば、起業家は常に無から価値を引き出すことを目指すだろう

－Overmeyer（2006、2007）は、そうした活動を可能にするための一時的な使用に関する、軽いが効果

的な規制の必要性を指摘している。 

日本の縮小都市は、空き地の特定、準備、再開発を支援するために土地担保貸付銀行を創設する必

要があるかもしれない。これらは、1980 年代初め以来、米国でますます顕著になってきている。彼ら

は通常、複数の見捨てられた又は放棄された不動産を取得して整理し、それらを再開発のために責任

ある公共、非営利団体又は民間企業に譲渡する特別な権限を有する。彼らは、不動産市場が相当な不

確実性にさらされる場合、再開発のための場所の準備に関する初期のリスクの大部分を想定している。

また、コミュニティの計画又は再開発のビジョンを詳述するために、彼らは都市又は近隣の指導者と

共に参加することもできる（Alexander、2005）。 

統一後のドイツ東部の Länder における都市縮小の経験は、日本の都市が状況によっては適応できる

革新的な政策対応のいくつかの有望な例を作り出した（Schlappa 及び Neill、2013）： 

・ライプツィヒは、2004 年に魅力的な都心地区における高水準の住宅空室に対応するために、

Wächterhaus 構想を開始した。建築家、立案者及び住民の連合が、柔軟な賃貸契約を促進するための

自主的な組織を創設した。例えば、テナントは、場合によっては、建物を器物損壊から守る義務の

代償として賃貸料なしで暮らすことができ、住宅ストック又は都市環境の悪化を防ぐために、簡単

な保守と修理に気を配ることができる。このようなモデルはどのような状況でも適用できるとはか

ぎらないが、魅力的な古い中心街を有する日本の都市は、起業家や新興企業を誘致するための政策

パッケージとなる重要な部分である。 

・多くの都市では、余剰の駐車場、オフィス、工業用地が食料や観葉植物の栽培のための庭園になっ

ている。発生した収入は一般的には控えめであるが、しばしば維持費を補填するのに十分であり、

そのような再開発は、都市環境及び地元の不動産価値の観点により土地を負債から資産に転換する

役割を果たす。 

・Schönebeck は空き地のネットワークを「小区画の土地」手法を用いてオープンスペースとして再開

発することを特定及び計画している。当局は、1 つの用途又は再開発の形態のために大規模な地域

を特定する代わりに、都会の農地及び小規模な菜園から復元された森林までの広大なオープンスペ

ースのネットワークを都市構造に統合した。 ここでの重要な要素の 1 つは、旧市街地を、区画ごと

にではなく地区や都市のより大きなビジョンに基づいて新しいオープンスペースへの移行を追求し、

新しい緑地に指定された地域でも多目的を可能にする。 

他の例としては、古い工業用地を景観公園や文化的観光名所（例えば、Emscher 公園［Ruhr］や

Fürst Pückler Land［東ドイツ］）に転換することが挙げられる。環境面では、常に安いとは限らないが、

これはかなり簡単である。適切な場所では、空き地は雨水の管理、大気質と生物多様性、及び都市の

ヒートアイランド効果の低減に大いに役立てることができる（Hollander ら、2009）。  

戦略的に計画され局所的に管理された保護された緑地 28のネットワークとしてここで定義された都

市緑化インフラへの空き地の使用は、米国でますます注目されている（Schilling、2009）。コミュニテ

ィ主導型緑化インフラ計画は、都市のリーダー、住民、不動産所有者に、そのような緑化のための場

所を特定し選択する機会を提供することができる。第一に、税金滞納者、放棄及び整備が不十分な商

業用又は居住用の不動産を対象とし、計画に含める必要のある他の不動産の場合は、自発的な買収の
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インセンティブをフォローアップすることである。このような緑化インフラの設計には、比較的密度

の高い都市部における大規模で連続的な緑地のエコシステム・サービスの便益と、小規模な公園や近

くの緑地の健全性と福祉の便益のバランスを取る必要性を指摘している Stott ら（2015）のような研究

者の知見を利用することができる。（2015 年）。 

森林再生戦略はまた、コミュニティ農園や市場農園の植栽に焦点を当てた取組みであり、土地の条

件や環境汚染物質の存在／非存在（Hollander ら、2009）に大きく依存するが、米国における都市縮小

対策の一環として次第にみなされるようになってきている（Sacramento Tree Foundation、2005）。この

ような取組みの影響は、不動産価値をはるかに上回る可能性がある：トロントのブロックごとの研究

で、Kardan ら （2015）は、特定のブロックに追加された 10 本の樹木によって、近くの住民が健全で

あると感じる割合を 1％増加させることを見いだしており、これは米国における、はるかに大きいが

都市部に焦点を当てていない研究における、Donovan ら（2013 年）の所見と一致する結果である。 

他の有望な選択肢は、コミュニティに対するかなり快適な価値及び／又は訪問者を誘致する可能性

を有する場所を特定するなど、より場所特有になるかもしれない。これを、Altena（ドイツ）での議論

の中で、Schlappa 及び Neill（2013）が「ダイヤモンドを研磨する」と呼んでいる。この例では、実際

の障害はガバナンスであった：中世の城は町を見渡したが、所有していなかったため、簡単にアクセ

スできない状態であった。成功した再開発は一度だけ町で行われ、城を所有していた公営団体と民間

投資家は町をより良いものに結びつける方法を考案したので、城が引き寄せた訪問者から利益を得る

ことができた。 

縮小の課題に対応するために、都市間にはかなりの多様性の余地がある。実際、大都市では、異な

る地区や近隣の状況に対処するための多様な戦略が必要になる。Okata 及び Murayama（2011）が示す

ように、東京は非常に多様な再開発問題に直面している様々な種類の都市空間の寄せ集めである。こ

れらの課題に対する多様かつ創造的な対応を可能にする漸進的なアプローチは、首都圏の様々な地域

が独自の特徴を維持しながら人口動態的、環境的、経済的変化に適応するのに役立つ。選択された戦

略が何であれ、地方自治体や他の地元の行為者は、都市が縮小するにつれて持続可能で審美的に魅力

的な都市景観を単に作り出すことの重要性を見落とさないことが重要である。これは、高価な新しい

開発プロジェクトよる、復活のためのギャンブルよりも多くの人にとってはるかに有望である。 

サービス提供の課題は、小都市、町及び農山漁村地域で特に深刻である 

都市の規模が縮小するにつれて、地方税収が減少し、サービスを提供する単価（一人当たり）が上

昇するため、公共サービスの資金調達に対する圧力が自然に上昇する。多くの場合、これは、学校、

病院又は他の公共施設の閉鎖又はコンパクト化をもたらす。その結果、少なくともオンラインや他の

リモート接続ではそれらを置き換えることができない場合、そのような施設へのアクセスが必要な市

民はより遠くまで移動しなければいけない。そのような選択はどのコミュニティでも困難であるが、

特により小さな場所では厳しい。例えば、大都市では、決定が地元の不動産価値に影響を及ぼすが、

非常に遠くまで移動する子供たちがいなくても、学校を閉鎖したり統合したりすることがある。対照

的に、小さな町又は都市の学校の閉鎖は、別の町又は都市の学校に通うためにバスによる非常に長い

移動が発生する可能性がある。学校の喪失は、町に財政負担を軽減するかもしれないが、そうしなけ

れば新しい住民を引き付けるのに役立つかもしれない資産を失うことを意味する。医療施設や他の社

会インフラの移転についても同じことが言える：それらの施設が近くにある場所では、地域への新参

者は定着しやすく、在留している住民は滞在する可能性が高くなる。 

第二に、都市が縮小するためのより抜本策は、単に学校又は診療所を統合するだけではなく、例え

ば、公共のゴミ収集、バスサービス又は水道の停止など完全に、一部の地域へのサービスの縮小を始

めることである。2010 年、デトロイト市は、都市の最も密集していない地域の可能性を検討し始めた。

人々はそのような場所に住み続けるかもしれないが、多くの農山漁村の住人がそうであるように、そ

のようなサービス提供の課題のために民間の解決策を必要とするだろう。ある意味では、デトロイト

は、まるでもはや都市に組み込まれていないような（おそらく、これは地方税の請求を削減すること

を含む）、単にそのような地域として扱われるだろう。第三に、最も根本的な選択肢は、都市部をブ
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ルドーザーで整備して公園又は農地として再開発することである。Glaeser（2010）が指摘しているよ

うに、これは、公衆に危険をもたらす可能性すらある放棄された荒廃した構造に関してはほと 

んど議論の余地がないが、非常に広い地域に関しては適用がはるかに難しい。重要な問題は、当局が

残りの住民にその不動産を売却し、移転させることを強制する必要があるかどうか及びその時点がい

つかであり、権力土地収用権の行使と強制的な購入／移転における共通の歴史問題のミラーイメージ

が、主に成長の余地を作るために使用されてきたのはどのような条件であるかということである。 

上記のように、過疎地におけるサービス提供の問題は、小さな町や農山漁村で最も深刻であるとい

う傾向がある。主要都市では、通常、課題には主要なサービスの合理化と簡素化が含まれる。地元の

提供はほとんど脅威にさらされることはない。例えば、学校、病院又は診療所の数は削減されるかも

しれないが、小さな町とは違って、大都市は中等学校又は三次医療がなければ放置されそうにない。

しかし、主要都市にも関連性の高い 2 つの重要なポイントが同様にある： 

・規模が減少している場合でも、品質は向上することができる。サービスの規模の縮小から貯蓄が行

われる場合、質を向上させるために、その貯蓄の一部を使用することによって、反対の声を和らげ

削減効果を緩和する範囲がしばしばある。例えば、多くの都市で行われているように、学校システ

ムを合理化する場合、残っている設備や建物の改善に貯蓄の一部を投資することができる。－次々

に教師と生徒の双方を呼び込むことを容易にするものである。同様の論理を幼児ケア施設又は医療

に適用することができる。 

・「スマート」技術は、人口と密度の低下が以前に広く行き渡っていたサービス水準の維持がますま

す困難になる場合、特に公共交通機関などの分野で、サービス提供を最適化する有望な機会を提供

する。 

遠隔医療のようないくつかの分野では、IT だけでは不十分であると多くの国で認識されているもの

の、遠隔地でのサービス提供を維持することに関しては、情報技術がすでに多く提供されている。サ

ービスをよりモバイル化するための戦略がますます実験されている。例えば、スウェーデンは長年に

渡って、手紙を送付するだけでなく対象とするコミュニティに広範な郵便及び関連サービスを提供す

る農山漁村地域の郵便配達車両を有し、一部の農山漁村地域に移動郵便局を導入した。ドイツでは、

AGnES コミュニティ医療看護プログラムは、医師が日常診療のための自宅訪問に費やす時間を削減し、

農山漁村地域の一般開業医の医師を支援する。地域医療看護は自宅訪問を行ない、必要に応じてビデ

オ会議を開催してリアルタイムで患者の健康情報を医師に送信する電子機器（タブレット又はは PC）

を使用する。カナダでは、一部の地域でモバイルラボが使用され、地元の住民に現場でのトレーニン

グを提供している。このサービスは、スキルの差を特定し対処するために地元の雇用者と協力する

（OECD、2010b）。フランスでは、メゾン・ド・サンテ（Maisons de santé）は遠隔医療及び他の措置

を含む農山漁村医療を支援するための多次元戦略の一部を構成している（囲み記事 4.15）。 
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囲み記事 4.15. フランスのメゾン・ド・サンテ（Maisons de santé） 

メゾン・ド・サンテ（「健康の家」）の開発は、全国一次医療サービスの提供を目

的とした 3 つの政策の一部である。この戦略にはまた、医師が開業医不足の地域で居

住する、遠隔医療の促進とインセンティブ（補助金及び／又は助成金）も含まれる。

この取り組みは、医療サービスの不足に直面している地域は、しばしば人口に占める

高齢者が平均よりも高い占有率を特徴とするため、なおさらいっそう重要である。彼

ら多くは健康上の問題を起こしがちで、通常は医師に会うために遠い道のりを行くこ

とができない。 

看護師、理学療法士、医師を 1 つの屋根の下に集めることで、費用（賃貸料、医療

機器、従業員）の相互扶助、営業時間の延長及び容易な交代を介して医療提供の効率

を高めることができる。さらに、開業医（特に若い開業医）の数が増えていること

で、医業を営み、プロとして感情の隔離を避け、及び医療の協調性を高めることがで

きるこの新しい医療実践方法を正しく評価しているように思われる。同じ場所で複数

のサービスを受けられる患者にとっても、より簡単である。これらのメゾン・ド・サ

ンテは、通常、地方自治体によって設立され、保健省の下で活動する地域圏医療庁

（地域保健医療局）との契約に署名すると、国の助成金によって恩恵を受ける。政府

の目的は、メゾン・ド・サンテの数を現在約 600 から 2017 年には 800 に増やすことで

ある。 

出典：地域間平等政策総局が直接提供した情報 

 日本は、農山漁村地域のための公共交通機関を適応させる取り組みの最前線にい
る 

増えつつある日本の大都市圏外の地域は、人口の高齢化と減少が原因で、財政的に独立した民間企

業としての農山漁村の公共交通網を維持しようと苦戦している。公共の交通機関の効率的な提供は、

人口密度が低い地域では、往々にして課題となる：長距離の移動と少ない利用者数が、多額の公的助

成金を必要とせずに、農山漁村の人々を引きつけるのに十分な迅速で信頼性が高く、手頃で効率的な

公共交通機関の提供を困難にしている。しかし、オープンデータ及びモバイル情報のプラットフォー

ムは、農山漁村地域の公共交通機関の提供に関して急速に選択肢を変化させている。これは、特に

「ビッグデータ」の増大に当てはまる（囲み記事 4.16）。OECD／ITF（国際交通ファーラム、2015）

は、この変化を理解するために、日本を含む多数の OECD 加盟国の状況を調査した。そこでは、特に、

農山漁村地域において公共交通のニーズを満たす「需要応答型公共交通」（DRT）の可能性に注目し

ている。DRT には基本的に 2 つのモデルがある。ドア・ツー・ドア又はサービスが必要な時にだけ提

供される、所定のピック・アップ・ポイントとドロップ・オフ・ポイントである。例えば、チェコ共

和国では、「ラジオバス（Radiobus）」は定期的な時刻表を有するという点で従来型バスのように運

行するが、利用者からの（電話またはインターネットで）申し込みがあった場合のみ、要求されたル

ートだけを運行している。 
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囲み記事 4.16. 「ビッグデータ」と公共交通期間の提供 

「ビッグデータ」は、モビリティ関連データの総量又は準リアルタイムの利用可能性を

徹底的に増大させることによって、輸送活動の計画と管理を改善するための大きな可能性

を秘めている。交通機関は、新しいデータの流れと新規のデータ型を処理するための適切

なレベルのデータ・リテラシーを確保する必要がある。交通運行、交通計画及び安全は、

新しい、又は新しく利用可能なデータ及びデータ関連の洞察がどこでどのように政策を改

善できるかを厳密に評価しなければならない分野である。 

「ビッグデータ」は、政府、企業、個人が詳細な情報に基づいた決定を行うのに役立

つ。より良いデータは、交通機関が通勤者の行動を理解し、目標とされる情報を提供し、

政策介入を特定するのに役立つ。実際、ビッグデータを使用することによる最大の利益

は、利用者の行動の変化から生じる可能性がある。政府見解からは、少なくとも以下の目

的のために、意思決定を支援するためのより良いデータが必要である。 

・より良い需要の理解（異なる利用者グループのニーズ） 

・利用者のニーズに合わせたより良い計画サービス、及び 

・私営サービスの市場事例を作る（採算性）。 

出典： OECD／ITF（2015）、農山漁村地域における公共交通機関の提供に関する国際経験、

OECD、パリ、 http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_RuralAreas.pdf. で入手可能 

 

情報通信技術は、集合的な交通経路、停留所、タイミングを顧客の実際のニーズに適応させるため

に使用される。人口が少ない地域又は需要が低い時間帯でうまく機能することに加えて、より密度の

高い地域では一般住民の中で分散している高齢者又は障害者のような特定のグループのニーズを満た

すために、効果的に運行することができる。DRT 計画は、社会的に必要な交通機関であることが多く、

一般入札によって選択される可能性があるため、地元の交通局によって完全にまたは部分的に資金提

供されることがある。しかし、民間会社又はコミュニティ運営型の非営利企業として運行することも

できる。 

日本の地方自治体は、この分野において極めて積極的である。実際、1970 年代からデマンド型のバ

スは運行している（Takeuchi ら、2003）。近年変化したのは、技術と理解である。コンピュータ支援

スケジューリングではルーティング及びディスパッチにより操作が大幅に効率化され、一方でモバイ

ル・アプリケーションではこのようなサービスが利用者にとってはるかに容易になった。これらの変

化に対応し、公共交通サービスへの要求圧力に対処する目的で、日本の地方自治体は DRT 提供を強化

している。MLT（2014）は、2006 年度から 2013 年度の間に、DRT 計画の数がほぼ倍増したと報告し

ている。現在、200 以上の市町村で「オンデマンド」バスサービスが提供されている。これらは 3 つの

基本的な種類である。第 1 の種類は、本質的に顧客の需要に基づいて運行する規定ルートによるバス

サービスである。第 2 の種類は、顧客の要求に応じて規定ルートに沿っていくらかの柔軟性を伴うも

のである。第 3 の種類は、顧客の乗車及び下車の要求に基づいて、より自由なルートが含まれる：運

行地域が定義され、顧客数が少ないため、運行者は乗客の不便を最小限に抑えるルートを選択する。

さらに、効果的な乗合タクシーは、特定の地域における固定ルート又は停留所を有さないドア・ツ

ー・ドア・サービスを可能にする。例えば、小牧（愛知県）の桃花台ニュータウン周辺のミゴン乗合

タクシー・サービスは均一運賃、相乗り、限られた運行地域及びア・ツー・ドアー・サービスを基本

としている。 

データによれば、DRT の利用者は、既存のバス運賃より高い運賃を支払う用意がある。しかし、各

旅行者の一行程当たりの輸送単価は、高くつくかもしれず、つまり、輸送手段の選択は需要密度と関

連付けて考える必要があることを意味している（表 4.1）。しかし、より高い費用に欠点がある場合、

システム設計の他の面でこれを相殺する利点がある。DRT システムの成功がルーティング、停留所の

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_RuralAreas.pdf
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位置、頻度などに関して、利用者と緊密に協議して設計され、適応されていることをその証拠が示唆

している。実際、重要な停留所の移動（例えば、主要な終着駅）のような比較的に単純か変更が、利

便性を向上させ、実質的に利用者数を増やすことができる（ITPS、2011）。さらに、東京大学の IT 研

究者が迅速かつ簡単な派遣を可能にし、運行者の電話をかける必要性を排除し、新規乗客の予約がす

でに予約された乗客へのサービスを混乱させないように、又は遅らせることがないようにするために、

派遣やルート計画を最適化するためのシステムを設計するのを支援するシステムを設計する手助けを

したように、これらのシステムは特に日本で継続的に改善している（オンデマンドバス、日付不明）。 

表 4.1. 需要に関連した交通機関選択の指針 

１台１時間当たりの乗客数×移動の長さ 

(=１台１時間当たりの人キロ) 
望ましい交通モード選択 

10 未満 タクシー 

10 以上 20 未満 タクシー又はフレキシブルなミニバス 

20 以上 50 未満 フレキシブルなミニバスであって、ルー

ト変更に柔軟性が少ないものの広範囲

に及ぶもの 

50 以上 概ね規定ルートを運行するバスで、規定

ルートから外れた 運行範囲に限りが

あるもの 

出典：OECD／ITF（2015）、農山漁村地域における公共交通機関の提供に関する国際経験、OECD、

パリ、ライト・S（Wright, S）（2013）、「フレキシブルな交通サービスの設計：交通機関選択の指

針」、交通計画と技術第 36／1、76～92 ページから編集された

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_RuralAreas.pdf; で入手可能 

OECD／ITF（2015）は、「従来の」公共交通機関が依然として役割を果たす場合、効率向上におけ

る比較的単純なイノベーションの成功を指摘している。快適さを増すための座席の数を減らす。より

良いマーケティング。及び、例えばリアルタイムの運行情報をモバイル・アプリケーションで利用で

きるようするなどサービスの信頼性に重点を置いている。多くの日本の現場では、顧客のニーズに基

づくサービスレベルを特定する方法が、実際の需要を満たすための供給を計画するのに役立つことを

示している。そのような顧客ベースの計画は、日本におけるいくつかの公共交通サービスの活性化を

もたらし、その結果利用者数が増加した。ある地域では、地域の民間部門が、地方自治体と協力して、

ルートの設計や財務管理に関与する。例えば、日高川町（和歌山県）は異なる時間帯の需要に応じて

車両のサイズを変えることができ、フィーダーサービスの向上と頻度の高まりが可能なタクシーを共

有してバスルートを統合している。北海道のニセコ町では、私営バス、自治体福祉バス、スクールバ

スのルートが統合されている。バスは需要に応じて停止し、需要のピーク時（例えば、早朝の学校運

行）にはいくつかのルートの変動がある。頻度と信頼性が向上した結果、一般人の使用が増加傾向に

つながった。多くの地域で、コミュニティバスサービスは、利益を追求しない前提で運行されている。

部分的な運賃収入はあるものの、自治体の予算からの支援もあり、最も重要な点は、運行ルートに地

元ビジネスがあることである。多くの場合、地元のボランティアが中心的な役割を果たしている。

（ITPS、2011）。 

カーシェアリング・プログラムも急速に成長している。日本では、乗合タクシーがますます普及し

ている。数年前までは事実上知られていなかったカーシェアリング・サービスは、多くの国で急速に

普及している。最もよく知られているのは、今では 130,000 人の登録利用者と、来る日も来る日も約

10,000 人の個人旅行者の利用を有する電気自動車シェアリングサービスであるパリのオートリブ

（AutoLib'）である。同様のシステムが他の地域でも生まれている。ダイムラーAG の子会社である

Car2go 社は、ヨーロッパと北米の 30 都市以上でカーシェアリング計画を実施しており、2015 年 6 月、

エイビス（Avis）のジップカー（Zipcar）は 7 カ国において 900,000 人以上の会員と 10,000 台近くの車

両を有している。ライドシェアリング計画は急成長している（Liftshare、Blablacar）。 2014 年の初め

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_RuralAreas.pdf
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までに、約 500,000 人の日本人がカーシェアリング・サービスに登録していたと推定され、その数は

急速に増加し、自社でサービスを開始し、又は公用車のより良い利用を目指して民間企業と連携を図

り、自治体と並んで民間企業が市場に参入した例もある（Nagata、2014）。 

実質的にこれらのカーシェアリング・サービスは全部、より効果的な需要と供給のマッチングのた

めにモバイルアプリに依存している。これは主に都市現象として見なされるが（乗客と乗り物の密度

が高いほどマッチングが明らかに容易である）、農山漁村地域では特に雇用センター又は重要なサー

ビスセンターとの主要ルートにおいても非常にうまく稼働できる。例えばフランスなどの多くの国で、

カープール計画を支援する公共の取り組みが実施されている（OECD／ITF、2015）。 

一部の国（例えば、スイス）では、郵便サービス運行者が主要なバス運行者である。他の国（例え

ば、イギリス）では、これは付随的な役割であるが、一部の郵便バスサービスが運営されている。簡

単に言えば、そのようなサービスは、現地の郵便局や公共の郵便ポストなどから郵便物を集め、ほと

んどの場合は隣接町にある地域の郵便区分局に運ぶために、既存の郵便車両に依存している。多くの

場合、これは、郵便物収集の頻度に応じて平日は 1 日に 2 、3 回運行することができる。小型の郵便配

達車両をミニバスに置き換えることで、郵便事業で公共交通サービスを「ピギーバック（おんぶ）」

することができる。資金調達は運賃と乗客数に依存し、一部の地方自治体の支援が必要となる場合が

ある。英国では、需要対応型サービスが現在一部の地域で提供されている。しかし、この選択肢は、

低密度地域の集落形態が人口の大半を、例えば半島、沿岸道路又は谷に沿って線形通路上に効果的に

配置する場合に、最も簡単に機能することができる。（White、2015）。 

この分野ではまだ実験と革新の余地が十分にある。したがって、政府は情報と経験の共有メカニズ

ムを活用しつつ、試行錯誤的で促進策を探求すべきである。以前は、中央からの助成金が運行者に提

供され、低い利用者数の問題に対処した。これは、しばしば互いに競争し、主に中央政府に指導と支

援を求めていた様々な運行者の活動を、地方自治体が調整することを困難にした。2007 年の地域公共

交通の活性化及び再活性化に関する法律の下で、日本の地方自治体は農山漁村の交通のニーズに取り

組むために最前線に立っているが、中央政府は農山漁村の公共交通機関の再編成計画を保証し、地域

特性に応じた地域交通の維持と農山漁村の公共交通網の再構築のための一定条件の下で助成金を提供

する。2014 年の改正案は、公共交通機関の活用を調整する地方自治体の能力をさらに強化した。公共

交通機関の再編成計画には依然として中央政府の承認が必要だが、もはや部門によって定義されてお

らず、貨物と旅客輸送（スイスの郵便バスなど）などを組み合わせるために、地方自治体は手数料及

び運賃を調整する広範な自由を有する。 

この改革過程で、公共交通における多くの地方の実験がなされた。ノルウェーの経験はここで有益

である。中央政府は、農山漁村地域プログラムにおける公共交通機関の一環として、実験を奨励する

ための特別資金を提供した。この機会に対応していくつかの計画が作成されたが、それらのうち一部

はプログラムの終了時に悪戦苦闘した。それは良いニュースであると見るべきである：一時的な資金

調達が革新を引き起こした。予想されるように、一部の新しいアイディアは、他のアイディアよりも

強靱的であることが証明された。一部は、それらをより効率的にするために修正する必要があり、他

は実行可能ではなかった。秘訣は、出現する効率の悪いアプローチの支援においてがんじがらめにす

ることを避けることである。 

経済戦略は現地の人口動態の趨勢の現実的な評価を反映しなければならない 

前述のように、人的資本の喪失は縮小過程の重要な部分である。空き地をよく見かけるようになり、

サービスの減少は直に感じられる一方、スキルと知識の喪失は、最終的には都市の今後の経済に最大

の脅威をもたらす可能性がある。人的資本の喪失は、地元の労働市場における熟練 

労働者の有用性に主に依存しているので、生産性の高いバリューチェーンに参加することを困難に

し、地元のイノベーション・システムを弱体化させ、特に中堅企業（SME）に大きな打撃を与える可

能性が高い（Martinez-Fernandez 及び Wu、2007）。したがって、収縮する都市は、成長する都市に適

したものとは異なるスキルと雇用戦略が必要である。後者では、スキルの不足はしばしば雇用主の強

い需要を反映しているのに対し、衰退する都市は供給側にとって大きな問題を抱えており、事実は企

業を誘致し、維持することをより困難にしている。 
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都市の縮小に対処するための政策は、集中的な垂直と水平の調整を必要とする 

急速な人口減少と高齢化を経験している「適正規模化」都市は、異なる政策領域にわたり、政府の

レベルを超え、管轄区域を越えて、政策介入を調整するために重要な努力を必要とする。日本の都市

の指導者は、政府のレベルを超えて、時には地方自治体の境界を越えて、提携すべきいくつかの共通

の問題を念頭に置いておきたいと考えている。 

・サービス提供と土地利用政策の調節 

・地元及び地域計画過程と開発政策の調整、及び 

・地域規模での都市縮小を扱う政策の協調 

多くの縮小都市の経験から引き出される 1 つの教訓は、地元の行為者が状況の現実的な評価を採択

することにおいて中央政府が役割を果たす可能性があるということである。これは OECD 全体の共通

の問題である。人口減少の影響を受けている、あまりにも多すぎる地域や地方自治体は、成長の計画

を続けている。多くの場合、これらはこの中で、そうしたために罰則を科すことをしない、又は必要

性がほとんどないインフラに投資して報酬を与える財政移転システムによりほう助されている。この

問題に対処するために、2010 年のドイツのザクセン州では、地方と地域の計画過程が人口動態の趨勢

を十分に考慮していることをすべての省庁が証明するという要求が課せられた（Schlappa 及び Neill、

2013）。ザクセン州で採択された「人口動態チェックリスト」に含まれるいくつかの質問に対して、

地方自治体の計画の評価が求められ、同じようなことをするかもしれない地方政府がより現実的な見

通し（上記の第 2 章を参照せよ）を採用するよう日本の当局は働いている。 

・この提案は、人口動向と人口の将来の構成に関する統計的証拠を考慮しているか？ 

・生活と仕事の世代間モデルは考慮されているか？ 

・この提案は、物的インフラとサービスの継続的な適応を規定しているか？ 

地元の政治家が人口動態的予測において「強気」でなければならないというインセンティブを考慮

して特に重要な第 2 のポイントは、新たな現実に適応するよりもむしろ愚かにも再生プロジェクトに

賭けるインセンティブを高めることができるがために、衰退する都市に対する外部サポートが大きす

ぎることが問題の一因となる。デトロイトの経験はここで有益となる：都市は、しばしば州と連邦の

財政支援を得て、大規模な目に見える「最重要」再生プロジェクトに関して繰り返し賭けをした（囲

み記事 4.17）29。結局、彼らは都市に少し利益をもたらした。日本でも、都市縮小のための復興計画は、

国又は都道府県レベルの投資、特にインフラ整備、対内純移動率と重要インフラをしばしば想定して

いた（Onishi、2004；Uemura、2012）。しかし、ほとんどの都市が人口を失い、公的予算が厳しく制

限されている日本では、このような期待はますます非現実的である。将来的に中央資源はより控えめ

に、より選択的に配分されなければならないため、人口減少に直面している都市や町は成長を続ける

ことためにも、大きな外因的移動を期待するよりむしろ、状況に合わせて適応する覚悟をすることが

重要である。代替手段は、上記に従って、場合によっては、少なくとも都市を今よりも良い場所にし、

より持続可能にするチャンスを提供する機会として、縮小を再構築する。 
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囲み記事 4.17. 縮小するデトロイト 

デトロイトの縮小は、多くの点で他の都市を縮小するための教訓となる実例である。デト

ロイトは、1950 年のピーク人口 185 万人から、2010 年には人口 71 万 3,000 人強の 61％以上

の減少となった。2013 年までに破産宣告を余儀なくされた。確かに、デトロイトの衰退は、

人種的、社会的及び産業的本質の多くが現在の日本の町と都市に影響を及ぼすものとは異な

る。それらは、一つの産業への過度の依存、郊外化、人種間の緊張、大都市の崩壊と紛争、

もちろん、しばしば反映される他の要因といった極端な形態ではあるが、20 世紀半ばの米国

の工業都市に影響を及ぼすはるかに典型的な問題であった。しかし、デトロイトには、人口

統計学的及び経済的衰退に対応する方法で多くの都市にとっての教訓がある。 

・地方自治体間の競争が協調に打ち勝った。米国の自動車産業界は前世紀半ばの数十年か

ら経験してきた苦闘にもかかわらず、デトロイト市は依然として裕福な首都圏の中心に位置

している。しかし、地域的アプローチの欠如は、デトロイトが近隣の都市としばしば対立し

ていたことを意味し、Schlappa と Neill（2013）が「競争的市民起業家精神主義」と呼んでい

るものは、地元の指導者が全国的及び国際的規模で首都圏として競争するために連携・協力

するよりむしろ、投資及び資源のためにその地方でお互い競争することに集中するよう導い

た。大都市の協調は好況時に達成するのが難しい。時代が厳しい時にはさらに困難になり、

ますます希少な人材と財政のために競争する地方自治体の当事者のためのインセンティブは

さらに強まっている。 

・都市それ自体が、スタジアム、カジノ、オフィスタワー及びダウンタウンのモノレール

を促進するために、減税、助成金、及び土地収用の権限を使用して、費用のかかる非常に目

立つ「再生」プロジェクトを繰り返し請け負ってきた。大きな新市民会館と巨大なコボ・ホ

ール及びアリーナ（当時、世界最大の集会施設）は 1960 年代に、それに続いて 1970 年代に

はデトロイト・ルネサンス・センターが建設された。そのようなプロジェクトは、デトロイ

トにおけるより幅広い都市再生を誘発するものではなかった。これらのプロジェクトは、産

業変化、社会的葛藤、郊外化、誤った交通政策、政治的反目などの入り交じった困難な状況

に根ざした本質に取り組まなかったため、デトロイトの衰退を阻止することはできなかっ

た。 

・教育成果は乏しかった。20 世紀後半の過疎化と産業の空洞化に直面していた米国の他の

旧工業都市は、方向転換を行なった。全体として、教育はそのような都市の強靱化の一番の

源であることを証明した。例えば、ミネアポリス、ボストン及びピッツバーグでは、大卒者

の労働者数が大幅に増加しているほか、大学と地元企業間との関係も十分に発展している。

デトロイトの大都市圏はそれに比べて大きく後れを取り、都市の住民は近隣のコミュニティ

の住民よりも平均教育水準がはるかに低い。 

・ビジネス環境は、米国の他の多くの都市と同じくらい起業家精神を助長するものではな

かった。一部においては、これは政治を反映している。－都市は、地元の中小企業を厳しく

規制しながら、大規模で高度に中央集権化された再開発プロジェクトに焦点を当てた。ま

た、意思決定がデトロイトの進化を驚異的なレベルにまで形成した「ビッグスリー」自動車

メーカー30 の支配を反映した。Glaeser（2011）は、「ビッグスリーの大きな成功は、ニュー

ヨークに多く存在した自己起動型起業家精神タイプの人々から搾取した。また、組立ライン

で高賃金が稼げたことは、多くの人が高等教育を受ける理由がほとんどないことを意味して

いた」と意見を述べている。後に、ビッグスリーが生産拠点をデトロイト以外に移したの

で、その都市が後退することはほとんどなかった。 

デトロイトが、近年、これらの後遺症を克服し、よりうまく縮小するために努力してきた

ことに留意すべきである。これらの努力の結果を判断するのは時期尚早であるが、2013 年の

破産についての大いなる皮肉の 1 つは、それが景気の悪化が最悪の状態になった後に発生し

たことであった。ここ数年の間に、政治家と地域団体の双方において、デトロイトの未来を

より小さく今よりも良い場所として再考及び再計画するために、可能性のある経済復興の開

始と明確な準備が必要である。 

出典： OECD（2015e）、OECD 都市政策レビュー: メキシコ：都市政策と住宅金融の変革、OECD出

版、パリ、http://dx.doi.org/10.1787/9789264227293-en; グレーザー・E（Glaeser, E.）（2011）、「デトロイトの衰退と

ライトレールの愚かさ」、ウォール・ストリート・ジャーナル、3 月 25 日、

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704050204576218884253373312（2015 年 7 月 15 日アクセス）。グレーザー・E 

（2010）、「縮小したデトロイトを偉大なものに戻す」、ニューヨーク・タイムズ、3 月 16 日。サウ

http://dx.doi.org/10.1787/9789264227293-en
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704050204576218884253373312
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衰退のプレッシャーが、隣接する自治体間の協力よりもむしろ「近隣窮乏化政策」の競争をどの程

度引き起こすのかを、奮闘している町や都市の経験が示しているため、中央当局と地方自治体は、縮

小のための地域的アプローチに不可欠な役割を果たせるかもしれない。これは特にデトロイトで重要

な問題であったが、日本の状況においても発生している。予算資源、人材、投資の競争が激化するの

は自然な結果であるが、日本においてより協調的なガバナンス・アプローチを採用する必要性が高ま

っている。地方自治体間協力を促進する MIC プログラムは、ここで重要な貢献をすることができる。 

縮小過程の効果的なガバナンスは、行政レベル間のつながりよりも関連している。その過程におけ

る市民の関与は非常に重要である。実際に、都市の小型化が管理されることによる過程は、具体的な

決定が達成されるのとほぼ同じくらい重要である。都市を「適正規模化する」という選択肢は、その

性格、アイデンティティ、居住性に大きな影響を与える可能性がある。これらが合法化され受け入れ

られるのであれば、これらは、市の形態が変わる方法について、政策立案者だけでなく市民やビジネ

スリーダー、コミュニティ・グループ及び他の利害関係者が関与する透明かつオープンで誠実な議論

の結果でなければならない。確かに、そのような過程がなければ、解体、再開発、移転などの戦略は

採用できない。前世紀での一部の OECD 諸国におけるスラム・クリアランス政策の下で行われた破壊

的な過ちを繰り返すべきではない（Schilling、Schamess 及び Logan、2006）。 

 

注記 

1. 第 1 章で議論された「農山漁村」と「都市」の定義上の問題を考慮して、正確には難しいが、

UNDESA の人口データは、1950 年から絶対数で減少している農山漁村人口を示している。それ以前

に、戦中及び戦後の食糧不足、植民地の喪失（及び結果として生じる日本人の本国帰還）及び戦後

のベビーブームの発言によって引き起こされた都市から農山漁村への移住により大幅に増加した。 

2. 本州、北海道、四国、九州及び沖縄 

3. 「多機能性」は、食糧に加えて様々な非商品生産物を農業が生産できることを示すために使用さ

れる用語である。これは、農業生産過程の特定の特性とその生産物に関連している：i）農業によっ

て共同で生産される複数の商品生産物及び非商品生産物、及び、ii）それらの非商品生産物の一部は、

市場があまり機能していないか存在しないような外部性又は公共財の特性を示す。 

4. 綾部市（京都府）は、最大 1 年間にわたり月額最大 50,000 円の居住助成金のみならず、非常に低

い賃貸料と空き家の改築を賄うために最大 300 万円までの貸付金を提供している。 

5. 例えば、ヨミウリ・オンライン（2014a）での小泉進次郎内閣府大臣政務官のコメント。 

6. しかし、Ucbasaran、Westhead 及び Wright（2011）は、意思決定と失敗における楽観主義バイアス

のため、一度だけではなく繰り返し失敗することがよくある一部の「連続起業家」にこれが必ずし

も当てはまるわけではないことを示すデータを引用している。 

7. 資産を完全に開示し、自らができることを支払う債務者は、現在の法律によって認められている

以上の額で、家、家具、生命保険及び現金貯蓄を維持することができる。 

8. 本文献の概要については、第 1 章を参照せよ。Kautonen（2013）も参照せよ。 

9. この数字には漁業と林業の村落が含まれていない 

10. 世帯構成の変化（平均世帯規模の縮小）も重要な役割を果たした。 

11. これらは、都市化、市街化調整区域及び都市計画に関連する他の区域に指定された区域を含む。 

12. 農地の都市利用への転換は厳格に規制されているが、放棄された農耕地は 1994 年以来およそ約

400,000 ヘクタールに倍増していると、MAFF は推定している。 

13.  MAFF 及び都道府県は、貯水池及び排水ポンプ場など非常に大規模な灌漑排水施設を管理する。 

14. 地価が耕作における土地の利用価値ではなく、むしろ他の用途への転換の可能性を反映している

ため、賃貸は多くの地域の大規模生産者に好まれている。そのため、一部の所有者は売却を望んで

おらず、多くの者はそれができない。 

15. それは、都市が最初に存在する理由である。 

16. 認定農家は、市当局によって認定されている農業経営を改善するための計画である。 
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17. おそらく、60 ページにわたる計画の 20％以下が農山漁村開発に費やされていることが兆候とな

る。大部分は農業、林業及び漁業に当てられている。MAFF の責任を考慮すると、これは全体とし

て理解できるものであるが、農業問題が農山漁村開発政策を支配することを可能にする問題を強調

している。 

18. 生産者支持評価額（PSE）は、その性質、目的又は農産物若しくは収入への影響にかかわらず、

政策措置から生じる農家の出荷レベルで測定され、農業生産者を支援するための顧客及び納税者か

らの総移転における年間貨幣価値の指標である。このような政策がない状況に対して、農業を対象

とした政策から生じる支援を測定する。PSE には、潜在的及び明示的な移転が含まれる。百分率

PSE は、農家の総生産額（農家の出荷価格）と予算支援で測定した総農場収益の値に対する PSE の

比率である。 

19. ここと添付の図において、農業環境支払交付金は、特定の慣行を要求し、「基本的要件と自発的

行為の範囲を越える」（OECD、2009c の囲み記事 3.3 を参照せよ）。これは、PSE データベースの

特定のカテゴリーとしては存在しないが、このような支払いは注釈に該当するため、農業環境支払

交付金のための最高の代用物である。ここで提示された見積もりは、結果として農業環境支払交付

金の上限である。 

20. クロス・コンプライアンスは、環境パフォーマンス、食品安全性、動植物衛生、動物福祉などに

関する基本的な基準を農家のコンプライアンスに対して直接支払うことを結びつける仕組みである。

クロス・コンプライアンスは、農業環境対策の「ベースライン」または「参照レベル」を表す。ク

ロス・コンプライアンスに該当するすべての要件については、コンプライアンス費用は農家が負担

しなければならない（「汚染者負担」原則の通り）。 

21. 市長の給与は半減した。他の職員は初任給に対して反比例するような削減額でわずかな削減を受

け、最低賃金はほとんど影響を受けなかった。 

22. 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法。 

23. 豪雪地帯対策特別措置法では、国土交通省が輸送の利用可能性の促進と生活環境の開発、及びこ

のような地域における土地管理を担当している。また、安全で快適な地域計画のための調査も実施

している。2013 年 4 月現在、532 の地方自治体が豪雪地帯（201 カ所は特別豪雪地帯として指定され

た）として指定された。 

24. MLIT は、半島振興法に従って、半島の環状道路の開発及び開発中の半島地域における産業の振

興（2013 年 4 月現在、22 都道府県中 194 の地方自治体に及ぶ 23 地域）を支援する。  

25. このような法律は、およそ 10 年ごとに改訂されている。1970 年代には、過疎地域対策緊急措置

法が採択された。それに続いて、「過疎地域振興特別措置法」（1980 年代）、「過疎地域再生特別

措置法」（1990 年代）及び 2000 年代に「過疎地域自立促進特別措置法」が施行された。最近では、

過疎地域自立促進特別措置法が改正されている。 

26. 日本の状況における ABCD の議論については、Feldhoff（2013）を参照せよ。 

27. Rink ら （2012）は、ヨーロッパのすべての中規模都市のほぼ半数が人口と経済の減少を経験して

いることを理解している。Hollander ら（2009）は、1960 年以来、少なくとも 10％減少している 10

万人以上の事前人口を有する 370 都市を報告している。 

28. これを従来のインフラ（輸送、水道、電力など）の緑化と混同しないことが重要である。 

29. Glaeser（2010）は、目減りした場所の再活性化に対するこの建物駆動型アプローチの奇妙な点を

指摘している。「衰退する都市の特徴は、人々に比例して豊富なインフラを有することであるため、

より多くの建物を造ることによって衰退する都市を救うという全体構想は間違いである。 

30. フォード、クライスラーおよびゼネラルモーターズ。 
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http://www.yomiuri.co.jp/adv/region/index.html
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の新たな状況への対応を支援している。OECDは各国政府がこれまで政策を相互に比較し、共通の課題に

対する解決策を模索し、優れた実績を明らかにし、国内及び国際政策の調和を実現する場を提供している。 

 OECD加盟国は、オーストラリア・オーストリア・ベルギー・カナダ・チリ・チェコ・デンマーク・エ

ストニア・フィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・ハンガリー・アイスランド・アイルランド・イ

スラエル・イタリア・日本・韓国・ルクセンブルク・メキシコ・オランダ・ニュージーランド・ノルウェ

ー・ポーランド・ポルトガル・スロバキア・スロベニア・スペイン・スウェーデン・スイス・トルコ・英

国・米国である。欧州委員会もOECDの活動に参加している。 

 OECDが収集した統計や経済・社会・環境の諸問題に関する研究成果は、加盟各国の合意に基づく協

定・指針・標準と同様にOECD出版物として広く公開されている。 
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